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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年９月９日

自 午前 １１時 ０分

至 午前 １１時 ６分

於  委 員 会 室 ４

２、出席委員の氏名

委 員 長 大場 博文 君

副 委 員 長 浦川 基継 君

委   員 田中 愛国 君

〃 溝口芙美雄 君

〃 徳永 達也 君

〃 山田 博司 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 山田 朋子 君

〃 麻生  隆 君

〃 近藤 智昭 君

〃 久保田将誠 君

    〃 赤木 幸仁 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、審査の経過次のとおり

― 午前 １１時 ０分 開会 ―

【大場委員長】ただいまから、農水経済委員会

を開会いたします。

これより議事に入ります。

まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、溝口委員、山田朋子委員

のご両人にお願いいたします。

次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。

本日の委員会は、令和元年9月定例会におけ
る本委員会の審査内容等を決定するための委員

間討議であります。

それでは、審査の方法等について、お諮りい

たします。審査の方法については、委員会を協

議会に切り替えて行いたいと思いますが、ご異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午前 １１時 １分 休憩 ―

― 午前 １１時 ５分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者に正式に通知すること

といたします。

ほかにご意見はございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ほかにないようですので、これをもって本日

の農水経済委員会を閉会いたします。

お疲れ様でした。

― 午前 １１時 ６分 散会 ―



第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年９月２４日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ４時 ０分

於  委 員 会 室 ４

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 大場 博文 君

副委員長(副会長) 浦川 基継 君

委    員 田中 愛国 君

〃 溝口芙美雄 君

〃 徳永 達也 君

〃 山田 博司 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 山田 朋子 君

〃 麻生  隆 君

〃 近藤 智昭 君

〃 久保田将誠 君

〃 赤木 幸仁 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

産業 労働部 長 廣田 義美 君

産業労働部政策監 貞方  学 君

産業労働部政策監 三上 建治 君

産業労働部次長 村田  誠 君

産業 政策課 長 小林  純 君

企業 振興課 長 宮地 智弘 君

企業振興課企画監 佐倉 隆朗 君

新産業創造課長 井内 真人 君

新産業創造課企画監 福重 武弘 君

経営 支援課 長 吉田 憲司 君

若者 定着課 長 宮本浩次郎 君

雇用労働政策課長 吉村 邦裕 君

６、審査事件の件名

○予算決算委員会（農水経済分科会）

第103号議案
令和元年度長崎県一般会計補正予算（第2号）
（関係分）

７、付託事件の件名

○農水経済委員会

（1）議 案

  な   し

（2）請 願

  な  し

（3）陳 情

・要望書（平戸市が進める「未来を担う人材創

出事業（高校魅力化プロジェクト）」に対す

る協力依頼～外）

・令和2年度 離島振興の促進に関する要望等

の実現について

・諫早市政策要望（諫早駅周辺整備事業への協

力と支援について 外）

・要望書（航空路線の安全確保について 外）

・要望書（沿岸漁業の振興及び漁業者のための

施設整備・環境整備について）

・「生涯現役社会」を実現するシルバー人材セ

ンターの決意と支援の要望

・要望書（幹線道路網の整備促進について 外）

・令和元年度 長崎県の施策に関する要望・提案

書
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・要望書（地域高規格道路「西彼杵道路」にお

ける長崎方面への延伸ルートの早期着手につ

いて 外）

・要望書 令和元年度（長崎駅周辺で計画され

ている各種事業の促進及び交流拠点施設利用

者の利便性向上について 外）

・要望書（本県における農業競争力強化のため

の農地基盤整備の強力な推進に向けて）

・令和2年度 森林・林業・木材産業の施策要

望書

・令和2年度 林業施策・予算に関する要望書

・韓国人観光客の激減対策に関する要望

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開会 ―

【大場委員長】 おはようございます。

ただいまから、農水経済委員会及び予算決算

委員会 農水経済分科会を開会いたします。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました議案はござ

いませんが、陳情につきまして14件の送付を受
けております。

なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を、

農水経済分科会において審査することとなって

おりますので、本分科会として審査いたします

案件は、第103号議案「令和元年度長崎県一般
会計補正予算（第2号）」のうち関係部分であ
ります。

次に、審査方法についてお諮りいたします。

審査は、従来どおり分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、各部ごとに、お手元にお

配りしております審査順序のとおり行いたいと

思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ご異議がないようですので、そ

のように進めることといたします。

次に、審査内容案について協議いたします。

お手元に審査内容案を配付しておりますが、

各委員からの自由なご意見を賜りたく、委員会

を協議会に切り替えて行うこととしたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ご異議ないようですので、その

ようにいたします。

それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午前１０時０１分 休憩 ―

― 午前１０時０２分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

以上をもちまして、審査内容に関する協議を

終了いたします。

ほかに何かご意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ほかにないようですので、これ

をもちまして委員間討議を終了いたします。

引き続き、産業労働部関係の審査を行います。

これより、産業労働部関係の審査を行います。

審査に入ります前に、7月の人事異動に伴う
新任幹部職員について紹介がありますので、こ

れを受けることといたします。

【廣田産業労働部長】 おはようございます。

令和元年7月16日付人事異動で発令がありま
した産業労働部の新任幹部職員を紹介させてい

ただきます。

（新任幹部職員紹介）

以上でございます。よろしくお願い申し上げ
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ます。

【大場委員長】 ありがとうございました。

それでは、これより審査に入ります。

【大場分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

産業労働部長より、予算議案説明をお願いい

たします。

【廣田産業労働部長】産業労働部関係の議案に

ついてご説明いたします。

予算決算委員会農水経済分科会関係議案説明

資料の産業労働部をお開きください。

今回、ご審議をお願いしております議案は、

第103号議案「令和元年度長崎県一般会計補正
予算（第2号）」のうち関係部分であります。
歳出予算は記載のとおりでございます。

補正予算の内容についてご説明いたします。

新産業創造課でございます。

食料品製造業の振興等を図るため、県産材や

消費者ニーズにこだわった高付加価値商品の試

作開発からテスト販売までの一貫した支援を行

う施設の整備に要する経費として、食品加工セ

ンター施設整備費1億5,400万5,000円の増を計
上しております。

次に、若者定着課でございます。

福岡県内の長崎県出身大学生等への県内就職

の働きかけ等を強化するため、福岡市内に職員

が常駐する拠点「ながさきＵＩターン就職支援

センター（仮称）」に要する経費として、県外

進学者Ｕターン就職促進事業費138万6,000円
の増を計上しております。

債務負担行為の内容についてご説明いたしま

す。

食品加工センター施設整備費は、食品加工セ

ンターの整備に要する経費について、令和2年

度までの債務負担として、2億3,100万9,000円
の債務負担行為を設定するものであります。

また、予算決算委員会農水経済分科会説明資

料について、補足説明資料を配付させていただ

いております。

以上をもちまして、産業労働部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【大場分科会長】次に、新産業創造課長より補

足説明をお願いいたします。

【井内新産業創造課長】 資料につきましては、

「令和元年9月定例県議会予算決算委員会農水
経済分科会補足説明資料（産業労働部）」でご

ざいます。1ページ目をご覧ください。
食品加工センター施設整備費、9月補正予算

額1億5,400万5,000円について説明いたします。
本予算は、昨年度より設計を進めてまいりま

した食品加工センターの建物本体の工事費でご

ざいます。

1、事業目的としまして、食品加工センター
は、本県食料品製造業や生産者の振興を図るた

め、県産材や消費者ニーズにこだわった付加価

値の高い商品の試作開発からテスト販売まで、

一貫した支援を行うものでございます。

次に2、事業概要でございます。
現在、県の工業技術センターでは、食品の分

析などの支援も行っておりますが、その敷地内

に、新商品開発などに向けた試作加工を行う食

品加工センターを整備するものでございます。

また、生産者と食料品製造業者とのマッチン

グとか、売れる商品づくりに向けたアドバイス

などの支援も行うこととしておりまして、より

多くの皆様にご活用いただく施設を目指してま

いります。
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資料の中段から下段にかけまして予算額をお

示ししております。建物本体工事費の合計は3
億8,501万4,000円でございまして、うち4割、
前金払い相当部分の1億5,400万5,000円、今年
度支出分について今回補正予算に、残りの令和

2年度支出予定の2億3,100万9,000円につきま
して債務負担行為を設定するものでございます。

なお、総事業費につきましては約6億2,000万
円を見込んでおります。その内訳としましては、

今回の建物本体工事費約3億8,500万円に加え
まして、試作加工や分析を行う機器の整備費と

して約2億2,000万円、設計費などについて約
2,000万円となっておりますが、分析機器の整備
等については、既に今年度当初予算に計上済み

でございます。

続いて2ページ目をお開きください。
施設の特徴としましては、利用者が試作した

ものをテスト販売できるようにしておりまして、

人と物の動線が交差しないなど、衛生に配慮し

た施設となっております。

下に平面図がございまして、横線模様として

おります上側の部分、試作加工室を中心とした

エリアでは食品の一次加工や乾燥、粉砕などを

行いまして、下側の縦線部分にしております二

次加工室ではレトルト殺菌や充填、ラベルのプ

リントなど販売可能な試作品としての仕上げを

行うものでございます。

以上で私からの説明を終わります。ご審議の

ほど、よろしくお願いいたします。

【大場分科会長】次に、若者定着課長より補足

説明をお願いいたします。

【宮本若者定着課長】 引き続き、同じ資料の3
ページをご覧ください。

福岡の駐在拠点に関する経費でございます。

1、事業目的。福岡県内の本県出身大学生へ

の県内就職の働きかけを強化するとともに移住

相談へも対応するため、福岡市内に職員が常駐

する拠点を設置する。

2、事業内容等、（1）名称「ながさきＵＩタ
ーン就職支援センター（仮称）」

（2）事業内容、①オフィスは「ＤＩＡＧＯ
ＮＡＬ ＲＵＮ ＦＵＫＵＯＫＡ（ダイアゴナ

ル・ラン・フクオカ）」、ＦＦＧが開設したオ

フィスの事務室、コワーキングスペースという

ものがありまして、さまざまな民間の人たちと

かが一定そこで仕事をされているんですが、約

10平米の個室もございまして、その個室を借上
げたいと思っております。

所在地としましては、福岡市中央区西中洲の

親和銀行ビル5階になります。
配置する職員は、正規の県職員を1名。現状、
福岡のキャリアコーディネーターは本庁からの

出張で対応しておりますけれども、それについ

ては引き続き本庁からの出張として、福岡には

正規職員を配置して、連携して学生への働きか

けを強めていくというようなところを考えてお

ります。

開設日は、一定の引継ぎ期間をとりまして10
月15日を予定しております。
主な業務内容は、福岡県内大学あるいは大学

生への働きかけ、県内企業と福岡県内在住の学

生との交流会、ＵＩターン希望者への相談機能

というところでございます。

補正予算の内容としては、10平米のオフィス
レンタル料の半年分として69万3,000円、その
ほか活動費として69万3,000円となっておりま
す。

以上でございます。

【大場分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。
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質疑はありませんか。

【堀江委員】若者定着課、県外進学者Ｕターン

就職促進事業費ですが、今、説明がありました

ように、これまでおられたキャリアコーディネ

ーターとは別に正規の職員を配置するというこ

とですけれども、2つ質問があります。
1つは、補正の内容はレンタル料、オフィス

を借りるのと活動費ですが、職員を配置する人

件費は、今後、動きはないのかというのが1点。
もう1つは、当初予算で計上できなかった理

由もこの際、説明いただきたいと思います。

【宮本若者定着課長】 1点目、人件費につきま
しては、10月1日の異動の予定で10月15日に配
置を予定していますが、そこを含めまして11月
補正で対応したいと思っております。

2点目、当初予算で計上できなかったのかと
いうところでございますが、当初予算の時にも、

全く福岡ということを考えなかったわけではご

ざいません。ただ、何しろ福岡の大学に働きか

けるというところが初めてでございまして、数

も大体毎年1,200人ぐらいが進学しているとい
うところはわかっておりましたが、実際どの程

度、大学と接触し大学との協力関係ができるか

というところがわかりませんでしたから、まず

は長崎からの出張対応で福岡との関係構築を、

この間やってまいりました。

そして、一定の関係が構築できて、まだ不十

分、あるいは加速化することができるのではな

いかということで、このタイミングでの補正を

上げさせていただいております。

【堀江委員】つまり、福岡県内の大学との関係

構築がより見えてきたといいますか、逆にまた

強めることができるという判断のもとで今回の

補正を組んだということと理解をいたしました。

新産業創造課の食品加工センター施設整備費

です。これは地場産業の、とりわけ食料品製造

業等の振興を図るための必要な施設だと認識を

いたしますが、2つお尋ねいたします。
1つは、こうした高付加価値商品の試作開発

からテスト販売までの一貫した支援を行う加工

センターは、他県の状況はどうなのかというこ

とが一つ。

もう1つは、これまで工業技術センターの中
でいろいろ検討されていたと思うんですが、具

体的に試作商品というか、試作予定のものが現

在どうなのかというのも、もしありましたら説

明いただきたいと思います。

【井内新産業創造課長】 まず、1点目の他県の
類似する施設の状況でございますが、九州では

熊本県とか鹿児島県などにおいて、このような

一貫した支援を行う食料品加工製造業支援の施

設がございます。

もう1点、具体的にどういう試作を考えてい
るかというところですが、基本的な考え方とし

ましては、県産材の強みを生かして加工品をつ

くりたいというものがございます。

一例を申し上げますと、長崎玉緑茶は全国の

品評会で1位に輝くなどの強みがございますが、
これをペーストにしてお菓子に活用するとか、

全国有数の生産量を誇る温州ミカンを活用した

ゼリーとか、そういうものを想定しております。

【堀江委員】最初に課長が説明しましたように、

より多くの皆様に利用していただく施設を目指

したいということですので、ぜひ、地場産業の

発展のために使える施設にしていただきたいと、

この機会に要望しておきます。

【山田(博)委員】 それでは、今回の補正予算に
ついて幾つかお尋ねしたいと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

まず若者定着課、県外進学者Ｕターン就職促



令和元年９月定例会農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２４日）

- 7 -

進事業費とあります。これはオフィスレンタル

事務所ということですけど、県として初めての

取組かどうか、まずそこをお尋ねしたいと思い

ます。

【宮本若者定着課長】こういったコワーキング

スペースを活用して、個室ですけど、そういっ

たところの取組は初めてだと思っております。

【山田(博)委員】 じゃあ、他県はどうなってい
るか。他県はいつから始めているとかというの

を恐らく調査した上で、こういうふうに予算を

計上されていると思いますので、まずそこをお

答えいただけますか。

【宮本若者定着課長】他県をつぶさには調査し

ておりませんけれども、基本的に、10月15日か
ら正規の職員を置こうと思っております。キャ

リアコーディネーターは、大学生に直接働きか

けて県内企業を案内したりといった就職支援を

するわけですが、そもそもキャリアコーディネ

ーターを置いている都道府県は、幾つかはある

のかもしれませんが、そう多くはございません。

そういった中で、今、長崎の方を担当するキ

ャリアコーディネーターが3人おりまして、福
岡担当が1人、東京担当が1人ですが、今回、大
学生への働きかけを強めるということで、福岡

に職員を配置するようにしております。

そういった大学生、ＵＩターンをターゲット

として事務所を構えるというようなところは、

あまり例がないのではないかと思っております。

【山田(博)委員】 三上政策監、あなたは経済産
業省から来られたでしょう。他県はどうなって

いるか、あなたはご存じでしょうが、お答えく

ださい。

【三上産業労働部政策監】ご指名いただきまし

て、ありがとうございます。今回、7月から経
産省より出向しまして、この歴史と産業のある

長崎県に着任できて光栄でございます。

ご指摘いただいた点でございますが、経産省

の方では、各地域、各都道府県には、若者振興

につきましては各地域の地元の発意に基づいて

頑張るように支援しているところでございます

けれども、現在、どの程度、各地域がやってい

るかについては、私のところでは申し訳ござい

ませんが認識していませんので、後ほど調べて

ご回答させていただきたいと思います。

【大場分科会長】 しばらく休憩いたします。

― 午前１０時１８分 休憩 ―

― 午前１０時１９分 再開 ―

【大場分科会長】 再開します。

こちらも所管がわかっていなかったので。先

ほどと同じ質問ですが、政策監、一緒ですか。

【貞方産業労働部政策監】 答弁は同じです。

【山田(博)委員】 それではお尋ねします。他県
はどうなっているかわからないけど、10月から
やりたいということであります。

産業労働部長、現場というか、オフィスを見

ましたか。

【廣田産業労働部長】今回のレンタルをいたし

ますオフィス自体は確認いたしておりませんけ

れども、今回は親和銀行の福岡ビルということ

で、福岡ビルの所在地等については承知してお

ります。

オフィスについては、担当職員が現地に出向

きまして、その際に撮影いたしました写真とか

パンフレットとか、そういったもので状況は確

認しているところでございます。

【山田(博)委員】 これ、県で初めてされるわけ
でしょう。私は、大変これは素晴らしいことだ

と思うんですよ。

キャリアコーディネーターを福岡担当1人、
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東京を1人置いているでしょう。置いているの
は、要するに長崎県の学生がこの2つに、特に
福岡県は多いということであったわけね。

これは昨日、今日始まったわけではないんで

すよ。前からそうだったんです。ほかの委員か

らもあったけれども、10月からじゃなくて、も
っと早くしておけばよかったんじゃないかと。

今やろうとしていることは大変いいことです

けれども、県で初めてやるというのであれば、

そこは部長、もしくは部長はお忙しいから政策

監、あなたは現場を見に行ったか、見ていない

か、そこだけお答えください。

【貞方産業労働部政策監】現場は、直接は見に

行っておりません。

【山田(博)委員】 私は、二百歩譲って部長がい
けないのはわかる。そうしたら政策監、いいで

すか、あなたは休憩時間に、政策監はこういっ

た担当ですと、私がその担当ですと、それは立

派なことですと。ところがどっこい、あなたは

見に行ったんですかと言ったら、見に行ってい

ませんと。

これは大変すばらしい事業なんですよ。やは

り助さん、格さん、政策監は助さんか格さんか

わからんけど、部長は体が一つしかないから、

そこを政策監がしっかり支えていかないといか

んわけですよ。

この事業は大変すばらしいにもかかわらず、

課長任せで、政策監も見に行ったことがないと

はどういうことかとなるわけだよ。そう思いま

せんか。今後はしっかりと支えていただきたい

と思いますよ。宮本若者定着課長は一生懸命に

やっているんです。そこを上司がしっかり支え

ないといかんわけだから、ここは今後は肝に銘

じてやっていただきたいと思うわけでございま

す。

若者定着課長、いっぱい言いたいことはある

んだけど、これだけ言えばもう十分、皆さん方

は大変優秀な方だから、わかったと思いますか

ら、これ以上は言いたくないけれども、一つだ

け、目標を聞かせていただきたい。

この主な業務内容は、福岡県の大学への働き

かけ、県内企業と福岡県内の大学生との交流会

とか、ＵＩターン希望者への相談機能とかあり

ますけど、要は、福岡県内の大学生を長崎県内

企業に、どういう目標をもって働きかけをする

という目標を持っていると思うんですよ。まさ

か目標を持たずに、ただ単にやるわけはないで

しょうからね。そこは多分、部長がしっかりと

確認していると思っているわけでございます。

目標をしっかりと明らかにして、委員の皆さん

方にご理解いただくように答弁していただきた

いと思います。

【宮本若者定着課長】目標でございますが、福

岡のキャリアコーディネーターを今年度配置し

て、福岡の大学と関係が構築できていたと申し

上げました。

実際、例えば福岡大学で個人相談会をして、

そこに参加してくれる学生もいます。あるいは、

セミナーを開催しております。それで100人以
上の学生と接触できておりますが、1回お会い
した、あるいはセミナーを受けてもらったとこ

ろで、その人たちがすぐ帰ってくるというふう

になるのが理想ですけど、全然なりません。

私たちは継続的に学生に働かけたいというこ

とで、個人情報、もちろん住所、氏名、大学、

携帯電話番号とか、そういったところをできる

だけ取るようにしております。現状、半年福岡

の方で運用していったところ、懸命にやりまし

たけれども20名程度でございます。恐らく今年
度は、残り後半でそこを。



令和元年９月定例会農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２４日）

- 9 -

個人情報は学年もバラバラでございます。60
名程度の個人情報を取って、それをどうにか。

1年生の方もいらっしゃるでしょうし、2年生の
方もいらっしゃるでしょう。今、20名なので、
3倍ぐらいというところを目標にして、若い学
年の方については、継続して就職支援をしたい

と。3年生については、ぼちぼちこれから始ま
るので、具体的に企業等も紹介しながらやって

いきたいと思っています。

ということで、60名の個人情報を目指してい
るところでございます。

【山田(博)委員】 若者定着課長、今年度が60人
と。これは今年度で終わる事業じゃないんでし

ょう。2年、3年、4年とした時に、例えば3年後
には何人とか、5年後には何人とか、そういっ
た明確な目標を言っていただかないとですね。

これは半年で終わる事業じゃないんだから、そ

こをきちんと明確にお答えいただきたいと思い

ます。

【宮本若者定着課長】 すみません、10月から
始まるものですから、そこで懸命にやって、実

効性の高い目標を定めていきたいと思っており

まして、現状では、2年後、3年後というところ
までは、まだ目標は具体的に立てていないとこ

ろでございます。

【山田(博)委員】 政策監、この答弁を聞いて、

あなたはどう思いますか。私は、これは鳴り物

入りでやると思っていたら、目先の半年先は考

えているけど、2年、3年後はよくわかりません
とか。補正予算を組んだんですよ。どうかと思

いますよ、大事なところなんですから、これは。

やることは立派な、いいことなんです。

今の状況はこうですよと。これは長崎県で初

めてやるんでしょう。しっかりと用意周到にや

らないといかんわけですよ。

政策監、もう一回、ほかの質問をしている間

に担当課長と、別室でとは言わないけれども、

政策をすり合わせて、考えをすり合わせて、こ

の委員会のうちに答えていただきたいと思いま

すよ。これは、半年で終わることだったらわか

るけれども、これからずっとやろうとしている

んでしょう。そういう答弁があるものですか。

政策監、これは10分か5分後にまたお答えいた
だきたいと思いますので、用意しておっていた

だきたいと思います。

続きまして、新産業創造課長にお尋ねしたい

と思います。今回の食品加工施設整備は、もと

もとは農林部が所管しておったんだけれども、

いつの間にか産業労働部に変わって新産業創造

課でやっているんですが、実際、計画もスケジ

ュールも備品もいろいろ決まっている中でお尋

ねしたいと思うんですが、今後の利用者とか関

係する食品の、ここに携わって、売上の目標は

どこまで考えているのか、そこをお答えいただ

きたいと思います。

【井内新産業創造課長】新しい食品加工センタ

ーにつきまして、目標としましては、相談対応

等を年700件、商品化に向けた試作の支援につ
いて年50件を目指してやってまいりたいと考
えております。

個別の売上目標等については、まずは幅広い

皆様にご利用いただきたいというところから、

現時点では設定をしていないところでございま

す。

【山田(博)委員】 相談件数700件、商品化につ
いては50件を目指していこうということであ
ります。

これに基づいて、どれだけの効果をもたらそ

うと考えているのか。計算してやっているわけ

でしょう、これ、財政当局と話をする時に。こ
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れをつくることによって、どれだけの波及効果

をもたらすとかというのをお答えいただきたい

と思います。

【宮地企業振興課長】 今、山田(博)委員のお尋
ねがございました、どういう効果をというとこ

ろで、製造業全般、食料品を含めまして企業振

興課で所管していますので、私の方からご答弁

申し上げます。

製造業で私ども県がご支援した企業につきま

しては、5年間で20％の付加価値額を上げてい
ただくということを目標とさせていただいてい

ます。

今回の食品加工センターにつきまして、実は

製造業の皆さんにはそういうふうな目標感を持

っていただきたいというのが私どもにはござい

ますが、一方で生産者の皆さんとのマッチング

をやらないといけないということで、ことさら

生産者の皆さんに使いにくいような施設になっ

ては、設置の目的としては十分ではないという

ことで、ご支援した事業者については、先ほど

申し上げました5年20％というのを目標にしな
がら、加工センターは生産者も含めた幅広い皆

さんにご活用いただきたいと現時点では整理し

ているところでございます。

【山田(博)委員】 じゃあ、ちょっと細かいこと
をお尋ねしたいと思うんですが、これは令和3
年4月からということでありますけれども、利
用者の指針なり規約なり、条例をつくるのか、

そういった利用者の指針となるものはいつごろ

つくられるのか。

それと、分析機器は当初予算に上がっている

と、2億円余りとなっていましたけど、その分
析機器の購入はどのようにやられているのか、

その2点をお答えいただけますか。
【井内新産業創造課長】新しいセンター完成に

向けて、指針、条例等の改正準備でございます

が、令和3年4月の開設に向けまして、新たに導
入する機器の使用料などが発生するところでご

ざいます。

また、営業許可に関する業務も新たに出てき

ますので、工業技術センターの規則の改正など

が必要になってきまして、これにつきましては

令和2年度中に整備をしていくところでござい
ます。

また、利用者の方に向けたパンフレットも当

然作成いたします。新しいセンターの機能や設

備をまとめたものを、来年度中というのではな

くて、来年度の早いうちに作成しまして、オー

プンの前の事前周知に努めてまいりたいと考え

ております。

また、分析機器につきましては、今年度当初

で予算措置をしているところでございます。全

部で11台ございますが、現在、入札等も順次進
めておりまして、導入の手続を進めているとこ

ろでございます。

【山田(博)委員】 食品加工施設の規約なりパン
フレットを来年度中にするということでありま

すけど、来年度中はそれは確かにそうですね。

令和3年4月から供されるわけだから、周知とか
いろいろ考えたら、ある一定の期間を設けない

といけないわけですね。

いろんな企業も、商品開発をする時、戦略と

か戦術からすると、令和3年4月からということ
ではなくて、もっと早くからそういった周知が

できるようにせんといかんわけですから、そこ

はやはりこの委員会で、いつごろそういった条

例なりパンフレットなり規則を皆さんがお示し

して、それに基づいて令和3年4月から使えるよ
うに、どういうふうにするのか、もうちょっと

踏み込んだスケジュール感というのを答弁いた
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だきたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。

それと、県外進学者Ｕターン就職促進事業で

すけれども、政策監、担当課長とすり合わせが

できましたか。できたならお答えいただきたい

と思います。

【井内新産業創造課長】委員おっしゃいますよ

うに、利用者の方に向けましては、令和2年度
中にその案内、パンフレットをつくってという

のではなくて、早急につくって事前の周知、早

目の周知は当然必要になってくるかと思います。

来年度の前半には、わかりやすい利用者向けの

パンフレット等を仕上げまして、案内をしてい

きたいと思っております。

【貞方産業労働部政策監】先ほど担当課長から、

10月以降で、年度ベースで60人という答弁があ
りました。それを踏まえまして、これを1年間、
平年度に置き換えた120人を目標にできないか
ということを検討してまいりたいと考えており

ます。

ただし、私も長崎大学の就職課や学生課、あ

とは学生さん、それから福岡地区であると久留

米大学や久留米工業大学を訪問し、就職課長

等々と直に話をいたしましたが、学生の個人情

報については、そういったところから入手する

ことはできません。結果的には入手する方法と

しましては、直接学生と面談をして了解をしっ

かり取った上でないと個人情報は取れませんの

で、120人と申し上げましたが、この半年間、
まず現地で足で稼いで学生さんと接触しまして、

どの程度取れるかというのを見極めながら、最

終的には後年度の目標についても設定をしてま

いりたいと考えております。

【山田(博)委員】 新産業創造課長が先ほど、来
年度の早々ということでありましたけれども、

具体的に何月ごろまでにと踏み込んでやってい

ただかないとですね。

これは大変いい事業であるんですよ。しかし、

それを皆さん方にわかるように、着工しますよ

というところまできているのであれば、そのス

ケジュール感をもっともっと踏み込んだ答弁を

もう一度いただきたいと思います。目標をもっ

てやっていただかないといけないわけですから、

お答えいただきたいと思います。

それで、県外進学者Ｕターンの就職促進事業

でございますが、政策監、大変難しいというの

はわかりますけれども、やはり目標があってこ

そのこういった事業ですから、120人という目
標をもってやっていくということで、それが2
年、3年したらもっと増えるように頑張ってい
ただきたいと思って、要望にかえさせていただ

きたいと思っております。

新産業創造課長、もう一度、答弁をよろしく

お願いします。

【井内新産業創造課長】新しい食品加工センタ

ーの利用者向けのパンフレット等につきまして

は、来年度予算に計上をしっかりして、その上

で、先ほどは年度前半と申し上げましたが、遅

くとも9月までにはつくり上げまして、再来年
の当初のオープンに向けた周知を徹底してまい

りたいと思っております。

【山田(博)委員】 そういう目標をもって、しっ
かりやっていただきたいと思っておりますので、

どうぞよろしくお願いしたいと思います。終わ

ります。

【徳永委員】県外進学者Ｕターン就職促進事業

は、一応評価はいたしますけれども、そういう

中で確認といいますか、質問です。

福岡県の大学に年間1,200人、そういう中でど
れだけの方が県外、県内へ就職しているか、こ
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の数字はわかっていますか。

【宮本若者定着課長】 現状ではわかりません。

【徳永委員】多分そうだろうと思って、そうい

うところがまずね。

福岡に行くのはわかるんですよ。福岡にそれ

だけ県内の高校生が行っているということは把

握していますけれども、福岡に多いから行こう

と、実際、長崎県出身の学生がどこに行ってい

るのかもわからないと。

じゃあ、もう一つ聞きますけど、例えば福岡

大学、九州産業大学、西南大学等を含め、本県

から求人がどれだけいっているのか、そういう

ところの把握はされているんですか。

【宮本若者定着課長】連携状況というところで

いきますと、本県出身が多い大学は福岡大学、

久留米大学、九州産業大学、あるいは久留米工

業大学といったところですが、接触感触といた

しまして、感触がいい大学、協力的な大学、そ

うでない大学がありますが、今申し上げたとこ

ろについては非常に協力的にやっていただいて

いるところでございます。

それから求人情報につきましては、今の学生

は、いわゆるリクナビ、マイナビ、我々として

はＮナビを見てくださいというところで、そう

いう形での就職活動が主になっているものです

から、求人数が何人と申しますか、いかに見て

もらえるようなですね。我々の武器としてはＮ

ナビになるんですけれども、大学生向けについ

てはですね。そういったところの周知を図って

いくということで、具体的な求人数がどうだと

いうところではなくて、Ｎナビの求人をいかに

学生に見てもらえるかというところになってこ

ようかと思っております。

【徳永委員】 それは言い訳でね。実際、県内の

企業が福岡の大学にどれだけ求人を出している

か。

私も福岡大学の出身ですよ。我々が学生の時

は、もう40年前だから、今とどう違うかわかり
ませんけれども、やっぱりあるんですよ、どこ

か求人はちゃんと。それは今も一緒でしょう。

リクナビとか、そういうのでしかわかりません

と、それはちょっと無責任じゃないんですか。

長崎県内の企業が、どれだけ福岡の方に求人

を出しているか。そしてまた、そういった企業

としっかりと産業労働部が連携をとっているの

かというのも、私は大事な要素だと思うんです

よ。そこのところの確認をしているんです。そ

のことについて、再度お願いいたします。

【宮本若者定着課長】福岡県内の各大学にどれ

だけ求人がいっているかについては、現状では

把握しておりませんので、今回、福岡駐在も置

くことになる予定でございますので、それにつ

いてはしっかり把握していきたいと考えており

ます。

福岡に対するアプローチとしましては、私も

いろんな企業の方とお会いする時、実はやっぱ

り人手不足で、高卒がウエートは高いんだけれ

ども、大卒で、長崎が無理なら福岡とかも行き

たいんだよというような話は確かに聞くところ

でございますので、今回福岡駐在を置きますの

で、そういった県内企業と福岡の大学、もちろ

ん就職課との連携にはなってくるんですけれど

も、そういった形でできるだけ県内企業とも連

携して、福岡にも働きかけを強めていきたいと

考えているところでございます。

【徳永委員】学生は、やはり就職課に行ってい

ろんな情報も知る、知りたいと思って行くと思

うんです。当然就職についてアドバイスをする

方がおられますので、そういうことを含めれば、

本県の企業がどういう企業か、すばらしい企業
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があるわけですから、そういうのもしっかり各

大学の就職課にも、今度行かれるんですから。

6畳の部屋で、そこにおれば大変ですからね、
息苦しくて。外に出て、大学に行って、長崎県

内のすばらしい企業を紹介する。そして、就職

課と連携がとれれば、本県出身の学生と懇談会

ができませんかというようなことも私はできる

と思うんですよね。

私が言うことが正しいかどうかわかりません

けど、本県のすばらしい企業の情報をまだ知り

得ていない学生がいるのではないかと。こうい

ったところもしっかり、せっかくここに事務所

ができるんですから、大学に行って。聞けば、

今回とにかくやってみてということですから、

そうであれば、まず基本的な調査、そしていろ

んな問題点を把握して、それからやらないと。

ただ、数字さえこなしていけばいいと。しか

し、結果的には福岡の大学の本県出身の学生が

何人来るかと、結局そうなるんですよ。いやい

や、例えば1,000人声をかけましたけれども、何
人でしたと、結果ですから。

せっかくこういったいいことをやるのであれ

ば、もっとそういったところの基礎から私はや

ってみたいと思います。そういう面では、部長、

どうなんですか。

【廣田産業労働部長】ただいまの徳永委員から

のご指摘、数点ございました。

まず、本県出身者の県内就職の状況等につき

ましては、個人情報との関係もございまして、

これは大学の協力を得ないといけないところが

ございますので、今後、各大学のご協力を得な

がら状況把握に努めてまいりたいと考えており

ます。

それともう1点、県内の企業情報を伝えると、
これは非常に大切なことかと思っております。

本県出身の学生にいかにして伝えるかというこ

とでございますので、今回、常駐の職員も配置

しますし、キャリアコーディネーター等々によ

りまして各学生に正確な情報を伝えることに努

めてまいりたいと思います。

今回は福岡の大学に進学をした学生に対する

企業情報等の伝達の強化ということもございま

すけれども、一方で、県外の大学に進学します

と、その学生にきめ細かな情報はなかなか伝え

きれないところもございます。

そのようなことから、今年度から、県内の進

学校の生徒に対しまして、進学する前に県内の

企業情報を伝えようということで、知事以下、

私ども職員が全高等学校を訪問し講演をいたし

ております。その中で、進学校への県内企業の

情報提供ということも強化してまいりたいと考

えております。

【徳永委員】産業労働部長の今の答弁、私も了

と思います。

学生は、やはり一度県外に出てみたい、都市

圏に行ってみたい、大企業にも行ってみたいと、

いろんな考えがありますけれども、統計から見

れば、それは部長も多分理解していますけれど

も、やはり故郷、地元に帰りたいと。これは結

構、3年目、5年目あたりでくるんです。
だから、たとえ新卒で来なくても、何年後か

にＵターンですよね。そこまで踏み込んで、学

生の就職についてやるべきだと私は思うんです

よね。

私も子を持つ親でしたので、子どもは県外に

出てみたい、外で飯を食べてみたいと、これは

もう当然なんです。しかし、何年かすれば、自

分の理想と現実は違うと。そして核家族ですか

ら、少子化の時代ですから、地元に帰って親と

同居しなければならないとか、いろいろ出てき
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ます。

そういう意味でも私は、新卒だけじゃなく、

そういったところも含めて今後対処をしてもら

いたいと思いますけど、その辺はどうなんです

か。

【廣田産業労働部長】徳永委員ご指摘のとおり、

新卒者だけではなくて、一旦県外に就職した方

をいかに長崎に戻すかということも重要かと思

っております。

そのようなことから、現在、企画振興部で移

住サポートセンターを設けまして県外からのＵ

Ｉターンの促進を図っておりますので、その部

分については、まず移住サポートセンターとの

連携を図りながら取り組んでいこうと思ってお

ります。

また、大学を卒業された方との接触はなかな

か難しいところがございますが、一つのツール

として、大学の同窓会がございます。大学によ

っては同窓会組織がしっかりしているところも

ございますので、そういったところでの情報提

供をやりながら、Ｕターンの促進に努めてまい

りたいと考えております。

【徳永委員】私が言うのは、そこでしっかりと、

こういう企業があるんだということを現役の学

生に教えておけば、「ああそうか、あの時、県

内にはこういった企業があったな」と。その学

生が都市圏に行って就職をした後に、帰りたい

という時に、短い3年とか5年の間であれば当然
頭に残っているわけですよね。定住促進とちょ

っと違うところなんですよ。

長崎県内の企業を売り込むというか、周知を

しておけば、そういった時に本人が、「ああい

った企業があったな」ということで、地元に帰

る一つの大きなきっかけになると思いますので、

そこも含めたところで私はやっていただきたい

と思っております。

そしてまたＯＢについては、県内には各大学

の支部長がいます。例えば福岡大学の長崎の支

部長はメモリードの吉田会長です。この方が福

岡大学の有信会の理事をされている。不肖、私

も島原の支部長をしておりますので、この前、

若者定着課長が説明に来られた時、そうであれ

ば我々も一緒になって。

例えば福岡大学にどれだけ働きかけができる

かしれないけれども、吉田支部長は福岡大学有

信会の理事ですので、そういう意味で力があり

ます。そういったものも部長が言われましたの

で、活用を、私も少しでも力になればと思いま

すので。これは我々も一緒になってやらなけれ

ばならないことだと思っておりますので、そう

いう意味でも一緒に頑張ってまいりたいと思い

ます。

【近藤委員】 私も、一般質問の中で、離島・半

島に対する雇用の問題で、答弁の中に福岡地区

からのＵターン者が多いというふうなことを伺

ったと思います。

長崎県は、ほかの県と同じようなやり方をし

たら、絶対にだめですよ。佐賀県がこうやって

いるから、宮崎県がこうやっているからと。

長崎県は、離島と半島で70％です。こんな県
はどこにもないんですよ。その中で、人のＵタ

ーンとか、子どもたちのＵターンとか、そんな

ことを考える場合には、長崎県独自のいろんな

やり方を編み出してですね。

これは難しいと思います。でも、ほかの県に

合わせた方法とか、そういうのをほかの県がや

っているからと、絶対にそれは長崎県には対応

しませんよ。

五島に、壱岐に、対馬に、Ｕターン者を1人
でも2人でも戻してほしいわけです。最高の施
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策だと私は思っています。だから、そこら辺を

もう一回、長崎県として、どういうふうな形で

やっていくのかというのをですね。

先ほどから山田(博)委員もいろいろ言ってい
るようですけれども、そんな簡単に目標なんて

決まるわけないと思います。だから、長崎県と

して独自のそういう方法を編み出してやってい

ただきたいと要望しておきます。

【麻生委員】 何点かお尋ねしたいと思います。

まず、今議論になっています県外進学者のＵタ

ーンの件についてです。

これは宮本議員が1期目の時に、2年目だった
と思いますけれども、本人も佐世保から福岡に

行って、そういう若者のＵターンについて、や

るべきだということで盛んに訴えていましたの

で、改めて、こういう事業がスタートすること

について感謝したいと思っています。

先ほどいろいろ議論がありましたけれども、

県内から1,200人ぐらいが行っていると、これは
私学、公立高校から情報がとれると思いますの

で、数はわかっていると思うんですけれども、

ただ、そこで60名の個人情報を取ろうというこ
とについて、なかなか大変だなと思っているの

で、契約職員が1人おられますけど、本当に能
力がどうなのかと、よっぽど頑張ってもらわな

いと、なかなかこういう数を上げるのは大変じ

ゃないかなと。

それでお尋ねしたいのは、1人じゃなくてチ
ームでやるということで、サポート体制はどう

なっているのか。今後、若者支援課として、ど

のような支援体制で連絡し、またＦＦＧ、福岡

フィナンシャル関係と連絡をとるのか、そうい

ったサポート体制をどういうふうに考えておら

れるのか、お尋ねしたいと思います。

【宮本若者定着課長】 60名と申し上げました

のは、その前段が、今年度、長崎から出張対応

している嘱託職員であるキャリアコーディネー

ターが、いろんな学生と接触してきて個人情報

が20名取れたということでございます。今度は
現地におりますので、物理的に近くなりますか

ら、もう少し大学へ働きかけができるのではな

いかと思っております。

ただ、もともと4月から採用しているキャリ
アコーディネーターが関係をつくってきたとい

うところがありますので、その方も当然、出張

がかなり増えるような形で対応していきたいと

思いますし、もう一つは、地区は長崎地区を担

当しておりますけれども、キャリアコーディネ

ーターの長崎地区担当で、チーフキャリアコー

ディネーターという役割も担っていますので、

まずは福岡に駐在する本人が当然頑張る。しか

し、それではゼロからというわけにはもちろん

いかないので、福岡担当のこの半年の蓄積ノウ

ハウを一緒になってやっていく。そしてチーフ

キャリアコーディネーターも行く。

もちろん私どもの班の中で大学担当という職

員もおりますので、そこにもまた何人か職員が

おりますので、最後は当然課長である私、政策

監となってくるんですけれども、全面的にバッ

クアップ体制をしけるものと思っておりますの

で、そういったようなバックアップ体制でやっ

ていきたいと思っております。

あと、場所を提供いただくＦＦＧさんもです

ね。この間もご挨拶に行きますと、ＦＦＧでは

ございませんが、親和銀行の方がちょうど管理

人ということでいらっしゃったので、引き続き、

何かご協力できることがということもお話しし

ておりますので、そういった連携も深めていき

たいと思っております。

【麻生委員】 私は、1名になっているから、な
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かなか1名ではマンパワーは大変だなと。だか
ら今後は、初年度ですから1名でしょうけど、
本格的にやってもらうんだったら、2名ぐらい
の体制で連携しながらしっかりと取り組んでい

ただきたいと。

それと、福岡の若者の文化といいますか、若

干長崎と違うわけです。そういう形で魅力を発

信して。

先ほど部長から話があった、高校を卒業する

時に知事からわざわざ話があるといいますけれ

ども、それ以上に、人と人とのつながりを含め

て長崎に戻ってきてもらうような、恩師とのつ

ながりとかネットワークをぜひ生かしていただ

きたいということで、これは今からの取組です

から、要望しておきたいと思います。

次に、食品加工の関係でお尋ねしたいんです。

3年後にこうやって新しい食品加工ができると
いうことでありますけれども、もともとそれぞ

れ各企業は、自分たちの社運をかけながら食品

開発をやっているわけです。

潜在的に長崎としてどのくらいの件数がある

のか、そこはどのくらいつかんでいるのか。企

業とかＪＡとか食品加工会社、先ほどは700件
が目標だと言われていますけれども、潜在ニー

ズの企業数はどのくらいあるのか、お尋ねした

いと思います。

【井内新産業創造課長】食料品製造業者につい

てでございますが、工業統計の数字をいいます

と、県内には625社の食料品製造業者がいます。
また、生産者につきましては、これはいろいろ

切り口があるところですが、例えば農業法人で

いいますと、県内に約400ございます。このあ
たりが支援の対象になり得るものであると思い

ます。

また、食料品製造業者の中でも、実際の支援

先としては、売上が1億円以上であるとか、設
備投資ができ得る、そういうところに限られて

くるとは思うんですけれども、先ほど申し上げ

たように、幅広く支援をしてまいりたいと考え

ております。

【麻生委員】 わかりました。潜在が625社程度
あるということで。

2年ほど前から、平戸のアイル株式会社とい
って、野菜をシート状にしている、すばらしい

企業で、一躍有名になっておられます。

私は、こういう開発したところのとんがった

ところを何社か早くつくるべきだと思いますよ。

ぜひ、この機を活かして長崎の食材、先ほどは

目標を20％アップするんだと言われていまし
たけれども、ぜひ取り組みをお願いしたいと。

ただ、食品加工業者は、自分たちのノウハウ

をあまり表に出したくないというところもあり

ます。こういった秘密主義といいますか、企業

オリジナルの関係についての特許だとか、そう

いったところについてはどのような形で支援し

ていこうと思われているのか、お尋ねしたいと

思います。ここを利用して、どのぐらいの形で

やるのか。そういう分析だとかということもあ

りますね。支援体制、そういったことについて

の考え方についてお尋ねしたいと思います。

【井内新産業創造課長】食品加工センターにお

ける支援でございますが、先ほど委員がおっし

ゃいましたように、その食品の特性などを分析

する支援もございます。それについては現在、

工業技術センターで一部やっておりますが、そ

の支援を拡充してまいりたいと考えております。

また、このセンターの一つの特徴としまして

は、実際にテスト販売ができる試作品をつくる

ことができまして、実際、販売をするに当たっ

ては、複数の事業者が同時にセンターに出入り
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するのを、その時期だけは避けて行うと、そう

いう支援のやり方もございます。販売をしない

ものを単に試作をしてみようというところにつ

いては、複数の事業者が同時にセンターを使っ

ていただくというふうに、いろいろ使い分けを

していきたいと考えております。

【麻生委員】商品開発して、展示販売もできる

んだと言われていますけれども、ぜひここで長

崎のうずもれた食材をうまく使ってですね。

今、食品の全国展示会は、年間にいっぱいあ

りますね。幕張だとか、東京の方でもあります

けれども、ぜひ、こういうところにどんどん出

ていけるような支援体制をお願いしたいと思っ

ているところです。

目標は年間に700件、50件を達成するんだと
言われていますけれども、こういう形でいうと、

並大抵の操業じゃないんじゃないかなと思うん

ですよ。だから、ぜひＪＡとか企業の持ってい

る潜在能力を活かしていただいて。

食品加工が、起業には大変簡単で手っ取り早

いかなと思います。付加価値を上げてもらって

ですね。ぜひ期待したいと思いますので、よろ

しくお願いします。

【溝口委員】食品加工センターの施設整備につ

いてお尋ねいたします。

今回、この計画が出て、実行になっていくわ

けですけれども、このことについては、例えば

製造業者の方々から陳情があったとか、そうい

う話し合いをした形でこれに取り組んだのかど

うかについて。

【井内新産業創造課長】この食品加工センター

を整備するに当たりまして、昨年、初めて設計

の予算を11月に上げさせていただいておりま
す。

その予算要求を行うに当たりまして、食料品

製造業者の方にアンケートを行いました。どう

いう機能が必要か、あるいはどういう設備が必

要かというアンケートをしまして、それに基づ

いた整備を今回行っているものでございます。

【大場分科会長】その前の部分です。これをつ

くることになったきっかけ、業者のそういった

声があったのかということです。それはその後

になりますので。

【井内新産業創造課長】食料品製造業者の課題

としまして、まず、付加価値が稼げていないと

いうものがございます。全国の中で順位を見て

も31位だったかと思います。まず、付加価値が
十分稼げていない、県内の生産物のポテンシャ

ルを十分活かしきれないという現状課題がござ

います。そこを出発点としまして、事業者の要

望、声を踏まえた、今回のセンターの整備でご

ざいます。

【溝口委員】ちょっとわからなかったんですけ

ど、いろいろなことを考えて、中小企業の製造

業を育てていきたいという中で県が、こういう

ものはどうですかという形で業者と、そういう

形かなと思うんです。

製造業者と、こういうものをつくりたいとい

う設計図をつくったら、いろんな要望があって、

それに沿った形でということであれば、県が、

製造業に対する危機感から立案したということ

になってくるんですかと、そこら辺を。

業者の方々が、こういうものをつくってくだ

さいというお願いを普通はするんですけれども、

このことについては県が立案して、ここに至っ

たと理解していいわけですか。

【宮地企業振興課長】今、溝口委員からお尋ね

がございました。まず結論から申し上げますと、

私どもの方で立案をしたというところがござい

ます。
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先ほど、新産業創造課長より少しご説明があ

りましたけれども、全体を見ますと、県内の食

料品製造業は好調でございます。平成22年から
平成28年までの工業統計の数字を引っ張りま
すと、製造品出荷額の伸び率は年率で4％伸び
ています。これは全国では2.8％という数字で、
全体としては非常に好調な出荷額の伸びを示し

ております。

ただ、その中身を細かく分野別に見てまいり

ますと、例えば県内に大きな事業者がいらっし

ゃる調味料とか、ゼリーの関係、そういうとこ

ろは九州でも1位、2位の付加価値額の伸び率を
示しておりまして、非常に好調ですけれども、

一方で、カステラとか長崎が非常に強いんじゃ

ないかと思えるような菓子については、付加価

値額が平成22年から平成28年はマイナスにな
っています。

非常に伸びているところはいいんですけれど

も、そうじゃないところもあるということで、

基本的には、先ほどからご説明を申し上げてい

ますけれども、長崎県には非常に強い県産材、

いわゆる材料としてブランド力があるものがご

ざいますので、そういうものを、私ども産業労

働部と農林部と一緒に連携して、より付加価値

の高い、もうかる商品をつくっていきたいとい

うようなところから、私どもが今回、加工セン

ターを立案するに至った経過でございます。

【溝口委員】県が立案して、そういういろんな

食品の製造業の伸びがあるからということです。

先ほど山田(博)委員からも言われましたけれ
ども、700件相談を受けて50件の試作品をつく
っていきたいという話ですけれども、業者の皆

さん方が、自分たちに必要だということで頼ん

だセンターなら、ものすごく利用していくと思

うんですけれども、今回は県が立案して、どち

らかというと食品製造業の皆さん方に押しつけ

たという形に私としてはちょっと聞こえてくる

んです。本当に利用していくのかなと、そうい

う問題が出てこないかなという感じがちょっと

したわけですよね。だから、どのようにこれを

利用していただけるかについては、かなり厳し

いものがあると思うんです。

このことについて、先ほど、ＰＲをしていき

たいということでしたけれども、それだけで足

りるのかなと思ったので、そこら辺についてお

尋ねしたいと思っています。

【宮地企業振興課長】今、溝口委員からお話が

ございましたように、私どもの方で整備したあ

げく使われないということであれば、目的を達

しないところでございますので、昨年、アンケ

ートという形で事業者の方に意向もお伺いをし

ています。私どもが常日頃、企業を訪問する際

に、いつできるのかと、できたら活用したいと

いうお声も具体的には頂戴しています。

一方で、加工センターに限らないんですが、

私どもが非常に意識しておりますのは、機器が

入って、それの利用を促す専門家を配置して、

今のこういう商品だったら、こういう材料を使

って、こういう技術を活かせば、より広範にマ

ーケットが広がるとか、味が向上するとか、そ

ういうソフト的な支援が不可欠だろうと思って

います。その辺も含めて、整備したものが事業

者にきちんと寄り添ったものになるよう努力し

てまいりたいと思っております。

【溝口委員】 わかりました。

今回、事業費と設備資金は出ているんですけ

れども、運営関係についてはどこがしていくの

か、県がしていくのか、それとも指定管理者で

やっていこうと考えているのか。

また、専門家を入れて相談とか、いろんな形
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で業者の皆さん方に寄り添っていきたいという

ことですけれども、その辺についての具体的な

考えがあったら教えていただきたいと思ってお

ります。

【井内新産業創造課長】 運営につきましては、

現状は県が主体となってまいりたいと思ってお

ります。

ただ、先ほどの説明でもございましたが、実

際に売れる商品を試作、支援していく中で、販

売の現場がわかる専門的な見地、そういう視点

が必要であると、専門家の活用も必要であろう

かと考えておりまして、その検討は現在、進め

ているところでございます。

【溝口委員】専門家が県の職員の中にいるのか、

それとも専門家を雇うのかどうかわかりません

けれども、そこら辺についてもかなりしっかり

したものを考えていかないといけないのではな

いかと思うんです。

運営は県でということですけれども、運営費

用としては大体どのくらいを見込んでいるのか、

使用料等については幾らぐらいを考えているの

か、無料で考えているのか、そこら辺について

もお尋ねしたいと思います。

【井内新産業創造課長】工業技術センターに食

品加工センターは配置いたしますが、現在も、

その加工機器、分析機器の使用等については使

用料を頂戴しております。その機器に応じて、

計算をした使用料を頂戴しているところでござ

います。

食品加工センター全体の運営費につきまして

は、今、手元に数字がございませんが、今後精

査して進めてまいりたいと考えております。

【溝口委員】使用料については考えているとい

うことですけれども、その使用料についても、

業者の皆さん方が大体どれぐらいだったら利用

できるかという形になってくるんですけれども、

運営費用をそれで賄うことは恐らく無理だろう

と思うんですよね。

県が運営をしていくのなら、目的としては売

れる食品を製造したいということですから、例

えば使用料は安いけど、もしそれが売れるよう

になったら幾らかずつもらうとか、そういうこ

とを考えているのかどうか、お尋ねしたいと思

います。

【井内新産業創造課長】機器等の使用料で、こ

のセンターの運営費全てを賄えるというふうに

は想定しておりません。

今委員がおっしゃったように、売れた部分を

幾らかというところは、今、そこまでの検討は

正直できていないところですが、どういうふう

にしたら、いかに多くの皆様に利用いただける

かという視点で、今後検討してまいりたいと思

っております。

【溝口委員】使用料を高くとったら、恐らく皆

さん方はそこを利用しないんじゃないかと思う

んですよね。だから、使用料を安くして、それ

がヒット商品になった時に幾らかでももらうよ

うな形を考えていった方が、業者の皆さん方も

使いやすいのではないかという感じが私はする

んですけれども、その辺についての考え方は全

然ないわけですか。

【井内新産業創造課長】できるだけ利用してい

ただきたいという考えがベースにございますが、

無料にして、売れた分から、例えば使用料をい

ただくとか、そこまでの検討は正直できていな

いところですが、センターのオープンに向けて、

どれが一番効率的かということで検討を進めて

まいります。

【溝口委員】わかりました。一応これで終わり

たいと思いますけれども、使用料については業
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者の皆さん方とよく話し合っていかないと、業

者の皆さん方は、使用料がそんなに高かったな

ら、そこまで要求しなかったとか。新しい機械

を入れて、それで試作品をつくっていくわけで

すから、自分たちが持たない機械が入るんだろ

うと思っているんですよね、そういうものが必

要だということで。

そういうことを考えた場合に、業者の皆さん

方が使いやすい形をつくっていくとするならば、

使用料はゼロでも私は構わないと思うんです。

使用料については、工業技術センターでは少

し取っているということで、それに準じた形に

なるかと思うんですけれども、運営の金額はま

だ今のところは出てないようですが、やはり相

当な金額がかかっていくと思うんです。その辺

についても検討しながら使用料を考え、業者の

皆さん方とよく話し合って、商品がヒットした

時には幾らか、何年間か、少しバックマージン

をいただくとか、そういう形もですね。

本当に業者の皆さんと話し合いをしていかな

いと、これができたわ、使用する人たちが少な

いわという形にならないように、しっかりと業

者の皆さん方と、アンケートだけではなく、話

し合いをして。625者あるということですから、
そういう人たちとしっかり腹を割って話し合っ

て、これを大いに利用していただいて、すばら

しい製品ができるようにやっていただきたいと

思っておりますので、要望しておきたいと思い

ます。

【大場分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【山田(博)委員】 先ほどの徳永委員に関連して
質問させていただきたいと思うんですが、徳永

委員がおっしゃるように、やはりＰＲせんとい

かんわけです。

以前、私は、この委員会で、県内企業のＰＲ

をしっかりやってもらいたいと。それを今、ど

うしているかと。県内の企業はどういったとこ

ろがあるかというのを、特に工業高校の生徒に

知らせないといかんと。県内企業にどういった

会社があるかというのをですね。

私も、県議会議員になって、こういった立派

な会社があるんだと、県の皆さん方から教えて

いただくことが多々あるわけでございます。も

ちろん地元の方ともね。

そういった点では、さすが県議会の重鎮であ

る徳永委員が言われた、ごもっともだと思いま

すので、そういったことを踏まえまして、私は、

ぜひとも工業高校に県内企業をＰＲすることを

しっかりやっていただきたいと言っているわけ

です。

九州工業大学は、北九州の大学の施設を利用

して、九州工業大学と協賛する会社のＰＲをや

っているんですよ。こういった大学もやってい

るわけでございますので、そこで県当局は、も

ちろんしっかりとした取組をしていると思いま

すので、そういった状況を説明いただきたいと

思うんですが、いかがですか。

【宮地企業振興課長】 今、山田(博)委員からお
尋ねがございました、工業高校への企業のＰＲ

の件でございます。

これは、たしか6月の委員会でもご答弁申し
上げたかもしれませんけれども、農水経済委員

会で2年前に大阪の施設を視察いたしまして、
その際に、大阪の各企業のＰＲブースを備えた

施設がございました。その辺のアイデアを山田

(博)委員から私ども頂戴しまして、工業連合会
と相談した上で、昨年度から工業高校に企業の

ＰＲブースを設置しています。

具体的には、長崎工業高校と佐世保工業高校

にブースを2つずつ備えまして、学校の玄関ロ
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ビーであるとか、生徒が毎日通る下駄箱の両サ

イドに設置をして、それらを活用して工業連合

会に会員として入られている企業が自社のＰＲ

を行っております。

この取組につきましては、工業連合会として

もぜひやっていきたいということで、今年度に

つきましては、昨年度に引き続き、大村工業高

校、島原工業高校、鹿町工業高校に同様なブー

スを設置する予定で、工業連合会の方で現在、

取組を進められています。

工業連合会につきましては、先般、長崎新聞

に佐世保工業会の福利厚生関係の取組を記事に

取り上げていただいたり、ＰＲに努めておりま

すので、私どもも工業連合会と連携して、県内

企業のＰＲに努めてまいりたいと思っておりま

す。

【山田(博)委員】 実は五島の人からこの前、電
話があって、こういうふうにしていますけど、

先生、すごいことですと、立派なことだと言っ

て感動していましてね。

若者定着課と、こういったものを一緒に連携

しながら、しっかりやっていただきたいと思っ

ております。

保護者の方も、行った時に大変驚いたと、自

分の息子もこういったところに行かせてやりた

いというふうな話もありましてね。大変これは

いい試みでありますので、企業振興課長、工業

会の方々としっかりとね。ＰＲをしっかりとし

てもらいたいと。

県外進学者Ｕターン就職促進事業も、しっか

り支援する事業として、大変すばらしい事業で

すからね。

わざわざ電話がかかってきたんですよ。写真

まで撮ってきて、私に見せるというんですから、

そこまで大変感動したということでありました

ので、引き続き、こういったことをやっていた

だきたいと。

これは県外進学者Ｕターン就職促進事業の手

助けともなりますし、ぜひ、企業振興課長、工

業連合会の方々と、県内の工業高校に設置をす

る予定だということで、しっかりとＰＲしてい

ただきたい。

今日はどこの新聞社も帰って、もうおらんけ

れども、別の機会に記者会見を開き、若者の定

着を促進していただきたいと思うんですが、い

かがですか。

【宮地企業振興課長】工業連合会と相談しなが

ら、前向きに検討していきたいと思っておりま

す。

【山田(博)委員】 ぜひ、頑張っていただきたい
と思っております。

今回、若者定着課として、県内行政の中で新

たな取組でありますので、いろいろ大変かもし

れませんけど、しっかり取り組んで頑張ってい

ただきたいと思います。終わります。

【大場分科会長】 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】討論がないようですので、討

論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第103号議案のうち関係部分については、原
案のとおり可決することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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【大場分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおり可決すべ

きものと決定をされました。

【大場委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

産業労働部においては、今回、委員会付託議

案がないことから、所管事項についての説明及

び提出資料に関する説明を受けた後、陳情審査、

所管事項についての質問を行います。

まず、産業労働部長より所管事項説明をお願

いいたします。

【廣田産業労働部長】産業労働部関係の議案以

外の主な所管事項について、ご説明いたします。

資料といたしましては、農水経済委員会関係

説明資料及びその追加1・2・3がございます。
お手元にご用意いただければと思います。分冊

が多く、大変お手数をおかけしますが、よろし

くお願いいたします。

本日ご報告いたしますのは、経済雇用の動向

について、韓国人観光客の減少に伴う中小企業

への対策について、航空機関連産業の振興につ

いて、ロボット・ＩｏＴ関連企業の支援につい

て、再エネ海域利用法における促進区域の指定

に向けた有望な区域の選定について、企業誘致

の推進について、県内定着の促進について、次

期まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定につ

いてであり、内容につきましては記載のとおり

であります。

そのうち、新たな動きなどについてご紹介い

たします。

農水経済委員会関係議案説明資料、追加1を
ご覧いただきたいと思います。

韓国人観光客の減少に伴う中小企業への対策

について。

日韓関係の悪化に伴い、韓国内において訪日

旅行を控える動きが続いており、特に対馬市に

おける観光関連産業に大きな影響が生じており

ます。

このため、県では、9月9日に、商工団体など
の関係機関と連携し、中小企業の資金繰りに関

する相談窓口を設置するとともに、中小企業の

経営環境の急激な悪化に対応するため、県の制

度資金の中で最も貸付条件を優遇している「緊

急資金繰り支援資金」による融資を、9月17日
から開始したところです。

また、9月12日の対馬市から県に対する要望
を受け、9月18日には、県と対馬市共同で国に
対し、「韓国人観光客の激減対策に関する緊急

要望」を実施し、産業労働部関係におきまして

は、中小企業者の資金調達の負担を軽減するた

め、セーフティネット保証の指定等について要

望してまいりました。

引き続き、県内中小企業への影響について、

情報収集に努め、必要な措置を講じてまいりま

す。

航空機関連産業の振興について。

県では、造船業で培った高い技術を活かして

航空機関連産業への参入を図るため、「長崎県

航空機産業クラスター協議会」を立ち上げ、県

内中小企業の支援を強化しており、バイヤー招

聘によるビジネスマッチングや展示会への出展、

人材確保対策など積極的な取組を進めておりま

す。

ビジネスマッチングについては、8月に大手
航空機メーカーのバイヤーを招聘し、具体的に

求められる技術に関するセミナーや個別マッチ

ングを行い、航空機部品の塗装を手がける県内

企業との商談が進展するなど成果がありました。

人材確保対策については、7月に本県クラス
ターに参加している久留米工業大学において、
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先端航空・宇宙コースの学生約30名を対象に
「長崎県航空機産業セミナー」を開催し、クラ

スター会員企業による事業説明や学生との意見

交換を通じて、本県航空機関連企業への就職を

促しました。

展示会への出展については、9月24日から開
催される「エアロマート名古屋」に県内企業が

出展し、大手航空機メーカーと具体的な商談を

行うこととしております。

また、航空機関連産業の振興の一環として、

県では、これまで三菱重工業株式会社に対して、

航空機関連事業の県内展開を強くお願いしてま

いりましたが、去る8月19日に、三菱重工航空
エンジン株式会社の工場を長崎造船所内に新設

し、航空機エンジン部品を一貫生産することを

発表されました。世界遺産に登録されている長

崎造船所史料館の隣接地に建設される工場は、

最新鋭の工作機械を導入し、見学スペースを備

えた「魅せる工場」と伺っており、本県の若い

世代に航空機関連産業をアピールする場になる

ものと期待しております。

引き続き、航空機関連分野での産業集積を図

るため、企業間連携による事業拡大や生産性向

上などの取組を支援し、県内サプライチェーン

を強化することにより、若い世代にとって魅力

のある雇用機会の拡大に努めてまいります。

県内定着の促進について。

今春卒業した高校生の県内就職率については、

先月、文部科学省が発表した学校基本調査の速

報値によると、県内の卒業者総数は1万2,289人
で就職者数が3,583人、このうち県内就職者数は
2,190人で県内就職率は61.1％となっておりま
す。県総合計画における平成30年度の目標値を
2.9ポイント下回る結果となり、さらなる取組が
必要であると考えております。

高校生の県内就職対策としては、9月16日か
ら高校生の採用試験が始まりましたが、1回目
の採用試験で希望する企業への就職がかなわな

かった生徒や希望未定の生徒が一定数いること

から、各企業における選考結果や、未充足であ

る場合に速やかに高校へ、その旨情報提供する

よう企業に働きかけ、2回目以降の試験での採
用に向けた取組を促しております。

引き続き、キャリアサポートスタッフや県内

就職推進員、10月に開催予定の合同企業面談会
等を活用しながら、学校と連携して県内就職促

進に取り組んでまいります。

一方、大学生の県内就職対策として、来春の

大学等卒業予定者やＵ・Ｉターン希望者を対象

に県内就職を促進するため、去る8月9日に佐世
保市、16日に長崎市において「合同企業面談会」
を開催したところ、県内企業163社、学生等259
名の参加がありました。

また、10月からは大学1、2年生を対象とした
「就職スタートアップセミナー」を県内各大学

で開催することとしており、就職活動前の早い

段階から、企業と接する機会の創出や県内企業

の魅力等の情報発信を多くの学生に対して行う

こととしております。

さらに、県外進学者のＵターン就職促進のた

め、本年度新たに福岡地区及び首都圏担当のキ

ャリアコーディネーターを配置し、県外大学と

の協力関係の構築や大学内での就職イベント等

の実施などに力を注いでいるところであり、10
月5日に日本大学において県内企業約10社が参
加する「長崎県業界研究会」の開催を予定して

おります。

加えて、福岡地区においては、本県単独の就

職相談会を開催するなど、本県出身の学生が多

い大学との協力関係の構築が進んできているこ
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とから、学生に対する働きかけのさらなる強化

を図るとともに、福岡地区からの移住を促進す

るため、福岡市内に職員が常駐する「ながさき

ＵＩターン就職支援センター（仮称）」を設置

したいと考えております。

このほか、ながさき輝く人材雇用促進プロジ

ェクト事業については、オフィス系企業、食料

品製造業、観光関連産業の3分野を対象に、求
職者への県内の企業情報の発信及び企業への人

材確保の支援等を行った結果、平成30年度は
130名の雇用につながりました。
また、県内企業への就職を促進するため、大

学等在学中に受給した奨学金の返済を支援する

長崎県産業人材育成奨学金アシスト事業につい

て、情報サービス業を新たな対象職種として追

加するなど対象を拡大し、昨年11月30日から本
年5月7日にかけ支援希望者の募集を行い、審査
の結果、55名を支援候補者として認定いたしま
した。

今後も、若者の県内就職促進や県内企業を支

える優秀な人材の育成と確保に向け取り組んで

まいります。

次期まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定

について。

県においては、人口減少を克服し、地方創生

を促進するため、平成27年度に「長崎県まち・
ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、さまざ

まな施策を講じてきたところでありますが、本

年度が計画期間の最終年度となっていることか

ら、今議会において、次期総合戦略の骨子案を

お示しし、ご議論いただくこととしております。

このうち産業労働部は、施策体系1「地域で
活躍する人材を育て、未来を切り拓く」におい

て、将来を担う若者の就業支援と魅力的な職場

づくりの促進や、大学と連携した地域が求める

人材の育成と地元定着などの施策を進めるとと

もに、施策体系2「力強い産業を育て、魅力あ
るしごとを生み出す」において、成長分野の新

産業創出・育成などの施策を積極的に進め、地

方創生のより一層の推進に向けて取り組んでま

いります。

今後、県議会のご意見を十分にお伺いすると

ともに、県民の皆様や市町、関係団体、外部有

識者等で構成する懇話会などでご意見をお伺い

しながら、本年度中の策定を目指してまいりま

す。

その他の事項につきましては、記載のとおり

であります。

また、「政策等決定過程の透明性等の確保及

び県議会・議員との協議等の拡充に関する決議」

に基づく提出資料について、説明資料を配付さ

せていただいております。

以上をもちまして、産業労働部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【大場委員長】次に、提出のありました政策等

決定過程の透明性等の確保などに関する資料に

ついて、説明をお願いいたします。

【小林産業政策課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づく産業労働部関係の状況

について、説明をいたします。

お手元にお配りしております農水経済委員会

提出資料、産業労働部をご覧ください。

まず、1ページでございます。補助金内示一
覧表になっております。

こちらは、県が箇所づけを行って実施する個

別事業に関しまして、市町に対して内示を行っ

た間接補助金の一覧でございます。地域拠点商
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店街支援事業補助金の計4件を掲載しておりま
す。

次に2ページから4ページでございます。こち
らは、1,000万円以上の契約案件で、1件となっ
ております。

次に5ページから19ページでございます。こ
ちらは、知事及び部局長等に対する陳情要望の

うち、県議会議長宛てにも同様の要望が行われ

たものに対しまして、県の対応状況を整理した

ものでございます。産業労働部関係の計11件に
ついて掲載しております。

次に、20ページでございます。20ページは附
属機関等の会議結果で、1件となっており、そ
の内容については掲載のとおりでございます。

最後に別紙をご覧ください。

物品管理室が契約手続を代行しております

1,000万円以上の契約案件につきまして、参考資
料として添付しているものでございます。

以上で説明を終わります。ご審議をよろしく

お願いいたします。

【大場委員長】以上で説明が終わりましたので、

次に、陳情審査を行います。

お手元に配付いたしております陳情書一覧表

のとおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧いただきたいと思います。

審査対象は、20番、21番、22番、25番、26
番、27番、29番、38番、49番です。
陳情書について、何かご質問はありませんか。

【堀江委員】 農水経済委員会陳情の38番の21
ページ、「長崎開港450周年記念事業実施に向
けた支援協力について」、この分につきまして

は、政策等決定過程の透明性等の確保などに関

する資料の陳情・要望事項対応要旨、18・19ペ
ージで「長崎開港450周年記念事業実施に向け
た支援・協力について」ということで、担当部

局課名として産業労働部産業政策課も入ってい

ますが、ここで質疑は可能ですか。（「はい」

と呼ぶ者あり）

それでは、質問いたします。

この中で、長崎市は長崎開港450周年記念事
業実施に向けて支援・協力をお願いしたいとい

うふうに要望していて、その回答として18ペー
ジに、「県としましても、令和3年度の長崎開
港450周年記念事業を成功させるため、みなと
の利用増進に関する取り組みについては協力し

てまいります」と、非常に意味を考える回答が

あっているんです。

長崎市としては、陳情の38番の21ページにあ
りますように、例えば財政負担とか、記念事業

の計画作成に伴う人的参画とか、3点の項目が
あるんですけれども、県の対応要旨に「みなと

の利用増進に関する取り組みについては協力す

る」ということは、長崎市の要望の部分で協力

しない部分もあるということですか。この回答

の意味が、何かよこしまに読んでしまうんです

けど、どういう意味でしょうか。

【小林産業政策課長】こちらの要望の対応につ

いては、担当部局は、陳情・要望事項対応要旨

の担当部局課名に書かれているとおり土木部港

湾課、文化観光国際部観光振興課と当課を含め

3課でやっております。取りまとめ課は港湾課
になります。

こちらの事業は、令和3年度が実施本番にな
り、ようやく協議の場が始まったところでござ

います。内容について、まだ検討段階というと

ころでございますので、その状況を聞きながら、

どういった対応が可能なのか検討していく段階

であるというふうに考えております。

なので、最初から何もしないということでは

なくて、順次協議を積み重ねながら、どういう
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ふうな対応になるのか、担当課とも連携をしな

がらやっていく状況であるということでござい

ます。

【堀江委員】主な要望に対する対応は土木部の

港湾課ということは理解をいたしておりますけ

れども、回答のところで産業政策課が名前を連

ねているので、具体的にどういうふうに関わる

のかということをお聞きしたくて質問したとこ

ろです。

長崎市は、記念事業への参画及び財政負担と

か、人も配置してほしいとか、さまざまな後方

支援もしてほしいということですが、産業政策

課としては、これについてこれからの協議に参

画すると、こういう回答と理解をしていいんで

すか。

【小林産業政策課長】産業政策課としては今後、

協議に応じていくという回答で、プラスして内

容が詰まり次第、その他のものについて、どう

いうふうな対応になるのかというのを、部内で

も協議しながら決めていくという考え方に立っ

ております。

【堀江委員】いずれにいたしましても、取組に

ついて協力してまいりますという意味では、今

後のさまざまな事業の動き、進展状況に応じて

産業政策課としても対応していただくというこ

とをお聞きしましたので、今後の状況について

は再度、それぞれの時期に質疑をしたいと思っ

ております。

【大場委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山田(博)委員】 それでは、陳情番号の22番、
五島市から、海洋再生可能エネルギーによるし

まづくりへの支援についてということですが、

現在の洋上風力発電事業では、九電の系統連携

において、容量は足りているということであり

ますけど、どれだけ足りているのか。

今後、拡大される場合には容量不足であると

いうことですけど、どういった見込みをされて

いるのか、まずそこをお答えいただけますか。

【福重新産業創造課企画監】五島市と本土をつ

なげる、電力を供給している電力線につきまし

ては、今回、1事業者が五島市崎山沖で発電を
予定しております洋上風力事業につきましては、

九電と話をしながら系統確保ができる見込みと

なっております。

ただし、今後の再生可能エネルギー関連の拡

大につきましては、また別途協議が必要という

話になっており、容量としましての具体的な数

字はこちらは把握しておりませんが、かなり厳

しい状況になっていると聞いております。

今後、できればそういった連係、連絡線の系

統の強化というところをぜひともやっていただ

きたいと考えているところですが、現時点で、

政府施策要望で国の方にもそういった内容を要

望しているところでございますが、そういった

予定というところはお示しいただけていない状

況にあります。

今後、ハード的な整備だけではなくて、現在、

線が通っている中で一部利用されていない部分

を使っていくソフト的な運用につきましても国

の方で、資源エネルギー庁を中心として検討を

いただいていると聞いておりますので、そうい

った対応につきましても同様に要望してまいり

たいと考えております。

【山田(博)委員】 五島市から長崎県に、現在計
画している洋上風力の海底ケーブルを、しても

らいたいということでありますね。その容量は

足りていると言うけれども、どれだけ足りてい

るかと把握をしているか、していないかという

ことでわかりやすく言うと、企画監、把握して

いないと理解していいんですか。そこだけ、ま
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ずお答えいただけますか。

【福重新産業創造課企画監】五島市沖で予定さ

れております、商用化が想定されています洋上

風力事業につきましては、系統接続につきまし

ては九州電力と事業者とで話をしておりまして、

そこはつなげていただけると聞いております。

ということで、そこの事業までは足りる見込

みであると認識しておりますが、それ以上、ど

れくらいの余力があるかというところにつきま

しては、数字としてこちらは把握していないと

ころでございます。

【山田(博)委員】 そうしたら長崎県は、洋上風
力の九電との系統接続は、容量は足りていると

いうけれども、今後拡大する場合には容量不足

とありますけど、どれだけの部分が足りて、ど

れだけの部分が足りないとか、そういった数字

的なきちんとしたものは把握をせずに、五島市

から言われたから国に要望していたと理解して

いいんですか。そういうことですね、そうした

らね。そういうことじゃないんですか。

三上政策監、先ほど「ありがとうございます」

と言うから、もう一回指名させていただきます

けど、この現状をどこまで把握しているか、お

答えいただけますか。

【三上産業労働部政策監】現在、余剰のキャパ

シティがどれほどあるかについては、まだ把握

しておりません。これにつきましては、直ちに

調べて、またご回答申し上げたいと思っており

ます。

【山田(博)委員】 そうでしょう。五島市から言
われたから国に要望する。国も国だと思うよ。

ということは、国もまともに聞いていなかっ

たということじゃん、これは。

私はてっきり、どれだけ足りていて、どれだ

け足りないときちんと確認した上で国に要望し

て、国も聞いているかと思ったら、どっちもわ

かっていない中で要望しておったということで

すからね。そうしたら、進むものも進まないと

いうことですよ。これは、深く反省しながら取

り組んでいただきたいと思っております。

それで、もう一つお尋ねしたいことがありま

して。この占用許可というのは、条例では3年
が可能となっていますけど、現在は1年になっ
ていると。県当局として、洋上風力の海面関係

条例の中では、通常1年と。要するにほかのと
ころも全部1年になっているわけですよ、全て1
年。なんでかというと、後から引継ぎする時に

聞いていないとかとなったらいかんから、それ

で1年でやっていると。全てやっている、ほと
んど。

今回の洋上風力の場合は、どのようにされて

いるのか、そこをお答えいただきたいと思いま

す。

【福重新産業創造課企画監】洋上風力の海面の

使用につきましては、本年4月に施行されまし
た再エネ海域利用法に基づきまして、長期占有

が可能な制度が施行されましたので、一定の規

模以上の部分につきまして、こういった制度を

利用しまして最長30年の占有許可ができるよ
うになっております。

商用事業は現在、県内で幾つか計画されてお

ります。こういったものは長期運用しながら電

力発電事業に取り組んでまいりたいという事業

者の意向がございますので、再エネ海域利用法

を使っていただく前提で我々も考えており、県

条例を使った許可は、現時点で商用事業に関し

ては想定しておりません。

【山田(博)委員】 答えになっているか、なって
いないかわからんから、もう一度お尋ねします。

今、1年にしかなっていないわけです。今後、
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洋上風力をする時に、県当局としてはどうする

のかということをお尋ねしているわけです。

【福重新産業創造課企画監】洋上風力発電につ

きましては、長期の利用、事業期間がかかるこ

とから、1年更新で県の海域管理条例を使うと
いうことは考えておりません。また、より長期

の許可を行うということも考えておりません。

それは、再エネ海域利用法で長期の占用という

ことが可能になりますので、こちらの方でやっ

ていきたいと考えております。

ただ、より小規模な事業につきましては、例

えば実証事業といったものにつきましては、短

期間の使用許可で事業は実施可能と考えており

ますので、引き続き、県の海域管理条例を使っ

ていただきたいと考えているところでございま

す。

【山田(博)委員】 ということは、小さいのは海
域管理条例で、大きくなると国の法律を使って

やりますと。

いいですか、国は日本全国を見るんです。長

崎県の海域は、長崎県の条例で見られるんです

よ。長崎県は、国の法律に基づいてやるという

ことですね。長崎県の海域条例は無視してやる

ということですね。

長崎県海域条例を無視するということは、県

議会を無視するということですよ、あなたが言

っていることは。企画監、それだけのことを言

っているんですよ。いいですか、それだけの重

みの発言があったんですよ。

ね、三上政策監、いかがですか。私の議論し

ているのはわかりますか。どうぞお答えくださ

い。

【三上産業労働部政策監】先般決められました

再エネの海域利用法では、長期使用ということ

で30年が認められております。

有望区域という全国4カ所のうち1カ所が五
島沖となっております。これは、長崎県の中で

も五島沖と限定されるものでございますし、か

つ、地域協議会が開かれることになっておりま

して、それには市町とともに県の担当も入るこ

とになっておりますので、後ほどには県議会に

も諮られ、最終的には県としてのご意見も諮っ

た上で国に上げていくというプロセスになりま

すので、五島沖のプロセスにおきましては、そ

のように決まっていくと考えております。長崎

県全体の海が、国の法令によってオーバーライ

トされるということではないと考えております。

【山田(博)委員】 ということは、政策監が言っ
ているのは、五島市から上がっている洋上風力

の海域は、国では30年は可能となったけれども、
あくまでも長崎県の海域管理条例に基づいてや

ると理解していいと言っているわけですね。

【三上産業労働部政策監】五島市沖のプロジェ

クトに関しましては、きっちり、県の議会のプ

ロセスを通じて決めていくということと認識し

ております。

【福重新産業創造課企画監】五島市沖で予定さ

れています商用事業の実施をしていただくため

の方法といたしまして、県の海域管理条例での

1年から3年といった許可の場合ですと、なかな
か資金調達が難しいというのが商用事業の事情

としてございます。

こういった中で、再エネ海域利用法で長期占

有が可能になったということがございまして、

こういった制度を使わないと、なかなか事業者

自体の資金調達が難しいという状況にございま

すので、再エネ海域利用法に基づく長期占有を

前提に進めてまいりたいと考えております。

【山田(博)委員】 じゃあ、五島の崎山沖の洋上
風力の海域は、国の法律を適用されて30年可能
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とするのか、長崎県の海域管理条例でするのか。

長崎県の海域だからね。国の法律ができたと

しても、長崎県の海域だから、条例があるから、

条例でするとなったら、この条例を改正せんと

いかんのじゃないかと私は思うわけですよ。今

の話だったら、どっちを使うのか、よくわから

んわけよ。そこをお答えいただきたいと言って

いるわけです。

【福重新産業創造課企画監】こちらは、県の海

域管理条例は使わずに、国の再エネ海域利用法

に基づいて使用許可をする、公募占用を行うと

考えております。

【山田(博)委員】 それは、法律がそういうふう
になるということで、きちんと地元の方に説明

していただかないといけませんよ。長崎県の五

島沖の洋上風力が選定されたから、長崎県の条

例は適用されないんですと。五島の崎山沖は、

どこからどこまでは国の法律、ここからここま

では長崎県ですよということを明確にしてもら

わないと、これはよくわからないんですよ、言

っていることが。

そういったところを、午後から説明資料をで

すね、委員長。これは要望書が上がっているけ

ど、今言っていることは、いいですか、長崎県

の海域でありながら、洋上風力をすることで30
年の長期占用ができますということになったわ

けだ。国から指定されているから、この海域は

長崎県の条例は適用されないと、国の法律でや

るんだということで、どこからどこまでという

資料を午後から提出していただきたいと、委員

長、よろしくお願いしたいと思います。一旦終

わります。

【大場委員長】それでは、午前中の審査はこれ

にてとどめ、しばらく休憩します。

午後は、1時30分より再開をいたします。

― 午前１１時５５分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【大場委員長】それでは、委員会を再開いたし

ます。

【福重新産業創造課企画監】午前中の審議にお

きまして、山田(博)委員から要求されておりま
した再エネ海域利用法に係る有望な区域の海域

の図面でございますが、現時点で、10月に行わ
れます地域協議会に向けて国の方で作成中との

ことで、現時点でお示しできないという状況で

ございます。

また、午前中の私の答弁で、一部訂正させて

いただきたい部分がございます。

五島市の電力の空き容量の部分でございます。

現在、戸田建設という事業者が10基の浮体式洋
上風力の発電事業を検討しておりますが、こち

らの容量22メガをつなぎますと、空き容量につ
きましてはゼロ、なくなるという状況でござい

ます。私の方で把握していないと答弁いたしま

したが、大変申し訳ございません。訂正させて

いただきます。

ちなみに、戸田建設の事業までは大丈夫だと

いう話でございます。

【山田(博)委員】 さっきの海域は、願わくば示
してもらいたかったわけです、地元選出の議員

としてはね。そういった状況であるということ

は、やはりきちんと事前に把握しながら答弁し

ていただきたい思いますので、以後、気をつけ

ていただきたいと思っております。

さっきの容量の22メガを崎山沖でするとい
うことになれば、今、五島の地域では太陽光発

電はもうできないとかなんとかという話になっ

ているわけです。これはご存知ですか。

ということは、崎山沖で洋上風力をするから、
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その分で予定しているから、太陽光発電はもう

制限していると理解していいのかどうか、そこ

をお答えいただけますか。

【福重新産業創造課企画監】九州電力の方では、

太陽光も含めまして、これから接続できる容量

として、ないというデータの表示でございます

ので、委員ご案内のとおり、太陽光発電につき

ましても、今後つなぐことはできないという状

況でございます。

【山田(博)委員】 今回明らかになったのは、洋
上風力を予定しているから、海底ケーブルの容

量が超えるから、それでもう今後は、太陽光発

電の新規はしないと、メガ単位はですね、そう

理解して間違いないということを確認させてい

ただきたいんです。そうですね。そこだけを確

認させていただきたいと思います。

【福重新産業創造課企画監】新規の新エネ、大

規模なものにつきましては、空き容量がないと

いう状況ですので、現時点で県としても推進で

きる状況にはないという状況でございます。

【大場委員長】 ほかに質問はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては承っておくことといたしま

す。

次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、質問はありませんか。

【山田(博)委員】 それでは、幾つかお尋ねした
いと思うんですが、新産業創造課長にお尋ねし

たいんですが。

今回、平成31年度長崎県ロボット・ＩｏＴ関
連産業育成支援業務委託とありますのは、どう

いった業務を委託されているのか、それをお答

えいただけますか。

【井内新産業創造課長】こちらの委託業務の内

容については、ロボット・ＩｏＴ関連分野にお

きましての専門人材の育成講座を実施すること

とか、ロボット・ＩｏＴを使う側のユーザー向

けの講座の開催、県内の技術と県内外のニーズ

のマッチングとかワーキンググループの形成、

さらには外部資金の獲得に向けた支援などの業

務の委託でございます。

【山田(博)委員】 これ、決まったのは公益財団
法人ながさき地域政策研究所でございますね。

ほかの会社も参加されていますね。

私がびっくりしたのは、人材育成の方法とか

事業化支援の方法とか普及啓発の方法とかあり

まして、90点満点ですけど、ながさき地域政策
研究所は73点なんですね、73.4点。民間企業で
そういったことをやられているある会社は、

61.1点となっているわけです。
審査員は、どなたがされているんですか。そ

れをお答えいただけますか。

【井内新産業創造課長】こちらの技術審査員に

つきましては、ロボットあるいはＩｏＴ分野の

専門家であります大学の教授とか、製品開発の

専門家であります国立研究開発法人の専門家で

あるとか、そういった専門家で委員会を構成し

て決定をいたしました。

【山田(博)委員】 そういったロボット・ＩｏＴ
などに詳しい方が審査員になったと思うわけで

す。

それで、ながさき地域政策研究所が受注され

ているわけですね。今回、たまたまこうなった

のか。それとも、参加者がいなかったからこう

なったのか。

他県で同じような業務をしている時に、ほか

のところがやられているかどうかと調査された
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上で、こういった入札をされたかをお尋ねした

いと思います。

【井内新産業創造課長】ロボット・ＩｏＴの事

業につきましては、他県で主に実施しておりま

すのは、例えば事業化に向けた補助制度とか、

そういうものが多くなっておりまして、この委

託事業の中にあります専門人材の育成というの

は、少なくとも九州の中では、大学と連携等し

てやるというのは本県独自のものでございます。

今回、5社が技術審査に参加をされまして、
結果的にながさき地域政策研究所が、事業内容

及び実施方法の項目の点数が73.4ということに
なっております。こちらは、たまたまかとおっ

しゃいましたが、全参加者をフラットに並べて

審査をした結果の点数でございます。

【山田(博)委員】 新産業創造課長、私がお聞き
しているのはそうじゃなくて、他県でこういっ

た同じような事業をやられているところがある

んじゃないですか。こういった産業育成の支援

業務は、ここに参加されている会社等に委託し

ているのか、こういった研究所にお願いしてい

るのか、そういったことをお尋ねしたいんです。

それを調査した上で、こういった業務委託をさ

れていると思いますので、入札前の段階を説明

いただけますか。

【井内新産業創造課長】他県が、こういうロボ

ット・ＩｏＴ関連産業の推進を図る事業を実施

するにおきまして、その委託先は、例えばシン

クタンクに委託しているとか、そういうものが

ございます。

今回、県内外の事業者が混ざっている状態に

ありますが、そういう実績のあるところにも、

入札の事前の情報提供というか、長崎がこうい

う事業をするという周知は図ってきた結果でご

ざいます。

【山田(博)委員】 この育成事業は、他県はどう
いったところにお願いしているのか、わかりま

すか。例えば福岡県もやっていますよと、福岡

県は、長崎県と同じような委託をする時にどう

いったところにお願いしていますよとか、それ

を示していただけますか。

【井内新産業創造課長】九州内で、このような

専門人材の育成をしている県は、私どもの調査

の結果ではないところでございます。

【山田(博)委員】 三上政策監、はい。
【三上産業労働部政策監】他県の様子でござい

ますが、国の制度としてスマートものづくり応

援隊という事業が昨年までございました。各県

において、国の予算でこういった人材育成をや

っているものが昨年までありましたけれども、

今年度からは特にやっておりません。

九州圏内を見ますと、こういったことをやり

得る団体というのは、長崎県でいう産業技術振

興財団のようなたぐいのものが、通常であれば

受けることが多いのではないかと私としては認

識しております。

【山田(博)委員】 三上政策監、国で、他県は、

こういった育成業務というのは、中央でいうと

三菱総合研究所とか、そういったところがやら

れているか、やられていないか、そういったこ

とをお答えいただきたいということです。

【三上産業労働部政策監】他県の様子では、公

的研究技術振興財団のほか、シンクタンク等も

手を挙げているところは多いと存じます。今回、

デロイトトーマツコンサルティングという名前

がありますが、これもよく見る名前でございま

す。

【山田(博)委員】 長崎県のこういった委託業務
は、ほとんどながさき地域政策研究所なんです

よ。ながさき地域政策研究所は、こういったＩ
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ｏＴとかを今までやったことがあるのかと聞き

たいわけですよ。

三上政策監が言われたでしょう、デロイトト

ーマツコンサルティングは、そういった実績が

ありますよと。あるところとないところと、ど

っちがいいかとなったら、あるところが一番い

いわけです、それはね。

新産業創造課長、お尋ねしますけど、ながさ

き地域政策研究所は、今までロボット・ＩｏＴ

関連産業育成業務をしたことがあるのか、ない

のか。

三上政策監は、デロイトトーマツはあると言

ったですね、今。見たことがあると言っている

んです。あるところとないところで、なんでこ

んなに違うのかと思うわけです。

私は、決してながさき地域政策研究所がだめ

とは言っていないわけですよ。やっぱり幅広く

いろいろしてもらってね。今回、参加者が少な

くてこういうふうになったかもしれないけれど

も、もうちょっと幅広くやって、ロボット・Ｉ

ｏＴ関連産業の育成支援を、いろんな角度から、

いろんな視野からやるべきじゃないかと私は言

っているわけです。それについて何か見解があ

りましたら。

三上政策監、私が言っていることをどう思い

ますか。ごく当たり前だと思うんです、私は、

ごく当たり前。どうですか。

【三上産業労働部政策監】 ＩｏＴに関しては、

実はながさき地域政策研究所の名前は中央でも

聞いておりまして、私も、ここがＩｏＴを教え

るのを過去2年ほどずっとやっていたという実
績はありましたので、今回の結果についても順

当ではないのかなと考えた次第でございます。

デロイトと、評価点、技術評価点を見まして

も並んでいるということでございますので、あ

とは価格点のところで、本来であればデロイト

も価格点をもうちょっと頑張れば逆転する可能

性はあったのではないのかなと。今回、この表

を見る限りにおいては、経験のながさき地域政

策研究所、それから中央におけるデロイトが、

いい勝負をしたのではないのかなと、私の私見

としてはそのように見るところでございます。

【山田(博)委員】 これ、価格点とか言いますけ
ど、三上政策監、いいですか、総合評価の評価

点内訳表とあるんです。4ページにあります。
ながさき地域政策研究所は、過去に2年教え

ておったというんでしょう。育成業務委託を今

までしたことはあるか、ないかといったら、あ

るということなんですね。間違いないんですね、

それは。じゃあ、他県でやったことなんですか。

長崎県内で初めてやって、それでやったという

ことなんでしょう。

私は何が言いたいか。長崎県のながさき地域

政策研究所がだめと言っているわけではないん

ですよ。全て長崎県はこれよりも、ほかのとこ

ろからいろんな視野をもってきたがいいんじゃ

ないかと、もっと参加をどんどん促すべきじゃ

なかったのかというわけですよ。

価格点と言うけど、三上政策監、4ページを
見たら、いいですか、事業内容及び実施方法と

か事業の効果とか事業実施主体の適格性、合計

でながさき地域政策研究所は155.5点ですよ。デ
ロイトトーマツは141点ですよ。ながさき地域
政策研究所の方がよかったということですね。

事業経験はデロイトトーマツの方があるみたい

に政策監の答弁は聞こえたわけですけど、実際

はそうじゃなかったと。

私としては、もっと幅広くやっていただきた

いということを言っているわけです。それで質

問させていただいているわけでございますので、
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今後こういった業務委託は、幅広い見地から、

さらなる業務委託ができるように頑張っていた

だきたいと思って質問させていただきました。

以上をもちまして私の質問を終わります。

【堀江委員】 今の質疑に関連しまして、平成

31年度長崎県ロボットＩｏＴ関連産業育成支
援業務委託ですけれども、名前を変えたにして

も、平成30年度、平成29年度にこうした関連の
いわゆる育成支援業務委託という契約の名称が

あるのか、あるとすれば、どこが契約相手先か

がわかりますか。

【井内新産業創造課長】 こちら、ロボット・Ｉ

ｏＴ関連産業育成支援業務委託につきましては、

平成30年度からの事業でございます。平成30年
度の委託先は、ながさき地域政策研究所となっ

ております。

【堀江委員】 先ほど答弁がありましたように、

九州でも特別な、いわゆる専門人材の育成とい

うことですね。専門人材の育成なので、確かに

今回の一般競争入札でながさき地域政策研究所

にということですが、昨年もそうですね。

長崎県内でこうした専門人材を育成する業務

を委託するとなれば、今後もここが契約相手先

になるというふうに推測するんですが、一般競

争入札の結果だという答弁になると思うんです

けど、実際そういうふうになりませんか、推測

するとおりに。

【井内新産業創造課長】こちらの入札実施に当

たりまして、県内という要件は設けておりませ

んので、あくまで毎年の技術審査、あるいは価

格も含めたところの結果で見てまいります。過

去、長崎で実績があったかというのではなくて、

こういうロボット・ＩｏＴの分野で実績がある

かという観点も含めては見るんですけれども、

あくまで毎年毎年の審査で決定をするものでご

ざいます。

【堀江委員】私も、今回の契約先がだめという

ことではなく、このシンクタンク、ながさき地

域政策研究所は、決算報告書を見ますと、30か
ら40のいわゆる公的機関、長崎市であるとか長
崎県とか、いろんなところからの委託を受けて

おりますね。しかも、婚活のことから、こうし

た人材育成を含めて幅広く、本当に対応できる

のかという率直な疑問を私も持ちます。

しかし、これは一般競争入札の結果だという

答弁になるんでしょうけど、私も、広くいろん

なところでこうした業務委託はするべきだとい

うふうに思っておりますので、意見を申し上げ

ておきたいと思います。

【井内新産業創造課長】委員おっしゃいますよ

うに、決して県内に限定することなく、幅広く

募って、今後実施をしてまいりたいと思います。

【大場委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ほかに質問がないようですので、

次に、所管事務一般について質問はありません

か。

【山田(博)委員】 大体、堀江委員がトップバッ
ターで質問するんですけど、ちょっと順番が狂

って調子が出ませんけれども、質問をさせてい

ただきます。

事前通告をさせていただいておりますので、

時間が限られておりますので、的確に答弁をし

ていただきたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。

日韓関係の悪化により影響を受けた、対馬の

中小企業への資金調達対策を県当局も頑張って

いただいているわけでございます。

対馬市の方からも要望しておりますけれども、

これで一番問題なのは、保障料引き下げの対象
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業種をどこまで広げられるよう取り組んでいけ

るのか。

また、中小企業の経営が大変厳しいというこ

とで利子補給をしていただきたいと、県当局、

また関係機関、国に対して要望していただきた

いと話をしていたわけでございますが、その取

組状況を、離島・半島地域振興特別委員会で私

は指摘させていただいたわけでございますが、

その後の経過状況を説明いただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。

【吉田経営支援課長】特に、対馬市において韓

国人観光客の減少により事業者が影響を受けて

いることにつきましては、8月下旬以降、関係
者の会議、あるいは庁内の対策会議等を行って

おりまして、9月12日には対馬市から県及び県
議会議長への要望がなされ、それを踏まえた形

で9月18日に県、市から国への要望を行ってお
ります。

セーフティネットにつきましては、対象業種

になった場合に保証料を低減できるということ

で、現在の指定の継続とか、新たな違う形での

指定ができないかという要望を行っております。

その分につきまして9月18日、先週要望したと
ころでございまして、現在、我々としては、積

極的に働きかけをしながら国の回答を待ってい

る状況にございます。

離島・半島地域振興特別委員会で利子補給と

いうお話もございましたけれども、事業者の負

担をいかなる形で軽減するか、そのためには国

の制度で活用できるものをできるだけ活用して、

支援の内容あるいは支援の手法については、現

在のセーフティネットの要望の結果を注視した

上で、それを踏まえて地元対馬市とも協議しな

がら検討をしていきたいというふうに考えてお

ります。

【山田(博)委員】 今、セーフティネットの指定
業種は、旅館、ホテル、タクシー、貸切バスな

んです。経営支援課長は、この指定業種はどこ

まで広げようということで国に要望しているの

か、そこを示していただけますか。

時間がかかるみたいですので、続きまして雇

用労働政策課長にお尋ねしたいと思います。

今、私の地元の五島市で、若者のサポートス

テーションというのをしていただいているわけ

でございますが、この前、壱岐と対馬に行った

ら、「山田(博)先生は五島ばっかり応援して、
なんで壱岐や対馬はしないんですか」と、大変

なお叱りをいただいたわけでございます。吉村

課長、わかっていますか。「五島はもう10年近
くやっているんですから、壱岐と対馬をしっか

りやってください」と、大変なお叱りをいただ

いているわけでございます。離島選出の県議会

議員であれば、壱岐や対馬もしっかりやっても

らいたいと強い要請をいただいているわけでご

ざいます。

そこで、雇用労働政策課長としては、そうい

った要望とか状況をいかに考えているかという

のを明確にお答えいただきたいと思います。

【吉村雇用労働政策課長】地域若者サポートス

テーションにつきましては、設置者は一義的に

労働局から民間への委託ということで、労働局

が設置することになっております。県は、労働

局が設置したサポステに対して、キャリアサポ

ートプログラムの提供とか、臨床心理士による

相談業務を委託しています。

壱岐・対馬におきましては、佐世保に設置さ

れております佐世保若者サポートステーション

の管轄となっていまして、壱岐では3カ月に1回
程度、対馬では2カ月に1回程度の出張相談をや
っている状況でございます。その利用状況につ
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きましてサポステにお尋ねをいたしましたが、

現在の利用状況は壱岐で1名、対馬で3名となっ
ておりまして、ちょっと少ない数にとどまって

いるということでございます。

ということで、直ちに国に対して、壱岐・対

馬にサポステを常設化してくださいといった要

望ができるような状況ではないのではないかと

は考えていますが、今使っていない方たちに本

当にサポステが知られているのか、サポステに

来ていないけれども、潜在的にサポステの支援

を必要としている方もいらっしゃると思います

ので、まずはしっかりとサポステをＰＲして利

用者を掘り起こしていくことが、まず第一のス

テップではないかというふうに考えております。

【山田(博)委員】 吉村課長、五島の若者サポー
トステーションに関わっている議員は、何を隠

そう私なんです。サテライトから関わったのは

私なんですよ。どれだけ関わっているか、ご存

じですか。お答えください。私がどれだけ関わ

っているか、お答えいただけますか。どうぞ。

【吉村雇用労働政策課長】五島のサポートステ

ーションにつきましては、地元の五島市及び議

会からの要望があったというふうにお聞きして

おりまして、その時に山田(博)委員も深く関わ
っておられたと理解をしております。

【山田(博)委員】 私が質問したのは、何年関わ
っているかというのをお答えいただきたいと言

っているんです。

【大場委員長】 先に経営支援課長、どうぞ。

【吉田経営支援課長】セーフティネット保証の

対象業種でございますが、広く観光関連の業種

の指定を要望しておりまして、例えばみやげも

の屋、レンタサイクル、郷土料理、ダイビング

等々、韓国人観光客が利用していたものについ

て拡充をお願いしている状況でございます。

【山田(博)委員】 経営支援課長、私も今の話を
聞いたら、やはり地元の声を聞いてしっかりや

っているなと、大変感服いたしました。

問題は国なんですね。三上政策監、韓国と日

本との関係が悪化して、対馬は大変打撃を受け

ているわけです。今、国に対してボールを投げ

ているわけです、助けてくださいと。

政策監は、対馬に行っていますよね、早速。

まさか行っていないというわけはないでしょう

ね。この前、五島に来て、壱岐や対馬に行って

いないわけはないと思いますのでね。政策監は

国から来たわけですから、そこはしっかりと国

に要望していただかないといけないわけです。

そのために橋渡しに来ていただいているんでし

ょう。国の状況は、しっかりと頑張っていただ

きたいと思っております。政策監、決意を聞か

せていただきたいと思います。

【三上産業労働部政策監】おっしゃったとおり

でございます。長崎県の状況、離島についての

状況については逐次、上京時には必ず本省の方

に伝えてまいりたいと思います。

【山田(博)委員】 雇用労政課長、答えてくださ
いね、事前通告しておりますからね。私が質問

しているんだから、私が答えるのはおかしいわ

けですからね。

続きまして、産業労働部の方で水素エネルギ

ーを使った船舶の取組をやられていますけど、

今、この状況はどうなっているのか。国の船舶

機構におきまして、水素船を改造して使えるよ

うになっていると言っていますけど、その状況

はどういうふうになっているのか、ご説明いた

だけますか。

【福重新産業創造課企画監】以前、環境省の実

証事業において使用されました燃料電池船を県

が譲渡を受けまして、現在使用していない状況
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でございますが、こちらにつきましては、水素

で動くものを電動船に改造を県で行いまして、

市の方に譲渡するという予定で動いております。

その改造の仕様につきまして、以前から日本

小型船舶検査機構の方に確認をとりながら、ど

ういう仕様にするかというところの打ち合わせ

を行っておりますが、現時点でまだ打ち合わせ

自体が終わっていない状況でございます。

こちらにつきましては、今年度中に必ず仕様

を固めて、改造まで終わらせたいというふうに

考えているところでございます。

【山田(博)委員】 水素船、つまり燃料電池建造
プロジェクト事業でありますね。これ、事業計

画は当初、幾らで上げていましたか。

時間がかかるので、次をお尋ねします。

今回、長崎県で、かつてないすばらしい事業

があったわけですね、航空機産業。私、県議会

議員を5期させていただいていますけれども、
今回の航空機産業というのは、大変これはね。

当初は、ほかのところがやっているから、委

員会で、あちらにいらっしゃる企業振興課長に

厳しく言ったんですよ。他県でもやっているの

に、今から二番煎じとかやって大丈夫だろうか

と。それに何と言ったかというと、「やります」

と言ったんですよ、「大丈夫です」と。私は半

信半疑だったんです。

ところが、航空機産業というのを知事も当初

で表明されたように、大変明るい材料を長崎県

に持ってきたと。その時の部長に廣田さんがな

っていただいたと、これは大変よかったんじゃ

ないかと思います。

それで、部長としてですね、そうか、失礼い

たしました、企業振興課長が答えないといけな

いですね、順番的にね。部長がいきなり答えた

らあれですから。

それで、将来的に航空機産業というのをどの

ように考えているのか。いいですか、長崎市中

心に考えているのか、長崎県全域で考えている

のか。長崎県は離島、半島もあるわけですから、

企業振興課長として、将来ビジョンとか構想を

聞かせていただきたいと思っております。

これは、もう本当によくやった。満塁ホーム

ランだな、これは。それぐらい大変すばらしい

事業をやったと思いますので、将来的な構想を

ぜひ聞かせていただきたい。これは長崎県のい

い、明るい材料だから、しっかりと披露してい

ただきたいと、説明いただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。

【宮地企業振興課長】 ただいま山田(博)委員か
らお尋ねがございました航空機産業の将来像と

申しますか、今後の展開でございます。

航空機産業につきましては、昨年の11月定例
会で、海洋産業、ロボット・ＩｏＴ産業と一緒

に3つの分野で、これからのロードマップをお
示ししています。

昨年度の時点で私どもは、航空機産業の状況

は売上高が大体50億円、雇用者数が500人とい
う数字をお示ししています。それを10年後にお
のおの2.5倍、売上高は125億円、雇用者数は
1,250人ということで頑張ってまいりたいとい
うふうに議会にご報告をしているところでござ

います。

今回の三菱重工航空エンジンの長崎進出に伴

いまして、そのロードマップの中でもお示しを

していますが、雇用者数については順調に推移

をしているのではないかと思っています。具体

的には2年後、昨年お出ししたもので100名増を
もくろんでおりましたので、そのぐらいの人数

になってくるのではないかと考えています。

売上高につきましては、現時点で数字を持ち
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合わせていませんが、来年7月以降に三菱重工
航空エンジンの工場が稼働した後は、10年後の
125億円という現時点での見込みでございます
が、大きく前倒しができるのではないかと考え

ています。

県下全域で目指すのかというお尋ねがござい

ましたが、それはぜひ県下全域で目指したいと

思っています。現時点で、半島に所在する企業

で航空機クラスターの会員になっておられると

ころもございます。残念ながら、離島について

は現時点では会員にはなっていませんが、別の

話になりますけれども、島原半島においでいた

だいた自動車関係の誘致企業と、自動車のシー

トの縫製の関係で離島の企業が取引を始めた事

例もございますので、まずは長崎県で航空機産

業を振興していくに伴って、そのようないわゆ

るシャワー効果みたいなものが発生してくるの

ではないかと思っています。

【山田(博)委員】この前、地元に帰りましたら、
この航空機産業、大変明るい材料がきたという

ことで関心が高くありましてね。

この時の部長は、運がよかったのか、実力な

のか、ちょっとよくわかりませんけど、実力だ

と思うわけね。部長として、今の企業振興課長

の言っていることを踏まえて、部としてしっか

りとやっていただきたいと思っているんです。

本当に明るい材料で、私たちも地域に、今、県

はこういうところで頑張っているんですという

ことを示していきたいと思っておりますので、

航空機産業に対する思いというか、部長の考え

を聞かせていただきたいと思っております。

【廣田産業労働部長】先ほど企業振興課長が答

弁いたしましたように、今回の三菱重工航空エ

ンジンの長崎進出は、本県にとって非常に有意

義なものと考えております。

航空機産業は今後の成長産業という認識から、

昨年度、この事業所設置に先行いたしまして、

クラスター協議会を設置し取り組んできたとこ

ろでございます。そういった中で今回の事業所

設置ということになったわけでございます。

航空機産業は、今後、国内生産額も大きく成

長する分野と言われております。人口減少に悩

む本県にとりまして、若者をいかにとどめるか

ということを考えました時に、やはり航空機産

業は非常に魅力ある産業分野の一つだと考えて

おりますので、そういったことから、若者を中

心とした人材の定着につなげ、ひいては雇用の

場を拡大していくということもございます。今

回の三菱重工航空エンジンの進出決定で、来年

7月に事業所が開設され一定の雇用が生まれま
す。今後も引き続き、同社と情報交換等を進め

ながら、事業拡大等へのお願いも引き続きやっ

ていきたいと思っております。

それとまた、三菱重工航空エンジンのみなら

ず、地場の製造業者との取引につなげるという

ことが非常に大事だと思っております。そうい

ったことから、先ほど申し上げたクラスター協

議会の中に多くの製造業者、約50社ほど加盟を
いただいておりますので、そういった事業者が

認証を取得し、人材を育成し、ひいては航空機

産業へ参入できるよう、そういった結果に結び

つくよう、鋭意取り組んでいきたいと考えてお

ります。

【山田(博)委員】 ぜひ、この航空機産業を、長
崎県の若者が広く羽ばたくように、また、経済

成長が上昇気流になるよう頑張っていただきた

いと思っているわけでございます。

私の残余の答えは、所定の時間がきたので、

また2巡目で理事者からお答えいただきたいと
思っておりますが、2分以内に答えられますか。
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答えられるんだったら、お答えいただきたいと

思います。

【吉村雇用労働政策課長】五島のサポートステ

ーション、サテライトの設置に要した年月でご

ざいますが、まず長崎に平成19年4月に地域若
者サポートステーションが設置されております。

長崎のサポートステーションが五島で自主的に

サテライトを開設されたのが平成23年10月で、
平成25年5月から正式な地域若者サポートステ
ーションが設置され、その後、平成29年4月に
またサテライト化されたという経緯がございま

す。

この間、平成24年11月、正式なサポートステ
ーションが置かれる少し前の時点で山田(博)委
員から、市役所に対して設置の請願が出された

というところまでは現在確認ができております。

ただ、その前に具体的に何年間ぐらい、設置

に向けた活動がなされていたのかということに

つきましては、現在、手元に資料がございませ

ん。申し訳ございません。

【堀江委員】 10月1日、消費税増税に対する事
業所の対応、周知について質問したいと思いま

す。

私は、消費税10％につきましては、直ちに中
止すべきだというふうに考えています。

7月21日の参院選の出口調査で、賛成43％、
反対57％と反対が上回っています。7月22・23
日の世論調査では、賛成39.8％、反対55.9％と、
賛成がさらに低くなっています。

長崎民主商工会、長崎市内の中小業者で構成

される団体の婦人部が、この実態調査、アンケ

ートを行っています。その結果が私に届きまし

た。年齢構成は39歳以上から70歳以上までで、
まんべんなく各年代の回答があっています。

消費税の増税については、9割が「絶対に困

る」と回答しています。じゃあ、2018年の売上
状況はどうか。「全体的に売り上げが減少した」

が45％、その中でも「半数以下に減少」という
のが11％、収入経費も54％が上がったと回答し
ています。利益が出ている事業者は、なんと

21％しかありません。約半数の業者が、営業所
得だけでは生活ができないという実態が明らか

になっています。

営業所得だけでは生活できませんから、どう

するかというと、年金等で対応するというのが

22％、年金をもらっていない世代は、パート、
ほかの家族からの援助、そして貯金の取り崩し

という生活実態が明らかになっています。中小

業者にとりましては、消費税増税政策は中小零

細業者いじめと言われても仕方がありません。

そこで質問いたします。長崎県組織規則第2
節、分掌事務の中の第14条、産業労働部、産業
政策課（2）中小企業に対する施策の普及に関
すること。この内容は、消費税増税という国の

施策を普及、つまり推進する立場で対応すると

いうことか。

企業振興課（3）地場企業の発展支援に関す
ること、経営支援課（1）商業及び商店街の振
興に関すること。この内容は、消費税増税とい

う国の施策に対して、中小業者、地場企業の実

態を国に届ける対応もするということか。

産業政策課、企業振興課、経営支援課の答弁

を求めます。

【小林産業政策課長】先ほど、委員からお話の

ありました産業政策課の所管事務についてです

が、中小企業に対する施策の普及というのは、

国のもの、県のもの問わず、中小企業に対して

資する施策を中小企業の皆様にお届するための

ことをやっていくものでございます。

例えば、今年度始まって4月以降、順次、各
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地域を回りながら、県の施策、中央会の施策、

国の施策、そういったものを紹介する説明会を

開いたりしております。

【吉田経営支援課長】消費税増税に伴いまして、

消費需要の平準化を図るために、国におきまし

て、軽減税率の導入、あるいは複数税率に対応

したレジの導入支援、キャッシュレス決済の導

入支援、あるいはキャッシュレス決済を行った

消費者向けのポイントによる還元事業等が行わ

れております。

私ども経営支援課としましては、県内事業者

が、この消費増税を機に、こういった機器導入、

キャッシュレス決済の導入等によりまして生産

性が向上するという観点で、この制度の周知に

国に協力する形でしっかりと取り組み、制度を

知らずにこの導入ができなかったということが

ないように、県内各地を回りまして事業者等へ

の説明を行ってきたところでございます。

【宮地企業振興課長】私どもが所管しています

地場企業の発展支援のところは、午前中にもご

答弁しましたが、製造事業者の皆様方を主に対

象としていまして、堀江委員からお尋ねがござ

いました消費税の今回の導入に関する取組等の

周知につきましては、私どものところでは行っ

ていません。

先ほど、産業政策課長もしくは経営支援課長

から答弁を差し上げましたとおり、今回の消費

増税に関する取組等々については、部全体とし

てはそちらの方からご説明をしていると私ども

としては認識をしています。

【堀江委員】企業振興課長にしてみれば、私が

質問している消費税増税という国の施策に対し

て、「地場企業の発展支援に関すること」が長

崎県組織規則で定められた分掌事務であるなら

ば、国の施策に対してできるとすれば、実態を

届けるということにするのかなと私は思ってい

たんですが、所管ということでは対応しないと

いう答弁だったと理解をしています。

経営支援課につきましては、商業及び商店街

の振興に関することに分掌事務があるので、消

費税増税という国の施策に対して、中小業者の

こうした実態を国に届ける対応もするのかなと

いう認識のもとに質問をいたしましたが、経営

支援課としては、いやいや、そうではなくて国

に協力する立場でやるんだというふうに答弁を

いたしました。

産業政策課長は、消費税増税という国の施策

について普及ですから、つまり推進の立場で対

応するのかということについては、国とか県の

施策を言われましたが、私の質問には答えてお

りません。消費税増税という国の施策を普及を

する。「中小企業に対する施策の普及に関する

こと」ということは、つまり産業政策課として

は推進する立場ですかという質問に答えていな

いので、まずそこから答弁してください。

【小林産業政策課長】産業政策課としましては、

消費税増税について普及するというものではな

く、経営支援課長が答弁したのと同様に、消費

税増税のタイミングに県内中小企業者が遅れる

ことのないように、それに対して適切に対応す

るよう施策を普及していくという立場でござい

ます。

【堀江委員】 私が今、実態を申し上げました。

それから私の考えも申し上げました。

そうすると産業政策課長も経営支援課長も、

消費税の増税という施策のタイミングによって

中小零細企業の皆さんが、いわばプラスになる

というふうに理解をしておられるという認識で

いいんですか。

【吉田経営支援課長】経営支援課では、サービ
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ス産業も所管をしておりまして、商業も含めた

サービス産業ということでございますが、今回

のキャッシュレス決済の導入の部分につきまし

ては主に飲食、小売り、宿泊といったような業

種が対象になってくるというふうに理解をして

おりまして、キャッシュレス決済を導入するこ

とによりまして、事業者の業務効率化や売上の

増加等が期待できるという観点で、県としては、

こういった機器導入等の機会を逃さずに対応す

べきではないかという観点で周知を図ってきた

ものでございます。

【堀江委員】消費税の増税をすることで、キャ

ッシュレス決済とかポイント還元とか、いろい

ろありますけれども、そのことが業者にとって

はプラスになるようにということは、消費税増

税そのものについては、ご意見はないんですね。

言えないんですか。

【吉田経営支援課長】消費税増税そのものに対

する判断ということではなくて、これを機にキ

ャッシュレス決済を導入するという流れにある

中で、その機会をしっかり捉えて、機器導入へ

の補助であったり、ポイント還元の制度による

消費者への還元といったところをしっかり取り

組むのにいい機会ではないかという観点で、知

らなかったということがないようにという周知

でございます。

【堀江委員】知らなかったことがないようにと

いうことですね。そのことについてはまた後で

質問したいと思います。

このことと関わって、雇用労働政策課に質問

いたします。雇用労働政策課も、第14条産業労
働部の分掌事務の中では、（2）中高年者の就
業支援、（3）高年齢者の就業対策、（4）障害
者の就業対策ということが掲げられています。

消費税の増税によって、県内の小さな商店、中

小業者が廃業になれば雇用の場を失うことも大

いに想定されるんですが、雇用労働政策課とし

ては、こうした消費税増税という国の施策に対

応するということでは政策はお持ちですか。

【吉村雇用労働政策課長】原因のいかんを問わ

ず失業者が出た場合に、再就職を希望される場

合にはその支援をしていくことは考えておりま

すけれども、お尋ねの消費増税に特化した形で

の対応は、現在のところは考えていません。

【堀江委員】 消費税増税そのものについては、

私は、実態認識が甘いというふうに思っていま

す。

そこで、先ほど経営支援課長が言いました、

知らないことがないようにと。知らないことが

ないようにという中で、キャッシュレスとかポ

イント還元とかというのが言われますけど、イ

ンボイス制度です。つまり、取引ごとにやり取

りする伝票、請求書とか領収書とか送り状、こ

れをインボイスというんだそうですけれども、

2023年10月から完全施行となりますね。
先ほどの実態調査では、このインボイス制度

がわからないというのが6割ぐらいいるんです。
制度の理解が進んでいない。

私ども県民も、消費税増税に伴う軽減税率と

かポイント還元とかという話はありましても、

インボイス制度そのものはあまり聞かないとい

うのが実態だと私は思っています。

まず、このインボイス制度は何なのか、説明

してください。

【吉田経営支援課長】消費増税後の話としての

インボイス制度でございますが、直接の所管は

国税庁の事業でして、私は十分に説明できるよ

うな状況ではなく、県でいうと税務課になりま

すが、税務課の状況を一応、お聞きしておりま

す。
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軽減税率関係ということで、県内各地で税務

署等が主催する形での説明会が116回行われて
いると聞いております。全ての機会でインボイ

ス制度の説明があったかということは把握でき

ていないんですけれども、インボイスについて、

今後、消費税の申告を行う際に、軽減税率8％
を適用した購入、調達と10％で調達したものの
区分ができていないと、事業者の消費税の計算

ができなくなるということで、結果的にインボ

イス制度、自分たちがレシートを出す時に税率

を分けて表示をしないといけなくなるというこ

とと理解をしております。

【堀江委員】私がなぜこの問題をあえて課長に

説明を求めるのかというと、このインボイス制

度そのものが事業者にとって、課税業者になる

のか、それともいわば廃業になるのかという分

かれ目になるでしょう。

1,000万円以下の事業者だって、インボイス制
度をとらないと、要するに課税を受けてしない

といけなくなりますし、それこそ、このことに

よって廃業に追い込まれるかもしれないと、本

当に中小事業者にとりましては大変なことにな

るじゃないですか。

請求書、あるいは領収書、送り状がきちんと

出せるところでないとお客さんは行かない。領

収書があってこそ初めて、収入と経費として、

領収書に基づいて増税分を引いて幾らを消費税

として納めるのかという計算になってくるわけ

ですから、事業者にとっては、このインボイス

制度そのものを知っているか、知らないかによ

って自分たちの立ち位置が変わっていくでしょ

う。

しかも2023年から実施をするということに
なりますと、私は、今のうちに業者の皆さんに、

そのことは十分周知しないといけないと思うん

ですよ。しかも、経営支援課長は言ったじゃな

いですか、「知らないことがないように」と。

この制度は税務上の問題だから、それこそ国

税庁の範囲かもしれません。税務課の範囲かも

しれません。でも、皆さんが、長崎県内の中小

業者の皆さんに消費税の問題を話していくんで

しょう、こういうふうになるんですよと。その

時に、単なる軽減税率の問題とかポイント還元

だけで話が終わっていては。

これは中小業者の皆さんの存続に大きく関わ

っていく問題なので、インボイス制度こそ経営

支援課がきちんと説明するべきではないかとい

うふうに私は思っているんですけど、そういう

認識はお持ちでないですか。

【吉田経営支援課長】国の行う説明会等への協

力という中で、私どもは、経済産業省が行う説

明会が軽減税率も結果的に含まれるところはあ

りますけれども、基本的にはキャッシュレス決

済を導入することに関しての機器導入への補助

制度とか、その後の消費者がキャッシュレス決

済を行った際にポイント還元される事業への周

知というものを主眼として行っておりまして、

繰り返しになりますけれども、税務署等が主催

した中でインボイス制度も説明されているもの

と私の方では考えておりますけれども、そこに

ついては、県でいいますと税務課が協力をして

やってきたという状況にございます。

【堀江委員】そうすると、税務課と一緒になっ

て説明しているのか。

要は経営支援課としては、自分たちの担当の

分はこの事業者さんに言いましたと、税務課と

しても事業者さんに言うでしょうと、そういう

答弁じゃないですか。

消費税の増税に伴って、中小企業の皆さんが

制度を知らないことがないようにやりますと言
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ったでしょう、課長が。だからこそ、インボイ

ス制度こそ大事なんですよと。それは確かに直

接は国税庁の事業かもしれない、税務課の対応

かもしれないけど、「それは税務課の対応だか

ら知りません」とならないでしょうと言ってい

るんですよ。

私が冒頭に申し上げましたように、大変です

よ、消費税10％になったら。自分たちが請求書
を発行できるのかどうなのかということも含め

て、事業の存続に関わる問題なので、もちろん

判断するのは事業者さんお一人おひとりですけ

ど、制度を知らないことがなかったようにすべ

きということでは、私はもう少し、自分の担当

はキャッシュレスの機器を導入するかどうかだ

けだから、それに終わりますということではな

く、インボイス制度も含めて十分な説明をして

ほしいと私は思うんですけれども、答弁を求め

ます。

【小林産業政策課長】産業労働部では、先ほど

お示ししたとおりいろんな場を持ちながら、不

十分かもしれなかったですけれども、インボイ

スは含めないような形での事業の周知をしてま

いりました。

今回、インボイス関係のことも含めて委員か

らご指摘がございましたので、税務課とも協議

をして、どういう状況なのかをまず把握をして

から、対応について検討したいと思います。

【堀江委員】そうしますと、このインボイス制

度も含めて、中小企業の皆さんには消費税の導

入については十分説明をするという認識でいい

ですか。

【小林産業政策課長】税務課とも連携をしなが

ら、制度の周知、中小企業者に損のならないよ

うに、知らなかったということにならないよう

に、十分な周知に努めてまいりたいと思います。

【堀江委員】 あと1分ですので。
私としては、消費税の増税は本当に中小業者

にとっては死活問題だというふうに思っていま

す。それを置いておいたにしても、増税によっ

て自分たちの事業所がどうなるのかということ

を十分知らせていく、そういう対応をぜひとっ

ていただくことを強く求めて質問を終わりたい

と思います。

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時３１分 休憩 ―

― 午後 ２時４４分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

【麻生委員】 何点かお尋ねしたいと思います。

先ほど、山田(博)委員の話の中で、航空機の関
係で三菱重工が来られたということで、大変明

るいニュースですけれども、県としての企業支

援について、どういう形を考えているのか。

普通、立地条例で企業が来た時、工場の設置

関係についての固定資産税の減免とか、従業員

に対する給料保障とかといったものがありまし

たけれども、県は、三菱重工の航空機関係につ

いて、どの程度の支援をしようとしているのか、

お尋ねしたいと思います。

【宮地企業振興課長】ただいま麻生委員からお

尋ねがございました、三菱重工航空エンジンの

進出に伴って、県としてどのような支援を行う

かということでございます。

まず、県内企業が雇用を伴う規模拡大をやる

場合には、地場企業の立地補助金制度というも

のがございます。これは、一定の要件をクリア

したものに対しまして、設備投資に5％をかけ
て、その後、雇用者数に応じて率が少し上がっ

ていくという支援制度がございます。

今後、三菱重工航空エンジンと具体的な数字
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は詰めていくことになろうかと思いますが、ま

ずはそういう制度を私どもは設けていますので、

一定の要件に合致すれば、そのようなものでご

支援をすることになろうかと思います。

あと、国の制度でもございますが、地域未来

投資によりまして税の減免等、不動産取得税や

固定資産税、これは長崎市の方になろうかと思

いますが、そういうふうなご支援の制度もござ

いますので、そういう制度の中で具体的な投資、

もしくは雇用の状況が見えてきたら、ご支援す

ることになろうかと思います。

【麻生委員】わかりました。企業立地する中で、

三菱重工も全体では約3億円程度の固定資産税
を長崎市に払っています。三菱重工も大手とい

えども、今は大変厳しい雇用状況になっていま

すから、ぜひ長く続いてもらうように取組をし

ていきたいと思っています。

この中に「魅せる工場」と書いてあるんだけ

ど、新しい工場のシステムをどう考えておられ

るのか、それをまず1点。
よく愛知県から長崎に来ていただいたなとい

うことで、相当ないろいろな状況があったと聞

いておりますけれども、そのご苦労もあったし、

トップ営業もされたと思います。その辺の状況

も、わかる範囲で結構ですから教えていただき

たいと思います。

【宮地企業振興課長】 今、麻生委員から2点ご
ざいました。

まず、「魅せる工場」とはどういうものかと

いうことでございます。先ほど部長からご説明

申し上げましたが、場所が、三菱重工長崎造船

所の史料館の隣に工場を設置されるということ

で、これは先方の企業からお伺いしているんで

すが、長崎における三菱重工のこれまでの歴史

とこれからの歴史、今から歩まれると思います

が、これからの姿というものを対比して、ぜひ

県民の皆様にも見ていただきたいということで、

そういうシチュエーションを考えていますとい

うことが1点。
今から具体的に中の仕様は考えられるとお伺

いしていますが、先方からは、できれば若い人

たちにも工場を見られるようにして、これから

の長崎での航空機産業の振興について、若い人

にもアピールをしたいというお話を頂戴してい

るところでございます。

もう1点、今回の進出に当たってどのような
働きかけをしたかということでございます。先

ほど山田(博)委員にもご答弁申し上げましたが、
昨年11月に新産業戦略を策定しまして、その行
程をなるべく具体的なものにするために、昨年

8月にはクラスターも設立しておりましたので、
長崎造船所の皆様に対しては、お顔を合わせる

時は我々の方から、どうですかと、長崎も航空

機産業に力を入れるのでというお話は差し上げ

ておりました。

時期的には、今年度に入ったぐらいから、知

事が東京に上京した折に直接、長崎において航

空機産業を展開してくれというお願いを差し上

げて、本社がある小牧市以外では、地方では初

めて長崎においでになるということで、我々と

しても、私どもの熱意が通じたところもあるか

と思いますが、よくご決断をいただいたという

ふうに思っているところでございます。

【麻生委員】もともと長崎は三菱重工の発祥の

地でもあります。今回の航空機産業の工場がで

きるのは長崎造船所史料館の隣で、昔は推進器

といってプロペラをつくっていた工場なんです

よね。そこで新しい流れができるということで、

大変喜ばしいと思っているところです。

今回の誘致についてもトップ営業ということ



令和元年９月定例会農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２４日）

- 44 -

で、大変感謝したいと思っております。

そこで、先ほどの部長の話の中で加盟企業は

50社あると言われていましたけれども、長崎で
も高速の過給機だとかタービンとかやっており

ましたけれども、航空機に関して取り組めるよ

うな企業体といいますか、そういう技術力のあ

る企業があるのか。ほかのところは自動車産業

とかあって、あったんでしょうけれども、長崎

に、ウラノ株式会社は別にしても、そういうか

たまりが、支えることができるような企業はど

のくらいあるのか。そういう形で技術レベルが

あるのかどうか、その点をお尋ねしたいです。

【宮地企業振興課長】今、麻生委員からござい

ました、長崎の県内企業がどの程度、航空機産

業に技術的に対応できるのかというお話でござ

います。

現在、何らか航空機関係でお取引があり、売

上が少しでも立っている企業は10数社ござい
ます。これは数的には、10数社と申しますと、
造船プラントなどから比べると大変少のうござ

いますが、九州で見た場合は非常に多い企業数

でございます。

今年度から、当初予算で航空機産業の支援の

事業を始めて支援を本格化していますが、我々

が思っていたよりは、麻生委員からもお話があ

りましたように、過給機とかタービンなどの製

造で培われた、金属加工の高い技術であり、他

県の企業に比べると長崎の企業は比較的、仕事

をされるスピードは早いため、参入される企業

が数多く出てきているようなところがあり、手

ごたえを感じています。

この後は、先ほど部長からも申し上げました

けれども、航空機産業は高い技術力と信用力が

大前提になりますので、いわゆる認証取得、そ

ういうところのご支援をどんどん私どもも強化

して、三菱重工航空エンジンが長崎で事業を展

開していただきますので、取組をさらに強化し

てまいりたいと思っています。

【麻生委員】 わかりました。10数社あるとい
うことです。

先ほど認証の話がありましたけれども、ウラ

ノ株式会社あたりは、もう長年やっておられて

認証もとられていますけれども、認証を取るの

に10年ぐらいかかるとも聞いているところで
す。息の長い支援をしなくちゃいけないんです。

そういう中で、技術的なことと併せて体力の

状況があると思うんです。大きなマシニングセ

ンタを含めて導入しないといけないんですけれ

ども、県として、こういう機器の新たな設備投

資について、どの程度の補助を考えているのか、

お尋ねしたいと思います。

【宮地企業振興課長】設備投資のお話がござい

ました。新しい産業に入っていくためには、人

材と設備投資は欠かせないと我々も認識してい

ます。

具体的に設備投資のところで私どもが今、事

業として持っていますのは、新成長ものづくり

産業支援事業ということで、サプライチェーン

を3社以上、企業群を組んだ場合に、設備投資
や人材育成等々、その2分の1を県の方からご支
援をすると、最大2年間で5,000万円を支援する
という事業を持っています。

そういうもので昨年度から事業を始めまして、

昨年認定したグループのうち2グループは航空
機の事業をやられています。その事業で設備投

資をご支援して、大手重工メーカーと取引が始

まったところもございますので、そういうもの

で県としてはご支援をしたいというのが一つで

す。

あとは、国の制度でものづくり補助金、今年
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も1,000億円オーダーで全国的に、第2回の募集
は先週終わりましたけれども、国の事業では大

規模に設備投資の支援が出てまいりますので、

そういうのも意識しながら、設備投資を十分や

っていただいて規模拡大をしていただくように、

我々としても県内事業者を支援していきたいと

思っております。

【麻生委員】ぜひ、ものづくり補助金等があり

ますのでお願いしたいんですけど、全国的に比

べると、長崎はものづくり補助金の活用が低い

位置にあると聞いていますので、ぜひ支援をお

願いしたいと思っております。

この中で、バイヤーの招聘によってというこ

とで、前回の委員会で双日がバイヤーになりま

すよという話は聞いておりましたけれども、今

後、こういう人たちにお願いして、もちろんク

ラスターがあるんですけれども、どういうとこ

ろを目指していくのか、そしてどういう形で。

もちろん企業体ですね、エンジンでしょうけれ

ども、この前言ったボーイングあたりは内製化

の話が出ているということですけれども、具体

的には、三菱と一緒になってやるのか、それと

も、双日が持っているような企業サイドも含め

て紹介してもらいながら、マーケットをどこに

取りに行くのか、その点を教えてください。

【宮地企業振興課長】今、麻生委員からお話が

ございましたけれども、今回、部長からもご説

明を差し上げておりますが、双日グループのネ

ットワークも活かしまして、今回ご報告のとお

り大手重工メーカーとのマッチングを実施して

います。

実際、その中から、部長からもご説明申し上

げましたけれども、技術力とコスト競争力で、

航空機部品の塗装を手掛ける企業は、その商談

の後に個別に大手重工メーカーが足を運んで、

取引に向けていろいろ話を進めたいとお話もあ

っています。そういう中で成果を着実に具体的

に積み重ねたいと思っております。

全体としましては、麻生委員ご案内のとおり、

航空機の中ではエンジンとそれ以外、それ以外

は機体と申しますが、それでいきますと国内マ

ーケットは機体の方が、ボーイングが米国回帰

もありまして機体が少し最近は伸びが緩んでい

るところがございます。

一方でエンジンの方は比較的、機体よりは参

入障壁も高くて難しいと言われているんですが、

エンジンの方は伸びておりますので、エンジン

の方を一つ頭に据えて取組をやるのがいいので

はないかという県内企業のお話もございます。

あとは、今回は三菱重工航空エンジンがおい

でいただいていますけれども、それに限らず、

例えば大手重工メーカーでいきますと川崎重工、

ＩＨＩ等々ありますので、いろんなメーカーに

お話をいろいろ差し上げて、いろんなチャンネ

ルでお仕事を持ってこられるように頑張ってい

きたいと思っております。

【麻生委員】わかりました。今後の取組が大事

と思いますので、ぜひお願いしたいと、支援を

していきたいと思いますので、よろしくお願い

します。

あと1点、企業立地関係について、お尋ねし
たいと思うんです。

この前、ある企業から、お尋ねといいいます

か相談があって、企業立地で来られた企業から、

若者の優秀な人を、職業の選択だから仕方ない

んですけれども、有利な条件で引き抜かれる状

況が発生していると。

来ていただく企業に、補助金関係で、固定資

産だとか建物の関係も補助しています。就労の

関係についても補助しているわけですけれども、
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こういったところと地場企業との一部競合があ

るんじゃないかと。

ある一定の企業の関係は新卒を狙うとか、今

まで勤めていなかった人たちを新たに掘り起こ

すことはいいんでしょうけれども、現在勤めて

いる人たちを引き抜くということがあってはな

らないと思うんですよね。

そういったことでのきちっとしたルールづく

りをどのように取り組もうとされているのか、

お尋ねをしたいと思います。

【佐倉企業振興課企画監】誘致企業も最近、好

調でして、雇用計画数も伸びております。

そうした中で、全国的に人材不足、本県にお

いても人材不足が大きな課題になってきている

という状況は認識をいたしております。

誘致企業におきましては、採用に当たりまし

て地元での会社説明会等を行いまして、採用を

行っている状況がございます。そうした中で、

中途採用につきまして、県内企業から転職をさ

れる実態もあるというお声は聞いているところ

でございます。

委員おっしゃるとおり、非常に人材確保が厳

しい中で、求職者が少ない形にもなっておりま

すので、誘致企業の採用に当たりましては、地

元企業への配慮というものも立地協定に盛り込

んでおりますので、そうしたことを誘致企業に

も話をしながら、人材の採用については行って

まいりたいと考えております。

【麻生委員】来ていただく企業だから、ハイレ

ベルの仕事、雇用もあります。地元で頑張って

いる方たちも、ある意味ではしのぎを削って新

しい仕事に挑戦しようとされているわけです。

今、ソフト系を含めて多くの事業体が来てい

るんですけれども、ある意味では人材の取り合

いになっているんじゃないかと。もちろん新卒

だとか、今から育てていこうという人たちはい

いんでしょうけど、中途採用でね。

職業の選択の自由もあるんですけれども、片

方では補助金をいっぱいつけてあげて長崎に来

てくださいと言って、片方は地元で苦労しなが

ら、やっている人たちなんですよ。

だから、地元で頑張っている人たちから見る

と、それははっきり言って、来てもらったとこ

ろはなんだという状況があると思うんですよ。

自分たちは苦労している。そういったところに

は補助金は何もないじゃないかという声が聞こ

えてくるので、ある一定のルールを持ちながら、

来てもらう企業には、中途採用についても注意

をしてくださいねと。ルールをつくっていただ

いて、ある意味では地元の企業の人たちとウィ

ン・ウィンの形になるようにしてもらわないと

と思っておりましてね。その点をぜひ、取組を

お願いしたいと思います。

統轄する部長の答弁をいただきたいと思いま

す。

【廣田産業労働部長】麻生委員のご指摘でござ

いますが、誘致企業に地場企業から転職された

方があって、地場企業がなかなか後任を見つけ

られない状況があっているというお話は伺って

おります。

誘致企業があって、地場企業に影響があると

いうことは、あってはならないということで考

えております。職員、社員の採用につきまして

は、やはり職業選択の自由というのがございま

して、その兼ね合いから、制限はなかなか設け

にくいところはございます。仮に、既に県内の

企業で仕事をされている方を採用する場合に当

たっては、採用の時期等を十分配慮するなど、

一定の配慮をお願いするように誘致企業の方に

も話をしていきたいと考えております。
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そしてまた、補助金等のお話もございました

けれども、この部分につきまして私も、状況等

を十分に精査しながら、見直し等が必要であれ

ば検討してまいりたいと考えているところでご

ざいます。

【大場委員長】 ほかにございませんか。

【山田(朋)委員】 部長説明の5ページに、午前
中に質疑がありましたキャリアコーディネータ

ー、福岡地区及び首都圏担当を配置とあります

が、今、キャリアコーディネーターは3人配置
だったかと。福岡担当と県内担当と首都圏担当

なのか、そのあたりの内訳を教えてください。

【宮本若者定着課長】キャリアコーディネータ

ーにつきましては、福岡担当が1人、東京駐在、
東京担当が1人、それから長崎県内担当として3
人おります。3人の内訳は長崎地区が2名、佐世
保地区が1名、トータルで5名となっております。
【山田(朋)委員】 首都圏は、駐在をしていただ
いているんですか。

福岡地区に、県内の高校を卒業して進学した

人数が1,400人だったですかね。首都圏とか、関
西圏とか、数字をどの程度押さえているのか、

お聞かせいただきたいと思います。

【宮本若者定着課長】首都圏担当につきまして

は、東京事務所に籍を置いております。現地駐

在ということです。

進学者の数を申しますと、福岡が最も多く

1,200名程度、東京が例年でいきますと350名か
ら400名、その次に多いのが熊本で300名弱、
280名とか、大体そういったところでございま
して、福岡の方が一番ということになって（発

言する者あり）関西の方は、熊本よりは少ない

はずなんですが、手元にはございません。

【山田(朋)委員】 福岡が1,200人で、首都圏が
350から400人、熊本が280人で、関西はそれよ

りも少ない人数ということであります。

首都圏に対してのアプローチ、大学を回った

りいろいろして、就職相談会の準備をしたり、

そのようなことで実績を上げていると。このキ

ャリアコーディネーターって、今年からの事業

ですか。首都圏もどこも、一斉に今年からのス

タートですか。

【宮本若者定着課長】キャリアコーディネータ

ーにつきましては、長崎県内には前年度以前か

ら2人おりました。もう1人、長崎にはチーフキ
ャリアコーディネーターが、もちろんその方も

大学とかに回るんですけれども、1人長崎にプ
ラスしたのが今年度。そして福岡、首都圏はま

さに今年度からとなっております。

【山田(朋)委員】 県内に就職をしてくれる県内
大学生の数はどれくらいですか。

【宮本若者定着課長】長崎県内出身で県内に就

職する人は1,148人でございます。県外出身者は
151人でございます。
【山田(朋)委員】 長崎地区担当キャリアコーデ
ィネーターが2人で佐世保地区担当が1人とい
うことでありました。県内出身者で1,148人、県
外出身で151人が県内で就職をしているようで
あります。

他地区のキャリアコーディネーターの数と比

べた時に、この人数で不足があるというふうに

思っているのか、もっといた方がいいと。

首都圏というと大学は数多くあって、350か
ら400人ぐらいが進学しているかもしれないけ
ど、大学はそれぞれまちまちだと思うので、1
人でどれだけのアプローチができるのかなと考

えたりしております。

熊本がそれだけ多いんだったら、熊本に対す

るアプローチというのも今後、まずは福岡かも

しれませんけど。
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私の息子は関西の大学に進学しましたが、関

西にもそれなりにはいるのかなとも思っていま

す。どこかターゲットを絞らなきゃいけないと

いうのはもちろんわかるんですが、まずはこの

県内の人数、長崎地区が2人、佐世保地区が1人
というのが適正であるということなのか。

首都圏が1人で、大学はいっぱいあるけれど
も、どういうふうなアプローチをしているのか、

大学を絞っているのか。

多分、県立高校も私立高校も進学者の一覧と

かが出るから、アプローチはしやすいのかもし

れませんが、どういうふうにしているのか、お

聞かせください。

【宮本若者定着課長】 まず、長崎地区、佐世保

も含めて適切かというところでございます。

先ほど申しました1,148人、151人の数字は前
年度実績で、長崎地区を1名増員する前の数字
でございますので、今回1名増員して、さらに
長崎県内大学への働きかけの力を強めようと思

っていますので、十分かどうかは別として、個

別の大学にチーフも含めて回っておりますので、

そこは結果を見たいと思っております。

それから、首都圏につきましては東京事務所

に1人配置をしているんですが、基本的には本
県出身の学生が多い大学、一番多いのは日本大

学で、20～30名のところが幾つかあるんですが、
基本的には大学の就職課を回って、まずそこと

の関係を築く、これは福岡も同じやり方でござ

います。

たまたま日大に関しましては、前年度、協定

を結んだご縁もありまして、今回部長説明にも

書いておりますけど、10月5日に日本大学の中
で、県内企業に一緒に来ていただいて、学生と

の「長崎県業界研究会」を開催できる運びにな

りました。これについては、前半戦のキャリア

コーディネーターの活動の一番大きな成果だと

思っております。

一方で、それ以外の県内から30人とか20人と
かの大学を回ってはいるんですが、なかなか。

結局は、まずは我々としては就職課に当たって、

そことの信頼関係を構築していくところからス

タートしなければいけませんので、そういった

ところでの協力関係が、正直申しまして、なか

なか勝ち取ることが難しいといった状況もござ

います。

そういった中でいきますと、例えば東京のキ

ャリアコーディネーターの数を増やせばもっと

増えてくるというふうには、この半年を見てい

て、ならないのかなと思っております。

それから、次は熊本というところにつきまし

ては、委員もおっしゃいましたけれども、まず

は福岡の取組をモデル的に見てみたいと思って

いるところでございます。

【山田(朋)委員】わかりました。ぜひ効果的に、
成果を上げていただくようにお願いしたいと思

います。

学生の採用試験の関係で、島根県は、県内出

身者、県外出身者ともに3万円を上限に交通費
を支給しています。長崎県としては、こういっ

た取組は考えていないのか、そのあたりを伺い

たいと思います。

【宮本若者定着課長】島根県の取組は、ありが

とうございました。

佐賀県も同様の、少し似ているような仕組み

はありますが、私どもとしては、そこを含めて

県外からのＵターンに一番効果的なものは何な

のかというところは、少し検討を深めてまいり

たいと思っております。

【山田(朋)委員】 学生たちに、卒業する時にア
プリを登録してもらったりして、学生が好むよ
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うな情報発信をと常々お願いしていたかと思い

ますが、石川県は、イオンと提携をしまして、

「ＩＳｉｃａ（イシカ）」というカードをつく

っています。イオンのワオンの石川県バージョ

ンを、高校を卒業する学生に配布をしています。

相談会とかインターンシップを受けたら、1,000
円とか500円がカードに加算されていきます。
学生のメリットとして、お金だけではない、き

っかけとして。イオンだけじゃなくてコンビニ

とかでも使えたり、学生にとっても実益がある

のかなと思います。

ふるさと石川就職学生カード「イシカ」とい

うものがありますので、ご検討いただきたいと

思いますが、見解を求めます。

【宮本若者定着課長】そこも併せまして検討さ

せていただきたいと思います。

【山田(朋)委員】 ぜひ、お願いしたいと思いま
す。

市町がやっているインターンシップで学生を

受け入れていると思いますけれども、その後の

21市町の状況を教えてください。
【宮本若者定着課長】申し訳ありません。市町

が行っているインターンシップの状況は、手元

に把握しておりません。

【山田(朋)委員】 この間、長崎新聞を見ていた
ら、どこでしたっけ、上五島かどこか、離島が

受けていたような気がしたんですけど、私もす

みません、勉強不足で。

きっかけづくりというか、企業でインターン

シップを受け入れているところもあると思うん

ですけれども、市町に来てもらって、その市町

の魅力を感じてもらって就職につながるという

方法もあるのかなと思っております。

岩手県においては、「ワーホリ岩手」という

ことでワーキングホリデー、ほとんど学生の自

己負担がなく、交通費とかイベント参加の保険

料とかも全部出して学生を受け入れています。

私は、長崎県に来てもらうきっかけをつくる

ことは重要であるかなと思っておりますが、こ

ういったことも含めて検討をしていく考えがあ

るのかどうか。少し岩手の事例を調べていただ

いた上でだと思いますが、ご見解を求めたいと

思います。

【宮本若者定着課長】申し訳ありません。岩手

の事例も、私は存じ上げておりませんので、先

ほどの石川とか、そういったところも併せまし

て検討させていただきたいと思います。

【山田(朋)委員】 大変個人的なことで恐縮なん
ですけど、私の息子は京都の大学に進学をして

おります。京都は、テレビ報道があったように、

学生のバイトが一番ない地域らしく、うちの息

子も非常に苦労をしているんです。バイト難民

の子たちが結構、本当にいるようなんです、学

生の多いところでは。

そういった子たちに、長期休暇の時に離島と

かでいろいろ体験をしてもらうのも、ぜひ、調

査をして検討いただきたいと思っています。

トータルで部長の答弁を求めたいと思います。

【廣田産業労働部長】県外に進学された学生の

方が、卒業後に県内に戻ってきていただくこと

は非常に大切なことだと思います。

先ほど山田(朋)委員から、他県でのいろんな
施策をご提示いただきました。また今も、県外

に進学されている方が、夏季休暇等において県

内の企業等でインターンシップ的なものという

ご提案もございました。

私どもは、いかにして県外に進学された方を

戻すかということで種々検討いたしております。

私ども独自でやる部分も当然検討しないといけ

ないと思いますけれども、他県での成功事例等
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も参考とさせていただきながら、戦略的な施策

を現在検討いたしておりますので、このことに

つきましては、来年度の予算にどういった事業

を盛り込めるかということで検討しております

ので、予算の計上の時期に具体的なご説明をさ

せていただきたいと思っております。

【大場委員長】 ほかにありませんか。

【浦川副委員長】一つお尋ねしたいんですけど、

今、県内では上場企業がないと言われているん

ですけれども、長崎県内で上場企業を育ててい

くというか、地場企業の育成も含めてですけれ

ども、上場企業がないことに対してはどのよう

に考えていらっしゃるんでしょうか。

【廣田産業労働部長】今回、十八銀行がＦＦＧ

グループに参加したことによりまして、県内か

ら上場企業がなくなっているのはご指摘のとお

りだと思っております。

上場企業は、やはり企業として一定信頼度が

あり、認められた企業ということになりますの

で、私どもといたしましては、県内に上場をい

かにつくっていくかというところで考えており

ます。

まだ具体的にどういった施策というのはござ

いませんけれども、地場企業がさまざまな形で

事業拡大をし、収益性を上げて上場を目指して

いただくことが大切かと思っておりますので、

今後、業界団体ともいろいろご相談をしながら、

県として何ができるか、検討してまいりたいと

考えております。

【浦川副委員長】そういった形で地場企業を育

てていくという中で県も取り組んでいくという

ことですけれども、そういった地場企業がない

と、学生の方も、雇用環境もそうでしょうけど、

福利厚生、そういったいろんなことからすれば、

上場企業というのが一つの目標地点でもあると

思うんですよね。

だから、せっかく地場企業で、ものづくりで

世界的シェアを持っている企業もあると聞いて

いますし、そういった企業を育てて大きくして

いって、長崎の雇用の基幹的な企業になるよう

に今後育てていってほしいと思います。

もう1つ別のことですけれども、今、政府の
方では、ソサエティ5.0という中で、5Ｇだった
り、通信速度とかＩｏＴ、ＩＴを活かした新規

産業の育成をするために、特区も含め取り組も

うとしております。

県内では、ソサエティ5.0についてはどのよう
な姿勢で挑んでいるんでしょうか。

【井内新産業創造課長】 ソサエティ5.0を推進
する県の取組でございますが、昨年度より、ロ

ボット・ＩｏＴ関連産業の育成の事業に取り組

んでいるところでございます。

こちらの柱としましては、大きく2つござい
まして、まず、こういう先端技術を県内の企業

がどんどん取り入れていただくと、それに向け

ての支援。

あとは、そういう最新のサービスを県内企業

が提供できるようにする、専門人材の育成等を

はじめとした取組がございます。今、ロボット・

ＩｏＴ、さらにはＡＩという要素も含めて、専

門人材の育成等に取り組んでいるところでござ

います。

【浦川副委員長】確かに人材育成は大事だと私

も思います。しかし、県としては、そういった

事業の需要を起こしていくことが大事じゃない

のかなと思います。需要を起こすことで、逆に

企業を引き込んでいけるんじゃないかなという

ふうに思うんです。

今、国でも、自治体ＡＩとか、ロボットＲＰ

Ａというような中で、自治体の先端技術の取組
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に対して公募とかしているんですけれども、今

後、県としては、ＡＩ、ロボットとか、そうい

った取組に対して県が率先していくような意気

込みはあるんでしょうか。

【井内新産業創造課長】県の業務における、こ

のような業務の取り込みにつきましては、直接

は新行政推進室が検討していると聞いておりま

す。

【浦川副委員長】所管が違うということなんで

しょうけど、全体としては、そういった技術革

新の中で産業が新たに動き出していると思いま

すので、いろんな部と課の中で、通信にしろ、

ＡＩ、ＩＴにしろ、全てにつながっているもの

と私は思っているんです。

だから、できれば今後、そういった分野も頭

に入れながら、企業育成もそうでしょうけれど

も、そういった部分に取り組んでいただきたい

と要望しておきます。

【大場委員長】 ほかにありませんか。

【赤木委員】一般質問で、スタートアップのこ

とで質問させていただいたんですが、そこでの

認識について、答弁の中では2,200名の方が今ま
でＣＯ－ＤＥＪＩＭＡ（コデジマ）を利用され

ていたと。ですが、日々の活動については、ま

だまだ利用者が少ないということは、私も同じ

認識だったと思います。

今後、その利用者をもっともっと増やしてい

かないといけないと考えていると思いますが、

今、私が課題として感じているのは、ＣＯ－Ｄ

ＥＪＩＭＡ自体もイメージしにくいなと、どう

いう施設なのか。ホームページには出ているん

ですけれども、それは絵に描いたような形でし

て、実際、写真とか動画とか、どういうふうな

利用方法なのかと、そういった情報がまだまだ

少ないのかなと感じております。

そういった対策を考えていらっしゃるのかど

うか、お伺いしたいと思います。

【井内新産業創造課長】委員おっしゃいますよ

うに、利用者につきましては、イベントがある

時には130人ぐらい来たりする時もあれば、1日
に10人、20人という日もあるところで、そこは
非常にむらがあるところでございます。そうい

う中で、ＣＯ－ＤＥＪＩＭＡの利用者自体を増

やさないといけないという認識は、私どもも持

っているところでございます。

委員おっしゃいますように、具体的にどうい

うことができるのかと、交流を図ることでどう

いうものが生まれるのかというところについて、

具体な情報発信をしていかないといけないとい

う問題意識も持っておりまして、今、来年度の

予算に向けて事業の検討等をしているところで

すが、その中で、そういう具体の発信ができな

いかということも含めて検討してまいります。

【赤木委員】ぜひとも、多くの方々に情報が届

くような方法を考えていただきたいと思います。

私も動画と申し上げましたけど、あとは検索

サイトです。グーグル等ございまして、先ほど

ＣＯ－ＤＥＪＩＭＡを見たら、グーグルにもマ

イビジネスという無料で使えるサービスがあっ

て、そちらには登録されているようでしたけれ

ども、そこにまだまだ情報が少なくて。

例えばコワーキングスペースと検索した時に、

ＣＯ－ＤＥＪＩＭＡは引っかからない状態なん

です。スタートアップと検索したら出てきます

けれども、それはＣＯ－ＤＥＪＩＭＡしか出て

こないので、もっともっと幅広い方にしっかり

と引っかかるような仕組みというものを、例え

ばグーグルのマイビジネスを使うとか、そうい

った形で、もっと検討していただきたいと思い

ます。
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動画とかに関連するんですけれども、Ｎなび

です。就職支援等に関わってくるかと思います

が、Ｎなびも、企業によっては動画を作成され

てNなびに貼り付けているところもございます
が、動画がないところもございます。

県外の方にNなびのことを知っていただく取
組は頑張られたと思うんですけれども、学生さ

んに聞くと、知らない企業が多いと。長崎の企

業はたくさんすばらしい企業があるのにもかか

わらず、なかなかその企業のことを知る機会が

ないというのが県外の学生の率直な認識だと思

いますので、Nなびに動画がある企業、ない企
業があると思います。そこは企業さんに任せて

いらっしゃるのか、そこをお伺いしたいです。

【宮本若者定着課長】機能としては載せられる

ようにしておりますので、現状は企業にお任せ

しているところでございます。

【赤木委員】企業にお任せしているということ

ですけれども、学生にイメージをしやすいよう

に後押しをしていかないといけないかなと思っ

ております。これは要望にしたいと思いますが、

動画を載せられることは各企業もご存じだと思

いますけれども、もっともっとですね。

今度、福岡の方にＵターンの施設をつくると

いうことですけど、そこで、例えばデジタルサ

イネージで企業がつくった動画を載せて、企業

の紹介をずっと流しっぱなしで視覚で訴えると

かですね。

開かれた形で福岡の施設も運営していただき

たいと思いますし、多くの皆さんに、ペーパー

だけではなくて視覚で訴えるような仕組みづく

りも、ぜひとも検討していただきたいと思いま

す。これは要望にとどめたいと思います。

【徳永委員】政策監にお伺いします。来られて、

答えたいでしょうからですね。

本県も一生懸命に企業誘致をやっています。

私から見て、企業振興課長も一生懸命にやられ

ていますし、部長もそうです、知事もそうなん

ですけどね。しかし、どうしても、私から見て

も限界というものが感じられるわけです。

やっぱり長崎県というのは離島・半島、そし

てまた一番西の端の県でもありますし、特に二

次産業ですね、製造業は非常に厳しいと思いま

す。私は、そういうことから見ても、やはり国

が、地方が、県が、自治体が競争をするのも必

要でしょうけれども、過度な競争なんです。パ

イの奪い合いということで。ここは、人口減少、

少子化を含めて、もう時間がないわけなんです。

国が、しっかりとした指導をとるべきだと私

は思うんですけれども、現在、国は、地方をど

う見ているのか、国の政策を教えていただけま

すか。

【三上産業労働部政策監】現在、デジタル革命

が叫ばれております。ＩｏＴ、ＡＩというカタ

カナばかりでございますけれども、にぎわせて

おりますが、そういった中で中小企業がいかに

キャッチアップしていくかというところを非常

に注目されております。

先般も、毎日でございますが、日経新聞等を

見ますと、大企業等ではそういった変革が進ん

でおりますけれども、中小企業は、やはりそう

いった体力がない、日々の営業で頭が精いっぱ

い、それから専門人材がいないと、そういうな

いないづくしでございます。

他方、近々5Ｇという通信規格ができようと
しておりますし、デジタルトランスフォーメー

ションとかといって、仕事のやり方を変える、

働き方を変える、そういったやり方は、よりや

さしくなってきているところでございます。

私も着任後、県内の企業を幾つか回らせてい
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ただきましたけれども、確かに長崎県は、他県

に比べて若干、まだ遅れているところはあるの

ではございますけれども、ここは逆に後発者の

利益といいますか、だんだんこなれてきたころ

に技術をキャッチアップするというのも、なか

なかメリットがあるものでございますので、国

としては、中小企業全部、末端までデジタル革

命してほしいという意味で旗は振っているので

はございますけれども、実際の本当の足元の現

場に声が届くのは、県、あるいは市町のこうい

った施策担当者が、大事なのですよと言ってい

くしかないと考えているところでございます。

我々県としましても、こういったデジタル革

命、今後、要するにこういった流れをキャッチ

アップしていかないと、営業すらできなくなる、

仕事をとってくることもできなくなるというよ

うな危機感を日々企業の方々に訴えて、実際に

乗り換えたいと、企業の方が変化に対応してい

きたいと、そのような声があれば、先ほど企業

振興課、あるいは新産業創造課の課長からあり

ましたように、さまざまな支援制度が今はあり

ますのでやっていくと、いろんな施策を我々と

してはご紹介して、後ろからサポートしていく

というところでございます。

ご質問がございましたように、今、国として

は何を考えているんだというところは、諸外国、

欧米の状況を見て危機感を示しているところで

はありますけれども、正直、まだ国内の中小企

業のところに具体的に届くような手をなかなか

持っていないなと、私、こっちに着任して感じ

たところでございます。

【徳永委員】それは、全体的な国の考えでしょ

うけれども、我々にすれば、長崎県をどうする

ということなんですよね。

長崎の造船業は航空機産業の方にということ

で、いい話もきていますけれども、造船業に今

まで携わってきた中小企業。

日本の国は、ご存じのように99％が中小企業
で、この中小零細企業の技術のおかげで日本と

いう国は栄えてきたわけですね。今もロボット、

宇宙産業もそうなんですけどね。造船も、三菱

造船を支えてきたのが地場の中小企業です。す

ばらしい技術を持っているわけです。

ところが、今、こういった造船不況等によっ

て仕事がない、後継者も育たない、廃業と、こ

れがどんどん、どんどん進んでいるわけですよ

ね。ここをしっかり今の時点で。

この技術を、ただ造船だけじゃなくて、航空

機は大事ですけど、ほかにもいろいろ転用でき

るんです。そういったところを国がしっかり。

これはわかっているんですから、早く、そうい

ったすばらしい技術を持っている産業を、転化

じゃないけれども、ほかのところにマッチング

させるか。

そして、ＭアンドＡもありますしね、いろい

ろやっていますけれども、一番問題なのは、廃

業なんですよ。技術の継承ができなくなって、

結局、ある時に、ああ、しまったと、そういう

大きな財産を失うことになろうと私は思ってお

ります。

やはり国が、そういった地方の素晴らしい技

術を、ここで継承、そしてまたいろんなところ

とマッチングさせることが大きなところではな

いかと。

そういう財産を持っているのが、この長崎な

んです。そこはどう思われますか。

【三上産業労働部政策監】私も、長崎につきま

しては、造船業で培った高い技術を有する企業

が幾つもあると存じております。また、そうい

った企業が廃業に陥ってしまって、貴重な技術
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がなくなってしまっているということも聞いて

おります。

そういった企業を救うためには幾つかやり方

があると思っておりまして、一つは、先ほどか

ら説明がありましたようにクラスター、地元で

仲間をつくって、そういった技術がどこにある

のかというのを常に把握して、仲間同士で頑張

って仕事を取っていくというやり方があります

し、あるいは、デジタルでどんどんつないで、

離れたところの企業とネットワークをつくって

いくというような流れがあろうと思います。

長崎につきましても、まさにニッチな分野で

非常に高い技術を持っている企業がたくさんあ

ると思いますので、そういった企業が日本国内

に、あるいは世界に営業していけるような活動

をサポートしていきたいと考えております。

【徳永委員】 そこなんですよ。だから国が、そ

ういった技術をいろんなところに紹介できる、

そしてまた、ちょっと工夫をすればこういった

産業の方にも活用ができると、そういうことを

ですよ。

せっかく国の方から、長崎県の企業振興のた

めに来られているわけですから、そういうとこ

ろをもっともっと、長崎県との連携をとってい

ただいて、やはり国がしっかりとしたビジョン

を持っていかなければ、ただただ地方が手を挙

げ、お互いが来てください、来てくださいと優

遇措置の競争では、全然先が見えないわけです。

この長崎県にはどういう財産があるのか、ど

ういう技術があるのかを、まずしっかりと調査、

把握していただいて。

私は、時間はないと思いますので、しっかり

とした国と県との連携、そしてまた自治体との

連携をとっていただいて、企業の素晴らしい技

術を継承していただきたいと、そう思っており

ます。

そういうところを含めて、部長、国と県の役

割分担、そしてマッチングをどう考えていくの

か、最後にお聞きしたいと思います。

【廣田産業労働部長】長崎県の企業は、地場産

業としては非常に苦戦をいたしております。そ

ういった中で私どもといたしましては、雇用の

場を生むということで企業誘致にも力を入れて

おります。

私どもが今考えておりますのが、誘致企業は

大手上場企業等が数多く立地をしていただいて

おりまして、それをいかに地場の企業に公益を

与えるかというところがございますので、まず

は誘致企業と地場企業の取引関係がいかにして

成立するかというところで、地場企業の人材育

成なり、設備投資なり、そういったものを一定

支援をしているところでございます。

そうは言いましても、徳永委員ご指摘のとお

り、他県との地域間競争が激しくなっておりま

す。そういった中で今後どうやっていくかとい

うところでございますが、私どもといたしまし

ては、やはり良質な雇用の場をつくるに当たっ

ては誘致企業は欠かせないと考えております。

従来は製造業中心で誘致をしておりましたけ

れども、近年、情報関係の企業が、ＢＣＰとか

人材確保の面で長崎県は有益であるということ

から立地していただいております。

ただ、それだけにとどまっては何もございま

せんので、先ほど申し上げましたように、それ

がいかに地場企業に公益をもたらすか、いわゆ

る取引関係が成立するかというところで、そこ

は力を入れていきたいと思っております。

ただ、そういった中でも本県の置かれている

各産業界は非常に厳しい状況がございますので、

企業の業況などを精査しつつ、必要なことにつ
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いては国に要望をし、いろんな制度創設等も含

めて要望を行っていきたいと考えているところ

でございます。

【大場委員長】 ほかにありませんか。

【山田(博)委員】 先ほど、委員会の時に質問し
た、答弁をいただきたいと思います。よろしく

お願いします。

【福重新産業創造課企画監】燃料電池船建造プ

ロジェクトの事業費でございますが、今年度当

初予算は542万4,000円となっております。
こちらにつきましては、燃料電池船の維持、

メンテの費用のほか、五島市離島漁業振興策研

究会の運営費であるとか、国の燃料電池船技術

評価、FＳ事業に関して県として関わっていく
ための費用等も含まれているところでございま

す。

【山田(博)委員】 私がお聞きしたいのは、過去
です、過去。過去含めてお尋ねしたいと思いま

す。よろしくお願いします。

【福重新産業創造課企画監】燃料電池船建造プ

ロジェクトの事業につきましては、平成28年度
から実施しております。決算ベースにおきまし

て、平成28年から平成30年度で支出した費用と
いたしまして、2,362万5,000円となっておりま
す。

【山田(博)委員】 支出は約2,300万円でしょう。
当初予算は幾らでしたか。

ちょっと時間がかかるでしょうから、別の質

問でね。

以前、委員会で、地域の伝統的工芸品及び文

化の再発見につながる地域企業の育成というこ

とで、今どのような取組をされているのか、そ

れをお尋ねしたいと。

雇用労働政策課長、平成23年10月ですか、サ
テライトをですね、それに関わったのは誰か、

ご存じですか。議員は誰か、お答えください。

【宮地企業振興課長】 今、山田(博)委員からお
尋ねがございました、伝統的工芸品の取組の進

捗状況でございます。6月の委員会でも前向き
に検討するとご答弁申し上げておりますので、

具体的な支援制度の構築に向けて、いろいろ関

係機関と協議をしております。

その際に私どもの持っております視点としま

しては、参加したい事業者のいろんな活動費を

支援したいのは当然としまして、できれば出展

機会あたりも併せてご紹介できるような、何か

商談会なりをご自分で探して参加した事業費を

ご支援しますよというよりは、こういう機会も

ありますので、ご参加なさって我々の支援制度

もお使いいただけませんかという制度にしたい

と、具体的に調整をしているところでございま

す。

【吉村雇用労働政策課長】先ほど申し上げまし

た、平成24年11月の請願に山田(博)委員が関係
をされていたことについては記録がございます

し、恐らくそれ以前からあったのだと思います

けれども、申し訳ございませんが、平成23年10
月の開設の時の記録が現在、手元にございませ

ん。私は存じ上げません。

【山田(博)委員】 雇用労働政策課長、それは地
元の人があって、私は、その後、関係機関等に

働きかけて、当時の五島振興局の局長も理解を

示していただいて、遊休施設を限定期間ではあ

りましたけど、お借りできてしたんです。

つまり私は何が言いたいかというと、雇用労

働政策課長、いいですか、五島にする時には、

地元の実情を私はわかった上でこうしたんです。

じゃあ、壱岐や対馬は利用者が少ないから、

ＰＲしますと言いますけど、壱岐と対馬に、実

際は働けるにも関わらず働いていない人がどれ
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だけいるのか調べているんですか。調べて、さ

っきの答弁をされたんですか、私に対して。

まず、調べているか、調べていないか、そこ

をお答えください。

【吉村雇用労働政策課長】 調べていません。

【山田(博)委員】 調べていないのに、そんな答
弁があるか。

五島振興局管内で700人おられたんだよ。野
口五島市長、当時の振興局長も大変協力してい

ただいて、それだけあったんだよ。

肝心かなめのあなたが調べておらずに、今の

答弁は何ですか。事前通告しているんだよ、俺

は。あなたが一番、情報とかなんかは知ってお

きながら、これを一生懸命やらんどころか、そ

んな答弁があるか。

私は、産業労働部に大変期待しておるとよ。

貞方政策監もそう。ね、三上政策監、あなたは

さっきの答弁を聞いておったら、大変前向きで、

すばらしいと思うよ。頑張ってくださいよ。

村田次長、あなたもいるとぞ。あなたを忘れ

ているわけではなかとぞ。

このゴールデンメンバーでいながら、雇用労

働政策課長は何をしよるとかな、あなたは。し

っかりとね。

壱岐や対馬の人が、島民が言っているのにも

かかわらず、利用者が少ないから、今から利用

者を増やすとか、潜在はどれぐらいいるのかも

調査せずに、そんな答弁があるか。

私は、廣田部長になって、五島振興局の局長

をしておって、地域のこともあるからね。中村

知事も期待しているから、廣田さんに部長をし

てもらったと思うよ。そういった知事の思いと

いうか、考えてから答弁していただきたいと思

います。

もう一回、次の議会までにしっかりとした考

えをもって、姿勢をもって答弁していただきた

いと思うんです。

いいですか。この議会というのは、県議会議

員でも、大場委員長が言うように、機会均等で

20分しかないんだから、その中でこういった質
問をしているんだよ。もうちょっと反省を込め

て、思いというか、この件に関して答弁いただ

きたいと思います。

【吉村雇用労働政策課長】 失礼いたしました。

先ほどご答弁申し上げたとおりで、調査をし

ているかどうかということについては、現在、

調査はしておりません。

地域の実情をしっかりと把握して、必要な対

応を考えていくということは、委員ご指摘のと

おり非常に重要なことだと考えておりますので、

関係機関も含めて連絡調整、実態をお聞きしな

がら調査をしてまいりたいと考えています。

【山田(博)委員】 雇用労働政策課長、私は、五
島振興局に平成23年10月からサテライトをし
た時から、ずっとわかっているんだよ。細かく

は言わんけれども、時間が限られているから。

だから言うんだよ、俺は。もうちょっとしっか

りと前向きにやってもらいたいと思いますよ。

続きまして、企業振興課長が今言われた、い

ろんな、取り組んでいただきたいと思います。

それで、三上政策監、あなたは先ほど徳永委

員が質問をする時に、ものすごく前向きなね。

私は最初は、はっきり申し上げて、あなたは

国から来たから、横着こいているんじゃないか

と思ったら、ところがどっこい、大変部長を立

てる、貞方政策監も村田次長も立てるような、

そういった思いがひしと伝わってくるから、ぜ

ひ一緒になってやっていただきたいと思ってお

ります。

先ほど、自動車産業のシートの件がありまし



令和元年９月定例会農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２４日）

- 57 -

たけど、この委員会で、大場委員長ではなかっ

たけれども、雲仙に視察に行った時に、県の担

当者がきちんと五島の縫製工場とマッチングし

ていただいて、大変喜んでいるんですよ。県の

職員のこういうふうなきめ細かなアドバイス。

その時に私が、ここに紹介したらどうかと言

ったけれども、あとの全てのアフターケアは全

部、県の職員がやった。これは大したものです

よ。

三上政策監、私はあなたの国でのキャリアと

いうのは大変期待しておりますからね。だから、

ぜひ産業労働部長の助さん、格さんになって、

しっかり支えていただきたいと思っております。

伝統工芸品というのは、これから長崎県の産

業の基礎、宝になる可能性がありますから、頑

張っていただきたいと思っております。

ところがどっこい、おい、答えてくださいよ、

水素エネルギー。

【福重新産業創造課企画監】先ほど、決算ベー

スをお伝えしましたが、予算額につきましては、

平成28年度から平成30年までで1億501万3,000
円となっております。

【山田(博)委員】 いいですか、委員の皆さん、

燃料電池船で1億円ぐらいかけて、結局は、突
き詰めてどうなったかというと、今私がお聞き

しているのは、燃料電池船を解体する時。

これは名前は何といったかな、長吉丸。なん

で長吉丸かというと、五島ふくえ漁協組合長が

熊川長吉だから長吉丸だというからね、こんな

ばかな話があるのかと思ったんだよ。それは地

元の漁業者が、こんな名前をつけるのがあるか

と、ふざけるなと、私が文句を言われるんだよ。

私がつけたんじゃないんだけれども、ふざける

なと言われているんだよ。つけるんだったら、

ゲンジロウがいいじゃないかと言ったんだよ。

そういうふうな問題があって、1億1,000万円
の予算をかけながら、今は200万円でしかやら
ないという状態なんですよ。

これは、企画監、1億円かけて投資をしてお
ったのが、今は200万円でやるか、やらないか
というふうになっているか、なっていないか、

そこだけお答えください。

【福重新産業創造課企画監】 予算が3カ年で1
億501万3,000円に対しまして、決算では2,362
万5,000円となっております。
【山田(博)委員】 事前通告した時に、燃料電池
建造プロジェクトで、当初は500万円だけれど
も、最終的には、私が聞いたのは、これを解体

するには200万円だから、200万円以内に改造費
が収まったら、それでやりますということなん

です。

つまりね、委員の皆さん方に、県民の皆さん

方にお尋ねしたいのは、この長吉丸という船の

名前がいいか悪いかは別として、縁起がよかっ

た悪かったか、私は源次郎の名前がよかったん

じゃないかと。真田源次郎というのがおれは好

きだからね。そっちがよかったんじゃないかと

言うんだよ、皆さん、漁業者の方は。

そうしたら、いいですか、もう一度言います

よ、燃料電池船建造プロジェクトが1億円かけ
て予算を当初はしておった、平成28年。ところ
が、どんどん、どんどん決算も下がってきて、

今は、いいですか、やるかやらんかというレベ

ルになっているか、なっていないか、そこをお

尋ねしているんです。だから、イエスかノーで

お答えいただきたい、それだけなんです。

【福重新産業創造課企画監】具体的にその改造

費用、改善費用についてはお答えできませんが、

今計上している予算の範囲内で実施しようとし

ているところでございます。



令和元年９月定例会農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２４日）

- 58 -

【山田(博)委員】 私は、燃料電池建造船という
のは、当初から難しいと。私でわかっとよ。私

は下関市立大学経済学部しか出ていないんだよ。

あなたみたいな立派な頭は持っていないんだよ。

その俺でわかるんだ、こんなことは。

なんでわかるかというと、その水素船という

プロジェクトの機械がないんだから。ないのに

できるわけないと何回も言っているにもかかわ

らず、結局はこんなことになったんだよ。

これは、本来であれば三上政策監、あなたに

答えてもらいたいけれども、あなたは答えるわ

けにいかん。あなたは来たばっかりでさ。あな

たに答えろっていったって、とんでもありませ

んという気持ちがわかるから、それはやめてお

いて、これは誰が答えるかと。ね。廣田部長も

さ、ちょっと酷だから、企画監、反省を込めて、

今後どんなするか答えていただきたいと思って

おりますよ。

もう一度言いますよ。当初、1億円かけてや
ろうとしておったんだよ。ところがどっこい、

どんどん、どんどん下がっている。この事業が

いいか悪いか、やってよかったかどうかとなる

んだよ。

私は何が言いたいかと。もうちょっと地元の

県議会議員の話をよく聞かんといかんというこ

とを言いたいんだよ。自分たちの独りよがりで

思ったら大間違いだよ。ということを私は言い

たいわけです。

ということで、企画監、あなたの答弁次第で、

長く続くか、これで終わるか、それだけですか

ら、お答えいただけますか。

【福重新産業創造課企画監】 以前と比較して、

非常に事業費が減額というか、小規模になって

いる部分につきましては、県として取り組んで

いる事業スケールがだんだん縮小していってい

るということになろうかと思います。

現状といたしましては、燃料電池船という部

分がうまく活用できていないところ、処分につ

いて非常に時間がかかっているところにつきま

して、やはりスピードがないというお叱りを受

けても当然だと思っておりますし、引き続きこ

ちらにつきましては、なるべく早めにちゃんと

お答えをいただくようにしていきたいと思いま

す。

また、現在、費用につきましてこれだけ少な

くなっている理由といたしましては、いろいろ

な研究会であるとか、ＦＳ調査といった中で、

今後、燃料電池船をつくるための準備の中に県

として関わっているところでございまして、費

用としてそれほど計上していない状況でござい

ます。

今後、燃料電池船を建造していくステージに

入りましたら、そういったところの費用が現在

よりもかかると思いますが、そういった場合に

おきましても、しっかりと予算要求、皆さんが

ご納得できるような説明をしていきたいと考え

ております。

【山田(博)委員】 企画監、私は、この事業自体
は、やろうという意気込みは賞賛しているんで

すよ。賞賛しているんです、結果でこうなった

けどね。

やはり、当初からしっかりとした計画で綿密

にやらんといかんというのはあると思うんです。

県の担当者は、いくら言ったって長吉丸とい

う名前を、愛着があったからよかったかもしれ

んけど、大体、名前自体が悪かったんだ。たま

たまね。

私が言いたいのは、今回の燃料電池船のプロ

ジェクトは、当初の計画はなかなかうまくいか

なった。私は議員の立場として、これはやっぱ
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りきちんと指摘をしておかないといけない、そ

れはご理解いただきたい。

それで、今回の失敗を糧にして、またしっか

りと頑張っていただきたい。私からこう言われ

て、次の新たなプロジェクトに腰が引けちゃい

かんよ。腰が引けたらだめだからね。何のため

にあなたはここにいるのか。これをばねにして、

また次のプロジェクトで頑張ってください。

例えば、何度も言うけど、航空機産業よ、航

空機産業。私は随分言ったんだ、企業振興課長

に。しかし、それをやるんですと。

で、佐倉企画監、聞いていますか、あなたは。

貸ビルがあったでしょう、あれもあなたは何と

言ったかというと、計算の方法は若干違ってい

ましたけど、それでも誘致を頑張りますと言っ

て、今はどんどんやってきているんだよ。だか

ら、その意気込みを忘れずに、これからも頑張

っていただきたいと思っているわけでございま

す。

何が言いたいかというと、今回の燃料電池船

建造プロジェクトは、あまり成功したとは言え

ませんけれども、それをばねにして、また次の

新たなステージを頑張っていただきたいと、廣

田部長をはじめですね。

今の長崎県の部の中で、光っているのは何か

というと農林部だからね。農林部に追いつき追

い越せぐらいの勢いをもって、ぜひ頑張ってい

ただきたいと思っております。長崎県に産業労

働部あり、ぐらいに頑張っていただきたいと思

っているわけでございます。

次の委員会の時には、雇用労働政策課長、さ

っきの若者サポートステーションの件は、しっ

かりと明確な答弁ができるように頑張っていた

だきたいと思っております。

時間がきましたので、私の質問は終わりたい

と思います。ありがとうございました。

【大場委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ほかに質問がないようですので、

産業労働部関係の審査結果について整理したい

と思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時５９分 休憩 ―

― 午後 ３時５９分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、産業労働部関係の審査を

終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時から委員会を再開し、水産部関係の審査を行

います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ４時 ０分 散会 ―



第 ２ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年 ９月２５日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ４時 ６分

於  委 員 会 室 ４

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 大場 博文 君

副委員長(副会長) 浦川 基継 君

委   員 田中 愛国 君

〃 溝口芙美雄 君

〃 徳永 達也 君

〃 山田 博司 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 山田 朋子 君

〃 麻生  隆 君

〃 近藤 智昭 君

〃 久保田将誠 君

〃 赤木 幸仁 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

水 産 部 長 坂本 清一 君

水産 部政策 監 髙屋 雅生 君

水 産 部 次 長 西  貴史 君

水産 部参事 監 内田  智 君

漁 政 課 長 松尾 信哉 君

漁業 振興課 長 中村 勝行 君

漁業 取締室 長 松本 啓一 君

水産 経営課 長 川口 和宏 君

水産加工流通課長 岩田 敏彦 君

水産加工流通課
企 画 監

吉田  誠 君

漁港 漁場課 長 橋本 康史 君

漁港漁場課企画監 森川  晃 君

総合水産試験場長 平野 慶二 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【大場委員長】 おはようございます。

それでは、昨日に続き、委員会及び分科会を

再開いたします。

なお、山田(朋)委員から、知事への監査報告
のため、本委員会の出席が遅れる旨、連絡があ

っておりますのでご了承をお願いいたします。

これより、水産部関係の審査を行います。

【大場分科会長】 まず、分科会による審査を

行います。

予算議案及を議題といたします。

水産部長より、予算議案説明をお願いいたし

ます。

【坂本水産部長】 水産部関係の議案について、

ご説明いたします。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

103号議案「令和元年度長崎県一般会計補正予
算（第2号）」のうち関係部分であります。
歳出予算は、公共土木施設災害復旧費860万

円の増、合計860万円の増となっております。
これは、本年7月の台風5号により被害を受け
た漁港施設の復旧に要する経費であります。

以上をもちまして、水産部関係の議案の説明

を終わります。

よろしくご審議のほどお願いいたします。

【大場委員長】 以上で説明が終わりましたの
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で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】 漁港施設の復旧に要する経費は、

理解をいたしますけど、具体的にどういう箇所

の、どういう状況か、説明してください。

【橋本漁港漁場課長】 今回の災害復旧費の箇

所でございますけれども、五島振興局並びに対

馬振興局、また、五島振興局上五島支所におき

ます漁港並びに漁港海岸におきまして、泊地あ

るいは海岸において流木等が埋塞し、それを除

去する費用でございます。全部で8漁港、3海岸、
17件、金額にしまして、お手元の資料のとおり、
1,360万円となっております。
【堀江委員】 それって、例えば、農林部とか

は内容の一覧とかは出していただきますが、水

産部は出ているんですか、私が知らないだけで

すか。

【橋本漁港漁場課長】 失礼いたしました。水

産部は金額だけの提示になっております。

【堀江委員】 それはどうしてですか。860万円
という金額だからですか。わからないでしょう、

860万円。いわゆるめくら判を押せということ
ですか。議案を審議する時に860万円の中身は
何か。もちろん、漁港施設の復旧に対する経費

ですよ。ほかの部はきちんと、どういう箇所の、

どういうところ、せめて主な内容、しかも写真

を出して復旧の状況を言うじゃないですか。質

疑がない限り、これは説明しないんでしょう。

私は、すごく不誠実だと思います。見解を求め

ます。

【橋本漁港漁場課長】 大変失礼いたしました。

本来は、きちっと箇所一覧、あるいは写真など

を提示して皆様方に、この予算の詳しい内容を

ご説明すべきところ、私の判断ミスで怠ってお

りました。至急資料を揃えまして、後ほどご提

示させていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

【堀江委員】 少なくとも、皆さん、いろいろ

事前に説明に来るでしょう。説明に来いとは言

わないけれども、なんですか、議案の。私は非

常に、「すみませんでした」では終わらないこ

とだと思います。議会に出したら何でも通ると

思っているんですか。私は、水産部の対応は非

常に不誠実だと思います。部長の見解を求めま

す。

【坂本水産部長】 予算が少額だからといって、

十分な資料を付けなかったということは、当方

の手落ちでございました。以後は改めまして、

きちんとした内容のわかる資料をお付けした

いと思っております。

【堀江委員】 ぜひそうしていただきたいと思

いますし、ついでに申し上げますけど、「予算

令和元年度9月補正予算（案）」、なんですか、
これは。議案番号を書くべきでしょう、第103
号議案と。9月補正が追加で出たらどうなるの。
こういうことも含めて議会に出す資料がいい

加減です。不誠実だと私はこの機会に申し上げ

ておきたいと思います。

【大場分科会長】 しばらく休憩いたします。

― 午前１０時 ４分 休憩 ―

― 午前１０時 ４分 再開 ―

【大場分科会長】 分科会を再開します。

ほかに質疑はありませんか。

【山田(博)委員】私が改めて言うというのもね、
隣が言うから私も言うんじゃないんですよ。堀

江委員がトップバッターで言ったけど、私も全

く同感よ。農林部におきましては、災害の後は

こうだということできちんと写真まで出して

いるんですよ。口頭で言うのはどうかと思うよ。

参事監、これは参事監が指示したのか、部長

が指示したのか、誰がそういったやり方を承認



令和元年９月定例会農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２５日）

- 62 -

したんですか。誰が漁港漁場課のこういった資

料提出のあり方を認めたのか。坂本部長は、多

分知らなかったと思うんだ、忙しいからね。助

さん、格さんである参事監はどういう見解を持

ってこの委員会に臨んだかということを聞か

せていただきたいと思います。

【内田水産部参事監】私から指示をしておりま

せんでした。しっかりと内容がわかるように、

今後、私もしっかり指示してまいりたいと思い

ます。

【山田(博)委員】今まで水産部でもきちんと出
していたんですよ。細かく出して、金額とかな

んかを問わず、堀江委員が言うように、してい

たんですよ。参事監が来た途端にころっと変わ

った。あなた、真面目だと思ったけど。とにか

く、今回、大場委員長のもとでこういったこと

が二度とないようにしっかりやってもらいた

い。

取り急ぎ資料を、用意できるんですか、今。

どうなんですか、それは。

【橋本漁港漁場課長】 資料は一覧表がござい

ますし、全てのところの写真もございますので、

写真につきましては主なところをピックアッ

プして、大至急、資料を揃えてご提出したいと

思います。

【大場分科会長】 しばらく休憩いたします。

― 午前１０時 ７分 休憩 ―

― 午前１０時 ７分 再開 ―

【大場分科会長】 分科会を再開します。

資料が届くまでしばらく休憩いたします。

10時30分より再開いたします。

― 午前１０時 ８分 休憩 ―

― 午前１０時２９分 再開 ―

【大場分科会長】 分科会を再開いたします。

予算議案に対する補足説明をお願いいたし

ます。

【橋本漁港漁場課長】 議案に対する補足説明

をさせていただきます。大変失礼いたしました。

私の不手際で皆様方に資料をお届けしており

ませんでした。ただいま、お手元にお配りした

資料でもって説明をさせていただきます。

まず、1枚目が台風5号被害状況一覧表でござ
いまして、今回の補正に係る860万円分の内訳
表になっております。五島振興局、対馬振興局、

また、五島振興局上五島支所において、流木等

によって港が埋塞する、あるいは海岸に漂着す

るといったことで、それらの撤去費用に要する

費用でございます。

具体的に申しますと、2ページ目、3ページ目
に写真を付けております。まず、2ページ目の
上の写真が対馬振興局管内の豆酘漁港のＥ泊

地というところでございまして、写真のように

台風後に流木が泊地に流れ着き、このままです

と漁船の停泊に支障が出るということで、この

流木を取り除く必要があるということでござ

います。

以下、同じように、下の写真は、五島振興局

上五島支所管内の鯛ノ浦漁港における埋塞の

状況でございます。写真が小さくて申し訳ござ

いませんが、赤の枠で囲ったところの泊地に漁

船が既に停泊しておりますが、周りに茶色い色

が見えると思いますが、ここは上の写真と同じ

ように流木がきているという状況になってお

ります。

また、1枚めくっていただきまして、佐賀漁
港の写真でございます。これは対馬振興局内の

佐賀漁港というところでございますが、ここも

同じように泊地の中に流木、あるいは枯れ葉、

枯れ木が流れ着き、このままですと漁船のペラ
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を傷めたり、冷却装置に吸い込み、エンジンが

故障するというようなことが心配されますの

で、至急撤去する必要があるということで災害

復旧を行おうとするものでございます。

以上、今回の台風5号に関する災害復旧費に
ついてのご説明でございます。

資料が提出されませんで大変申し訳ござい

ませんでした。

【堀江委員】 そこで、お尋ねいたします。

台風5号により被害を受けた漁港施設は、こ
れが全てということなんでしょうか。例えば、

農林部の林業施設の倒壊とかというふうに予

算に計上されても、大小の額はあるので、実際

はもっとたくさんあって、しかし、いろんなル

ールのもとで補正予算に計上される箇所は限

られているんですが、水産部の場合は、今回の

漁港漁場課の場合については、いわゆる台風5
号により被害を受けた漁港施設は、これが全て

と認識していいのか。それとも、実はほかにも

あって、しかし、今回の補正で計上できるのは

これだけというふうに認識したらいいのか、そ

こを1点教えてください。
【橋本漁港漁場課長】 まず、漁港施設につい

てお答えいたします。

漁港施設は、今、ご説明した一覧表に載って

おりますのは、今回の補正860万円分でござい
まして、当初予算で500万円分が既に計上され
ております。お手元の資料の2ページ目の横表
の補正前の額というところに500万円計上され
ておりますが、これは当初予算で計上していた

だいたものでございまして、この500万円を使
って4カ所の今回の埋塞を撤去することにして
おります。先ほどお渡ししました一覧表に当初

予算分で、あと4カ所ございます。漁港施設に
関しては、以上でございます。

【堀江委員】 そうしますと、当初予算の4カ所

と合わせて、今回計上された漁港施設で台風5
号により被害を受けた漁港施設の復旧は、全部

対応できるという理解でいいですか。

【橋本漁港漁場課長】 はい、そうでございま

す。

【堀江委員】 わかりました。

【近藤委員】 私も台風の次の日、すぐ視察に

入って港湾、漁港ですね。特に、有川町漁協は、

船が出れないんですよ。エンジンをかけたら、

ごみを吸い上げて船のエンジンが止まってし

まうと。

そこで、こういう形で漁港も港湾もすぐに対

応していただいたことに、今ここでお礼を言い

たいと思います。どうもありがとうございまし

た。

【山田(博)委員】 近藤委員が、今、いい質問を
されました。五島のみならず、壱岐や対馬の出

先の職員は、災害復旧で孤軍奮闘頑張っている

ということを耳にしておりますので、この際、

心から感謝申し上げたいと思います。

それで、財源が大変厳しい中で当初予算で

500万円ということでやっております。今回、
補正予算で860万円ですが、災害復旧費という
のは、当初、県単で500万円ということですが、
こういうことでずっと計上されておりますか

ね、どうですか。

【橋本漁港漁場課長】 台風被害につきまして

は、予測がつきませんので、例年、このような

計上の仕方をさせていただいて、不足の場合は、

補正で対応するというやり方をさせていただ

いているところです。

【山田(博)委員】 今回、補正でしますよね。工
事というのは速やかにやらないといけません

から、先に工事をやっていただいて後払いにな

るという形で理解していいんですか、お答えく
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ださい。

【橋本漁港漁場課長】 委員のおっしゃるとお

りでございます。まず、水産庁に至急復旧しな

いといけないということで応急協議をいたし

まして、応急協議が整い次第、速やかに現場に

入りまして、かかった費用については、その後

にお支払いするというようなことになってお

ります。

【山田(博)委員】 そうしますと、この災害復旧
費というのを例年、漁港災害復旧費として計上

しておりますね、1億500万円ですね。今回はそ
の中から500万円とってやるわけですね。それ
で地方債で860万円でやるわけですね。これ、
災害ですから、先に予算を確保していた場合と

スピード感というのは変わらないかどうか、お

尋ねしたいと思います。いかがですか。

【橋本漁港漁場課長】 当初予算が不足してい

るからといって、それを理由に災害復旧が遅れ

るということはございませんので、今の対応の

仕方でも不都合は生じておりません。

【山田(博)委員】 わかりました。そうであれば
いいんですけど。

もう一つお尋ねしたいのは、財源で地方債と

ありますが、これはいつもこういうふうに地方

債でやって、どういった形で地方債で財源を確

保するのか、説明いただけますか。

【橋本漁港漁場課長】 地方債につきましては、

一般財源、県の純然たる費用で行うのではなく、

借金には当たりますけれども、地方債を活用し

た予算をこの財源に充てるということで、毎回、

このような財源内訳の仕方になっているとこ

ろでございます。

【山田(博)委員】県債でするというんでしょう。
地方債というのは県債ですよね。県債ですると

いうことは、借金、利息も発生するわけですね。

財源としては、これしかないということで理解

していいんですか。

【橋本漁港漁場課長】 災害につきましては、

公共災害と単独災害の2種類がございます。今
回の埋塞災でございますと、例えば、復旧見込

額が120万円以上になれば公共災害ということ
で国のお金もいただけることになっておりま

す。80％が国の負担ということで、県は20％の
負担となっております。

今回の場合は、そういった公共災の採択を満

たさない小規模な災害でございましたので、全

て県の単独災害ということになりまして、これ

は地方債を活用していく方法しかないという

ことになっております。

【山田(博)委員】漁港漁場課長、あなたは対馬、
五島の両振興局におったわけね。つぶさにいろ

いろわかるわけでしょう。要するに、今の話で

あれば、120万円以上の災害であれば公共災、
国からもらえるということで、それ以下だった

ら単独でせんといかんと。単独だったから地方

債でしなければいけなかったと。私にすれば、

見積もりがね、よく見てなかったんじゃないか

と思うんですよ、見積もりを。

災害現場に行ったら、例えば、三井楽の海岸

に行ったら漂着ごみ、流木あたりで100万円し
かかかりませんということだけど、100万円で
いいのかなと思うんですよ。本当は130万円、
150万円かかったんじゃないかと思うわけです。
そこは今後、調査、研究していただいて頑張っ

ていただきたいと思います。

髙屋政策監、私の言わんとすることはわかり

ますね、あなたは対馬市の副市長をされて、で

きるだけ財源がかからないようにやっていか

ないといけないわけですからね。そこはここに

県議会の議長経験者の重鎮が2人もいらっしゃ
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る、副議長もいらっしゃるわけですからね、同

じ思いだと思いますよ。いかに県に負担がかか

らないようにしっかりやっていただくことが

大事ですから。ね、参事監、私の言わんとする

ことはわかりますね。そういうことで、その答

弁は要りません。

それで、またお尋ねしますけど、この被害状

況の流木とかなんかありますね、いろいろです

ね。これは今回、台風が来たたびに流木の対策

をしないといけないとありますけど、今後、こ

ういったことがないように対策もせんといか

んのじゃないかと思うんですよ。それは今回の

災害対策には含まれないんですか。

例えば、福江港かな、漂着物の対応で地元の

漁業者から私は大変なお叱りを受けたんです

よ。というのは、県と市の担当者は一生懸命や

っていて、作業をしている業者がとった流木が

海の方に流れていったと。何のためにしたのか

と言ってね。そしてまた、流木が漁船にぶつか

ったとかですね、大変なことがあったんですよ。

損害賠償をしようかなと言いよったけど、県の

職員とか市の職員は一生懸命してくれたから、

ここは我慢すると言ってね。そういうことがあ

ったんですよ。そういう状況もあったものだか

ら質問させていただいているわけでございま

す。

今回、いいですか、漁港漁場課長、流木を回

収するのもそうですけど、こういった流木が発

生しないように、そういった対策をすることも

災害復旧に当たるんじゃないかと。だから、例

えば、五島の三井楽の海岸は100万円といった
けど、これが150万円、200万円にもなるんじゃ
ないかと思うわけです。

それで、部長、参事監、ただ単に災害を復旧

するだけじゃなくて、災害対策をするのも災害

対策の復旧になるんじゃないかと思うわけで

す。今後、そういったこともしっかりと対応で

きるような仕組みにしてもらいたいと思うん

です。私が言っていることはわかりますね、参

事監。あなたは頭脳明晰ですからね、私の言わ

んとすることはわかると思いますけど、見解を

聞かせていただきたいと思います。

【内田参事監】 どうもありがとうございます。

流木対策については、川の上流から沿岸まで非

常に広範囲にわたって対策が必要になってく

るものと思っております。

漁港では、漁港管理者が流木を取りますが、

海岸管理者や、港湾管理者、環境省、森林関係

も、幅広く連携をしていかなければいけないと

思っております。

今後とも関係部局と連携をとりながら、未然

の予防保全であるとか、流れてきた時の対策を

しっかりやっていきたいと思っております。

【山田(博)委員】 参事監ね、私がお尋ねしてい
るのは、要は、災害復旧の中に流木が流れてこ

ないような対策の工事も含むことができない

かということをお尋ねしているわけです。

具体的に言いますと、台風5号で福江港に漂
流・漂着物が流れてきたんだけど、それを地元

の会社が取ろうとしたら、一部が流れてしまっ

たわけです。その一部が流れたということを県

とか市に報告せずに黙っていたわけです。漁業

者は、それをなぜ黙っていたのかとものすごく

憤慨したんですよ。

こういった事件があったものですから、その

際に、しかし、それを損害賠償だとかというこ

とにはしないと。それは県の職員、市の職員に

一生懸命やっていただいているから、もう言わ

ないということだったんです。私は何を言いた

いかというと、先ほど言ったように、災害復旧
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の中に流木の対策工事も含められないかとい

うことを言っているわけです。

なぜかというと、同じことの繰り返しになる

からです。流木をとった、また流木をとった、

この繰り返しになるから、今後、そういった対

策を講じる費用も含めることができないかと

いうことを私はお尋ねしているわけでござい

ます。もう一度見解を聞かせていただきたいと

思います。

【内田水産部参事監】災害復旧事業については、

基本的には施設の原型復旧が基本になってお

りますので、現在の災害復旧事業については、

流木の発生対策であるとか、このようなものに

ついては含まれておりません。そこは災害復旧

の事業とあわせて、それぞれの施設整備という

のは、これはまた当初予算でいろいろなスキー

ムがそれぞれの分野でありますので、あわせな

がらやっていかなければいけないものと思っ

ております。

【山田(博)委員】 できないというのであれば、

できるようにしていただけませんか。なぜかと

いうと、さっき言ったように同じことの繰り返

しだから。同じことの繰り返しに何千何百万円

のお金がかかるわけだから。そういう災害がな

いように工事をした方がよっぽど効率的だと

思いませんか、参事監。

参事監は、なぜ長崎県に来たか。水産庁から

わざわざ水産部参事監として来ていただいた。

それは地方の、長崎県の漁港の、漁場の状況を

きちんと水産庁に上げていただいて国の政策

に反映していただく、そのための役割もあると

思うんですよ。そうですね、参事監。というこ

とは、議会の委員会でこういった議論があった

ことを国にしっかりと、橋本漁港漁場課長と一

緒になって、手をつないで水産庁にしっかり伝

えていただきたいというわけでございますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

いかがですか、もう一度見解を聞かせていた

だきたいと思います。

【内田水産部参事監】 そのようなご指摘があ

ったということは、しっかり伝えてまいりたい

と思います。

【大場分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】 ほかに質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第103号議案のうち関係部分については、原
案のとおり、可決することにご異議ございませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおり、可決す

べきものと決定されました。

【大場委員長】 次に、委員会による審査を行

います。

水産部においては、今回、委員会付託議案が

ないことから、所管事項についての説明及び提

出資料に関する説明を受けた後、陳情審査、所

管事項についての質問を行います。

まず、水産部長より所管事項説明をお願いい

たします。

【坂本水産部長】 資料につきましては、「農

水経済委員会関係説明資料」と、同資料の追加
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1、追加2、追加3、追加4がございますので、お
手元にご用意いただければと思います。追加資

料がたくさんあって申し訳ありませんが、よろ

しくお願いします。

水産部関係の議案外の主な所管事項につい

て、ご説明いたします。

今回、ご報告いたしますのは、漁業センサス

について、有明漁協について、梅雨前線に伴う

豪雨および台風第5号による水産業被害につい
て､8月下旬の豪雨災害による水産業被害につ
いて、台風第17号による水産業被害について、
クロマグロの資源管理について、第39回全国豊
かな海づくり大会功績団体表彰について、なが

さき水産業大賞について、松浦市沿岸における

赤潮の被害状況について、次期まち・ひと・し

ごと創生総合戦略の策定についてでございま

す。

このうち主な事項について、ご説明いたしま

す。

まず、説明資料の1ページ及び追加3の1ペー
ジをお開きください。

まず、有明漁協についてでございますが、有

明漁協につきましては、去る8月20日に開催さ
れた臨時総会で、新たな役員が組合員の賛成多

数で選任された後、理事会において、組合長、

副組合長が決定されました。その後、追加3に
ありますとおり、漁協において2名の職員を雇
用し、事務所の閉鎖が解消されるとともに、通

常総会の開催に向け、平成29年度及び30年度の
決算確定業務を開始するなど、正常化への取組

に着手されております。

県といたしましては、漁協再建に向け、引き

続き、市及び漁業系統団体と連携し、支援して

まいります。

次に、説明資料の2ページ、追加資料1の1ペ

ージと追加4の1ページに記載があります災害
による水産業被害について、ご説明いたします。

まず、説明資料の2ページ目にあります梅雨
前線に伴う豪雨及び台風第5号による水産業被
害についてでございます。

本年7月18日から7月22日にかけての梅雨前
線豪雨と台風第5号は、五島地区と対馬地区に
被害をもたらし、両地区で計14件、約1億2,400
万円の被害が発生いたしました。

五島地区では、養殖クロマグロのへい死被害

が2件、約9,500万円、定置網の破損被害が1件、
約1,500万円発生したほか、五島、対馬両地区
で漁港・海岸施設への漂着ごみによる被害が11
件、約1,400万円が発生いたしております。
次に、追加1の1ページ目にあります8月下旬

の豪雨災害による水産業被害についてであり

ます。

本年8月26日から8月29日にかけて発生した
豪雨は、県北地区と対馬地区に計18件の被害を
もたらし、被害金額は約3,000万円であります。
被害の内訳といたしましては、漁協施設等の

被害が8件、漁船転覆等の被害が6件、養殖業の
へい死被害が2件、漁港施設の被害が2件でござ
います。

追加4の1ページ目にあります台風第17号に
よる水産業被害についてでございます。

去る9月22日から9月23日にかけて、本県に接
近した台風第17号は、県内全域に大きな被害を
もたらし、24日12時現在で、水産関係といたし
まして計75件の被害が確認されております。被
害の内訳といたしましては、漁港施設の被害が

4件、漁具の被害が11件、漁船転覆等の被害が
25件、漁協施設等の被害が35件であり、被害金
額につきましては、現在、調査中であります。

引き続き、被害状況の把握を行うとともに、
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漁業者のご意見を丁寧にお聞きし、再建に向け

た支援を実施してまいります。

続きまして、追加2の1ページ目をお開きくだ
さい。

クロマグロの資源管理につきましては、本年

9月3日から6日にかけて、中西部太平洋まぐろ
類委員会（ＷＣＰＦＣ）の第15回北小委員会が
開催され、国は昨年に引き続き漁獲枠の増枠を

提案いたしましたが、一部に慎重な国もあった

ため、全体数量の増枠には至りませんでした。

一方、2020年の措置として、漁獲上限の未利
用分に係る繰越率を現状の5％から17％へ増加
させること、大型魚の漁獲上限を台湾から日本

へ300トン移譲することの2点が合意されまし
た。

ただし、今回の委員会の参加国は10カ国中6
カ国で、定足数の8カ国に達しなかったため、
今後は12月開催予定の年次会合で正式に採択
される予定と伺っております。

県といたしましては、引き続き、我が国への

増枠実現のための交渉の加速化を国に求める

とともに、漁獲枠の有効活用を図るため、漁獲

枠の繰越ルールの活用や融通の促進により、資

源管理に取り組む漁業者の負担軽減に努めて

まいります。

続いて、再度、説明資料の2ページ目をお開
きください。

松浦市の沿岸における赤潮の被害状況につ

きましては、平成29年度に養殖魚に大きな被害
を与えたカレニア ミキモトイによる赤潮が、6
月初旬に福島北東海域で初見され、その後、消

長を繰り返していたため、県では、地元市、漁

協、養殖業者と共同して赤潮発生初期から高頻

度での漁場調査や餌止め、赤潮防除剤散布など

の対応を実施してきたところでございます。

その後、7月に伊万里湾の広範囲に赤潮が拡
大した後、8月初旬以降、赤潮はほぼ確認され
なくなりましたが、養殖クロマグロ、カンパチ、

ヒラマサ等でへい死が確認され、これまでに確

認できた養殖被害額は5,687万円相当になりま
した。今後は、へい死魚の処分や赤潮防除剤散

布に要した費用に対する支援を行うとともに、

養殖漁場の再編に向けた関係者との協議や、赤

潮発生初期対策としての佐賀県側との連携強

化などに取り組んでまいります。

次に、次期まち・ひと・しごと創生総合戦略

の策定についてでございます。

県におきましては、人口減少を克服し、地方

創生を推進するため、平成27年度に「長崎県ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、さ

まざまな施策を講じてきたところであります

が、本年度が計画期間の最終年度となっている

ことから、今議会において、次期総合戦略の骨

子案をお示しし、ご議論いただくこととしてお

ります。

このうち、水産部は、施策体系1「地域で活
躍する人材を育て、未来を切り拓く」において、

地域に密着した産業の担い手の確保・育成や、

外国人材の活用による産業、地域の活性化、施

策体系2「力強い産業を育て、魅力あるしごと
を生み出す」において、漁業所得の向上と持続

可能な生産体制の整備や、養殖業の成長産業化

と加工・流通体制の強化などの施策を積極的に

推進し、地方創生のより一層の推進に取り組ん

でまいります。

今後、県議会のご意見を十分にお伺いすると

ともに、県民の皆様や市町、関係団体、外部有

識者等で構成する懇話会などのご意見を伺い

ながら、本年度中の策定を目指してまいります。

その他の事項につきましては、記載のとおり
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でございます。

以上をもちまして、水産部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいた

します。

【大場委員長】 次に、提出がありました「政

策等決定過程の透明性等の確保などに関する

資料」について、説明をお願いいたします。

【松尾漁政課長】 それでは、「政策等決定過

程の透明性等の確保及び県議会・議員との協議

等の拡充に関する決議」に基づき、本委員会に

提出いたしました水産部関係の資料について、

ご説明をいたします。

お手元にお配りしております「農水経済委員

会提出資料」をご覧ください。

まず、補助金内示一覧表につきまして、令和

元年6月から8月までの補助金の実績は、1ペー
ジから2ページに記載のとおり、悪質密漁連携
監視事業費補助金など計19件、間接補助金の実
績は3ページに記載のとおり、新水産業経営力
強化事業費補助金など計３件となっておりま

す。

次に、1,000万円以上の契約状況につきまし
て、令和元年6月から8月までの実績は、4ペー
ジに記載のとおり、建設工事以外が4件、9ペー
ジから10ページに記載のとおり、建設工事に係
る委託が7件、14ページから17ページに記載の
とおり、建設工事が21件となっております。
なお、このうち入札に付したものは、入札結

果一覧表をそれぞれ添付しております。

次に、陳情・要望に対する対応状況につきま

して、知事及び部局長に対する陳情・要望のう

ち、県議会議長宛てにも同様の陳情・要望が行

われたものは、長崎県町村会など計8件となっ
ており、これに対する県の対応は資料の47ペー

ジから74ページにかけて記載のとおりでござ
います。

最後に、附属機関等会議結果報告につきまし

て、令和元年6月から8月までの実績は、75ペー
ジから76ページに記載のとおり、長崎県漁業経
営改善計画認定審査委員会の1件となっており
ます。

説明は、以上でございます。

【大場委員長】 次に提出がありました資料に

ついて、漁業取締室長より説明をお願いいたし

ます。

【松本漁業取締室長】 お手元にございます資

料1「令和元年9月定例県議会農水経済委員会提
出資料 漁業法違反等事件での暴力団組長ら

の逮捕について」をご覧ください。

長崎警察本部組織犯罪対策課ほかは、令和元

年7月23日、指定暴力団六代目山口組傘下組織
組長ら5人を漁業法違反（無許可潜水器漁業）
等の容疑で逮捕しました。また、同年8月1日、
本事件の共謀者として長崎市内の自営業の男

性1名を逮捕しました。
これは、県警組織犯罪対策課、浦上警察署な

ど各警察署、機動捜査隊、長崎海上保安部及び

県漁業取締室の合同での捜査によるものです。

被疑者らは、共謀のうえ、令和元年7月5日午
前11時頃、長崎市野母崎町の沖合にあります三
ツ瀬灯台から南東約50メートル付近の海域で
長崎県知事の許可を受けないで、簡易潜水器な

どを使用するなどして潜水器漁業を営んだも

のです。

さらに、令和元年7月23日に長崎県知事の許
可を受けず、簡易潜水器などを使用して採捕し

たオオモンハタなどを長崎市内の居酒屋に持

ち込み、禁止されている潜水器漁業を無許可で

営んだ疑いで、同組長を8月14日に再逮捕しま
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した。

報道によりますと、8月26日、長崎地方検察
庁は、組長ら3名を略式起訴し、残り3名を不起
訴処分としました。

漁業取締室の役割としましては、警察の捜査

への応援派遣として、洋上における被疑者らの

行動監視、家宅捜索時の漁獲物の魚種名の特定

や測定、保管、関係捜査書類の作成などを行い

ました。

本事件は、組織犯罪対策課が、かねてから内

偵捜査を行っていた事案でありまして、漁業取

締室としましては、今後も、悪質な密漁事件に

ついて、警察や海上保安部、水産庁と連携を強

化して取り締まりを行ってまいります。

説明は以上でございます。よろしくご審議賜

りますようお願いいたします。

【大場委員長】 以上で説明が終わりましたの

で、次に、陳情審査を行います。

お手元に配付いたしております陳情書一覧

表のとおり、陳情書の送付を受けておりますの

で、ご覧いただきたいと思います。対象番号は、

19番から23番、26番、27番、38番です。
陳情書について、何かご質問はありませんか。

【山田(博)委員】 まず、陳情19番の「密漁対策
（自警活動）に対する充分な予算配分につい

て」に関連してお尋ねしたいと思います。

前回の委員会におきまして、要するに、土

日・祝日等、漁業取締室への連絡が十分に行き

届かないという要望がありまして、休日でも迅

速な対応をしていただきたいということで話

をしておりましたが、その後の経過、取組状況

を説明いただけますか。

【松本漁業取締室長】 今、委員のご質問の土

日・祝日における漁業取締室への電話転送の件

につきましては、前回の委員会で山田(博)委員

からご質問がありました後に、契約している電

話会社と協議を進めまして、協議が整った後、

令和元年8月17日から土日・祝日については漁
業取締室の代表電話にかかってくる電話につ

きましては、転送電話で担当の携帯電話で受け

るように処理をしております。

【山田(博)委員】 つまり、今までは密漁が土

日・祝日にあった場合には、発見者から所管す

る漁協組合長に、漁協組合長から漁業取締室に

連絡するということでやられていましたけれ

ども、今回の措置によって普段と変わらないよ

うに対応されるということで理解していいわ

けですね。それと、周知の方法はどのように一

般の漁業者にされているのか。2点お尋ねした
いと思います。

【松本漁業取締室長】 転送電話の処理をしま

した結果、既に転送で違反情報の電話を受理し

ている事例はございました。

それから、周知方法につきましては、漁業取

締室長名で、全ての漁協について転送電話等処

理ができるようになったので、各組合員さんに

は周知をお願いしますというファックスを送

らせていただいております。

【山田(博)委員】 そういうことですね。
続きまして、陳情番号23の3番に「養殖漁場

の養殖適正化に向けた若松採石場跡地埋め戻

し工事現場における護岸改修工事の実施をお

願いしたい」とありますけど、ここに養殖場と

書いてありますが、所管はここになっているの

か、なってないのか、水産部としてどのような

見解をお持ちなのか、お答えいただきたいと思

います。

【坂本水産部長】 ご要望のあった護岸につき

ましては一般海岸でございまして、所管として

は国交省、もしくは実際の管理については市町
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が管理する海岸でございますので、水産部とし

ては、この護岸については所管外ということで

ございます。

【山田(博)委員】護岸は所管外ということであ
りますけど、「養殖場の適正化に向けた」とい

うことになっております。護岸は所管外でも、

養殖場は所管外じゃないですもんね、所管です

もんね。しっかりと対応を、護岸は別としても、

養殖場の適正化ということで取り組んでいた

だきたいということで要望いたします。

続きまして、26番に水産業の振興対策という
ことで、有明海沿岸地区の水産環境整備事業と

いうことで海底耕うんとありますが、継続して

おります。

今、長崎県で海底耕うん事業をどこまでやら

れているのか、まずそれを説明いただけますか。

【森川漁港漁場課企画監】 今現在、海底耕う

んを行っておりますのは、橘湾におきまして海

底に積もった堆積物を除去しております。それ

と大村湾の2カ所であります。
【山田(博)委員】 今、継続してその事業をやら
れているか、やられてないか。今後、どのよう

なスケジュールなのか、お答えいただけますか。

【森川漁港漁場課企画監】 今行っております

大村湾におきましては、平成29年度から令和2
年度まで4年計画で行っております。
橘湾におきましては、平成29年度から令和2

年度までの計画でございます。

有明海におきましては、来年度から事業を実

施したいというご要望がございまして、現在、

予算要求に向けて水産庁等と協議していると

いうふうな状況でございます。

【山田(博)委員】これに関連して海底耕うんを
しながら、今度は覆砂という事業を福岡県と熊

本県でやられておりますね。この要するに水産

振興の中で海底耕うんと覆砂というのは他県

ではやられておりますけど、これを組み合わせ

て考えているのか、いないのか、そこを含めて

お答えいただけますか。

【森川漁港漁場課企画監】 今のところ、橘湾

につきましては、主に海底に堆積しているスボ

というゴカイの棲管を除去する目的でやって

おり、覆砂等は考えておりません。

大村湾につきましては、地元の要望を踏まえ、

湾中央部で底質が良くない耕うんのみをやっ

ています。

【山田(博)委員】他県で、福岡県と熊本県では、
覆砂が水産振興に大きな役割を果たしている

ということで実際にやられておりますが、県当

局は覆砂事業は考えていないということで理

解していいですか。つまりほかの県は効果があ

るけれども、長崎県ではないというふうに認識

しているということで理解していいですか。福

岡県、熊本県はいいと言っているのに長崎県は

ないと、不思議だなと思うわけですね。どうな

んですか。

【森川漁港漁場課企画監】 海底耕うんと覆砂

を組み合わせるというような、いろんなやり方

があろうかと思います。今、大村湾におきまし

ては、特に底質改善を図るために耕うんをやっ

ております。

状況を申しますと、現在、湾の中央部におき

まして漁業者の団体が海底耕うんを行ってお

ります。大村湾におけるヒラメとかエビ、ナマ

コなどの底生の魚介類の漁獲の動向を見ます

と、近年、横ばい傾向で推移しております。そ

れに加えまして、さらに最近、下水道整備など

が進んだことによりまして、河川からの流入負

荷抑制などによってＣＯＤなどの水質も改善

傾向にあるというような状況から見まして、近
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年の底質の環境というのは比較的安定してい

ると考えております。

したがいまして、今後とも、県といたしまし

ては、漁協や市町と一体になりまして、今の取

組を継続して漁獲動向などを注視しつつ、水産

資源の増殖に必要な底質の環境の保全に努め

たいと考えておるところでございます。

【山田(博)委員】 じゃ、お尋ねしますけど、福
岡県や熊本県がやっている覆砂事業の効果に

ついて調査研究をしたことがあるのかないの

か、そこだけお答えください。

【森川漁港漁場課企画監】 大村湾においては、

特に覆砂というのは検討したことがなかろう

と思います。覆砂といいますと、確かに、福岡

県と熊本県で行っているということを私も伺

っております。ただ、事業費が非常に高くつく

という面もありまして、費用対効果等も含めて、

それを実施する、しないということは検討して

いかなければいけないと思っております。

【山田(博)委員】 ということは、いいですか、

福岡県と熊本県がやってますよね。覆砂事業が

どれだけの効果があるかというのは、やってい

るのは知っているけれども、効果がどれだけあ

るかというのは、見たこともない、聞いたこと

もないということで理解していいんですね。と

いうことは、今の話だったら、今からやってみ

ましょうかと、覆砂というのがどれだけ効果が

あるのかということで福岡県とか熊本県を調

査して取り組んでいきたいということで理解

していいんですか、参事監。

【内田水産部参事監】 覆砂というのは事業費

が非常にかかります。まず、土をどこからとっ

てくるのかとか、それと、覆砂をした時に効果

の持続性、要するに、覆砂をした後で、どれだ

け後から泥がかぶるのかとか、こういった課題

とかもありますので、ほかの県で有効だから、

この海域でも必ず大丈夫だと、こういったこと

にはならないんだろうなと思っております。一

方、海底耕うんについては、着実に成果は上が

っているものと思っております。

引き続き、海底耕うんをやっていきつつ、た

だ、海域の生産力向上という面では、必ずしも

今後ともずっと海底耕うんをし続けるという

ことは決まっておりませんので、そこはいろい

ろな選択肢があると思っておりますので、そう

いった形で幅広く検討をしていくべきだろう

と思っております。

【山田(博)委員】 参事監、あなたは長崎県に来
てどれぐらいたつとですか。今の話を聞いてい

たら、10年も20年もおるような答弁ですね、今
の答弁でしたらね。私があなたの立場でしたら、

いいですか、「山田委員、そういった考えもあ

りますから、現地へ行って調査研究して」と。

いいですか、森川企画監と参事監で、森川企

画監は調査研究すると言ったけど、参事監は、

もう2歩も3歩もバックしている、前向きじゃな
くてバックしている、あなた。じゃ、熊本県と

福岡県に、「なんでやっているんですか」と聞

いたんですね、参事監は。聞いて、そういう答

弁になったんですね、効果を聞いたんですね、

福岡県や熊本県の担当者に。あなたに聞いとっ

とよ。

【内田水産部参事監】 熊本県などの覆砂は、

アサリの漁場などを造成するために砂を入れ

ていると、このように聞いております。

【山田(博)委員】 参事監ね、私がお聞きしてい
るのは、福岡県とか熊本県で覆砂事業をすると

いうのは、どういう経過があってやっているか

と、どれだけの効果があるからやっていると、

その対象がアサリか何かというのをちゃんと
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調べて、それが福岡県や熊本県はアサリ、長崎

県は別の魚になるかもしれないんですから。私

は、覆砂事業というのは、それだけの効果、漁

業所得の向上につながるから言っているんで

す。

いいですか、かつて、長崎県におきましては、

1,000億円ぐらいの水揚げがあったんですよ。
今、それを切っているんですよ。これをどれだ

け漁業者の所得につながる事業をやるかと。あ

なたは先ほど、お金がかかると、お金がかかる

のは当たり前なんですよ、ゼロでできるわけな

いんだから。それをいかに、参事監、あなたは

水産庁から来たんだ。

私がなぜこんな質問をするかというと、お金

がかかるのは当たり前なんです。お金はかかる

けれども、水産県である長崎県をぜひともしっ

かりと応援していただきたい、水産庁に応援し

ていただきたい。だから、私はあなたに質問し

てるんです。お金がかかるのは百も承知ですよ。

森川企画監に聞いても、お金がかかるからどう

しようもないというのは当たり前なんですよ。

参事監、私はあなたに愛を込めて質問している

んですよ、心を込めて、期待を込めて。だから、

もうちょっと、企画監は2歩、3歩も前向きな答
弁をしているのに、あなたの場合、100歩、200
歩、下がってる。もう一度お願いします。

【内田水産部参事監】 どうもありがとうござ

います。覆砂事業の他県での効果等をいろいろ

情報を収集して、本県の海域の生産力向上に、

これができるのかということをしっかりと勉

強していきたいと思います。

【山田(博)委員】 参事監、百点満点。そういう
答弁があって、あなたは水産庁から来た甲斐が

あるんだよ。あなたは立派な答弁をしたんじゃ

ないかなと思っております。これからも頑張っ

ていただきたいと思っております。

私ばかり質問できませんので、一旦終わりた

いと思います。

【徳永委員】 関連ですけれども、覆砂につい

て、有明海は私の地元でありますけれども、覆

砂の要望というのは、特にアサリであります。

熊本県においては、私の知る限りでは玉名沖、

ここは従来は相当な量のアサリがとれていた

地域が潟によって全くとれないということで、

熊本県は覆砂事業をやっているんです。これで

資源が回復したと私も熊本県から聞いており

ます。

今、長洲は、覆砂はさっきおっしゃったよう

事業費がかかりますから、福岡大学と研究をし

ながら、何かを混ぜてやっている、そういうこ

とをやってますよ。今、環境が非常に厳しい中

で、参事監、そこは調査をしていただきたいと

思います。

そういう中で、島原市と南島原市から要望が

あっています海底耕うん、これは期限が10年で
すよね。これは私は地元から要望を聞いており

ます。特に、島原沖はご存じのように、雲仙普

賢岳の噴火によって土石流が相当流れた経緯

がありまして、ここはそういう意味では海底耕

うんの効果というものが非常に出ていますし、

また、要望も強いということですので、両市か

ら出ている海底耕うんについては、国にしっか

りと働きかけをしていただきたいと思います。

これは1回やれば10年なんですかね、スパン
が。これがちょうど切れて、またそういう要望

が出ておりますので、そこは国としてはどうな

んですか。

【内田水産部参事監】 有明海については、平

成30年度まで海底耕うんをしておりました。耐
用年数が10年ということですので、当然、本来
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であれば間をおかなければいけないんですけ

れども、今までやった効果というものをしっか

り継続させるということで、引き続き有明海の

海底耕うんは必要だと思っておりますので、来

年度から新規事業を立ち上げられるように、現

在、水産庁に要望しております。日々、協議も

しております。実現できるようにしっかり進め

てまいりたいと思っております。

それにつきましても他県の事例なども検討

して、今後、活用できるのかどうかということ

も勉強してまいりたいと思っております。

【徳永委員】 力強い答弁で、よろしくお願い

します。海底耕うんは、漁民、組合からの要望

が非常に強いのでお願いしたいと思っており

ます。

そしてまた、覆砂については、水産部から私

が聞いているのは、1度、砂を入れても、潮の
流れによって砂が流れ出して、イタチごっこじ

ゃないですけれども、それによって何年間、覆

砂した砂が担保できるかという、これも非常に

大きな問題だと聞いております。そうであれば、

やはり砂が流れ出さないようにどういった対

策をとるか、そういうところまで複合的にやら

なければ、そこに砂をまいても、毎年毎年やる

というのは、それは当然費用もかかるでしょう

から、その辺は漁協ともしっかり話し合いをし

ていただきたいと思っております。

もう1点は種苗放流ですけれども、前に聞い
たのは、確かに、これもすばらしい、漁民、組

合からは大きな成果、効果があっていると聞い

ておりますけれども、一方で、潮の流れによっ

て成長していくんですけれども、そうした場合

に、組合員以外、いわゆる遊漁船、そういう方

が結構、成長した魚、カニをとられているとい

うようなことも組合から聞いております。ただ、

説明では、なかなかそこに規則はないんだとい

うことであります。そういった予算を使って漁

民のためにやった種苗放流が、そういった問題

点が発生していることに対して何か県として

できないのか、その辺はどうですか、再度お聞

きしたいと思います。

【中村漁業振興課長】 有明海は4県に囲まれて
いる海域でございますので、4県が共通して資
源を利用しております。そのために、有明海の

中ではクルマエビ、ガザミ、トラフグ、こうい

うものを共同で放流していこうという取組を

進めているところでございます。

委員からご指摘がありましたのは、その中で

ガザミにつきましては、時期的に夜間に表層を

泳ぐことによりまして、それを網ですくって遊

漁の方が漁獲している実態が確かにございま

す。

ただ、たも網ですくうということについては

制限がございませんので、地元と相談して、現

在、産卵期の重要な時期のみ、漁業者もやめる

ので、全体でやめましょうという漁業調整委員

会の指示を発出して、なるべく産卵期の保護に

努めているところでございますが、その時期を

外れると、どうしても遊漁者の方もとるという

ことでございますので、その辺につきましては、

周辺の遊漁者等の周知も含めまして、また、地

元の方と相談して、さらに規制強化が必要だと

いうことになれば、例えば、漁業調整委員会の

指示を見直していくといったことも地元と相

談しながら進めてまいりたいと考えておりま

す。

【徳永委員】 今、法律上では取り締まりがで

きないということは私も重々わかっておりま

すけれども、ただ、遊漁の方と組合側でそうい

った話し合いというか、そういうものができる
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ようにしていかなければ、ガザミ、我々はタイ

ラガネと言うんですけれども、これは漁民、組

合員の方にとって非常に大きな売り上げ、財産

でありますから、「カニはないのか」と言った

時に、「とれないんいですよ」という話、しか

し、一方ではそういった話も聞こえてくるとい

うことで、この辺は法律の問題もありますので、

しっかりと対応していただきたいと思ってお

ります。

【大場委員長】 ほかにありませんか。

【山田(博)委員】 6月の委員会で水産部に、大
村湾におけるヘドロ除去による底質改善につ

いて見解をいただきたいということで、大村湾

におけるヘドロの除去による底質改善につい

てということで、この中で「大村湾の底質改善

を図るための対策として、海底耕うんや覆砂な

どさまざまな工法があります」と書いているん

だよ、参事監ね。ぜひ頑張って取り組んでいた

だきたいと思っております。

もう一つ、参事監ね、実は漁港漁場課の職員

はしっかりと事前通告したら調べていただい

ております。すばらしいですよ。福岡県では、

水産環境整備事業ということで、平成30年度か
ら令和4年度までの5年間で450ヘクタール､熊
本県は水産環境整備事業ということで有明海

の東で319ヘクタール、平成23年度から令和元
年度まで9年間やっているんですね。福岡県、
熊本県は水産部はないんですよ。我が長崎県は

水産部があるんです。水産部がない福岡県とか

熊本県ができて、水産部がある長崎県ができな

いわけないでしょう。私は、参事監に期待を込

めて、心を込めて、愛を込めて質問しているわ

けでございまして、ぜひ頑張っていただきたい

と思っているわけでございますので、どうぞよ

ろしくお願いします。再度、そういった思いを

込めて要望として終わりたいと思います。よろ

しくお願いします。

【大場委員長】 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】 ほかに質問がないようですの

で、陳情につきましては承っておくことといた

します。

次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。

【山田(博)委員】この資料の60ページを見てい
ただけますでしょうか。離島漁業再生交付金制

度の延長についてとあるんですが、これは壱岐、

対馬、五島の、特に離島の漁業者に大変必要な

制度でありまして、再度の延長をお願いしたい

ということです。

県として、離島の行政、県内の漁業者と一体

となって、地元長崎県で、国会議員の方、また、

水産庁の方を招いて大規模な要望活動をすべ

きだと私は思います。というのは、これは大変

効果のある事業であって、誰がしたとか、俺が

したとか、よく国会議員の人は言いますけれど

も、与党、野党を問わず、これはやったんだ。

ある国会議員が、「俺がやった」とか行政に言

えとかって、そんな不届き千万な人がいるけれ

ども、いずれにしても、与党、野党を問わず、

長崎県選出の国会議員の方がしっかりと取り

組んでいただかないといけないわけでござい

ます。

農村整備におきましては、実は、予算確保推

進大会をやっております。これと同じような規

模の大会をぜひやっていただきたい。長年、長

崎県の水産行政を熟知している髙屋政策監、あ
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なたに見解を聞かせていただきたいと思って

おります。なぜならば、対馬市の副市長までさ

れて離島の漁業行政に大変詳しい髙屋政策監

は、今、水産部のナンバー2ですからね。そう
いうことで見解を聞かせていただきたいと思

います。

【髙屋水産部政策監】 今、委員からご指摘が

ございました離島の交付金につきましては、ご

承知のとおり、終期を迎えるわけでございます

けれども、本県の有人国境離島を初め、離島に

ついては、この制度については非常に有効に活

用されているものと承知しております。

したがいまして、今後とも、この制度につい

ては、ぜひ長崎県にとって継続すべきという考

えでございますものですから、当然、政府にも

政府要望の中で正式に要請はしてまいってお

ります。

今後、行政だけではなくて、漁業協同組合、

あるいは県漁連等も含めまして、どういった形

で要望していくことが今後の継続について一

番有効なのかということも含めまして検討を

前向きに進めてまいりたいと思っております。

【山田(博)委員】 髙屋政策監、ぜひお願いした
いと思います。私は、髙屋政策監に期待してい

るんです。長年、対馬市の副市長をされて離島

地域の実情をよくご存じで、大変経験豊富です。

対馬島民に聴いたら、「髙屋さん、戻ってくれ

んやろうか。連れてきてくれんね」と言われる

んですよ。それだけあなたの人望が厚かったと

いうことをつぶさに私は感じているわけでご

ざいます。私は言っているんです、「今、髙屋

政策監は長崎県の水産行政に携わっています

から、対馬に戻ってくるというのは、ちょっと

かないません」ということを言っているわけで

ございます。ぜひ今後の対応をしっかりとお願

いしたいと思います。

続きまして、65ページに五島漁業協同組合長
会から要望があっています。これは県営の大型

魚礁の追加措置をお願いしたいということで

す。ここにおきまして県の対応としては、今年

度の整備箇所の追加については、予算の執行状

況を見て検討したいと考えておりますという

ことであります。では、実際どのような状況に

なっているかということをお答えいただきた

いと思います。

【橋本漁港漁場課長】 今年度の漁場整備に関

する予算の執行状況でございますけれども、9
月末現在、今週末現在では、ほぼ100％の執行
を行っているところでございます。

したがいまして、当初の予算につきましては、

既に発注が終わっているということで、あとは

入札差金、あるいは補正があるか、これは不透

明でございますが、そういったもので予算が追

加されれば、そういったことで追加の検討をし

たいと考えているところでございます。

【山田(博)委員】 具体的に整備箇所はどこか、

把握しているんですね。

【橋本漁港漁場課長】 今年度の整備箇所につ

きましては、すみません、今、手元に一覧表が

ございませんので、この場で即答することはで

きませんが、三十数カ所の発注だったと思いま

す。詳しいことは手元に資料がございません。

【山田(博)委員】 じゃ、後ほど資料をいただい
て説明いただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。

では、入札のことについてお尋ねしたいと思

います。

これは戻って9ページを見ていただけますで
しょうか。9ページの中に、設計業務、効果調
査業務等いろいろあるわけですが、今まで設計
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業務をこういう形で一般社団法人に随意契約

で入札というか、契約をされていたか、いなか

ったか、そこだけお尋ねしたいと思います。

【橋本漁港漁場課長】 これまでも行っており

ました。

【山田(博)委員】 これはなんですか、増殖場整
備工事ですね。私は、効果調査業務というのは

記憶にあるんですが、増殖場のこういった整備

工事の設計というのは、随意契約でされていた

かどうかということをもう一度確認させてい

ただきたいと思います。それで間違いないとい

うことですか。

【橋本漁港漁場課長】 この増殖場整備工事の

設計業務委託につきましては、施設の配置計画、

あるいは波浪の推算、また、測量や調査を行う

ものでございまして、これまでも一般社団法人

水産土木建設技術センターと随契を行ってお

りました。

【山田(博)委員】 業務というのは、測量も入る
んですか。測量と、設計と、ほかにあるんです

か、もうちょっと細かく。最近、私、耳が遠く

なってきたものですからね、詳しく、ゆっくり

しゃべっていただけませんか。

【橋本漁港漁場課長】 大変失礼いたしました。

今回の業務内容につきましては、まず設計とい

たしまして増殖場の配置計画、それから波浪推

算などを行っております。また、それに必要な

地形測量、それと底質の調査を行っている内容

になっております。

【山田(博)委員】では、お尋ねしますけれども、
測量とか底質調査とかというのは、地元の企業

でもできるんじゃないですか。ほかの一般的な

増殖でも地元の測量会社に発注しているとこ

ろがあります。

私は、水産土木技術センターが大変すばらし

いことは知っているんです。私は、随契をした

ことをとやかく言っているんじゃない。地元の

企業でもできる業務は、分離でもできないかと

いうことを私は聞いているわけです。それは検

討されたかどうか。この場で明確な回答ができ

なければ、それは検討してください。

というのは、限られた予算の中で地元の企業

に幾つかのチャンスを与えるということが必

要だと思いますので、そういったことで言って

いるわけです。

参事監ですね、日本全国、水産土木センター

が全部やってるのかな。やってない。えっ、日

本全国やってないのに長崎県だけやってるん

ですか。今、やってませんと首を振った。参事

監、ちょっと教えていただけませんか。

【内田水産部参事監】 日本全国、どの県で、

どこに設計業務を委託しているのかというこ

とは、詳細は私は把握しておりません。

ただ、こちらの水産土木建設技術センターに

発注しなければいけないと、必ずしもそう決ま

っているものではないと。それはそれぞれの地

域ごとにどのような会社があるかであるとか、

魚礁の設計であるとか、ある一定程度の専門性

というのはもちろん出てきますので、そういっ

たところをそれぞれ選んでいるのではないか

と、このように思っております。

【山田(博)委員】 私は、この社団法人がだめだ
と言っているわけじゃないんです。今、内田参

事監がおっしゃったように、地域によっていろ

んな専門性があるわけですね。そこをできるだ

け活用していただくようにしてもらいたい。例

えば、測量とかなんかというのは、地元の企業

でできるところがあるわけだから、そこをきち

んと、そういった形をとっていただきたいとい

うことを要望しているわけでございまして、そ
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こは競争性を保たんといかんわけだから。

しかし、この社団法人は長崎の支所もあるわ

けだからね。これは地元の雇用にも貢献してい

るわけでございます。がしかし、一定の競争性

を保たんといかんからですね、そこは幅広くし

っかりと取り組んでいただきたいと思います。

これは、競争性を保ちながら、また、地元の

企業を育成しながらやっていかなければいけ

ないということもありますので、そこはいろい

ろと多方面から検討して取り組んでいただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。

それについて漁港漁場課長、何か見解があり

ますか。

【橋本漁港漁場課長】 私どもも地元企業の育

成の観点から、基本的には地元の企業に発注す

るということに努めております。先ほどの委員

のご指摘を踏まえまして、いろいろ検討してま

いりたいと思っております。

【山田(博)委員】 誤解がないように、社団法人
のセンターを否定するわけじゃない。私は、セ

ンターの技術力を高く評価しているんです。評

価しているけれども、そういった点も考慮しな

がらしていただきたい。というのは、随意契約

でこれだけの金額というのは、ほとんどないか

らですね。だから、そこは検討しながら取り組

んでいただきたいと思います。

最後に、長崎市から要望があっております、

夜間景観に配慮し水際線の顕在化にも寄与す

る証明施設を整備しているということで、長崎

の夜景の向上を図るということで取り組んで

いただきたいということで、漁港漁場課が担当

しておりますね、74ページですけど。この「長
崎市の夜景」の魅力向上ということで、所管し

ている漁港漁場課としてどのような見解を持

って取り組もうとされているのか、聞かせてい

ただきたいと思います。

【橋本漁港漁場課長】 「「長崎の夜景」の魅

力向上を図る県の取組みの推進について」とい

う長崎市からの要望でございますが、漁港漁場

課といたしまして該当するのは、県庁が建って

おります敷地の尾上地区の岸壁周辺一帯が対

象となっているわけでございます。ここの防災

緑地につきましては、既にアーバンデザイン専

門会議に照明施設のデザイン等を諮っており

まして、水際線の顕在化に資する夜間景観に配

慮した照明施設を既に平成29年12月に整備し
ているところでございます。

【山田(博)委員】 それはわかるけど、魅力向上
に取り組んでいただきたいということで長崎

市から要望がきているわけですね。その要望に

関して、県庁の周辺は漁港漁場課が所管してい

るから、どのように取り組もうとされているの

か、見解を聞かせていただきたい。

今、漁港漁場課長が今おっしゃったことは、

ここで言っていることを、そのまま読んだだけ

じゃないか。それくらい見たらわかる、字は読

めますよ、私だって。

もう一度言いましょうか。この政策等決定過

程の資料の74ページの「「長崎の夜景」の魅力
向上を図る県の取組みの推進について」という

ことで要望が上がっていますから県当局の見

解を聞かせていただきたいということを言っ

ているわけでございます。

そしたら、参考に書いている文章をそのまま

漁港漁場課長は読み上げただけですから、私は

それを聞いているわけじゃない、字は読めるん

ですから。

【橋本漁港漁場課長】 市の要望も踏まえまし

て、関係部局とも連携をしながら、あるいは今、

新幹線ですとか、ＭＩＣＥですとか、県庁周辺
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の整備も進んでおりますので、そちらともいろ

いろ意見交換などを図りながら、対応できると

ころは対応してまいりたいと思っております。

【山田(博)委員】 漁港漁場課長、少ない人員で
大変でしょうけど、長崎市からも要望が上がっ

ていますので、ぜひ取り組んでいただきたいと

思っております。

一旦終わります。

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午前１１時４５分 休憩 ―

― 午前１１時４５分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開します。

午前中の審査はこれにてとどめ、しばらく休

憩いたします。

午後は、1時30分より再開いたします。

― 午前１１時４６分 休憩 ―

― 午後 １時２９分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開します。

次に、所管事務一般についてご質問はありま

せんか。

【堀江委員】 違反操業の訴えについて質問し

たいと思います。

まず、操業区域の海区について質問します。

先日、対馬市で漁民の皆さんとの意見交換を

行いました。この中で出されたのが、「明らか

に長崎県北部海区を操業区域とする中型まき

網漁船が対馬で操業している、違反ではない

か」との漁民からの訴えがありました。どう答

えたらいいのか、まず見解を求めます。

【中村漁業振興課長】 中小型まき網の知事許

可漁業の操業区域についてのご質問というこ

とでございますが、中型まき網の操業区域は、

長崎県南部、長崎県北部、五島、対馬の4つに

分かれておりまして、それぞれ漁業許可証に明

示いたしております。

この許可証に記載している操業区域は、漁業

法で規定されております県内の4つの海区を指
しております。例えば、県や市、あるいは郡の

名前の地先海面という表現で表示されており

まして、それぞれ境界がはっきり定まったもの

ではございません。

全国的にも、海面には県や市町村の境界線が

設定されておりません。これと同様に、漁業法

に規定されているこれらの海区につきまして

も明確に区域を示しているものではございま

せんが、目安として長崎県南部、北部、五島、

対馬という表現で操業区域を決めております。

実際の操業に当たりましては、過去の慣例や

実態、それから歴史等を踏まえまして漁業者同

士でお話し合いをしながら、あるいは県が調整

に入りながら操業の区域が、それぞれ漁業種類

ごとに決まっているといったものが多うござ

います。

【堀江委員】 海には道路のように線が引いて

ないのでラインがわからないと、境界線がない

ので区別ができないという、ひと言で言えばそ

ういう答弁だと思います。

言われたように、長崎県は4つの海区で名称
があるんですよね、今言われたように。じゃ、

それぞれの海区を、一応あるんでしょう、説明

してください。どこからどこまでと。

【中村漁業振興課長】 先ほど言いましたよう

に、漁業法で規定されている4つの海区を明示
しておりまして、それぞれ市の地先海面、郡の

地先海面、そういった表現で示されておりまし

て、明確な線引きはございませんが、一般的に

は概ね中間ラインあたりで調整をしていくこ

とが多いというふうな実態でございます。



令和元年９月定例会農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２５日）

- 80 -

【堀江委員】 私が言っているのは、漁業法第

84条第1項で定められた海区の、長崎は長崎県
南部、長崎県北部、五島、対馬とあるんだけど

も、一応海区があるでしょう、それを説明して

くださいと言っているんですよ。

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 １時３２分 休憩 ―

― 午後 １時３２分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

【中村漁業振興課長】法律上の規定は、まず、

長崎県南部は、「佐賀県と長崎県北高来郡との

境から野母崎を経て佐世保市高後崎に至る地

先海面（長崎県西彼杵郡崎戸町の地先海面を含

む）」という表現です。それから、長崎県北部

は、「佐世保市高後崎から以北の佐世保市、松

浦市、平戸市、長崎県北松浦郡及び壱岐市の地

先海面」という表現です。五島は、「五島市及

び長崎県南松浦郡の地先海面」。対馬市は、「対

馬市の地先海面」というふうに法で定められて

おります。

【堀江委員】 漁業法による海区はいつ定めら

れたんですか、改めて教えてください。

【中村漁業振興課長】告示によりますと、「昭

和25年5月13日、農林省告示第129号」と記さ
れております。

【堀江委員】 漁業法、昭和24年ではないです
か、25年なんですね。
【中村漁業振興課長】 告示の日にちは昭和25
年5月13日となっております。
【堀江委員】 長崎県北部海区と南部海区とい

うのは、最初から分かれていたの。それとも長

崎県の地先海面というのがあって、それから北

部と南部に分かれたんですか。

【中村漁業振興課長】漁業法ができた当初は、

長崎県は7つの海区に分かれていたと思います
が、その時点では長崎県南部と北部に分かれて

いたと思っております。

【堀江委員】 そしたら、私の認識間違いです

が、今の長崎県北部海区と南部海区というのは、

最初から分かれていたというふうに理解をし

ていいですか。

【中村漁業振興課長】 すみません。今、もと

もと7つの海区でスタートした時点の資料がご
ざいませんが、7つに長崎県の中は分かれてス
タートしたということでございます。

【堀江委員】 そうしますと、長崎県漁業調整

規則の第14条の中に、「漁業の許可を受けた者
は」、つまり私が言っている中型まき網漁業許

可証というのは長崎県の知事が許可する内容

なので、そこには漁業の種類、そして操業区域

というのがあるから、「違反して当該漁業を営

んではならない」というふうにあるんですよね。

だから、船舶にいわゆる許可証に記載されて

いる許可番号が、いわゆる第三者もわかります

し、それから、船の名前に何とか丸とかという

ふうに書いてあるので、誰が見ても、あの船は

何の船だ、許可番号が何だというのがわかりま

す。そして、それはある意味、中型まき網漁業

許可証で明らかになっていることなので、そう

すると、対馬の皆さんが、あの船は長崎県北部

海区の操業区域とする中型まき網漁船だとい

うのがわかるわけですよね。

そういった時に、今言ったように、いやいや、

海の上にはラインがないから、それはもうそれ

ぞれお互い当事者同士、あるいは県が入ってや

りますということなんですけど、そうしますと、

今、私が冒頭に言いましたね。対馬の漁民の皆

さんが長崎県北部海区を操業区域とする中型

まき網漁船が対馬で操業している。このことを
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長崎県に通報というか、情報提供した場合に、

県の対応はどうなりますか。

【中村漁業振興課長】 先ほど申しましたよう

に、従来からの慣例とか実態に基づいて概ねす

み分けができておりますが、例えば、急に近辺

に出漁するようになったといったようなとこ

ろになりますと、事情を聴取し、それから、相

手方が漁業操業上の迷惑を被っているような

話がございましたら指導するなり、それから、

両者を仲介してお話し合いをして操業ルール

を決めるといったような対応をしているとこ

ろでございます。

【堀江委員】 長崎県としては、そういう情報

提供、通報があったら、取り上げてくれるんで

すか。

【中村漁業振興課長】 先ほど申しましたよう

に、明らかに今までないようなところにたくさ

ん出漁するといったような状態がまいりまし

たら、県としても調整をしたり、あるいは指導

したりすることはございます。

【堀江委員】 することはあるけど、しないこ

ともあるわけね、今の答弁だと。

そこで、次の質問ですけど、この中型まき網

漁業許可証というのは、私が今言った操業区域

の海区と同時に漁業種類がありますよね。つま

りイワシ、アジ、サバというふうに、いわば魚

種というんですかね、これが明記されているん

ですけれども、例えば、それ以外の魚種を目的

に操業を行ってはならないというふうになっ

ているんですが、しかし、イワシ、アジ、サバ

をとればイカもとれてくるというふうになっ

た時の、しかし、漁民から見て違反ではないか

という訴えがあった時の対応はどうするんで

すか。

【中村漁業振興課長】 委員ご指摘のとおり、

中型まき網については、イワシ、アジ、サバ以

外の魚種を採捕することを目的として操業す

ることは許可の内容違反ということに当たり

ます。

ただ、現実問題として、それだけを選択的に

とるというのは非常に難しゅうございまして、

混獲といった状態も通常に起こり得ることで

ございます。

これまでも魚種違反等の通報がございまし

たら、取り締まり機関と連携して情報収集をし

たり、あるいは事情聴取をしたりといったよう

なことを進めているところでございますが、実

際にこれを罪として立証する場合には、やはり

目的として本当にとったのかというところの

証拠が必要だということになっていますので、

現実問題として非常に難しい問題はございま

すが、そういう情報がございましたら、県とし

ては指導なり捜査なりという対応をしていく

というふうにしております。

【堀江委員】 平たく言えば、そこの、とって

はいけないという魚種をとったとされる船長

と言うんですか、船団長というんですか、その

人が、「とりました」と言えば、それは違反に

なるけど、まず言わないですよね。「いやいや、

入ってきたんですよ」となるじゃないですか。

対応が、漁民の皆さんは泣かされているという

ふうな訴えが私の中にあったんですね。

それで、引用させていただきますけれども、

平成23年、2011年の本会議の一般質問で山田博
司議員が中型・小型まき網の中間検査の実施に

ついて取り上げています。

当時の水産部長が、「6月29日から7月23日に
かけて中型・小型まき網全部で88船団ございま
す。それに属する全400隻の設備について調査
を行わせていただきました。その結果、許可の
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制限または条件に違反しているということで、

これは許可番号が薄かったり、印刷がかすれて

見えなかったりというような船体表示が29隻、
それから、調整規則違反が8隻、それから集魚
灯の設置個数の制限違反が1隻、合わせまして
38隻について違反の状況が見られました」とい
うことで、じゃ、今後どうするのかということ

では、「必要に応じて現地での調査を実施して

まいりたい」というふうに答弁をしています

3年に1回は、もちろんやるんだけれども、な
かなか数が多い。つまり一斉にやるとすれば中

型、小型まき網を含めて県内の漁業の許可とい

うのが5,000件あるので、これは一斉にはでき
ないと。だから3年に1回をめどにそれぞれやっ
ていて、地域からそういう訴えがあれば個別に

応じて対応していきたいというふうな答弁を

2011年に当時の水産部長が行っているんです
が、この姿勢は変わらないですか。

つまりこういう訴え、どこまでそれは訴えと

とるのかどうかですけど、私が対馬で漁民の皆

さんが、違反操業じゃないかと、それを県に言

ってもなかなか取り上げてくれないという時

に、じゃ、どういう状況の時にそれを取り上げ

るんですか。必要に応じて現地での検査を実施

してまいりたいといった2011年の本会議での
水産部長の答弁は、今、どこまで生きているの

か、見解を求めます。

【中村漁業振興課長】 現在の中型まき網漁業

は、3年ごとに更新でございます。少なくとも3
年ごとの更新時には着業検査と申しまして、そ

れぞれの船舶に実施に行って、それぞれ設備

等々の確認をしております。それ以外に、当然、

情報があった場合は、取り締まり機関と連携し

て調査をすることもございますし、それから、

最近では集魚灯の光力が多いというような違

反情報もございますので、昨年は途中ではござ

いますが、一部の漁船において調査をしたとい

うこともございますので、そのスタンスについ

ては引き継がれているということでございま

す。

【堀江委員】 じゃ、具体的に言うと、今、私

が取り上げましたでしょう、対馬に来ていると、

長崎県北部海区を操業区域とする中型まき網

漁船が来ていると、9月にもそれは通報したん
だと。じゃ、対馬に来ているという状況を個別

に対応するとなるのか、それともどの船舶も3
年に1度更新になるから、漁民の皆さんにはわ
かりますから、どの船って、許可番号が何々と

いうのはわかりますから。それを3年に1回の更
新の時に改めて個別にきちんと見てください

というふうに要望したらいいのか。

要は、具体性がないのよ。どうやったら取り

上げてくれるのかと。今の私のやりとりの中で、

課長の答弁では、じゃ、こうしてください、こ

うしたら取り上げますという、そこの答弁がな

いでしょう。これは対馬へもって帰らなきゃい

けないからね。そこら辺を具体的に教えてくだ

さい。

【中村漁業振興課長】 具体的な船舶とか所属

船名等がわかりましたら、それに基づきまして

個別にその所属漁協を調査して、そこに個別に

指導している実態もございます。あるいは先ほ

ど申しましたように、現地に行って調査をする

ということもやっております。ですので、具体

的な情報をいただければ、我々としても対応で

きるところは現在も対応しているところでご

ざいますし、それが違反につながるということ

であれば取り締まり機関と連携して対応して

いるということもございます。

【堀江委員】 そしたら、漁業振興課長のとこ
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ろに対馬の、ここでは出しませんけど、何とか

漁協なんですね。その漁協の皆さんがきちんと

漁業振興課長のところに、こういう実態があっ

たということを言えば個別に対応してくれる

ということですか。

【中村漁業振興課長】 具体的な情報に基づき

まして、やれる範囲で指導なり対応をしていく

ということでございます。

それから、対馬の件につきましては、実は、

夏前だったと思いますが、対馬の組合長会から

も同じようなご要望をいただいておりまして、

それについて現在、対象となる相手方とお話し

合いをする場を設定するということで、今、調

整を進めているところでございます。

【堀江委員】今、調整を進めている相手方が、

私が対馬で訴えを聞いた、その長崎県北部海区

を操業海区とする相手方かどうかはわかりま

せんけれども、いずれにしても、対馬の漁民の

皆さん、漁協長の名前できちんと県の方に上げ

れば個別に対応するということなんですね。再

度確認をさせてください。

【中村漁業振興課長】 既に直接ご要望を夏前

にいただいておりますので、それに基づきまし

て相手方と調整する場を設定するということ

で今進めているところでございます。

【堀江委員】 今、漁業振興課長が答弁されて

いる相手方と私が言っている相手方は違うか

もしれないじゃないですか。

【中村漁業振興課長】 長崎県北部海区を操業

区域とするまき網の関係の組合ということに

なります。

【堀江委員】 いずれにしても、今日の私の質

疑の中で対馬の漁民の皆さんが言われたこと

については、県としても対応するという姿勢を

見せているので、それにつきましては、再度、

対馬の皆さんにお届けをしてきちんと対応し

てもらうようにしたいというふうに思います。

このことと、今、答弁をしているのは漁業振

興課長ですよね。漁業取締室とは、どうかかわ

ってきますか。違反操業になるんですけど、こ

れも違反操業だから、これは漁業取締室と、ど

うかかわってくるんですか。今、全部の対応を

漁業振興課長がしてますけど。私が言っている

内容は、かかわりはないわけですか。

【松本漁業取締室長】 今、答弁はいたしませ

んでしたが、漁業振興課から情報があれば、逐

一、漁業取締室も情報共有しております。

具体的には、先ほどの対馬の方に県北部海区

の許可を持っているまき網が来て違反操業を

しているんじゃないかという情報は漁業取締

室にもまいっております。実際に5月から6月に
かけては漁業振興課からの情報も得まして漁

業取締船を派遣して、現場海域においてまき網

に直接指導いたしております。

【堀江委員】 指導しても、またやっていると

いうことですか。「指導しております」という

ことは、指導したことは現在進行形なんでしょ

う、それでもやっているということですか。

【松本漁業取締室長】 先ほど答弁しましたと

おり、5月から6月にかけて、対馬、福岡県、山
口県に近い方の沖合海域に取締船を派遣して

現場海域で指導しておりますが、その時、取締

船を派遣した時には違反の状態ではなかった

ということで指導にとどめておりますが、その

後､７月以降、対馬の振興局から情報をとって

おりますが、7月以降はまき網船は来ていない
ということでございますので、まだ検挙には至

っていない状況でございます。

【堀江委員】 いずれにいたしましても、対馬

の漁民の皆さんの訴えでは、9月にも来たとい
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うことの訴えが私にあっております。長崎県が

対応してくれと、そういうことでこの質疑をし

ておりますので、今、漁業振興課長が答弁した

ように、状況としては、私が言っているところ

かどうかはわかりませんけれども、そういう対

応もされているということですので、改めて対

馬の漁民の皆さんから県の方に再度情報を寄

せてもらいたいと思っております。

延長してすみません。

【山田(博)委員】 それでは、事前通告をしてい
る質問をいろいろとお話をさせていただきた

いと思います。

まず最初に、今、長崎県内の漁業組合におき

まして、いろんな問題が発生したわけでござい

ますね。この組合の問題で監査しているわけで

ございますね。

実は、今、長崎県の水産部で監査業務という

のは、漁協組合と魚市場をやると。魚市の検査

というのは、農林部は卸売市場法に基づいて県

内の11業者を3年から4年かけてやっているわ
けでございます。

では、長崎県の水産部におきまして、卸売市

場法に基づいてどれだけの検査をやっている

か、それをお答えいただきたいと思います。

【岩田水産加工流通課長】 水産部におきまし

ては、魚市場関係の検査をこれまで実施した実

績はございません。

【山田(博)委員】 えっ、今のは間違いじゃない
ですか。いいですか。私は、魚市場の検査にお

いて聞き取り調査を、水産加工流通課の資料を

いただいたら、実施しているのは福岡県と熊本

県ですね。長崎県は、昭和46年の卸売市場法に
基づいて、昭和46年4月3日に出されたんですけ
ど、それから本来すべきだったんだけど、やっ

てないと。なぜやってなかったかということを

お尋ねしたいと思います。

【岩田水産加工流通課長】 これまで実際やっ

ていないということですけれども、魚市場の中

に水産部の管理事務所があったということが

一つあると思います。日常的に魚市場の方に出

向きまして現場を確認しているということも

あまりして、これまで実施してこなかったとい

うのが実情でございます。

【山田(博)委員】 それで市場の監査というか、

それが済まされたということで理解していい

んですか。魚市に行って、おはようございます、

こんにちは、ああどうも、さようなら、これで

監査が済まされるということで理解していい

ですか。もうちょっと反省すべきは反省して、

しっかりやらんといかんとですよ、これは。

私は、びっくりしたんだよ、これ。この答弁

というのは、もうちょっと誠意を持った答弁を

していただかないと。昭和46年から今までやっ
てないというのは大問題だよ、これは。お答え

ください。

【岩田水産加工流通課長】 申し訳ありません。

監査という意味で、例えば、伝票などを確認し

てするということは、今まで、現実できており

ません。事務所が近くにあったといいましても、

そういう検査はしておりません。

今後になりますけれども、調べたところ、福

岡とか熊本では実際実施をしている、毎年では

ありませんけれども、やっておられるというこ

と。それから、農林部の方でもやられていると

いうことですので、そこら辺はどのようにやら

れているのかというところを我々も研究させ

ていただいて、今後、どうやっていくべきかと

いうことを再検討させていただきたいと思っ

ております。

【山田(博)委員】 昭和46年からあって、今まで
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やったことないと。極端に言うと、明日、あさ

ってにでもすぐにやってもらいたいぐらいだ

よ、これは。

いいですか、水産部長ね、同じ長崎県の中で

卸売市場法で野菜とかなんとかやっているん

だよ。やっているんだけど、水産部はやってな

いと。ここは真摯に反省して、水産加工流通課

長を個人的に責めているわけじゃないんだよ。

これは水産部のあり方が問題だということで

指摘させてもらっているんですよ、私は。これ

は漁協組合のあり方からして、組合の監査もす

る中で、組合にはこうしなさい、ああしなさい

と言いながら、肝心要の市場でちゃんとした監

査をやってなかったと。これは水産県長崎県、

また、漁業者の所得向上で適正な市場運営がさ

れているかということを監査しないといけな

いわけですから、ここは速やかに、今後どのよ

うにするかということで明確な答弁を。

それで、水産部長、これは漁業者にとっては、

市場というのは大切なとこなんだ。今回、こう

いったことを深く反省していただいて、他県の

状況をつぶさに調査して、水産加工流通課に事

前通告した時に、課長も、「先生、こうした状

況は深く反省して、しっかり取り組みます」と

いう前向きな話があったから、私は言わなかっ

たんだけど。これは西次長か髙屋政策監か、ど

っちかが答えんといかんと思うよ。私は、水産

部長にこういった答弁をさせるのは大変申し

訳ない、絶対させられんからね、どっちかだよ。

深く反省して前向きな答弁をいただかないと

納得できんよ。

【西水産部次長】 今回、長崎魚市の検査につ

きましてご指摘を受けまして、他県の状況です

とか、農林部の状況を確認したところ、今、ご

議論がございましたように、検査を実施してい

るという状況が判明いたしました。これまで長

崎県として検査を実施してこなかったことに

ついて、いろいろな経緯はございますけれども、

いろんな事情があったと思いますが、してこな

かったことについては、真摯に反省をいたしま

して、今後、魚市場の運営を適正化するために

は緊張感を持って対応していくというのが重

要であると考えておりますから、できるだけ早

く検査を実施して魚市場のさらなる運営の適

正化に努めてまいりたいと考えております。

【山田(博)委員】 確認ですけど、水産加工流通
課長、卸売市場法に基づいて県が監査できる市

場は、何市場あるんですか。

【岩田水産加工流通課長】 小規模市場を含め

まして、県内に25ございます。
【山田(博)委員】 25市場がありながら、今まで
取り組んでいなかったということは深く反省

していただいて、しっかり取り組んでいただき

たいと思っております。

それで、担当課として小規模市場を含めた25
の市場でどのように、年内をめどにしっかりと、

25市場を年内にするのは難しいですから、少な
くとも主なところについて関係部局と協議し

ながらしっかりと監査してもらいたいという

こと。

私は、市場の運営をきちんとやっていないと

言っているわけじゃないんですよ。本来すべき

ことをやっぱりやらないといけないというこ

とで、お互いに気づかなかったこと、わからな

いことがあるわけですから、しっかりと取り組

んでいただきたいと思っておりますので、どう

ぞよろしくお願いしたいと思います。

実務的なことを水産加工流通課の課長とし

て見解を聞かせていただいて、この質問を一旦

終わりたいと思いますので、よろしくお願いし
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ます。

【岩田水産加工流通課長】 繰り返しになりま

すけれども、農林部の方の検査のやり方、それ

から、他県が魚市場で検査を実施されておりま

すので、そこら辺の実施内容等も確認させてい

ただきながら、できるだけ早く県内の魚市場関

係で主なところになるかもしれませんけれど

も、実施したいと考えております。

【山田(博)委員】 水産加工流通課長、しっかり
と、よりよく長崎県の水産行政に取り組んでい

ただきたいという思いがあって私は質問させ

ていただいておりますので、ご理解のほど、よ

ろしくお願いいたします。

続きまして、漁業取締室にお尋ねしたいんで

すが、先ほど、堀江委員からいろんなお話があ

りましたけど、漁業法違反の事件で、今回、逮

捕の報告書がありましたけど、この文案という

のは、今回、資料をいただいていますけど、議

案外の中にこの件について文章があったどう

か。私は見たんだけど、なかったですよね、載

せてますか、これ。そこだけ確認したいと思い

ます。

【松本漁業取締室長】 部長説明に入っており

ませんので、補足説明ではなくて、提出資料と

いう表記にさせていただいております。

【山田(博)委員】 これ、なんで部長説明の中に
入れなかったの。これ、長崎県の水産行政にと

って大事件だったんですよ。それをなぜ部長説

明に入れずに、この資料で説明したのか、そこ

をまずお尋ねしたいと思います。これは大事な

とこですよ。この姿勢というのはどういうこと

かと。部長説明に入れずに漁業取締室の資料で

説明するというのはどういうことですか。見解

を聞かせていただきたいと思います。

【松本漁業取締室長】 今回の事案につきまし

ては、警察が統括して捜査を行っておりまして、

この件につきまして警察とも協議しましたが、

基本的には個別案件は議会にも報告しないと

いうことになっております。ただし、今回の件

につきましては、委員長からのご指示がありま

して、追加説明ということで具体的な説明をし

てもらいたいというのがあって、今回は追加説

明ということで室長説明をさせていただきま

した。

【山田(博)委員】 私は、大場委員長の説明の指
示をするというのは適切な判断だと思います。

逆に私が水産部に言いたいのは、個別の案件で

すね。じゃ、私は後ほど県警本部に確認します

から。次の11月定例会で今の答弁が適切かどう
かというのは判断させていただきたいと思い

ます。私は、総務委員会にいましたけど、個別

の案件も委員会の部長説明の中に入ってまし

たよ。

こういった大事な案件を部長説明に入れな

かったというのは、個別の案件だったという判

断があったというのは、これは水産部として明

確な判断ということで理解していいんですね。

そこだけお答えください。西次長、お答えくだ

さい。

【西水産部次長】 今回の漁業法違反事件の暴

力団組長らの逮捕のご説明につきましては、今、

取締室長が申し上げたとおりの内容で水産部

内で協議をした上でご説明をさせていただい

たということでございます。

【山田(博)委員】そういうことですね。後ほど、
11月定例会の委員会でお話しさせていただき
たいと思います。

それで、水産部の皆さん方にご理解いただき

たいのは、今回、密猟した魚で海鮮丼というこ

とで、これは長崎新聞の令和元年9月4日の記事
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ですが、「暴力団新たな資金源か」ということ

で、密漁した魚を提供する側、提供される側を

いろいろ調べましたら、密漁された魚を受け取

る側の店の営業というのは、食品衛生法に基づ

いて営業許可をいただいているんですね。この

欠格事由に、要するに、反社会的勢力の排除条

項というのは設けてないと。つまり食品衛生法

というのは、あくまでも食品による健康被害の

防止を目的としているということになってい

ます。

そういうことで、これは県の生活衛生課を通

じて厚生労働省に確認したら、こういった反社

会的勢力の排除条項を設けないということに

なっていますけれども、この件に関して私は憤

りを感じているわけです。

いいですか。これからこういった事件があっ

た時に、善良な漁業者が漁業法に基づいて魚を

とって、それをお店に提供したら、ほかの反社

会的勢力のあれがあるから、あんたのところか

らとらないとなるんです。適正な漁業活動を営

むことができないんですよ。

それで、食品衛生法に反社会的勢力の排除条

項をきちんと設けるべきだと私は思うわけで

す。それに関して水産部として漁業者を守る、

地域を守るということについてどういった見

解を持っているかということを聞かせていた

だきたいと思います。これは漁政課長ですね、

どうぞお答えください。

【松尾漁政課長】 私どもも生活衛生課に確認

をいたしましたところ、今、山田博司委員が申

されたとおり、まず、現行法、食品衛生法にお

きましては、食品衛生法に違反し検挙されたり、

あるいは許可を取り消された場合などに該当

する場合を除き、知事は必ず許可をしなければ

ならないという規定になっているということ

でございます。

それから、これも山田博司委員が申されまし

たが、厚生労働省の見解としては、あくまでも

法の目的として食品による健康被害の防止で

ある、同法において設ける予定は、現在のとこ

ろはないというふうにお伺いをしているとこ

ろでございます。

水産部といたしましては、暴力団を排除して

いくといった考え方につきましては、非常に大

切なことであると考えておりますが、食品衛生

法における暴力団の排除につきましては、法律

を所管しております厚生労働省で法律の目的

等を踏まえて判断されるものであるというふ

うに考えているところでございます。

【山田(博)委員】 漁政課長ね、善良な漁業者が
自分が納めたところから排除されて、こういっ

た事案が発生しましたと。それは食品衛生法に

関係しているから、私は関係ありません、知り

ませんと。こんな縦割り行政いるんですか。も

うちょっと幅広く、あなた方は何のために水産

部にいるんですか。確かに、あなたがおっしゃ

るとおりです。食品衛生法は厚生労働省が所管

しています、だから私たち水産部としては、農

林水産省には言えますけど、厚生労働省には言

えませんと、こんなことありますか。漁業振興

課長、あなたもそんな考えですか。漁業の振興

を守る漁業振興課長として、あなたもそんな考

えを持っているんですか、お答えください。

【中村漁業振興課長】 確かに、法律の成り立

ちとか趣旨というのは、それぞれ違うと思いま

すので、先ほど漁政課長が申し上げたとおり、

水産部としては、そういうふうに整理をいたし

ているところでございます。

【山田(博)委員】 水産部長、長崎県の暴力団排
除条例というのがあるんです。この第22条に暴
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力団の利用の禁止と、事業者はその事業活動に

関し、暴力団の威力を利用し、または暴力団の

威力を利用する目的で当該事業活動に暴力団

員を従事させてはならないとか、あと、利益の

供与の禁止等もあるんですよ。事業者は、その

事業活動に関し暴力団員または暴力団を指定

した者に対して次に上げる行為をしてはなら

ないと。要するに、暴力団の威力を利用する目

的で、その金品、財産上の利益をすること、暴

力団の威力を利用したことに利益を供与する

こととか、いろいろ書いてあるわけです。

厚生労働省に水産部として漁業者を守る、漁

村を守るために声を上げていかないんですか、

それでも長崎県の水産行政ですか、水産部長。

【坂本水産部長】 暴対につきましては、先ほ

ど漁政課長、水産振興課長が申し上げたとおり

でございまして、最終的には関係部局において

所管する法令、条例、規則等の目的、趣旨、ま

た、規定内容を踏まえながら、どのような対策

ができるか、検討していただくことになろうか

と思います。

水産部といたしましては、いずれにしまして

も、暴力団の資金源とならないような取組は必

要というふうな認識を持っておりますので、こ

れまで国への政府施策要望の内容であるとか、

これまでとってきた取り締まりの状況につき

まして、関係部局と情報交換しながら、できる

限り県として足並みをそろえた対応となるよ

う、努めていきたいと考えております。

【山田(博)委員】時間がきましたので一旦終わ
りますけど、この問題は奥が深いんですよ。私

もいろいろこの事件の勉強をさせていただき

ましたけれども、こういった奥が深いことに初

めて気づきました。この奥が深いにもかかわら

ず、長崎県の姿勢というのは大変問われるんで

す。日本全国でも稀な事件だったんだから。所

管する漁業取締室が事件の捜査に協力したん

だったら、水産部は本当はやらんといけなかっ

たんだ。

時間がきたので一旦終わりたいと思います。

【大場委員長】 ほか、質問はありませんか。

【近藤委員】 私の方から2～3、質問させてい
ただきます。

養殖業についてですけれども、私の上五島と

か対馬とか、離島では養殖業がしっかりなされ

て、今回もいろんな災害の中、魚が死んだとい

う被害がありました。

松浦湾においては、毎年、赤潮が出て、その

被害が出ているわけです。養殖業者にしても、

例えば、自分たちのミスで魚が死んだというの

は、それは納得し得るところがあるんだろうと

思うんです。でも、自然災害とか、特に赤潮な

んかで自分たちが手塩にかけて大事に育てて

きた魚が死んでいくというのは、本当、ただ魚

が死んだだけじゃなくて、1年間、2年間費やし
た自分たちの苦労が一発で台なしになってし

まうような形なんです。特に、伊万里湾では赤

潮というのが3年間続けて起きているわけです。
いろんな形で、この中にもあるんですけれど

も、伊万里湾自体の地形が佐賀県と長崎県に、

松浦市は長崎ですけど、湾の奥は伊万里市とい

う形で、両県の連携というのが何か必要じゃな

いのかなと思います。ここの中にも佐賀県との

連携強化と書かれているんですけど、今現在、

どういうふうな連携をとられて、どういう話し

合いをしているのか、教えていただけないでし

ょうか。

【岩田水産加工流通課長】 佐賀県との連携に

つきましては、今年度も調査につきましては、

佐賀県と長崎県と連携して調査をしていただ
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いております。佐賀県海域については佐賀県が

調査をされて、うちの方は長崎県がしまして、

お互いに情報を共有しているという状況でご

ざいます。

来年につきましては、8月7日に佐賀県庁にお
きまして、長崎県と佐賀県、それから長崎県の

水産試験場と佐賀県の水産試験場が協議をい

たしまして、来年度以降、この対策をどう、も

う一歩踏み込んで何かできないかということ

で協議を開始したところであります。佐賀県と

しても協力はいたしますということで、今後、

さらに詰めて、実際に何をするのか。その時に、

例えば佐賀県の漁業者の方の了解を得ないと

いけませんので、そこら辺の作業を今から急い

で進めていくというふうに考えております。

【近藤委員】 いい答弁をいただいたんですけ

れども、現在も赤潮が発生して、その早い対策

の中で漁民と県とのいろんな、餌止めとかいろ

んな形でやっていただいているんですけれど

も、根本的に赤潮がなんで発生するのか、そう

いう関連で県の方では大体どこら辺まで原因

としてわかっているのか教えていただければ

と思います。

【岩田水産加工流通課長】 カレニア ミキモト

イにつきましては、根本的な発生原因というの

がまだ明確にわかっておりません。本会議の中

でも少し答弁させていただきましたけれども、

発生のパターンが幾つかわかってきたという

ところで、その初期の段階で何とか防除できな

いかということを今考えているところでござ

います。

【近藤委員】 私もいろんな形で、漁業者とか

関係者が話をしてくる中で、海底の問題がある

んじゃないのかと、海底にそういう原因物質が

あるんじゃないのかという、1回、海底を掃除

したような話を聞いたことがあるんですけれ

ども、海底に関しての情報とか研究とかなされ

ていたら、もしよかったら教えていただければ

と思います。

【吉田水産加工流通課企画監】 平成29年度の
伊万里湾の赤潮発生被害を受けまして、県では、

平成29年度に専門家で構成する委員会を設置
しまして、底質の改善が赤潮の発生や拡大の抑

制の可能性について検討しているところです。

具体的には、水質や底質、潮流などのデータ

をもとにシミュレーションモデルを構築して、

底質の栄養塩の溶出が、それを抑えることでど

のくらい効果があるかというふうなことを検

討しておりまして、今年度末には結果が取りま

とめられるというふうな予定になっておりま

す。

【近藤委員】 赤潮発生の原因が幾らかあると

思うんです。でも、伊万里湾を利用した中で、

養殖業者というのは、そこから逃げて、ほかの

ところに行って養殖するというわけにはいか

ないんですよね。3年連続して、また今年もく
るんじゃないか、また今年もくるんじゃないか

という形の中で、自分の子どもたちに継がせる

気持ちはないよとか。

私が一番心配しているのは、漁業者がもうこ

れ以上減ったら「水産県長崎」と言えないんじ

ゃないのか。例えば、漁業の技術というのは、

親子でずっと伝えていくことができるんです

けれども、漁場の整備というのは、ある程度行

政がしっかりやった中で、そこでどうぞ、もう

ける漁業をやってくださいとか、次につながる

ような対策が絶対必要だと思うんですよ。

だから、伊万里湾にはたくさんの漁業者がい

るし、水揚げもやっております。その中で赤潮

の原因を徹底的に究明した中で、いろんな形で
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赤潮が発生しないんだ、安心してそこで養殖業

でも何でもやってくださいという整備をしっ

かりやっていくのが一番大事じゃないかと思

います。

そこら辺、県として伊万里湾で今やっている

んですけれども、漁場をしっかりつくった中に、

そして漁業者を増やしていくという考えがあ

るかどうか、ちょっと教えていただければと思

います。

【岩田水産加工流通課長】 赤潮の原因究明に

ついては、水産試験場で今後も継続してやって

いくと思います。初期段階でどうやって軽減に

結びつけるかということもやっていきます。

一方で、養殖漁場の再編ができないかという

ことも、ちょっと長期的になりますけれども、

避難漁場をつくったり、夏場の間だけでもこっ

ちに逃げる場所をつくるとか、それについては

施設整備も必要になってきますけれども、そこ

ら辺につきましては、漁場の再編ということで

近々地元に行きまして、養殖業者の方、それか

ら市、漁協の方ともお話をさせていただいて、

どういう方策があるのかということを検討さ

せていただこうかなと思っているところです。

【近藤委員】 私のところの上五島とか離島関

係は、水産業が基幹産業です。その中で離島に

人口をとどめるとか、本当、上五島にソニーに

出てきてくださいとか、トヨタに来てください

と言っても、絶対無理です。その中でやっぱり

離島でそういう産業をしっかり育てていくと

いうのは、水産業しかないんじゃないか。水産

業を離島・半島でしっかり、今からでも子ども

たちにしっかり継いでいく。また、東京、大阪

からでも、水産業をやりたいから離島・半島に

来たいというような、長崎県独自にいろんな形

で水産業の発展を考えていただければと思い

ます。よろしくお願いします。要望します。

【大場委員長】 ほか、ありませんか。

【山田(博)委員】 それでは、ちょっとお尋ねし
たいと思います。

事前通告しているわけですけれども、まず、

長崎新聞でマグロ養殖事業者の違反事件に関

して県当局の見解をお尋ねしたいと思います。

クロマグロの養殖場というのは、長崎県の経

済にも貢献しています。そこで、クロマグロの

養殖業者は協定書を結んでますね。これは水産

部長が立会人ということで、マグロ業者と地元

の漁協がやっているわけですね。その中の第5
条に、簡単に言うと、コンプライアンスを重視

の上、本事業を推進するということになってい

ます。これはもちろん、長崎県の指導を仰ぎと

なっています。

今回、クロマグロの養殖事業者というのが、

まことに残念なことに、種苗の生けすをオーバ

ーしたということ、わかりやすく言うと、そう

でしたけど、当初、私がお聞きしてたら、7月
下旬までに陸揚げをする予定にしておったけ

れども、結局、陸揚げをして撤去したのはいつ

終わったのか、そこをまずお答えいただけます

か。

【中村漁業振興課長】 最終的に原因となった

生けすを撤去いたしましたのは9月3日でござ
いますが、この生けすの面積の超過が発覚して、

県が指導して、その面積を調整し、縮小したの

が7月22日となっております。
【山田(博)委員】 指導を仰いだと、いつからこ
んなことをしてたんですか。このマグロ会社と

いうのは、いつからこういったことをやってい

たかということをお尋ねしたい。

【中村漁業振興課長】 それは超過ということ

でよろしいでしょうか。
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【山田(博)委員】 はい。
【中村漁業振興課長】 実は、7月1日に生けす
が超過しているという情報を我々は得まして、

7月8日に現地調査、それから事情聴取を行いま
した。

実は、マグロ養殖では天然クロマグロの資源

管理が強化される中で、全国的にマグロの養殖

については、天然種苗の生け込みができる数量

とか、そこに設置できる生けすの面積を制限す

るということは全国的になっております。

我々は、7月8日、この情報を受けて調査を行
った結果、生けす設置面積の上限を3万9,705平
米としているところに、上限の約5％、1,808平
米の面積超過を確認したということでござい

ます。

漁協と、それから漁場を使っていた組合員に

事情聴取を行った結果、実は、例年に比べて養

殖業の出荷が遅れた。遅れている中に、次の種

苗を入れる時期が来てしまったので、6月上旬
に2基の生けすを設置したということになって
おりますので、6月の上旬からこういう状況に
あったということでございます。

【山田(博)委員】 6月上旬からそういった状況
があったと。極端に言うと、1カ月、2カ月、こ
ういった違反状態があったということで理解

していいということですか。これは大事なこと

ですよ。間違いなく、この2～3カ月だけの期間
の違反だったということで理解していいです

ね。それは間違いありませんね。

【中村漁業振興課長】 漁業権を管理している

漁協、それから、当事者の組合員に状況を確認

したところ、そういうことでございました。

【山田(博)委員】 それで、県としては、最終的
にこういった指導をして結果がどうなったの

か、そこだけお答えください。

【中村漁業振興課長】 先ほど申しましたよう

に、7月8日に指導し、7月22日には生けすの面
積は、一応縮小し、条件内におさめましたけれ

ども、出荷に使っていた生けす、これは85メー
トル掛ける65メートルという大きな生けすで
ございますが、その生けすも最終的には撤去し

てしまうという説明を受けましたので、私たち

としては、最終的な撤去まで確認をしますとい

うことで指導を続けていたところでございま

す。

ところが、8月に入りまして台風が、3つ続き
ました。それから豪雨の影響もあって、9月ま
でずれ込んだと。県としては、9月3日に撤去し
たという報告を受けましたので、4日に現地確
認を行って、最終的な生けすの配置も確認いた

しました。それにあわせて漁協からてんまつ書

の提出を受けたということでございます。

【山田(博)委員】 参事監、これは日本全国、こ
ういったことをやっているんですけど、こうい

ったやり方で全部やっているわけですね。結局、

これは始末書で終わったんですね、てんまつ書

ですか。

今、地元の漁業者は、「クロマグロの規制は

厳しくして、俺たちには厳しくしとって、こう

いったクロマグロの大きな会社には甘くする

のか、冗談じゃない。長崎県の水産行政はどう

なっているんですか」と私に言うわけだよ、漁

業振興課長。私は、何にも言えんわけね、これ。

「水産庁は、クロマグロはとるなと厳しく言う

とって、とったら罰則だと言いながら、とった

魚は捨てろとかいろいろ言って、売るなとか言

って、こういったクロマグロの大きな会社には

甘い処分をするのか、冗談じゃない」と。これ

は私も何と言っていいかわからんから、何と答

えたらいいですか。漁業振興課長は答弁を、よ
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けいなことを言うからさ。これはだめだ、話を

しにくいから、あなた、上手だからさ、答弁を

延ばすのがさ。だから短めに西さん、あなた答

えてくれんですか。

【西水産部次長】 今回の案件の業者に対して

は、県といたしましても、機会あるごとに厳し

く指導をしてきたというふうに認識をしてお

ります。しかしながら、結果として時間を要し

て、最終的に撤去するまでに時間がかかってし

まったということは反省をしたいと思ってお

ります。今回の委員会でのご指摘を受けて、さ

らにこういった業者に対する指導については、

水産部で情報を共有してしっかり取り組んで

いきたいと思っております。

【山田(博)委員】 これは国に上げて、国から話
は特段なかったんですか。これは国に報告は上

げましたか、水産庁はどういう見解であったか、

聞かせていただきたいと思います。

【中村漁業振興課長】 水産庁から、どういう

事実があったのかというお電話がございまし

て、概要を説明し、県としては、最終的には是

正をさせ、そして、てんまつ書をとり、最終的

には漁協と当事者に指導文書を手交したとい

うことで報告をいたしております。

【山田(博)委員】 ということは、それ以上の取
組がなかったということですか、それでいいん

ですか。

【中村漁業振興課長】 水産庁からは、それだ

けでございます。

【山田(博)委員】 これまた大問題だな。当の水
産庁が、日本全国、クロマグロを厳しくしてお

きながら、大手の会社には水産庁自らもこんな

ことすっとやんね。これはとんでもないことだ。

水産部としては、そういった始末書をしたわけ

だから、それ以上はどうしようもないけれども、

今後は、こういったことが二度とないようにし

っかりとした対応をしていただきたいと。漁業

者は相当怒っているんですよ。そういった声が

あるということをぜひご理解いただいて頑張

っていただきたいと思っております。

続きまして、漁港施設は、漁業者にとって利

用料金が安くなるように、水産部なりが取り組

んでいただいているわけですが、さっきのマグ

ロ養殖の海域もそうですけど、以前、私が当委

員会で質問させていただいているわけでござ

いますね。

その中に、一昨年の12月11日の当委員会で話
をさせていただいているわけですが、要するに、

海域は長崎県海域条例に基づいて料金が、漁業

者は水産部から土木部に協議をして、土木部が

海域管理条例を管轄している海域料金を安く

してもらうようになっているわけですね。こう

いうふうなやり方で港湾施設もぜひ料金が安

くなるように減免の要望をしていただきたい

ということの話をこの委員会でさせていただ

きました。

その時は、今は政策監になっております髙屋

さんが、私がそういった陳情をしたら、その意

向を踏まえて港湾の方と話をさせていただき

たいということでありましたけど、その経過は

どうなったか。もう半年以上たっているので、

水産部の髙屋政策監のことですから、一歩も二

歩も、いやいや三歩も五歩も、いやいや百歩か

二百歩ぐらい、進んだ答弁がいただけると私は

確信して今質問させていただいているわけで

すが、いかがですか。

【髙屋水産部政策監】 委員から今の件につき

まして委員会でお話をいただきました。その後、

直ちに私と当時の漁港課長と港湾課にお伝え

をいたしました。というのは、私に山田委員か
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らいただいた意見については、港湾課の方にお

伝えしたいということで、水産部の立場もあわ

せてお伝えしたいということでお答えしたと

ころでございます。

それから、港湾課の方ではご検討をさまざま

いただいております。そして、山田(博)委員か
ら今ご期待のお声をいただいたわけでござい

ますが、残念ながら、港湾課につきましては、

現在、既に漁業者、漁協、あるいは公共施設等

について減免を行っている以上の減免は難し

いという結論に至ったということでお答えを

いただいております。

したがいまして、いつ、これだけ下がるとい

うお答えはいただけていないというのが現状

でございます。

【山田(博)委員】 じゃ、お尋ねしますけども、

いいですか、海域管理条例で、じゃ、何％安く

なったんですか、水産部に土木部にお願いして。

今、現状の港湾施設というのは、漁業者は普通

の人よりどれだけ安くなっているのか、それを

お答えいただけますか。これは髙屋政策監じゃ

なくて漁港漁場課長でしょう。こういう細かい

ことは漁港漁場課長が答えんと。時間がかかる

のであれば別の質問に移りたいと思います。

続きまして、今、佐賀県の方で山口知事が、

長崎県の総務部長をされた山口知事ですね、が、

佐賀空港にオスプレイをもってくると。そした

ら、有明海の漁業者が、今、大変不安をしてる

んです。佐賀県の漁業者が魚がとれなくなるん

じゃないかと、佐賀の漁業者が魚がとれなくな

るということは、長崎県の漁業者も魚がとれな

くなると。これは大変だ、大変だと言って、も

う困っているわけですよ。そういった声が、ど

んどん、どんどんくるんですね。多分、あそこ

にいらっしゃる長崎県の重鎮である徳永委員

にも要望すると漁業者が言ってました。たまた

ま私は空港で会ったから、そういった話があっ

ているわけでございまして、これ、佐賀県の漁

業者と一緒になって、佐賀空港にオスプレイを

もってくるに当たって漁業被害もあるんじゃ

ないかと、こういった声が上がっているわけで

ありましてね。

漁業振興課長、今、佐賀県の山口知事は、佐

賀県の漁業者のことだけ考えてオスプレイを

もってくる、そうじゃないんだよと、長崎県の

漁業者のことも考えてもらわんといかんとい

うことを言っていただきたい。いいですか。な

ぜならば、諫早湾干拓の時だって、長崎県だけ

と思ったら佐賀県にも影響が出てきたんだか

ら。ということは、この仕切った湾の中では、

いろんな要因によって漁業に影響が出てくる

というのが明らかになったんです、それが諫早

湾干拓でわかった。ということは、オスプレイ

だってね、その影響が出てくるのは間違いない

と私は確信している、という漁業者がたくさん

いるわけでございます。ということは、漁業振

興課長、頑張ってもらわんといかんよ、あなた。

最近、やせ細って健康は大丈夫かと心配してま

すよ。おいしいものを食って、今日、イスズミ

でしたか、ちょっとあれはかたかったけどね、

あれをやわらしくしたらよかったと思うよ、今

日食べたけど。

漁業振興課長、見解を聞かせていただきたい。

【中村漁業振興課長】 九州防衛局がオスプレ

イが飛行する騒音に対しての影響調査を行い

まして、8月6日に中間報告を出されております。
今、山田(博)委員からお話がありましたよう

に、オスプレイの配備計画に対して佐賀県の漁

業者からコノシロ漁などに影響があるのでは

ないかというお声があるということで、このよ
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うな調査が行われたということでございます。

本県の有明海でコノシロ漁が漁獲対象とな

っている漁業というのは、諫早湾周辺の流し網

漁業と、それから、沿岸部の定置網、いずれも

沿岸域の共同漁業権の中で操業されている漁

業でございまして、現在、調査をされた佐賀県

の南方の海域まで出漁するという漁業者は長

崎県にはいないということでございます。

ただ、一本釣りとか投網などの自由漁業とい

うのがございまして、これは幅広く操業するこ

とは可能です。

今回の報道を受けまして、関係漁協にお尋ね

してみましたところ、島原以北の4漁協にお尋
ねしたところ、佐賀県との県境に近い太良町付

近まで出漁する者が2名いるという報告は受け
ておりますが、佐賀空港の南方海域にまで出漁

する者はいないという、今のところ、そういう

状況でございます。

現状では関連する情報がほとんどございま

せんものですから、水産部としては、今後の動

向を注視をしていきたいと考えております。

【山田(博)委員】佐賀空港沖の魚に影響が出る
んじゃないかということで、漁業というのは、

一本釣りにもいろいろあるわけね。そこの中で

一つ言えるのは、長崎県の漁業に全く影響がな

いということは言えないということでしょう、

全くないということは。魚というのは、ずっと

その場にいるわけないんだから、それは溝口委

員もご存じのとおり、魚はずっとそこにいるわ

けないんだよ、ぐるぐる、ぐるぐる、あっちこ

っち回るんだから、漁業振興課長。

そういうことであれば、全く影響がないとは

言いきれないわけでしょう。だから私はこれを

注視して佐賀県の山口知事に、オスプレイが配

備されるという時に長崎県の漁業者のことも

考えながら慎重にやってくださいということ

を言わんといかん。

この前、イセエビのことを言ったろう、イセ

エビ。イセエビの次はオスプレイ、そういうこ

とですよ、漁業振興課長。山口知事にちゃんと

長崎県の水産行政というのはどれだけ重みが

あるかというのをわからせんといかんとよ。そ

の中の漁業振興課長よ、あなた。私がなられん

ところに、あなた、おっとやっけん。漁業者の

心と声をしっかり酌んで佐賀県の山口知事に

言ってもらいたいわけだよ。いかがですか。

【中村漁業振興課長】 九州防衛局が調査をし

た結果は、ヘリコプターがコノシロの魚群の上

空を飛んだ時に魚群がどういう行動を起こす

かというのを調べたというふうに報告されて

おります。その結果が、45例中44例で深いとこ
ろに潜ったと、表面で泳いでいたのが潜ったと

いう報告が今あるのみでございます。

ただ、佐賀新聞によりますと、防衛局は、魚

の行動に何らかの影響を与えるということは

わかりましたと。しかし、一方で、操業への具

体的な影響というのは、実際に運用してみない

となかなかわからないというようなお話をさ

れたというふうに新聞に報道されておりまし

たので、コノシロの生態とか資源への影響など、

具体的にどういう影響があるかというのは現

在ではわからないという状況でございます。引

き続き、情報収集に努めてまいりたいと考えて

おります。

【山田(博)委員】 そうだよ、引き続きしっかり
やらんといかんということですよ、それは。長

崎県の漁業に影響があるかないかというのは

きちんと注視しながら、すぐ、佐賀県の山口知

事に行かんといかん、準備万端にしとかんとい

かんですよ、漁業振興課長。ぜひ頑張っていた
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だきたいと思っております。

時間がきましたので、一旦終わりたいと思い

ます。

【大場委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ２時３８分 休憩 ―

― 午後 ２時３８分 再開 ―

【大場分科会長】 委員会を再開します。

しばらく休憩いたします。

2時50分より再開いたします。

― 午後 ２時３９分 休憩 ―

― 午後 ２時５１分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

【徳永委員】 幾つか質問させていただきたい

と思います。

まず、有明漁協についてですけれども、私の

地元でもあります有明漁協は、島原半島でも漁

協としては大きな漁協でしたが、いろんな問題

がありまして閉鎖ということで、今回、新役員

も選任されたということで、一定、我々も安心

しております。

ちょっと聞きたいのは、再開までに時間がか

かったということ、これはどういう理由があっ

たのか、まずお聞きしたいと思います。

【松尾漁政課長】 昨年8月に、まずは役員の改
選の請求が組合員から出されました。その後、

9月になりまして全役員が辞職をすると、それ
から、職員についても退職するということで事

務所が閉鎖するという事態になりました。

そういった事態を受けまして、県としても、

まず早急に役員を選任するようにということ

で指導をしてまいりましたが、地区が3つござ
いますけれども、その地区の中で意見が相違す

るということがございまして、県といたしまし

ても、地元に二十数回入りまして、また、折衷

案等も提示しながら、新しい役員が選任される

ように指導してまいったわけですけれども、ど

うしても各地区の意見の相違がなかなか埋ま

らなかったということで1年近くたってしまっ
たという状況でございます。

【徳永委員】 私も、前漁政課長、今の漁政課

長にもいろいろお話をお聞きしましたけれど

も、私が感じたのは、行政の方が指導というか、

そこに入って指導するのに、ある程度制約じゃ

ないですけど、なかなか踏み込めない点があっ

たと。その一つは、理事の役員の選任等もある

んでしょうけれども、ここがどうしても組合組

織になれば組合法もあるんでしょうけれども、

しかし、やはり県、そしてまた漁連等が関与し

ていかなければ、なかなかこれは難しいと。た

だ、組合にやれやれと言っても、3地区のいろ
んなしがらみ。特に、ここの組合は過去からそ

ういう歴史的な問題もあるものですから、そう

いう意味では非常にご苦労をされ、そしてまた、

今回あったことは理解をしつつ、今後の課題と

すれば、第2の有明漁協のようなところが出な
いように、今回のセンサスについても非常に経

営体数が減っているという中で、こういった組

合組織が弱体化、そして、こういう問題があっ

た時に、これがまとまり、再開するのに、そう

いった問題が起こるということは、やはり県民、

そしてまた地元の人間にとっても、今後、この

ことを機にスピーディーな対策等をとってい

ただきたいと思いますけども、今回のことから

学んだこと、今後、こういった対策を講じなけ

ればならないということがあれば答弁をお願

いしたいと思っております。

【松尾漁政課長】 水産業協同組合、漁協につ

きましては、まず、組合の自治というものがご
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ざいまして、意思の決定等につきましては、漁

協の方で自主的にやっていただくというのが、

まず基本原則としてございます。

ただ、多数の関係者に重大な影響を及ぼすと

いうこともございますので、そういった意味で

は公共的な性格も一方で有しているというこ

ともございます。そういったことで行政庁とし

ての指導監督をしているということがござい

ます。

今回、役員の選任に県が立ち入って調整をし

たということでありますが、それは異例のこと

でございまして、基本的には漁協の方で、それ

は通常は調整をしていただくべきものでござ

います。そこについては県も、これまでにない

くらいの形で立ち入って、それは調整をさせて

いただいたところでございます。基本的にはそ

ういったことでございます。

いずれにしましても、漁協につきましては、

今後、水産改革等をやっていく上におきまして

も、非常に基盤となる組織でもございますので、

そういった業務の執行体制につきましては、し

っかりしていただく必要があります。

そういうこともございまして、昨年度から検

査の体制についても見直しまして、現物検査に

ついては毎年行う。それから、検査の執行につ

きましても、本庁の方で集約いたしまして、銀

行のＯＢ、専門的な職員を雇いまして、そうい

ったリスク管理につきましてもしっかり見る

という形にしております。

そういった検査の見直しをしたものにつき

まして検証しながら、適宜、見直しも図りなが

ら、しっかりとした指導ができるように努めて

まいりたいと考えております。

【徳永委員】 課長は今年来られて、問題を継

続しながらしっかりやっていただいたと思っ

ております。今後ともお願いしたいと思います。

そういう中で政策監、政策監は有明漁協に関

してもよくご理解をされておりますけれども、

今回、大きな問題は、3地区の問題もあります
けれども、組合内での会計処理が大きな問題だ

ったと聞いております。これが1年目には、ま
ず組合の中で不透明な会計については保留を

したと。来年しっかりとした報告をすれば、そ

れはそれで総会も、その決算を認めたというこ

とだったけれども、いわゆる2年目でなかなか
それもできなかったということ。

こういうことは県でもわかっていた事実だ

と思うんですよね。我々から見れば、だからこ

そ、そこでもっと早く対策が講じられなかった

のかなと思うところがあったものですから、そ

ういったところが実際県としてそこまで、結果

的に長引いてしまったものですから、私はそこ

が一番問題だったと思うんですけど、その辺は

どういうふうに理解され、また、反省点があれ

ばお答えいただきたいと思います。

【髙屋水産部政策監】 結果的には、今、委員

のご指摘があったように、事が起こってから今

に至るまで2年近く時間が経過いたしましたが、
もともと事の発端、もめごとといいますか、混

乱の発端が、今ご指摘があった経理不突合が発

生してしまったというところに綻びがござい

ました。

私どもとしましては、先ほど漁政課長が申し

ましたとおり、そのことも踏まえまして、経理

上の問題が起こりやすい現金勘定のところは、

今後、集中的に検査をしなければならないだろ

うということで、2年に1回だったものを現金に
ついては、抜き打ちで、無通告で漁協に入ると

いうことで体制を改めさせていただきました。

それが全てではないんですけれども、そのこと
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によって漁協の現金管理、出納管理が是正する

とともに、いつ県が来るかわからないというこ

とでの牽制といいますか、言葉を選ばなくて言

えば牽制ですね、にもつながりますので、そう

いったことを充実しながら、今回のことを反省

しながら検査に取り組んでいきたいと思いま

す。

それから、先ほど漁政課長が言いましたよう

に、技術的な面では専門的な職員を育てるとい

うことと、外部の銀行のノウハウを持ったＯＢ

の職員にも加勢をしていただくということで、

検査部門の独立性も保ちながら指導していき

たいと思っております。

もう一つ加えて言えば、実は、普段寄せられ

る情報というのも結構大事でありまして、県だ

けではつかみきれない情報というのがありま

す。それは漁協系統団体であったり、あるいは

周辺の漁協であったりというところもござい

ますので、そういった情報も普段から取り入れ

ながら検査の着眼点として、そこも見てまいり

たいというふうに思っております。

【徳永委員】 ありがとうございます。今回の

組合の問題、これは次、どこにまたそういった

問題が出るかわかりませんので、今回の問題を

教訓として、政策監、また、漁政課長が言われ

たことを今後に生かしていただきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

もう1点、この前、島原漁協のアワビ養殖を

大場委員長のもと、見学に行きました。最近、

組合長とお会いした時に、アワビの養殖を一生

懸命やられていますけれども、ただ、販路がな

かなか厳しいんだということをいわれており

ます。非常にいいアワビを、そしてまた、聞け

ばどんどん売れるんじゃないかなと思うわけ

です。

島原漁協のみならず、私は、県内の漁協と

か水産関係者が養殖等で頑張っておられるけ

れども、農業も一緒ですけれども、養殖、栽培

するのはできるけれども、一番の問題は販売な

んですね。このことに対して、県の方でそうい

ったことを把握され、どういった対策をとられ

ているか、お答えいただきたいと思います。

【岩田水産加工流通課長】 委員からお話があ

りましたとおり、各漁協で持っておられる加工

場でいろんなものをつくられておりますけれ

ども、やっぱり販売力が弱いというところがご

ざいまして、県の水産部の方でも単独事業で、

売れる商品開発・生産加工連携による販売力強

化事業というものを用意しております。これで

は、漁協さんとかがつくられましたものの販路

の開拓とか販売促進にかかる経費、例えば、展

示会に行かれるとか、商談会に行かれるという

時に、うちの方で支援をしますよということと、

もう一つは、外部のバイヤーを漁協に呼びまし

て、バイヤーの方に物を見てもって、ここをこ

ういうふうに改良した方がいいですよとかい

う助言をいただいて販売につなげていくとい

うことの支援をしております。

【徳永委員】 これは前からやっていることは

私も知っていますけれども、ただ、私がいつも

残念に思うのは、いつも委員会で言うんですけ

れども、水産県長崎という、これは全国で2位、
これを全国の方に聞いても全く知らないんで

すね、悲しからずや。「北海道は有名です。え

っ、第2位は長崎県なんですか」と。ここをし
っかりやっていけば、ある意味、ブランド力が

つくわけなんですね。長崎県がそれほどの水産

県であるということを知らない。

そういう中で一つの問題は、長崎空港なんで

すよ。長崎空港の販売ブースを見に行ってみれ
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ば、一番奥の方の壁ぎわにちょっとあるぐらい

で、よそから来られた方に長崎県がそんな水産

県だということを玄関口でさえＰＲしてない

ということ。ここをもっと活用していただきた

いと思うんですけど、その辺どうなんですか。

【岩田水産加工流通課長】 今ご指摘がありま

したのは、長崎空港にあります「長崎俵物」の

アンテナショップだと思いますけれども、農協

と一緒に、「長崎県四季畑」ですとか、「長崎

俵物」も一緒に販売しているところでございま

す。

ご指摘のとおり、ちょっと狭いということと、

俵物に偏ってといいますか、俵物を集中して置

いておりますので、品揃えも俵物に偏っている

状況ですので、今後、あそこにもうちょっと力

入れまして、ほかのものも売れると。例えば、

漁協などでつくられました新しい商品につい

て、あそこでテスト販売をするとか、そういう

ことを今後考えていきたいと考えております。

【徳永委員】 できれば大々的に水槽をつくっ

てやるとか、水産県長崎だという、ちょろちょ

ろとやるよりは、もっと一番を目指すことをや

るとか、そういう対策をしなければだめだと私

は思うんです。

そして、よく聞くのは、蒲鉾も余りないんで

すよね。蒲鉾関係者に聞けば、とにかく売店で

のマージンが非常に高いと、これはいろんな方

から言われます。実際、今、どれぐらいのマー

ジンを取られるんですか、あそこに出せば。

【岩田水産加工流通課長】 マージンは押さえ

ておりません。申し訳ありません。

【徳永委員】 これ一回調べてください。私が

ここで言えば、「えっ」となりますからね。結

構高いんですよ、いろんな方に聞けば。「なん

で出さないんですか」と言ったら、皆さんが異

口同音に「高いんです」と。そして、売ったも

のの回収もすぐ。高いわ、そして、お金の回収

は遅いと、そういう意見ですよ。事実かどうか

は確認していだたきたいんですけれども、まず、

そういうところを県も。空港ビルディングは、

どういう組織ですか。

【岩田水産加工流通課長】 恐らく県も出資し

ていると思うんですけれども、ＮＡＢＩＣとい

う会社が運営しておりまして、そこにアンテナ

ショップも家賃を払っている状況でございま

す。

【徳永委員】 あそこは県から結構いっている

でしょう。だから、県とはそういう関係ですよ

ね。多分、補助金もいっているはずなんですよ

ね、そこには。それが事実であれば、そういう

ところが販売マージンを高く取ると、それはち

ょっとどうなのかと。ここはよく調査をして、

これは水産部だけの問題じゃないです。観光に

も影響しますけれども、そういったところが窓

口になって、どんどん水産物をＰＲして、北海

道なんかにいけば、まずカニとかしっかりとや

ってですよ、やっぱり北海道は全国一の水産王

国だと、それは一目瞭然なんですよ。長崎に来

て、長崎が2位なんて、そんなことは誰一人思
いませんよ。そういったところを、養殖マグロ

も日本一ですね、フグも一緒ですよ。全く知ら

ない。

だから、これだけの財産を持ち、それだけの

ものを持ちながら、いろいろと県もやってはい

るけども、なぜ、なかなかそれ以上の効果が出

ないのかということをもっと考えていかなけ

ればならないのではないか。これは私の個人的

な思いですけど、そういうところが一番根本に

なるのではないと私は思います。

そういう意味で、水産部長、どう思いますか。
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あなた、東京から来られていますけれども、客

観的な目で見れるでしょう。

【坂本水産部長】 長崎県においては、魚種が

豊富であるとか、委員ご指摘のあったクロマグ

ロの養殖が日本一であるとか、フグの養殖も日

本一であると。売れるものが揃っていると思い

ますので、そういった売り込みについて、どの

ような形で戦略的に行っていくかということ

については、関係部局を含めながら積極的に取

り組んでまいりたいと考えています。

【徳永委員】 東京から来られていますから、

第三者的に見れるじゃないですか。そう思うで

しょう、水産県長崎がなかなか認知されないと

いうこと。その辺、どう思っていますか。

【坂本水産部長】 実際、他県の事例を見ます

と、水産物を売りにして賑わいづくりといいま

すか、実際に人を集めて食べてもらって賑わう

場が各所にあるなというふうに感じます。それ

に比べて、長崎は、その点では他県に比べてま

だまだ取り組むべき課題が多いというふうに

認識しています。

【徳永委員】 これで終わりますけれども、長

崎魚市場は、ここにあったわけですね、これが

移転をした。これはやむを得ない事由もあった

んでしょうけれども、そういう中で、もしその

まま残っていればどうだったのかなと、ここが

魚市場として、また、朝市でそれだけの魚、他

県から来られた観光客は、そうか、長崎県は水

産県であるという、ここも我々にすれば、いろ

んな問題があって魚市場が移転した。これを否

定することはないんでしょうけれども、そうい

った外部から見た時の要素というのがいろい

ろあるわけなんですよね。さっき部長が言われ

たとおり、そういうものもないということであ

れば、そういうところをもっと部の方でいろい

ろと調査をしながら、そして、水産県長崎とい

うものをいかにして認知をしてもらうか。第2
位の水産県であるということは、紛れもない事

実でありますから、おいしい魚もあるんですか

ら。ここを今後対策をとっていただきたいと思

います。

以上で終わります。

【大場委員長】 ほか、ありませんか。

【麻生委員】 何点かお尋ねしたいと思います。

まず最初に、1ページの漁業センサスについ
ての調査報告がありますけれども、長崎の就労

状況が大変高齢化していて、廃業される方も結

構多いということでありまして、ここに詳細に

データを分析して対応を検討してまいりたい

ということですけれども、どういう対策をとろ

うと検討されるのか、お尋ねしたいと思います。

【松尾漁政課長】 漁業センサスは5年に1回の
調査でございますけれども、この概数について

公表されたところでございます。

今後、詳細なデータにつきましては、来年の

1月に公表される予定になっているということ
でございまして、地域別についてのデータ等に

つきましては、それを公表された後に、そこは

しっかりと分析をしていきたいと思っており

ます。

まず、今回、公表されたものにつきましては、

経営体につきましても、漁業者につきましても、

かなりの割合で減っているということでござ

います。

そういった中で、本県としての生産量、ある

いは生産額をいかに維持していくかというこ

とになりますと、やはり一人一人の漁業者の生

産量なり生産額、あるいは所得を上げていかな

いといけないと考えております。

したがいまして、これまでも水産部としまし
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ては所得向上対策に力を入れてまいりました

けれども、そういった形でこれまで取り組んで

きました所得向上対策、あるいはそれを支える

資源管理、あるいは漁港等の基盤整備、そうい

ったものにしっかり取り組んでいって、それぞ

れの漁業者の所得を向上させるということに

ついて取り組んでまいりたいと、そういう方向

になるのではないかと考えております。

【麻生委員】 今度、漁業法が改正されて総量

規制といいますか、収入の状況も制限される中、

やめる方は、小規模、高齢の方たちの就労者が

多かったのではないかなと。そういうことによ

って、県に問い合わせましたが、一方ではＦＲ

Ｐ船あたりの廃船が増えてくると。県内でも今

2万隻以上の状況があって、20年計画では1万
8,000隻近くあるということでありますけれど
も、今後、ＦＲＰの廃船処理が県内でうまく進

んでいませんけれども、今後、どういう形で離

島を含めて対策をとろうとされているのか、流

れを教えてもらえませんか。

【森川漁港漁場課企画監】 ＦＲＰ船の廃船処

理につきましては、昨年度、五島市におきまし

て、現地でスクラップ解体し減容して、それを

本土にもって来るという、今まで丸ごと1台、
輸送しなければいけない状況でありましたも

のを現地での中間処理を行うことによって経

費を抑えようという実証試験を行いまして一

応の結果が出ました。

今年度は、その結果を事例集として取りまと

めましたので、それを壱岐と対馬におきまして、

「リサイクル協議会」という協議会をつくりま

して、その事例集をもとに、それぞれの地域に

おいて今後どのような形でやっていけばいい

のかというところをご検討いただくというこ

とを考えております。

【麻生委員】五島市では200万円程度の予算で
協議会をつくったということですけれども、今

後、壱岐とか対馬も同じような予算措置ができ

るんですか。

【森川漁港漁場課企画監】 昨年度、実証試験

として行いましたものですから、現地での解体

費用については補助させていただいておりま

すけれども、事例集ができ、今年度は、壱岐と

対馬に普及する段階にありますので、解体への

補助の予算は組んでおりません。

【麻生委員】 片方では個人の財産であって、

なかなか税が投入できないというジレンマが

あります。全国的にＦＲＰ船の問題は大変な課

題になっていますけれども、国に要望しても、

なかなか水産庁は予算を付けてもらえません

けれども、政策監、どうなんでしょうか。国と

して水産庁の動きは、何か目新しい動きがある

んでしょうか。

【内田水産部参事監】 今年度、水産庁、それ

と国土交通省の海事局の方に要望してまいり

ました。

このリサイクルのシステムをつくることと

なった場合、自動車と違って、全体の総量が非

常に少なく、システムの維持が困難であるなど

の問題があるということは聞いておりますけ

れども、引き続き、リサイクルの体制は重要だ

ということで我々も引き続きしっかり要望し

ていきたいと思っております。

【麻生委員】 前に指摘しておりましたが、野

母崎にこの前、行ってきました。野母崎の港に

もエンジンを外して係留しているものだから

台風で沈んで、それを引き揚げて処理するのに

かえってお金がかかっていると、何か矛盾を感

じるわけですね。事業者がやったことを行政の

お金で、なんで処理をしてやらんばいかんのか



令和元年９月定例会農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２５日）

- 101 -

と、管理をちゃんとせろよと。これは対馬に行

った時もそうでしたよ。オイルフェンスを張っ

て浅茅湾に置いているわけですよ。「なんでフ

ェンスを張るんですか」と言ったら、廃船があ

って油漏れするんですよと。そういう状況があ

っている中で、管理をきちっとやるべきじゃな

いかと。漁船のナンバーを消して置いている状

況があるわけですね。ブローカーもおられると

いうことも聞いていますけれども、今後、長崎

県内でも就労されていた方が廃業するという

ことになると、それぞれ持ち船があるわけです

ね。そういう持ち船が増えてくるわけです、係

船されているんですね。牧島でも泊めているう

ちの3分の1ぐらいは操業してませんよという
話をしているわけですよ。

そういう実態が明らかに増えてきている中

で、いずれ溢れてくるわけですよ。個人の持ち

物だからと、漁業関係のね、あるんですけれど

も、早く対策をとってもらって、県内も含めて、

離島も抱えているわけですから、抜本的な対策

をとってもらわないといけないなと。

一つ、今、五島でリサイクルをやっていると

いうことで、ここは造船所ですから船の解体、

分別もちゃんとされていらっしゃるという状

況と聞いているわけですけれども、こういった

専門業者と連携しながら、地元の生業をしっか

りつくっていくということは大事だと思いま

す。

地方創生と言ってやっても、各離島に造船所

とか機械をメンテナンスするところがないと

漁業自体が成り立っていかないわけですね。だ

から、そういう生業をどうやって維持していく

か、彼らにやってもらうかということを、漁業

収益の中でも、そういう周りの仕事をちゃんと

つくって育成していくということも、もちろん、

魚が揚がるから、その関係でやるんでしょうけ

れども、共倒れになってくるわけですね、魚が

揚がらない、収益が落ちる。そしたら、そうい

う業種で働いていた人たちが、もう生業ができ

んからと言って廃業すると。そしたらもう、逆

に言えば、船の届けをしてやろうかと思っても、

なかなかうまく船が走らないという状況にな

って、そういう負のスパイラルが広がると思う

んですよ。そこら辺のことをしっかりやってい

ただく対策をお願いしたいなと。

それと、このセンサスを見ると、小さいとこ

ろは、なかなか厳しいんじゃないかなと。今後、

企業体としてどう育成していくかということ

の状況になろうかと思うんですけれども、その

辺について県の指導をお願いして、牧島のトラ

フグの皆さんの経営支援の中で、要は、個別の

経営環境の改善をちゃんと見てくれませんか

とお願いしたんですけれども、そこら辺の方向

性についてのお考えはどうなんでしょうか、お

尋ねしたいと思います。

【川口水産経営課長】 委員ご指摘のトラフグ

養殖業者の経営指導関係でございますが、長崎

市たちばな漁協が非常に厳しいということに

関しましては、数年前からお聞きしておりまし

て、まずは我々、金融の方も持っておりますの

で、金融対策でしっかり運転資金が回るような

対策をとっております。

それと、個別経営体の指導につきましては、

これまで個別の指導を行ってまいりましたが、

トラフグ養殖業者についても、これまで11経営
体の県内での指導の実績がございます。それで、

例えば、橘漁協の組合の方も指導の事例がござ

いまして、生産性向上と餌料のコスト減を目的

としていろんな取組について我々も経営計画

のサポートをし、その計画の実現に向けて支援
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を行っている状況でございます。

【麻生委員】 先ほど申し上げたのは、ＦＲＰ

船の解体も含めての状況からの話なんですよ。

要は、各離島でもそうですけれども、そういう

周りにおられる方たちに支えてもらっている

わけです。そして、漁をやっている人たちが一

緒になって地域社会を支えているわけですよ。

漁が減るということになると、もう島で生業が

できなくなって、みんな、島を離れるという状

況になる。

だから、漁業に対して、前回の委員会では対

馬の話をしましたけれども、もっと戦略的にぜ

ひ展開をお願いしたいなと。

あと、ＦＲＰ船の体制についても、そういう

組織をつくってもらって、連絡協議会はあるで

しょうけれども、県内でしっかりとした状況を

つくってもらってやることはできないのかと

思っているものですから、離島の担当者を集め

るか、こちらから出向くのかわかりませんけれ

ども、そういう対策会議をきちっとやってもら

って自然環境にやさしい、そして、ＳＤＧｓじ

ゃありませんけれども、環境破壊しない、環境

にやさしい漁業に取り組んでもらいたいなと。

今後は就労する人が少なくなってくるんで

しょうけど、生産性を上げるという話もありま

したけれども、どうやって生産性を上げるかと

いう抽象的な話になるからあれですけど、具体

的な戦略がないとできないですよ。今、魚が入

っているわけですよ。サンマ漁だって、600カ
イリぐらい行かないととれんということでや

っているわけですから、今後はもうかる漁業と

いうことで話があるかもしれませんけれども、

温暖化で魚がいなくなってきている。総量規制

で、はっきり言って、とる量を減らせとなって

いるわけですから、今後は数量管理をされるわ

けです。そうなると、農林漁業じゃありません

けれども、要するに、マルキン関係の政策がで

きるかもしれませんけれども、そういったこと

で漁業者の皆さんの明るい光が見えるような

取組をせんと、漁業に魅力がないから高齢化し

ていって最終的にはやめるというパターンに

なるので、水産県長崎として、もっと明確な取

組の、先が見えるように皆さんのお力をかして

いただいてやることができないのかどうか、そ

の対策はどうなんでしょうか、そこを教えてい

ただきたいと思います。

【内田水産部参事監】 まさに、今、委員がお

っしゃられたとおり、漁業地域の経済を回して

いくためには、漁船が出漁するだけではなく、

水産物を揚げた時に流通の関連施設も必要で

しょうし、船を直すような機械屋さんであるだ

とか、修理工であるだとか、こういったものが

ないと、漁船もうまく漁業活動ができないだろ

うと思っております。

まさに、漁業が地域の経済全体を支えている

地域も非常に多いということでございまして、

こういった地域の漁港の整備であるとか、ある

いは所得向上対策であるとか、こういったこと

を総合的に組み合わせながらしっかりと進め

ていかなければいけないだろうなと思ってお

ります。

ＦＲＰ船の話につきましては、昨年度、五島

で調査しておりますけれども、今回は壱岐と対

馬でやっております。これも関係者が非常に多

いだろうと思っておりまして、地域の関係する

ような造船であるとか、こういったところにも

声をかけて全員で解決を図っていくように、み

んなで協議会を立ち上げて、現在、話し合いを

しているところでございます。

いずれにしましても、地域全体で関係者が集
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まって漁業を支えていく。今やっているものは､

ＦＲＰ船に対して調査をしているというお話

でしたけれども、そういった部分もしっかり取

り組んでいきたいと思っております。

【麻生委員】 ＦＲＰ船の解体については、所

有者の負担が大きいんですね。高齢化していま

す、年金暮らしですよ。そういう意味で、1隻、
50万円、60万円かけて処理できるのかというこ
とも反面あるわけですね。税金を入れろという

人もおりますよ。だけど、個人の資産だからで

きないでしょう。それははっきり言って国の政

策もあるんでしょうけれども、その前提で、漁

協の中でできるかどうかわかりませんけれど

も、そういったことも検討してもらわないと造

船所だって民間の企業でしょうから、なかなか

それはボランティアではできませんから。そう

いったことで経済が回るような仕組みづくり

を考えてもらいたいなと。

私が話しているのは、造船所も365日間、忙
しいわけじゃありませんと、国の対策でやって

もらえばいいんじゃないかという話もしてい

るとこなんですよ。だから、そこら辺のことは

しっかり、こっちに任せればいいんだという話

だけじゃなくて、そこら辺の痛みもあると思っ

ていますので、ぜひそこら辺については県下の

全体的なものからカバーしてあげてやるべき

じゃないかと思っているんですよ。

だから、今後は、ＦＲＰ船の登録料を取ると

いう制度はありませんけれども、そういったこ

とを考えることが、逆に港湾で係船している中

から少しお金を回すとか、そういう税制全体の

中でどうすればいいかということを考えても

らって、環境整備の中でやってもらうことも一

つの手だてかなと思うんですね。

それは提案しておきますから、ぜひ検討して

いただいて、民間業者が解体でもうかるという

話ではありませんよと、現状ではね。だから、

どうカバーするかということは港湾整備の中

とか全体の中で、係船の問題とかいろいろある

でしょう。漁協からも少しお金を出してもらう

とか、そういったことも制度として検討してい

ただいて、そして、国にも少し補助を出しても

らうような仕組みづくりをしっかり働きかけ

ながら、私たちも国会議員にお話ししながらや

っていきたいと思いますので、どうか粘り強く

取り組んでいただきたいということを要望し

て、終わりたいと思います。

【大場委員長】 ほか、質問はありませんか。

【山田(博)委員】 それでは、通告した残りを、

委員長にお許しをいただく範囲内で質問させ

ていただきたいと思います。

まず、水産庁にサンゴの調査をしていただい

た後に五島のサンゴの漁業が大変盛んになり

ました。五島のサンゴの関係者は高知県まで持

って行っているわけですね。これからの離島の

振興も含めて、唯一、長崎県の中でこれだけの

サンゴを取り扱うのであれば、サンゴ市をぜひ

長崎県の五島でも、水産業の所得の向上の一環

として、地域振興の一環として、取引の、市場

の開設ができないだろうかという話がありま

す。

この件に関して県当局の見解をまず聞かせ

ていただきたいと思います。

【中村漁業振興課長】 高知県は日本の中で宝

石サンゴの漁獲が多い県でございまして、現在、

2つの協同組合が入札会という形で高知県で開
催されていると伺っております。

長崎県では、現在、5隻が許可を受けて操業
しておりますが、そういう入札会に持ち込んで

高値をつけたいという思いもあって、現在、五
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島漁協さんが中心となって、その入札会に参加

をいたしているところでございます。

私が知る限りは、現在、入札会に関していろ

んな制限があるということではございません

で、サンゴが一定まとまって、そして、入札会

を開催しようとする地元の者がいれば、それは

開催できるのかなと思っておりますが、高知県

の状況をもう少し調べてみたいと思います。

【山田(博)委員】 ぜひですね、特段の制約がな
いということであれば、漁業振興課長ね、漁業

振興のためぜひ頑張っていただきたい。あなた

ならできると思っているわけでございます。

続いて質問したいと思いますが、先ほど、漁

港漁場課長、海域の件の割引率とか答弁をいた

だいてなかったので、よろしくお願いします。

【橋本漁港漁場課長】 長崎県の海域管理条例

でございますけれども、漁業用施設、いわゆる

いかだのような漁業用工作物の場合、料金が2
通りございます。まず、長崎、佐世保、島原、

諫早及び大村の地域におきましては、年間1平
方メートル当たり30円を占用料として払うこ
とになっております。また、それ以外の市町の

海域につきましては、年間1平方メートル当た
り20円を払うことになっております。この部分
が養殖の場合につきましては、土木部長、水産

部長の通知に基づきまして全額免除となって

いるところでございます。

【山田(博)委員】 全額免除ね、海域はね。漁港
施設は安いんでしょう、港湾施設は高いと。漁

業者が港湾施設を使う時に漁港を使うぐらい

の割引率ができればと。

何が言いたいかというと、昭和55年に水産部
から土木部にお願いして、土木部長が、漁業者

に限っては、長崎から諫早、大村までは1平米
当たり年間30円、その他の地域は20円というの

が全額免除になったでしょう、それぐらいにな

っているわけですね。水産部と土木部が話して

そうなったんです。髙屋政策監は、港湾課に言

ったんでしょう、港湾課と話したんでしょう。

水産部長と土木部長が話さんといかんわけで

す。以前は水産部と土木部の部長同士で話して

こうなったんです。

だから、水産部長、あなたもお忙しいのかも

しれませんけど、土木部長と話をして、決して

髙屋政策監が役不足と言っているわけじゃな

いですよ。部と部と話をしたわけですからね。

確かに港湾課が所管でありますけれども、再度、

部長同士で話をしていただきたいと思ってお

ります。

なぜかというと、先ほど言ったように昭和55
年に、この海域は全額免除になってますね、漁

港漁場課長。ということは、100％割引までは
いかんけれども、港湾施設は漁業者に限っては、

地域によっては、そこをどうしても使いたいと

いう漁業者もいるわけですから、そこを協議し

ながら、もう一度頑張っていただきたいと思っ

ておりますので、水産部長の決意を聞かせてい

ただきたいと思います。

【坂本水産部長】 港湾施設用地につきまして

は、ご承知かと思いますけれども、国の補助事

業をもなく、全額が県の負担ということでござ

います。県の起債の償還費用につきましては、

利用者の方に平等に負担していただくという

形をとっておりまして、全額免除はなかなか難

しいということで土木部の方から伺っており

ます。私の方も、土木部長にお話はしていると

ころでございますが、そういった財政的な事情

から難しいというような回答をいただいてい

るところでございます。改めまして、もう一度

話はしてみたいと考えています。



令和元年９月定例会農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２５日）

- 105 -

【山田(博)委員】全額免除してくれとは言わな
いから、ジャパネットたかたみたいに70％割引
とか、そういったことで頑張っていただきたい。

全額免除をしてくれと言っているんじゃない

ですよ。土木部も、それはというふうになるで

しょうからね。水産部長、ぜひ頑張っていただ

きたいと思っております。

続きまして、午前中話しました水産環境整備

事業についてです。水産環境整備事業というの

は、水産部がない福岡県とか熊本県は、なんと、

平成30年度から令和4年度までの5年間で450ヘ
クタールですね。熊本県は319ヘクタールを平
成23年度から令和元年度までの9年間でやると。
もう一度言いますよ。もう一回言わんと気が

済まないものだから。ぜひ国に掛け合って頑張

っていただきたい。あなたは、どう見ても現場

を回ってますね、地域を回る。この前、上五島

に行ったらしいじゃないですか。上五島の次は

どこに行くかわかっとっでしょう、順番を間違

えたらいけませんよ、上五島の次はどこに行く

かわかりますね。そういったことで、その姿勢

をもって水産環境整備事業の予算確保に向け

て頑張っていただきたい。あなたは体を張って、

ひしひしと伝わってくる、いかに地域を回って

いるかというのがね。頑張っていただきたいと

思っておりますけど、決意を聞かせていただき

たいと思います。

【内田水産部参事監】 ありがとうございます。

水産環境整備事業については、今日もいろいろ、

まだまだやるべきだというご指導をいただい

たと思っております。

今やっている事業ももちろんですけれども、

今後の課題もいろいろあると思います。そのた

めには必要な予算の確保についてはしっかり

と要求していきたいと思っておりますので、引

き続きご指導をよろしくお願いいたします。ど

うもありがとうございます。

【山田(博)委員】 頑張ってくださいね。あなた
はね、もう体から出てくるよ、頑張ってますよ

というのでね。

続きまして、この前、長崎建設新聞を拝見さ

せていただきましたら、奈留島線道路災害防除

工事で地元の人からちょっと話がありました。

要するに、波がきたら道路に細かい砂とか小石

が入って通行の妨げになっているということ

です。よくよく地元の人から聞いて建設新聞を

拝見させていただきましたら、要するに、道路

沿いの海岸大きな石を置いて、いわゆる消波石

の役割をしているんです。これを一度見ていた

だいて、景観も考えながら、コストも随分安く

なったということですので。

漁港漁場課長、かつて五島振興局の河港課長

をしとったですね。また課長になってくれとは

言わんけど、ぜひ一度見ていただいて状況を確

認して、こういった事業もあるということで取

り組んでいただきたいと思いますけど、どうで

すか、見てるでしょう、水産部もとっているで

しょう、長崎建設新聞、まさかとってないわけ

ないでしょう。見解を聞かせていただけません

か。

【橋本漁港漁場課長】 その道路の件は、たし

か五島の教会に行く道路の途中のことだと思

います。自然石を活用して周辺の環境に配慮し

た道路整備ということで、私もその記事は読ん

でおります。

漁港の臨港道路とか防波堤等の整備に限ら

ず、自然環境に配慮した設計を行うように心が

けておりますので、引き続き、そういったこと

に配慮していきたいと思っております。

私は、まだ現場を直接見ておりませんので、
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速やかに現場を見たいと思っております。

【山田(博)委員】 この状況を次の委員会で、ど
ういった効果があるかということを調査研究

して、ぜひ教えていただきたい。地元は大変喜

んでいただいているんですよ。そういったこと

を紹介して、ぜひ次の委員会に調査の報告をお

願いしたいと思います。

続きまして、私の地元でマグロ事業者のため

の整備事業で地元に大変貢献していただいて

いるということで一定の評価をしております。

しかし、つくったけど、利用価値がなかったら

絵にかいた餅になるわけですね。

それで、樫ノ浦地区の道路の勾配が幾らにな

っているのか、その勾配率だけお尋ねしたいと

思います。

【橋本漁港漁場課長】 樫ノ浦地区と大泊地区

を結ぶ臨港道路の縦断勾配につきましては、現

在、13％となっております。
【山田(博)委員】 他の地区で市道の勾配が

8.75％です。そしたら荷物が荷崩れして物が運
べないと。いいですか、8％で登れないと言う
んです。13％だと1.5倍だから大変厳しいんで
す。

何が言いたいかというと、車が通るのは通っ

ても、結局は勾配が問題になってくるんです。

つくればいいというものじゃないです。そうい

ったことで勾配を考えて、この道路の整備にし

っかりと取り組んでいただきたいと思ってお

ります。

そういったことで、調査をもう一度していた

だいて、漁業振興のために漁港漁場課がこうい

った事業をしていただくのは大変ありがたい。

しかし、つくっても、何の利用価値もなかった

ら絵にかいた餅、もったいないですよ。そうい

うふうなことであれば別のことに予算を使え

ばいいわけですから、そうならないようにしっ

かりと検討していただいて、また次の委員会に

報告していただきたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いします。それについて次の委員

会でお願いします。

続きまして、漁業振興課長、9月25日に公表
されております監査で出てますね。監査は誰が

してるか、ご存じのとおりです。

そしたら、漁業振興課で必要と認められない

経費を補助していると。これは何の事業だった

んですか。

【中村漁業振興課長】 今年度の監査結果だと

承知しております。それは有明海において種苗

を放流する事業でございまして、地域の協議会

の活動、それから放流費に対して補助をしてい

るものでございます。

実は、地元の栽培漁業推進協議会、3市8漁協
だったと思いますが、それで構成する団体が事

業をしているわけですが、その日の協議会を午

後から開催する日の午前中に、実は、ほぼ同じ

メンバーで別の会議がセットされておりまし

た。そして、引き続き、午後から我々の補助事

業の対象となる協議会を開催した。その間に、

実は引き続きということで昼食でお弁当を準

備したと。それが20人分の2万1,600円というこ
とでございましたが、監査の結果、それについ

ては直接事業に必要なものではないんじゃな

いかというようなご指摘を受けたものでござ

います。

我々としては、会議を引き続きということで

地元のお話を伺って必要だというふうに判断

をしておったんですが、監査の方からしたら好

ましくない、認めがたいということでございま

したので、地元と相談して、今年度からそのよ

うな経費は対象としないということでお話を
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させていただいたものでございます。

【山田(博)委員】 漁業振興課長、あなたは監査
事務局から言われて、「はい、わかりました」

と言ったんですか。冗談じゃないよ。あなたが

今言っていることはごもっともよ。漁業者が一

番忙しい時に会議をして効率を図ろうという

ことでやったと。今の話を聞いてわかるよ。1
個、1万円とか2万円の弁当じゃないんでしょう
が。私は、あなたたちが漁業者との意見交換が

十分いくように配慮しながらしておったと。こ

れは監査事務局ともう一度協議せんね。

私はね、多分そうじゃないかと思ったんだよ。

あなたたちはね、漁業者と円滑な会議をする時

に、漁業振興課長、だから、あなたはね、やせ

細って、大丈夫ね、体調は、心配しとっとよ。

私はね、監査事務局のこういった指摘はね、

指摘は指摘であるかもしれんけれども、もう一

度話をして、あなた、それをやった時、同じよ

うな会議をした時に漁業者との意見交換が円

滑にできますか、私はできんね、私はできんよ。

だから、漁業振興課長さ、あなたはね、そう

いったことは胸を張って、いや、これはこうな

んですと。そうせんと、どうやって漁業者とう

まくやっていけるんですかと、堂々と胸を張っ

て言わんね、と私は思っているわけです。

多分、こういったことはほかの委員も言って

いると思うけど、時間の関係で言わないだけで

あってね。漁業振興課長、もう一回やらんね、

これ。私は、あなたが言っていることはごもっ

ともだと思うよ、やれんよ。どうですか、言い

にくかったらよかよ。

【中村漁業振興課長】 すみません。栽培漁業

推進協議会のメンバーは、直接、漁業者ではな

くて、例えば漁協の職員であったり、市の職員

であったりということがございましたので、

我々としても、必要だというふうに当初認識し

ておりましたが、監査事務局からの全体の流れ

の中でご指摘がございましたので、それを踏ま

えまして改善をしたということでございます。

【山田(博)委員】 私はね、漁業者と関係を持つ
時に食事をしながら、ざっくばらんに話す会議

も必要だからね、そこはそこで堂々とやるべき

だと私は思っているんだよ。何でもかんでも重

箱の隅を突つくようなことをしよっても、何で

もできるわけないんだよ。

だから、髙屋政策監、担当課長はなかなか言

いにくいだろうからね、それは要望として言わ

せていただきたいと思っております。

時間もきているので、最後に、長崎県の魚愛

用店募集とありますね。先ほど、暴力団の新た

な資金源ということでありましたけど、私が今

日話をしたような反社会的勢力のことが魚愛

用店の募集の中に含まれてるか、含まれてない

か、そこだけお答えください。

【岩田水産加工流通課長】 現在、含まれてお

りません。

【山田(博)委員】 今後ね、魚愛用店の中に反社
会的勢力の要項を盛り込むか、盛り込まないの

か。国が漁業法を70年ぶりに改正しましたけど、
そこに反社会的勢力の方には漁業権は出さな

いと、簡単に言うとね、そうなったわけでござ

いますが、それについて水産加工流通課として

は、この長崎県の魚愛用店は反社会的勢力を欠

格要項に設ける意思があるのかないのか、そこ

だけお答えください。

【岩田水産加工流通課長】 現在、認定要領の

認定要件の中に入っておりませんけれども、今

後、暴力団等が経営する店舗である時は認定し

ない旨の要項を追加することを検討いたしま

す。
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【山田(博)委員】ごく当たり前のことであって、
それが本当です。魚愛用店に反社会的勢力の要

項を盛り込むのは当たり前なんです。漁政課長、

食品衛生法にもきちんと、あなた、先ほどね、

水産部はね、国土交通省に行ったと言ったでし

ょう。農林水産省だけじゃなくて国土交通省に

も行く。その一歩も二歩も先の厚生労働省まで

ちゃんと行ってやらんといかんということを、

今、魚愛用店の件について水産加工流通課長が

示したわけです。ぜひ頑張って取り組んでいた

だきたいと要望しておきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いします。

時間がきたので、先ほどの奈留島の件は、ま

た調査をしていただきたいということで要望

にかえて終わりたいと思います。

今、外国人技能実習生が長崎県にどれだけい

るのか、漁業においてですね。実は、ある一地

域において許可された従事内容を逸脱して従

事させているという情報が入っているので、そ

ういったことがあってはいけませんから、現在、

長崎県内で水産関係の外国人技能実習生がど

れだけおるのか。特に、漁船の方を調査してい

ただきたいと思っております。また、それに従

事していただく漁業協同組合にどういった負

担がかかって取り組めないのか。漁業協同組合

を通じてしか外国人労働者を雇用できないも

のですから。しかし、漁業協同組合によっては、

組合の負担がかかるということでなかなか対

応できないという実情がありますので、どうい

った状況でそうなっているかということを調

査した上で次の委員会に報告してくださるよ

う、よろしくお願いします。

委員長、どうもありがとうございました。終

わります。

【大場委員長】 ほか、質問ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】 質問がないようですので、次

に、公明党より、「水産業の体質強化を求める

意見書（案）」提出の提案を受けておりますの

で、事務局より文案の配付をいたします。

〔資料配付〕

【大場委員長】 それでは、麻生委員から意見

書提出についての提案、趣旨説明をお願いいた

します。

【麻生委員】 今回、「水産業の体質強化を求

める意見書（案）」を提出させていただきまし

た。

先ほどから漁業の関係で、今回、70年ぶりに
法が改正されまして、今後、水産資源の管理が

大変厳しくなってくるということで、あわせて、

今、漁業収益も大変落ちているということで、

2つのテーマで今回出させていただいておりま
す。

一つは、「漁業収入安定対策の機能強化を図

るために必要な法の整備」ということで、今、

漁船の頭数制限がなされておりますけれども、

これはとった者勝ちという状況に今なってお

りますけれども、漁民の収入の状況、漁協を通

して報告するんですけれども、こういう中で漁

業の収益に差が出てくるということで、農林の

関係では、豚マルキンとか牛マルキンとかあり

ますけど、ああいう形で収入がもらえなった段

階でカバーをするというシステムを漁業関係

についてもとっていただきたいということで、

その機能強化を図るために必要な法整備をお

願いしたいということです。

あと1点は、水産のトレーサビリティという
ことであります。今、長崎県では、「ごんあじ」

とか、大分では「関さば」とかいうブランド品

があって、そういう意味では地域限定でとれた
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ものがきちっと管理されている状況でありま

す。しかし、この状況は回遊性がありますから、

なかなか難しいなと思っていますけれども、一

つは、養殖関係で出された中で、しっかりとト

レーサビリティが機能できるようなことの法

整備をぜひお願いしたいという観点の2つで出
させていただいております。

今後、環境が大変厳しい中でありますけれど

も、水産県長崎としても、ぜひ水産業の体質を

強化するためにも、こういう2つのテーマで、
今回、意見書を出させていただきました。どう

か委員の皆さんのご賛同を賜りますことをお

願い申し上げまして、私からの趣旨説明を終わ

らせていただきたいと思います。

【大場委員長】 ただいま麻生委員から説明が

ありました「水産業の体質強化を求める意見書

（案）」について、ご質問はありませんか。

【山田(博)委員】 この2つの項目は大変結構な
ことだと思いますが、モデルを、例えばどこか

の国をモデルにしているとか参考にしている

ということがあるのであればお聞かせ願いた

いと思います。

【麻生委員】 一つは、水産国ノルウェーあた

り、国全体で収益の状況を含めてカバーしてい

ますし、就業者の状況も制限しているという状

況であります。今回の改善についても、大変と

れない状況の中でも、組合の中で申請をする、

片方では企業の参入も出てくるという状況の

中でやっておりますので、一つは、そういった

ことをモデルにして国が取り組んでいる状況

を参考にしているという形になると思います。

【山田(博)委員】 例えば、ノルウェーが参考に
なっているということでありますけど、理事者

にお聞きしたいんですけど、理事者の方でこう

いった国の動きというのはどこまで把握され

ているのか、この2つの項目についてお尋ねし
たいと思います。

【坂本水産部長】 国の方の動きでございます

けど、まず、漁業収入安定対策に関しましては、

資源管理を強化するということは、いわゆる自

由にとれなくなるということでございますの

で、漁業の収入が不安定になるという要素がご

ざいますので、そういった点から漁業収入安定

対策については、予算の拡充ということで、夏

の概算要求で大幅増の要求が組まれていると

ころでございます。

トレーサビリティにつきましても、例えば、

クロマグロの国際規制などを受けて漁獲証明

書の発給といった規制も今後見込まれるので、

そういったことについては、今後、対策を国の

方で準備されているというふうに承知してお

ります。

【山田(博)委員】 ということは、漁業収入安定
対策の機能強化というのは、これは趣旨はわか

るけど、資源管理ですか、資源管理が中心にな

っているということで理解していいですか。

あと、このトレーサビリティは、簡単に言う

と、今、取り組んでいこうとしているというこ

とで理解していいですか。

【坂本水産部長】 収入安定対策につきまして

は、資源管理とセットで、資源管理に取り組ん

でいただく漁業者の収入が安定するという趣

旨の予算措置でございます。

トレーサビリティにつきましては、規制も含

めた対応というふうに認識しております。

【山田(博)委員】 ということは、国もこの方向
性でやろうとしているということですね。わか

りました。

【溝口委員】 このことについて反対とかなん

とかじゃないんですけれども、ただ、漁連関係
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の方々との話がどのように進んでいるのか。水

産部の方でこのことについての話し合いを漁

連関係としているのかどうか、その辺について

お尋ねします。

【坂本水産部長】 漁連を含め、漁業系統団体

につきましては、水産改革の趣旨について幾度

となく説明会を開催しておりまして、国の水産

会議の内容を含め、周知はなされていると考え

ています。

【溝口委員】 ただ、私たち、法整備の内容が

ちょっとわからないので、収入を増やしていた

だきたい、安定したものにしていただきたいと

いうことで法を整備していって、例えば、ＴＡ

Ｃ制度とかなんとかで制限したら、それに対す

る補償とかなんとかという形になるのかどう

かわからないんですけど、この内容的なことを

私たち全然話してないんですよね。

【大場分科会長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時 １分 休憩 ―

― 午後 ４時 ２分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

【堀江委員】 出された「水産業の体質強化を

求める意見書（案）」は、もちろん、趣旨とし

ても会派で協議して賛成の立場なんですが、書

き方として、「一、一、」と、通常、「一、二、」

じゃないかなということで、それは委員長、副

委員長の判断に任せますけれども、これまでの

意見書の内容で出された方がいいのではない

かという意見がありますので、ご検討ください。

【大場委員長】 その内容については、これま

でに出した方法と同内容で、可決されれば提出

したいと思います。

ほか、ありませんか。

【赤木委員】 先ほど、国の方針には沿ってい

るというようなお話だったんですけど、県の認

識、県の方針とも合っていると、確認ですけれ

ども、それでよろしいですか。

【坂本水産部長】 方向性としては同じでござ

います。ここに「法整備」とありますけれども、

法整備になるのか、予算措置になるのかという

ことは別にして、方向性としては同じ方向とい

うふうに考えております。

【赤木委員】 わかりました。

【大場委員長】 ほか、ありませんか。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時 ４分 休憩 ―

― 午後 ４時 ４分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

意見書（案）の提出について、採決を行いま

す。

本提案のとおり、意見書（案）を提出するこ

とにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】 異議なしと認めます。

よって、「水産業の体質強化を求める意見書

（案）」については、提出することと決定され

ました。

なお、先ほどご意見がありましたが、体裁の

修正等については、いかがいたしましょうか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】 それでは、正副委員長にご一

任を願います。

ほかに質問がないようですので、水産部関

係の審査関係について整理したいと思いま

す。

しばらく休憩をいたします。

― 午後 ４時 ５分 休憩 ―
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― 午後 ４時 ５分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、水産部関係の審査を終了

いたします。

本日の審査は、これにてとどめ、明日は午前

10時から委員会を再開し、農林部関係の審査を
行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ４時 ６分 散会 ―



第 ３ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年９月２６日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ４時５８分

於  委 員 会 室 ４

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 大場 博文 君

副委員長(副会長) 浦川 基継 君

委   員 田中 愛国 君

〃 溝口芙美雄 君

〃 徳永 達也 君

〃 山田 博司 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 山田 朋子 君

〃 麻生  隆 君

〃 近藤 智昭 君

〃 久保田将誠 君

〃 赤木 幸仁 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

農 林 部 長 中村 功 君

農林 技術開 発
セン ター所 長

荒木 誠 君

農 林 部 次 長 岡本 均 君

農 林 部 次 長 綾香 直芳 君

農林 部参事 監
（農村整備事業・
諫早湾干拓担当）

山根 伸司 君

林 政 課 長
（ 参 事 監 ）

内田 陽二 君

農 政 課 長 吉田 弘毅 君

農山村対策室長 川口 健二 君

団体検査指導室長 村岡 彰信 君

農業 経営課 長 宮本 亮 君

農地利活用推進室長 村里 祐治 君

農産 園芸課 長 渋谷 隆秀 君

農産加工流通課長 長門  潤 君

畜 産 課 長 山形 雅宏 君

農 村 整 備 課 長 土井 幸寿 君

諫早湾干拓課長 藤田 昌三 君

森林 整備室 長 永田 明広 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【大場委員長】 おはようございます。

委員会及び分科会を再開いたします。

これより、農林部関係の審査を行います。

【大場分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

農林部長より、予算議案説明をお願いいたし

ます。

【中村農林部長】 おはようございます。

それでは、農林部関係の議案等について、ご

説明いたします。

予算決算委員会農水経済分科会関係議案説明

資料の農林部の1ページ目をお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第103号議案「令和元年度長崎県一般会計補正
予算（第2号）」のうち関係部分であります。
歳入予算は6,829万8,000円の増、歳出予算も
同額の6,829万8,000円の増となっており、歳出
予算の内容につきましては、まず、豪雨、台風

等によるハウスの倒壊や損傷を防止するため、

農業用ハウスの補強等に要する経費として、農
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村地域定住促進対策費533万9,000円の増を計
上しております。

また、1ページ目の下段から2ページ目にかけ
まして、本年7月の梅雨前線に伴う豪雨及び台
風第5号により被災した林道施設を従前の機能
に回復させるための復旧事業に要する経費とし

て、31年災害復旧費6,295万9,000円の増を計上
しております。

以上をもちまして、農林部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【大場分科会長】次に、農政課長より補足説明

をお願いいたします。

【吉田農政課長】私から、今回の補正予算の補

足説明をさせていただきます。

お手元に資料、予算決算委員会農水経済分科

会補足説明資料 農林部と書いてあるものをお

手元によろしくお願いいたします。

まず、農政課の補正予算の内容につきまして、

補足説明をさせていただきます。

1ページをお開きください。
今回、農政課の補正予算として計上いたして

おりますのは、山村振興対策費1件、533万9,000
円となっております。

この事業は、近年の豪雨、台風等によるハウ

スの倒壊や損傷を防止するために、農業用ハウ

スの補強等を行うものでございます。

本年2月に成立いたしました、国の平成30年
度2次補正予算におきまして創設された事業で
ございます。

事業内容といたしましては、次の2ページを
お開きください。

2の事業内容に記載をいたしておりますが、
まず、（1）といたしまして、生産者が行う農

業用ハウスの筋交いの補強工事などによる災害

被害防止対策の実施でございまして、補助率は

2分の1でございます。全市町に対して、これま
で要望調査等を行ってきたところでございます

が、今回、島原市と壱岐市から要望があったこ

とから、予算化をしようとするものでございま

す。

それからもう一つが、（2）にございますよ
うに、県が実施いたします被害防止のための保

守点検等技術講習会の開催にかかる経費でござ

います。本年も豪雨、台風等の災害が発生して

いることを踏まえ、事業の活用については、引

き続き積極的に活用に努めていきたいと考えて

おります。

【大場分科会長】次に、森林整備室長より補足

説明をお願いいたします。

【永田森林整備室長】 私のほうから、「令和元

年度長崎県一般会計補正予算（第2号）」の森
林整備室関係事業について、ご説明いたします。

先ほどご覧いただいた同資料の3ページをご
覧ください。

31年災害復旧費でございます。これは、本年
7月の梅雨前線に伴う豪雨及び台風第5号によ
り被災した林道施設を従前の機能に回復させる

ため、復旧事業を行うものでございます。

4ページをご覧ください。
上五島縦貫線の被災状況でございます。左の

写真が切土法面の崩壊、右の写真が盛土法面が

崩壊したことにより、路体が流出している状況

でございます。下の写真が、復旧後のイメージ

となります。

再度3ページに戻ってください。
今回の補正予算により、対馬市1路線1箇所、

五島市4路線14箇所、新上五島町4路線6箇所、
合計で9路線21箇所の被災した林道施設を復旧
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するため、6,295万9,000円を計上しております。
よろしくご審議賜りますよう、お願いいたし

ます。

【大場分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】今説明がありました、森林整備室

長の説明の6,295万9,000円の内訳について質
問いたします。

横長資料の6ページを見ますと、今回の林道
施設の災害復旧費の6,295万9,000円は国庫支
出金で対応するということになっています。

そうしますと、国庫支出金で対応する基準と

いいますか、例えば1箇所の工事が幾らとか、
そういう基準があるということですか。

【永田森林整備室長】災害復旧の採択基準でご

ざいますが、林道の場合については、1箇所の
工事費が40万円以上、そのほかに最大24時間雨
量が80ミリ以上といった条件の中で採択をし
ております。

【堀江委員】昨日、水産部の災害復旧の審議を

いたしましたけれども、水産部の場合は、国庫

支出金の対象とならない、いわゆる小規模箇所

が今回の補正予算ということで計上されました。

そうしますと、今回9路線21箇所を補正で、
いわゆる国庫支出金の対象となる箇所を補修し

ますという提案ですけれども、ちなみに台風5
号による市町別の林道被害状況といいますか、

例えば何路線何箇所というのがあるんですか。

【永田森林整備室長】現在計上させていただい

ているのは、台風5号までの災害ということで
計上しておりまして、林道でいきますと、五島

市で8路線77箇所、新上五島町で16路線49箇所、
対馬市で4路線5箇所でございます。
【堀江委員】 そうしますと、台風5号というこ

とで林道の被害状況が、全部足しますと28路線
131箇所というふうになるんですが、その中で、
今回、9路線21箇所を補正予算で計上するとな
りましたけれども、残りの19路線110箇所の復
旧のめどというか、予算的な対応はどういうふ

うになるのかというのも、この機会に教えてく

ださい。

【永田森林整備室長】 先ほど、1箇所当たりの
工事費が40万円以上が、国庫補助の対象になる
と申しましたが、そのほかの補助の対象になら

ない小規模災害につきましては、単独災害復旧

事業の対象となり起債の充当がなされるという

ことで、管理者、市町が復旧をしましたら、そ

れにかかった経費の65％が起債充当という形
で戻ってくるということになっております。

【堀江委員】 要は、工事費の費用で言えば、1
箇所40万円以上が国庫支出金の対象になるの
で、今回はこういうふうに補正をしたいという

ことで理解をするんですけど、台風5号による
被害というのは、言われたように、まだ小規模

のものがあるので、要は、そうした被害に遭わ

れたところの林道の復旧も求められていること

だと思うので、そういう市町の対応も含めて、

これは見通しが立っているという理解でいいで

すか。

【永田森林整備室長】 40万円以下の小規模災
害については、例えば、土砂を取り除いたりと

か、その程度のものになりますので、災害を受

けて通行不能となったりとか、通行に支障があ

る分については、もう既に、ほぼ土砂は取り除

かれているものと考えます。

先ほど言った、今回計上している分につきま

しては、国の災害査定を受けて採択ということ

になってまいります。

【堀江委員】今回のはわかるんですよ。今回の
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は査定を受けて今後やりますということだから、

私はそういうことを言っているんじゃなくて、

要は、台風5号の被害によって、大小であれ、
それぞれの市町別の林道の被害状況があるから、

そうした全体の部分についても、これは対策、

見通しが立っているという理解でいいんですか

という質問をしているので、そのことについて

答弁を求めます。

【永田森林整備室長】大変申しわけございませ

んでした。見通しは立っているという状況でご

ざいます。

【堀江委員】 わかりました。

以上です。

【山田(博)委員】 おはようございます。
この予算の質問をする前に、改めて確認をさ

せていただきたいと思います。

令和元年8月26日から29日までの豪雨による
農林業の被害状況の最終的な被害金額と、また、

先般の令和元年9月22日から23日の台風第17号
による農林業の被害もあわせて、まずは、その

2つをお答えいただけますか。
【綾香農林部次長】まず、一つ目のお問い合わ

せの8月26日から29日の豪雨の被害額でござい
ますけれども、作物、農地・林地合わせまして、

19億8,600万円の被害額となっております。
それから、先週、台風に見舞われましたけれ

ども、そちらの被害額が、現時点で5億300万円
程度となっております。

【山田(博)委員】大体25億円近くの大規模な被
害が出ているということでありますけれども、

ここで、農林部長、一つ農林部に対して、この

被害状況の速やかな報告というのは、水産部は

ないんだよ。あなた方は速やかにぴしゃっと、

地域の実情を把握している。大変敬意を表した

いと思っております。さすが、中村部長、あな

た方の職員が一致団結したやり方というのはす

ばらしいと思いますよ。これは、敬意を表した

いと思っております。

地域の人からも、被害状況はどうですかと、

出先の職員がこまめに聞いて連絡していただい

ていると、大変感謝の声が届けられているわけ

でございまして、この場をかりて、まずは感謝

申し上げたいと思うわけでございます。

それで、この被害状況がトータルであります

けれども、今回は、あくまでも令和元年8月26
日から29日の豪雨による農林業の被害という
ことで対応しているということになっています

ね。最初の20億円ぐらいの被害総額に、今回、
予算が計上されておりますけれども、県内の市

町とかの災害状況を含めて、カバーというか、

対応ですね、これが全部できているかできてな

いか、できてないところがあれば、なぜそれが

できてないのか。予算的なものか、それともい

ろんな理由があってできないのか、そこをわか

るのであれば、教えていただきたいなと思って

おります。

全部が全部、できるところとできないところ

があるんじゃないかと思いまして、そこをまず、

恐らく農林部としては、何とかしたいと思って

も、いろんな課題とか条件とかがあって、した

くてもできないということがありましたら、今

回聞かせていただきたいと思っております。

部長に答えろと言っているわけではないんで

すよ。部長は、あくまでも私の話を聞いていた

だきながら、あなたの優秀な部下がお答えいた

だければと思いますので、よろしくお願いしま

す。

【土井農村整備課長】農地・農業用施設につき

ましては、今回、今年度の災害復旧で24億円程
度被害があっております。
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農地・農業用施設の災害につきましては、市

町が事業主体となっておりますので、それにつ

きましては、年内に災害査定がありまして事業

費が決定され、復旧工事にとりかかっていくと

いう形になっておりますが、農地・農業用施設

の災害については、現行予算でほぼ対応できる

と思っております。

【綾香農林部次長】非公共の農作物被害、ハウ

ス等の被害についてでございますけれども、被

災された農家の皆様に対して、作物の栽培の技

術指導、事後対策の徹底、それから、農業共済

の早期支払いの働きかけ、それから、セーフテ

ィネット資金という被災者が回転資金を借りら

れる制度がございますので、そちらの早期貸し

付け等について、関係機関、関係団体、市町等

と連携をして、一体となって被災農家の一日も

早い営農再開に、指導を徹底してまいりたいと

思っております。

【永田森林整備室長】今回、林道の関係で補正

予算を組ませていただきましたが、その後も8
月の台風、今回の台風17号と数多く災害が襲来
しておりまして、予算が足らない状況になって

おりますので、しっかりと精査をさせていただ

いて、また、11月定例会のほうで上程させてい
ただきますので、そこでご審議いただければと

思っております。

【山田(博)委員】 今のお話によりますと、公共
的な分は、補正予算を組みながら、令和元年8
月26日から29日の豪雨と台風17号の被害状況
は、県内はほぼカバーができるだろうというこ

とでありますけれど、非公共の分ですね、そこ

は実際どのようになっているかというのをつぶ

さに説明していただけませんか。

私は、皆さん方から、県の職員は一生懸命や

ってくれるんですけれどもなかなか手が届かな

いところもあってと、県の職員なり市町の職員

は一生懸命やってくれているんですけれどとい

うことで、よく声が届いているものですから、

そこをもうちょっと詳しく、何かのどに詰まっ

ているんですかね。ここは大場委員長のもとで

すから、オープンですから、この委員会はね。

ぜひ、そこはしっかりと言っていただきたいと

思っておりますので、よろしくお願いします。

【綾香農林部次長】まず、栽培技術の指導の徹

底でございますけれども、これは県の指導機関

でございます普及指導員が県内に180名ほどお
りますので、そちらがＪＡの営農指導員の方と

一体となって、被災された農家の圃場を一戸一

戸回って、水をかけてくださいとか、消毒等を

してください、種子のまき直しをしてください

とか、そういう戸別の農家の被災状況に応じた

事後対策を、技術対策をまず徹底していきます。

それから、ハウスについては、施設園芸共済

というものに農家が加入されております。そち

らを農業共済組合のほうと話をしまして、実は

9月20日に、台風襲来前に、事前に県のほうか
ら早期支払いのお願いをしておりますので、こ

ちらも共済組合が、今、被災された農家を一戸

一戸回られて、早期支払いに向けて、今努力を

されているところでございます。

それから、どうしても運転資金がうまく回ら

ない農家の方もいらっしゃいますので、その方

については、日本政策金融公庫のセーフティネ

ット資金というものがございます。金利が

0.02％でございますけれども、そちらのほうを
借り入れて営農の再開につなげていただくとい

うことで制度がございますので、そちらの相談

窓口を9月27日、明日から公庫のほうに設置を
される。農家の方は、農協もしくは普及指導セ

ンター、直接、公庫でも構いませんけれども、
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相談に行くことでその資金を借りられるという

ような段取りをとっておりますので、その辺を

総合的に被災農家に寄り添った支援を展開して

まいりたいと考えております。

【山田(博)委員】 ということは、非公共の被害
状況というのは、カバーはすべてできるという

ことで理解していいんですかね。

確かに、県の営農指導員の方が180名おって
一生懸命やっていただくと、ＪＡの営農指導員

も含めてやっていただくということであります

けれど、非公共の分は、それで十分カバーでき

るのかどうかという確認と、あと、今回のビニ

ールハウスの方々の被災の共済ですね、それは

何％ぐらいカバーできて対応できているのか、

それは把握されておりますか。把握されている

んだったら、それをお答えいただきたいと思い

ます。

【渋谷農産園芸課長】 今回の台風17号での被
害につきましては、今、共済組合のほうで、現

場のほうで被災状況を把握しているということ

で、今後、その数字等が上がってきますので、

上がった後で報告をさせていただきたいと思っ

ております。

現実には、まだ調査中ということでございま

す。

【山田(博)委員】 ということは、今回被害を受
けた農家の方が、共済にどれだけ入っているか

わからないということですね、現時点では。そ

うですよね。わかりました。

そうしたら、共済に入ってない農家の方は大

変困るわけですね。それで、日本政策金融公庫

は9月27日から相談窓口を設置されるというこ
とでありますけれども、離島とか何か、遠方の

方もいますから、そうすると、長崎はいいです

けれども、各県の出先機関でもそういうような

窓口を設置するということで、それは看板なの

か張り紙なのか、きちんと設置して、相談窓口

をつくりますよと、そういった金利とか何かを

ぜひ相談してくださいということで、日本政策

金融公庫が明日するのであれば、今日は、恐ら

く大場委員長のさばきで遅くはなりませんから、

多分5時までには終わるでしょうから、しっか
りとそこの窓口を設ける体制をとっていただき

たいと思っております。

それは、ぜひ、日本政策金融公庫がするんで

あれば、県の出先も窓口を一緒になって開設し

ますということを、今日はせっかくですから、

新聞社も唯一1社だけ来ていますから、ＰＲを
兼ねて、そういったところはきちんとお話をし

ていただきたいと思いますが、いかがですか。

【宮本農業経営課長】セーフティネット資金の

窓口につきましては明日からということで、公

庫のみならず、各振興局の普及センター、それ

から農協にも窓口を設置いたしまして、しっか

りと対応できるようにしてまいりたいと思いま

す。

【山田(博)委員】 農業経営課長、ぜひやってく
ださいね。あなたには、後で別件で大きな質問

をさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。

一旦終わります。

【大場分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。
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予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第103号議案のうち関係部分については、原
案のとおり、可決することにご異議ございませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおり、可決す

べきものと決定されました。

【大場委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

農林部においては、今回、委員会付託議案が

ないことから、所管事項についての説明及び、

提出資料に関する説明を受けた後、陳情審査、

所管事項についての質問を行います。

まず、農林部長より所管事項説明をお願いい

たします。

【中村農林部長】農林部関係の議案外の主な報

告事項について、ご説明いたします。

農水経済委員会関係議案説明資料並びに同資

料の追加1、追加2及び追加3をご覧ください。
今回、ご報告いたしますのは、ながさき農林

業大賞について、全国茶品評会における3年連
続日本一の獲得について、農業分野における外

国人材（特定技能）の受入れについて、台風及

び豪雨による農林業被害について、家畜伝染病

対策の強化について、諫早湾干拓事業の開門問

題等について、次期まち・ひと・しごと創生総

合戦略の策定についてでございます。

そのうち主な事項につきまして、ご報告いた

します。

農水経済委員会関係議案説明資料 追加3の1
ページ目をお開きください。

台風及び豪雨による農林業被害についてでご

ざいます。

本年7月18日から22日にかけての梅雨前線に
伴う豪雨及び台風第5号による被害状況は、離
島地域を中心に、農作物、農業用ハウス等が約

140万円、農地・農道等が約5億7,400万円、林
地・林道が約2億9,800万円で、総額で約8億
7,400万円となっております。
また、8月26日から29日にかけての九州北部

を中心とした豪雨による被害状況は、現在のと

ころ、県北地域を中心に、農作物、農業用ハウ

ス等が約660万円、農地・農道等が約15億8,900
万円、林地・林道が約3億9,100万円で、総額で
約19億8,600万円となっております。
県では、台風襲来などに対する事前・事後の

技術対策について、関係機関や農家への周知に

努めるとともに、被害発生後は、農業団体・市

町と連携を図りながら、被害の状況把握、拡大

防止に向けた技術指導の実施等を行ってまいり

ました。

なお、7月中旬の豪雨及び台風5号にかかる災
害につきましては、全国的に大きな被害が生じ

たことから、去る9月6日に激甚災害の指定がな
されました。

8月下旬の豪雨災害につきましては、9月6日
に当時の山本防災担当大臣に対し、長崎県、福

岡県、佐賀県の3県合同で激甚災害の早期指定
について要望を行ってまいりました。また、県

といたしましても、農林水産省に対し、災害復

旧事業の早期採択について要望を行ったところ

であり、内閣府の防災担当から9月20日に激甚
災害に指定する見込みであることが公表されて

おります。

また、9月22日から23日にかけての台風第17
号による被害状況は、現在のところ、農作物、

農業用ハウス等が約1億9,600万円、農地・農道
等が約4,400万円、林地・林道等が約2億6,300
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万円で、総額で約5億300万円となっております。
台風第17号による農林被害につきましては、

9月24日に加藤農林水産副大臣による現地視察
が行われ、中村知事から加藤副大臣に対し、早

期の災害復旧にお力添えをいただくようお願い

したところであります。

今後は、関係市町との連携により速やかな災

害復旧に努め、産地の1日も早い復旧・復興に
取り組んでまいります。

次に、同じ資料、追加3の2ページ目をご覧く
ださい。

家畜伝染病対策の強化についてでございます。

家畜伝染病である「豚コレラ」は、昨年9月
に国内で26年ぶりに発生し、東海地方を中心に
続発しており、この間、県では、各地域で生産

者、関係団体が参集した対策会議を開催し、現

在の発生状況や疫学調査の結果等の情報共有を

図るとともに、県内全ての豚飼養農場を巡回し、

飼養衛生管理基準の遵守状況の確認・指導、農

場内への野生イノシシ等の侵入防止のための防

護柵設置事業の周知及び要望の取りまとめなど、

本伝染病の侵入防止に努めるとともに、去る8
月21日に、県内での「豚コレラ」発生を想定し
た防疫演習を初めて実施し、防疫作業従事者の

確保や必要な防疫資材の調達など、作業手順の

確認を行ったところです。

そのような中、去る9月13日には関東地域に
まで発生が拡大し、9月22日現在、45件の発生
が確認され、約14万3,000頭が殺処分されてお
ります。また、中国をはじめとするアジア地域

において「アフリカ豚コレラ」の発生が拡大し

ておりましたが、去る9月17日、新たに韓国北
部での発生が確認され、本県への侵入リスクが

高まっております。

これらの事態を踏まえ、去る9月20日に、関

係団体やと畜場などで構成する防疫対策会議を

緊急に開催し、改めて、情報共有と今後の防疫

対策について再確認を図ったところです。引き

続き関係機関と連携し、本県への侵入防止に努

めてまいります。

一方、「高病原性鳥インフルエンザ」につき

ましては、全国で平成28年度に9道県12農場、
平成29年度に1県1農場で発生し、合計約176万
羽が殺処分されております。平成30年度は国内
での発生はなかったものの、ロシア・中国・台

湾において発生が継続しており、今後、渡り鳥

の飛来時期を迎え発生リスクが高まってまいり

ます。

そのため、県では、県内全ての家きん飼養農

場に対して、注意喚起と飼養衛生管理基準の遵

守徹底を指導するとともに、10月15日に県内で
の発生を想定した防疫演習を実施し、万一の発

生に備えた防疫体制の一層の強化に取り組んで

まいります。

最後に、農水経済委員会関係議案説明資料 本

体の4ページ目をお開きください。
次期まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定

についてでございます。

県においては、人口減少を克服し、地方創生

を推進するため、平成27年度に「長崎県まち・
ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、様々な

施策を講じてきたところでありますが、本年度

が計画期間の最終年度となっていることから、

今議会において、次期総合戦略の骨子案をお示

しし、ご議論いただくこととしております。

このうち、農林部は、施策体系1「地域で活
躍する人材を育て、未来を切り拓く」において、

「地域に密着した産業の担い手の確保・育成」、

施策体系2「力強い産業を育て、魅力あるしご
とを生み出す」において、「農林業の収益性の
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向上に向けた生産・流通・販売対策の強化」、

施策体系3「夢や希望のあるまち、持続可能な
地域を創る」において、「地域の活力と魅力に

あふれる農山村づくり」の施策を積極的に推進

し、地方創生のより一層の推進に取り組んでま

いります。

今後、県議会のご意見を十分お伺いするとと

もに、県民の皆様や市町、関係団体、外部有識

者等で構成する懇話会などのご意見をお伺いし

ながら、本年度中の策定を目指してまいります。

その他の事項の内容につきましては、記載の

とおりであります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【大場委員長】 次に、提出のありました「政策

等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」について、説明をお願いいたします。

【吉田農政課長】 私から、「政策等決定過程の

透明性等の確保及び県議会・議員との協議等の

拡充に関する決議」に基づきまして、本委員会

に提出いたしました農林部関係の資料について、

ご説明をいたします。

提出資料の農林部と表紙に書いた資料をお手

元にお願いいたします。

まず、資料の1ページをご覧ください。
まず、補助金の内示状況につきまして、令和

元年6月から8月までの実績について、ご説明を
いたします。

直接補助金は1ページから7ページに記載の
ながさき鳥獣被害防止総合対策事業費補助金な

ど54件となっております。
また、間接補助金は8ページから20ページに

記載の新構造改善加速化支援事業補助金など

131件であり、直接補助金と間接補助金の合計
は185件となっております。

次に、資料の21ページをご覧ください。
1,000万円以上の契約状況につきまして、令和

元年6月から8月までの実績について、ご説明い
たします。

委託につきましては、21ページに記載の22件
であり、22ページから41ページに、その入札結
果一覧表を添付いたしております。

42ページをご覧ください。
工事につきましては、42ページから46ページ
に記載の89件であり、47ページから174ページ
にその入札結果一覧表を添付いたしております。

なお、委託と工事を合わせた全体件数は111
件となっております。

次に、175ページをご覧ください。
陳情・要望に対する対応状況でございますが、

知事及び部局長に対する陳情・要望のうち、令

和元年6月から8月までの間に、県議会議長宛て
にも同様の要望が行われたものに関しまして、

県の対応を212ページまでに記載をいたしてお
ります。

最後に、213ページをご覧ください。
附属機関等会議結果報告につきまして、令和

元年6月から8月までの実績は2件でございまし
て、その内容につきまして、214ページ及び215
ページに記載をいたしているところでございま

す。

【大場委員長】次に、農業経営課長より補足説

明をお願いいたします。

【宮本農業経営課長】お手元に配付しておりま

す補足説明資料、「長崎県の農業分野における

外国人材（特定技能）の受入れについて」をご

覧いただけますでしょうか。

1ページ目をお開きください。
1のエヌの活動状況になります。株式会社エ

ヌにおきましては、ベトナム国立農業大学及び
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カンボジア国の送り出し機関と技能実習生ＯＢ

の受け入れ準備を進め、6月にはカンボジア国
技能実習生ＯＢ5名について採用内定を行い、
うち既に技能評価試験に合格している2名につ
いて、7月に福岡出入国在留管理局に在留資格
認定証明書交付申請を提出しておりまして、現

在、審査中との報告を受けております。

一方、ベトナム国におきましては、7月1日の
日本国との間で「特定技能」に関する「協力覚

書」が交換されましたが、その後もベトナム国

内の準備が整っていないということで、エヌに

おいては採用手続に着手できない状況が続いて

いました。

このため、県では、2のところになりますけ
れども、8月23日に綾香農林部次長がベトナム
国労働省を訪問いたしまして協議を行った結果、

ベトナム国から「10月までにガイドラインを作
成した上で、技能実習生ＯＢに対する面接等の

手続を経て、雇用契約が可能になる」との回答

を得たところでございます。

3の今後の予定でございますが、エヌは、入
管から在留資格認定証明書が交付され次第、カ

ンボジア国と技能実習生ＯＢ2名の入国手続を
行い、ＪＡ島原雲仙への派遣からスタートする

こととしております。その後も、随時手続を行

い、カンボジア国から特定技能外国人材の安定

確保及び派遣に取り組むこととしております。

また、ベトナム国につきましては、エヌは、

ベトナム国立農業大学と連携し、11月には技能
実習生ＯＢとの面接ができるよう調整を行うこ

ととしております。

このほか、4になりますが、県の取組といた
しまして、農業分野での派遣開始にあわせて、

県段階の受入協議会を今月30日に設置する予
定としております。

また、ブロックごとに市町やＪＡ、振興局な

どを会員とする「受入市町連絡協議会」を設置

し、会員間の役割分担や情報の共有化、長崎県

外国人相談窓口とも連携し、外国人材が安心し

て安全に暮らし、就労できる環境づくりに取り

組んでまいりたいと思います。

【大場委員長】次に、諫早湾干拓課長より補足

説明をお願いいたします。

【藤田諫早湾干拓課長】諫早湾干拓事業の開門

問題について、補足説明をさせていただきます。

農水経済委員会補足説明資料「諫早湾干拓事

業の開門問題等について」の1ページをご覧く
ださい。

今月13日に最高裁判決が出されました請求
異議訴訟について、ご説明いたします。

資料1ページの中央、黄色部分でございます
が、この経緯をまずご説明いたします。

請求異議訴訟の訴えから、左側に矢印が伸び

ております赤色の部分でございますが、平成22
年12月6日に福岡高裁において開門を認める判
決が出され、確定いたしました。そこから矢印

が下に伸びておりますが、平成25年12月24日、
開門判決において勝訴した原告は、国が開門義

務を履行しないため、間接強制の執行申し立て

を行い、勝訴いたしました。

真ん中の黄色部分に戻りますが、これに対し

国は、福岡高裁確定判決の勝訴原告に対し、平

成26年1月9日に請求異議訴訟を起こし、確定判
決後に新たに生じた事実関係の変動によって、

開門請求権による強制執行を許さない旨の請求

を裁判所に求めておりましたが、一番下でござ

いますが、今月13日に最高裁の判決が出された
ところでございます。

資料の2ページにつきましては、請求異議訴
訟の状況についてでございますが、説明を省略
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させていただきます。

資料の3ページでございますが、今回の判決
のポイントでございます。

最高裁の判断の概要でございますが、一つ目、

平成22年の福岡高裁確定判決は、「判決確定の
日から3年を経過する日までに開門し、以後5年
間にわたって開門を継続せよ」というものであ

り、旧共同漁業権の存続期間が経過した後も開

門が継続されることを命じていたことは明らか

であり、旧共同漁業権が消滅しても、同一内容

の免許が付与される蓋然性があることなどを前

提として、開門請求権を認めたと理解するのが

相当。

二つ目、以上によれば、旧共同漁業権に基づ

く開門請求権が消滅したことのみでは、請求異

議の事由にはならない。

三つ目、福岡高裁確定判決は、将来予測に基

づくものであり、暫定的な性格を有し、また、

事情の変動により、同確定判決に基づく強制執

行が権利の濫用になるかなど、ほかの異議事由

の有無について、さらに審理を尽くさせるため、

福岡高裁に差し戻すというものでございます。

なお、今回の結果は、去る6月26日に最高裁
で確定いたしました「開門を認めない」とする

判決には、何ら影響があるものではございませ

ん。

資料の4ページでございます。
今回の判決の中で示されました裁判官の意見

でございますが、菅野裁判官の補足意見として、

一つ目、本件の争点は、権利濫用であること。

二つ目、平成22年の福岡高裁確定判決は、漁獲
量の減少など流動的な自然環境を前提にしてお

り、不確実性をはらんでいること。三つ目、同

確定判決は、3年の猶予期間を設け、事実関係
が将来変わる可能性があることを認めて、開門

期間を5年に限る特殊な内容であること。四つ
目、これらを踏まえれば、判断にはもともと仮

定的な部分があり、暫定的な性格が極めて強い

こと。五つ目、差戻審においては、これらの事

情を踏まえ、同確定判決後の「長期間の経過」、

「非開門の司法判断」も考慮して検討すべきと

いう意見でございます。

同じく、草野裁判官の意見として、二つ目の

部分ですが、福岡高裁控訴審では、権利濫用の

成否の判断に必要な事実認定が行われていない

こと。三つ目、よって、権利濫用の成否を法律

審である最高裁が直ちに判断することは不適切

なので、福岡高裁に差し戻し審理を尽くさせる

必要があるという意見でございます。

請求異議訴訟の今後のスケジュールでござい

ますが、法律の専門家にお聞きしたところ、こ

のようなケースはまれであることから、不明と

いうことでございます。

また、国は、開門を前提としない基金による

解決を目指すという基本方針に変更はないとさ

れているところでございます。

以上で説明を終わります。

【大場委員長】以上で、説明が終わりましたの

で、次に陳情審査を行います。

お手元に配付いたしております陳情書一覧表

のとおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧いただきたいと思います。

20、21、26、27、38、39、41、42です。
陳情書について、何かご質問はありませんか。

【堀江委員】 陳情番号38、ページ数で言いま
すと37、「長崎県鳥獣被害防止総合対策事業」
（県単事業）の予算確保について、長崎市から

要望が出されておりますこの内容について、質

疑をしたいと思っています。

これは、長崎市だけの要望ではなくて、今年
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4月に、長崎県市長会として、長崎県中村知事
宛てに提言書が出されております。その一部を

引用しますと、「イノシシ等有害鳥獣捕獲対策

については、これまで県内市町で広域・横断的

な捕獲報奨金制度を設けてきたことで、捕獲対

策の強化につながってきた。しかしながら、こ

のたび、特別交付税が市町の有害鳥獣対策に交

付されていることを理由として、一方的に捕獲

報奨金制度の廃止が通知された。有害鳥獣対策

経費が特別交付税として考慮されていることは

事実であるが、市町への交付総額は変わらない

ことから、厳しい財政状況にある市町にとって、

財政的影響は避けられない。よって、有害鳥獣

の捕獲頭数が減少していない中で、今後も市町

が連携して捕獲対策を実施していくためにも、

このイノシシ捕獲報奨金制度を復活させるか、

あるいは同程度の財源を活用した支援を図って

ほしい」ということなんです。

要は、長崎県としては、特別交付税の対象に

なったでしょう。だから、そっちを活用しなさ

いよと言って、県単の事業を切ったと言うんだ

けど、市町の言い分は、それは、確かにルール

上はそうなったんですけれども、予算は増えて

ないでしょう。逆に削ったじゃないですか。だ

から、これだけイノシシを含めて、農作物だけ

でなく生活環境にも影響するような状況であれ

ば、これまでどおりの県単の助成というのはや

ってほしいという要望なんですけど、この点に

ついて、出された農林部の陳情・要望に対する

対応状況の中でももちろん書かれておりますけ

れども、改めて見解を求めます。

【川口農山村対策室長】イノシシの捕獲報奨金

についての質問でございます。これまでの経過

を踏まえて、若干ご説明をさせていただきたい

と思います。

これまで農作物の被害、ピークでございまし

た平成16年度の4億6,000万円から、平成29年度
には約1億4,000万円まで減少しております。こ
れは3分の1でございまして、一定の成果が見ら
れてきたと考えております。これは、市町、猟

友会、または農業者の方々にご協力をいただい

て進めてきたと考えておりますが、この一定の

成果を踏まえて、県といたしましては、全体の

これまでの役割分担等をもう一回、しっかりと

見直しております。

鳥獣被害防止特別措置法におきましては、市

町の役割は、被害防止計画の作成、被害防止施

策の実施、直接被害防止対策を実施すると。県

につきましては、市町が定めました被害防止計

画を実施するための助言、指導、広域的な対策

の推進、新技術の実証、人材育成となっており

ます。ただ、県には特別交付税の措置がござい

ません。これまで単独で市町の捕獲報奨金を支

援してきたところでございます。

県といたしましては、施策の選択とか集中、

国の予算があるものについては積極的に取り込

んでいくところでございまして、国の予算措置

があるものに対しましては、これまで同様に、

県の真水を使って報奨金を維持することは難し

くなってきております。

このため、今回、令和元年から県単独の補助

を廃止いたしまして、委員が先ほど説明されま

したが、市町が特別交付税を活用して、報奨金

制度を継続して行うということが可能であるこ

とから、市町に説明してご理解をお願いしてい

るところでございます。

ただ、この見直しにつきましては、市町の負

担が増えるということでありますので、市町の

財政負担の激変緩和に向けまして、これまでと

同様の鳥獣捕獲制度を維持していただく場合に
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つきましては、市町の負担の増加分につきまし

ては県が負担をするということで、県の単独予

算で措置することといたしております。

県といたしましては、これまで行ってきまし

た狩猟免許の取得の助成とか、捕獲隊の育成に

加えまして、ＩＣＴを活用して、効果的な対策

を実施するようなシステム開発に取り組んでお

ります。これが完成します令和3年度以降は、
市町の捕獲従事者の負担軽減や、市町の職員の

負担軽減を図りながら、効果的な捕獲対策に取

り組んでいくということで、長崎県全体のイノ

シシに対する被害軽減に取り組んでまいりたい

と考えております。

【堀江委員】 陳情一覧表の38の37ページに書
いてあるように、室長が今言われたように、特

別交付税で措置されない市町の実費負担分を県

としては補塡しますよと、今説明がありました

が、長崎市が言っているように、事業期間が2
年間ですよね。だから、いわゆる期限つきです

よ。その後は、言われるように、市町が負担し

なければいけない。こういう負担が出てくると

いうこともあるので、ぜひお願いをしたいとい

うことなんですよね。

その上で質問したいと思いますが、今言われ

た、現在、ＩＣＴ技術を利用した効果的・効率

的な捕獲を進めるためのシステム開発に取り組

んでいるということを陳情に対する対応状況の

中で書かれていますが、具体的にどういうこと

をされているんですか。

【川口農山村対策室長】このシステム開発につ

きましては、国とコンソーシアムを組んでおり

まして、試験、研究、開発を行っているところ

でございます。

このコンソーシアムについては、本県の農山

村対策室が代表機関として、コンソーシアム全

体を把握しております。

この中で、国の中央農研にお願いいたしまし

て、具体的に申しますと、狩猟者の方がスマー

トフォンで捕獲された個体の写真を撮っていた

だくと。その時点で、その捕獲個体の、今のス

マートフォンの先進的な技術で、体長等をもと

に体重とかも。そして、スマートフォンで写真

を撮りますので、いつ、どこで、誰が撮ったと

いうのが把握できますので、それを直ちに、写

真を撮った時点でクラウドに飛ばしていただき

まして、クラウドの中で管理をしていくという

ことで、いつ、誰が、どこで、どの大きさのイ

ノシシを捕ったというのが即時にわかる。それ

をマップ化するということで、市町の現場で、

今、ここにイノシシがこういうふうに捕れてき

ているので、ここにわなを置こう、ここに防護

柵を張らなくちゃいけない。ここに、もしかし

たらたくさん来るかもしれないので、捕獲隊を

早急に立ち上げていただきたい、そういった先

回り的な、戦術的な、効果的な捕獲対策をここ

2年間で構築していく予定で、今現在、国の農
研とスマートフォンのメーカーと打ち合わせを

して、この秋から県内で試験的な運用ができな

いかということに、今取り組んでいるところで

ございます。

【堀江委員】スマートフォンで撮って、今ここ

にイノシシが出たよと情報を共有して、でも、

イノシシってすぐ動くじゃないですか。

要は、私が言いたいのは、私にもその話をし

ましたね。市町が戦略的に3対策を実施できる
システムの構築という、このプリントね。市町

の皆さんが言うには、このプリントの枠を出て

ないじゃないのと。今、この秋から実施できる

ようにしますという答弁がありましたけれども、

そういうことを市が知っていますか。少なくと
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も8月の時点で、私にこうした状況を訴えた市
の皆さんは、長崎市だけじゃありませんよ。要

は、こういうふうにつくると言っているけど、

何も進んでないでしょうと、そういうことを厳

しく言うんですよ。

県と市の役割は別と言っても、実際に県は、

これまでの捕獲報奨金を廃止した。実際、今後

2年間後には実費負担が市には出てくる。そう
いう意味では、これだけイノシシを捕獲して実

績があったのに、この捕獲報奨金をなくすこと

によって、また増えていくという中では、これ

まで頑張ってきたことは何なんだみたいな、そ

ういうふうに思えると言うわけですよ。

そういう意味では、この長崎市が要望してい

るこれまでの捕獲報奨金制度の復活、あるいは

同等の、県としてもやってほしいという要望は、

市レベルは、もう切実ですよ。目の前にいるわ

けでしょう。私の聞いた事例の中では、結婚さ

れた新婚のご夫婦が新居を手直ししたと。そう

したら、そこにイノシシが来るから、家を改修

したけど、イノシシが来たことによって、結局

また引っ越しをしなきゃいけないと。

そこまで市民の生活に影響している中では、

それは特別交付税で対処するからいいじゃない

かというだけでは済まない現実があるのではな

いかというふうに私は思っているので、そうい

う意味では、このシステムをつくりますからや

りますって、少なくとも秋にこういうことをや

りますというのは、これは市町は知っているん

ですか。

【川口農山村対策室長】この春に開催いたしま

した鳥獣の各市町の担当職員を集めました、鳥

獣被害対策の担当者会の中でも説明をいたして

おりますし、昨年度の3月に、各市町にこの制
度の説明に回りました時も、首長を含め担当部

局の課長様方にはご説明を申し上げたところで

ございます。

【堀江委員】 いずれにしても、例えば3月に市
の水産農林部長、農林振興課長とかを対象にし

た会合の中でも、県の農林部長が捕獲報奨金制

度の廃止の理解を求めたということだけれども、

市としては、これは容認できないというふうな

お話があっておりますし、いずれにしても、市

町は納得されてないんですよ。

だから、そういう意味では、もう少し市の話

を十分に聞いて、廃止ありきの話ではなくて、

実態をもう少し聞いたらどうですか。特別交付

税があるからいいじゃないかという対応だけで

はなく、十分市町の話を聞くことと同時に、具

体的にこのシステムを、どうするかというのが

わかるようにすべきだということを要望したい

と思うんですが、最後に見解を求めます。

【川口農山村対策室長】委員ご指摘いただきま

したが、今後も市町の職員、または猟友会、実

際に捕獲をされている方々の話を聞きながら、

3対策の施策をしっかり進めてまいります。
また、具体的にまだ十分説明ができてないと

いうご指摘がございましたので、それにつきま

してもこれから、システム自体はほぼできてい

ますので、それを持って地域を回りながら、こ

ういったシステムが運用できるんですよという

説明をしてまいりたいと考えております。

【山田(博)委員】 川口室長、今、堀江委員に話
しておりました、鳥獣対策の秋からやるという

資料を大場委員長にちゃんとご説明しましたか。

まず、しているかしてないか、そこだけ明確

にお答えください。

してないんですね。してない、それまた問題

だな、川口室長。

いいですか、この委員会におきまして、少な
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くとも大場委員長に対してきちんと説明してや

らないといかんわけよ。私は記憶にない。私み

たいにずうっと地域を回って、イノシシやシカ

とかを見ている県議会議員はおらんとぞ。その

県議会議員も、そんなことは知らないんだぞ。

どういうことですか。

今の堀江委員の質問は、大変すばらしい質問

だし、審議を深めないといかんから、予算のあ

あだこうだとは別に、仕組みをしっかりとＰＲ

せんといかんから、川口室長、あなたは農山村

対策室長だろう。農山の対策は一生懸命やって、

議会対策はせんとか。それじゃいかんよ。

委員長にお許しいただいて休憩をとって、資

料をぱっと用意して、そこからまず説明すると

いう形をとったほうが、これはいい審議になる

から。

委員長に取り扱いをお願いしたいと思います

ので、よろしくお願いします。

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午前１０時５８分 休憩 ―

― 午前１０時５８分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開します。

【山田(博)委員】 川口室長、用意していただき
たいと思います。

それでは、続きまして、長崎県農業農村整備

事業推進協議会と長崎県土地改良事業団体連合

会からきている要望書の中に、土地改良法改正

に伴う土地改良区の複式簿記会計移行に関する

支援とありますけど、これは具体的にどういっ

た支援なのかというのを、また、県の取組をど

ういうふうに考えていらっしゃるのか、お答え

いただきたいと思っております。

【土井農村整備課長】今、委員のご質問に関し

ては、土地改良法の改正がありました。それに

よりまして、土地改良区の会計について複式簿

記化を令和4年度までに導入するようになって
おります。

それに対して、今まで単式簿記でやっていた

ところを複式簿記化ということで、やはり負担

が増えるということで、こういう要望が上がっ

ているものと思います。

これにつきましては、現在、土地改良事業団

体連合会、市町とも連携をしながら、説明会、

相談会を開催しております。それと、複式簿記

会計で必要となる施設の資産評価、現在ある資

産の評価について、令和2年度までに各土地改
良区へ提供できるように取り組んでいるところ

でございます。

また、単独で複式簿記会計が導入困難な小規

模な土地改良区につきましては、合同事務所の

設置や統合など、検討会を設置して指導してい

きたいと考えております。

【山田(博)委員】 これは、農村整備課長、令和
4年度までということでありますけれども、期
間が限られて、やるとなると現場が、地域も農

業者の高齢化が進んで、対応が厳しいわけです

ね。具体的に土地改良区を統廃合したりとかす

ると言っていますけれど、実務的に、県内の各

市とか町、それと土地改良事業団体連合会がや

っていただかないといけないと。そうすると、

どうしても予算が発生するわけね。

そこで、参事監の登場ですね。参事監はどこ

から来ているか、農林水産省から来ているわけ

よ。こういうふうに法律を変えたのは国なんで

す。長崎県がしたんじゃないんです。国がした

んであって、こういうふうにしなさいよと。そ

うしたら、言うだけじゃだめなんですよ。予算

的な措置をしないといけない。その予算的な措

置をするために、参事監は来たんです。予算的
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な方法とかを国にしっかりやっていただかない

といけないわけですから、何のためにそこにい

るかわからないんですよ。わかっていますね。

そこで、これをどういうふうにやっていかな

いといかんのかというのを、見解を聞かせてい

ただきたいと思っております。

【山根農林部参事監】ただいま委員のほうにご

質問いただいた件につきましては、国のほうで

法律を改正したということに対しまして、補助

金事業の中でこういったデータの整理とか、資

産評価の支援とか、そういったことに対して定

額助成できる制度がございますので、そういっ

たものを活用して、県土地改良事業団体連合会

のほうが中心となって整理をして進めていくと

いうことで考えております。

また、国のほうとしましては、具体的にどう

いうふうに進めていくかということも含めまし

て、説明会などを開いて進めているところでご

ざいます。

【山田(博)委員】 ということは、複式簿記化の
移行に関して、国が支援をしますということで

ありますけど、具体的にどういった制度になっ

ているんですか。

【土井農村整備課長】先ほど参事監が申しまし

た補助事業ですが、本年、資産評価のデータを

整理するということで、補助が土地改良事業団

体連合会のほうに680万円補助されております。
【山田(博)委員】 私が言っているのは、そうじ
ゃなくて、お金が幾らじゃなくて、補助事業の

概要というのは、例えば名称は何という事業で

ございます、なおかつ、補助率は幾らですよと

いうのを教えていただきたい。

それでね、農村整備課長、あなたが答えるん

ですか。参事監、あなたが詳しいでしょう。大

体あなたが答えないといけないんだぞ。あなた

はどこから来たのか、農林水産省から来たんだ

ぞ。五島から来たんじゃないとぞ。どうぞ。

【山根農林部参事監】補助事業の名称につきま

しては、水利施設等保全高度化事業という名称

でございますけれども、その事業の中で、今回

の法律改正に伴って、各土地改良区の水路とか、

揚水機場とか、そういったものの資産評価であ

るとか、施設のデータの整理とか、要は、そう

いう整理業務に必要な費用に対して定額助成を

するという制度になっております。

【山田(博)委員】 定額ですね、100％ですね。
（「はい」と呼ぶ者あり）それを早く言ってほ

しいわけよ。幾らやるかわからんから。回りく

どい。100％ですね。
ということは、移行に伴っては、現在、今年

度は土地改良事業団体連合会に680万円、まず
はして、計画的に令和4年度までに全土地改良
区が複式簿記化がきちんとできるようにスケジ

ュールを決めているんですか。農村整備の土地

改良区というのは、地域に根づいた大変すばら

しい団体なんです。この団体のよさというのは、

農林部長も知っているんですよ。だって、農林

部長は農村整備課におったからですね。これは、

知らないわけないんだから。

参事監、これは令和4年度までにきちんと、
長崎県の全部の土地改良区が複式簿記に移行で

きるということで、間違いありませんね。後か

らまた、予算が足りないとか、困っているんで

すよとか、事務職員が不在とか、機器の導入と

か、全部定額でできるということで理解してい

いんですね。

【山根農林部参事監】ただいまの委員のご質問

ですが、事業そのものにつきましては、全体の

総額というものがございますので、その予算の

範囲の中で支援をしていくという形になります。
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長崎県の土地改良区のこうした整備につきま

しては、私としても、きちんと令和4年度まで
に整備がなされるように、必要な額を確保して

いけるよう、国に対して要望してまいりたいと

思っております。

【山田(博)委員】 ということは、令和4年度ま
でにやりますということだけれども、予算を確

保せんといかんわけですからね。

ということは、計画的に移行するというとこ

ろまでまだいってないということですね。しか

し、令和4年度までには参事監が責任を持って、
定額予算だけれど、限られた予算だけれど、長

崎県の必要な予算の確保は必ずするということ

ですね。間違いありませんね。どうぞ、決意を

お答えください。

【山根農林部参事監】 努力してまいります。

【山田(博)委員】 努力してください。頑張って
ください。よろしくお願いします。

続きまして、陳情番号41番の森林・林業・木
材産業の施策要望で、この中に県産木材の需要

拡大ということがありますけれども、この県産

木材の需要として、前回の委員会でもお話しし

ましたけれども、今、壱岐のほうでは畜産のお

が粉が足りなくて、島外から移入している状態

なわけですね。

こういった状況を踏まえますと、いろんな道

路の拡幅の伐採とか、そういったところでどん

どん活用せんといかんわけですね。そういった

のを考えながらしっかりと取り組むべきだと思

うんですが、そこについて見解を、これはどっ

ちが答えるんですか。森林整備室長ですか。あ

なたに言ってもなかなか前向きな答弁がこない

から、ちょっと考えて、岡本次長に答えてもら

おうかなと思うぐらいですよ。どうですか。前

向きな答弁が出ますか。

【永田森林整備室長】壱岐の森林資源を活用し

たおが粉の生産のことでございますが、壱岐の

主要産業である畜産業を振興するにおいて、ま

た、林業を振興していくにおいて、牛の飼育管

理に必要なおが粉を島内で需給していくという

のは大変重要なことだと思っています。

現在、壱岐で飼育されている肉用牛に必要な

おが粉の量は、年間で約1万立方メートルとい
うことで、このうち約2,000立方メートルほどが、
先ほど委員がおっしゃいました、公共事業等で

発生した木材を使って供給されております。

森林整備の観点から申しましても、間伐を進

めていきながら木材を生産すること、それをし

っかり県産材の利用ということで考えていきま

すと、まずは、壱岐にある人工林、848ヘクタ
ールございますが、そこの材をおが粉用として

使える分についてはしっかり使っていって、ま

ずは5,000立方メートルを目指して、年間の必要
量の半分程度になりますが、そこができないか、

製造コストとか、買い取り価格とか、そういっ

たものもございますので、しっかりと検討して、

壱岐におけるおが粉を島内で少しでも生産でき

るような体制を検討してまいりたいと考えてお

ります。

【山田(博)委員】 今明らかになったのは、壱岐
で畜産のおが粉が1万立方メートル必要になっ
ていると。そのうち島内で生産できるのが2,000
立方メートルと、つまり8,000立方メートルが、
何と島外から搬入されていると。

ちなみに、私の地元の五島は100％地元。五
島森林組合は頑張っているんですよ。壱岐の森

林組合も頑張っているけど、こういった現状に

あって、今、森林整備室長が、島外からの8,000
立方メートルのうちの5,000立方メートルを島
内で何とか確保するように頑張っていくという



令和元年９月定例会農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２６日）

- 129 -

ことでありましたけれど、これについて、畜産

課長、どう思われますか。あれがいいか悪いか、

よしとするか、もうちょっと頑張らんといかん

か、あなたは畜産の専門だから、ちょっと見解

を。

いいですか、大体、同じ農林部でありながら、

こういった話は、森林整備室長が畜産課長に聞

けばすぐわかることよ。なんで俺を通してこう

せんといかのかと言いたいんだよ。この議論を

するのにどれだけ時間がかかったか、半年以上

かかったんだよ。こういった時間がかかるなん

て、あるもんか。あなたたちは農林部ですよ。

あなたの隣は諫早湾干拓課長、農村整備課長、

次は畜産課長ですよ。これだけ距離が近いにも

かかわらず、なんで私を介して半年もかからん

といかんのかな。そういうことを言いたいんで

すよ、森林整備室長。今の答弁は、最終的には

畜産課長に見解を聞かせていただきたいと思い

ます。畜産のことは畜産課長がわかるから。ど

うぞ、お願いします。

【山形畜産課長】先ほど森林整備室長が申しま

したとおり、畜産業を振興する上では、このお

が粉というのは不可欠なものでございます。

現状では、島外から8割ほど入ってきている
ということですから、これが島内で需給されれ

ば、その分コストも下がるということで、畜産

農家にとってもメリットがあるというふうに思

っております。

ただ、供給体制も含めて、まず、地元の振興

局の中でも協議をして、この体制がとれるよう

に、畜産サイドとしてもお願いしていきたいと

思っております。

【岡本農林部次長】 今、山田(博)委員が言われ
ましたように、農林部内の横軸の調整ができな

かった私の責任があると思っています。

五島のほうは100％できているということで、
五島と壱岐のモデルケースは似ておりまして、

五島を一つのモデルとしながら進めていきたい

と思っているんですが、壱岐の森林の全体面積

を含め、100％人工林でカバーするのは非常に
困難な状況でございます。

今後、広葉樹等も含めて、できるかどうか検

討していきたいと思っていますので、よろしく

お願いいたします。

【山田(博)委員】 岡本次長がまとめましたね。

ということは、今の農林部次長の答弁という

のは、学校の試験で言うと100点なのか80点な
のかよくわかりませんけれど、丸くおさめたと

いうことですね。あなたがそういうふうに言わ

れると、私も何も言えなくなったんですよ。

いずれにしても、当初は、実は五島でも足り

なかったんですよ。足りなかったけど、森林組

合の職員とか業界の方々が、これじゃいかんと。

以前は、島外からとっていたんですよ。これは

いかんということで、島内でやっぱりせんとい

かんということで、森林関係者が頑張っていた

だいて今の状況になったわけでございます。

そういったことで、五島の畜産農家というの

は、壱岐に追いつけ追い越せの状態で頑張って

きているわけです。五島の畜産農家は、壱岐の

こういった畜産業に追いつけという形で、追い

越せという勢いで頑張って今日があるわけでご

ざいます。

そういった現状の中で頑張っているわけでご

ざいますが、壱岐の畜産農家もしっかりと支援

をしていただきたいなと思っているわけでござ

います。

川口室長、資料が届きましたか。届いたので

あれば、大場委員長にお許しいただいて、説明

をしてからせんといかんですよ。あなたは、農
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山村対策室長でしょう。

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午前１１時１５分 休憩 ―

― 午前１１時１６分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開します。

【川口農山村対策室長】資料の提出ができませ

んで、大変申しわけございませんでした。お手

元に2枚の資料が届きましたでしょうか。
まず、1ページ目の「スマートフォンアプリ

を利用した捕獲情報の収集・活用イメージ」を

ご覧ください。

まず、四角いところの現状は、捕獲者が捕獲

したイノシシに対して写真撮影をして、その写

真で書類をつくられて市町に持っていかれると。

市町が、その写真と捕獲の記録を持たれて、ま

た市町は、それを独自の書類に入力されている、

それを県に提出し、そして、県が取りまとめて

国に提出している、こういう流れになります。

今後は、目標というところに書いております

が、これが考えております案でございます。捕

獲者が写真撮影する、それを自動入力というこ

とで、写真を撮った時点で送ってもらうような

システムを考えております。下の絵のところに

も、アプリを起動して写真撮影と書いておりま

す。捕獲した個体の写真を撮った時点で、捕獲

者の氏名、捕獲日、体重、捕獲場所を自動で写

真の中に記録してしまいます。写真では雄か雌

かの判断ができませんので、そこについては、

メニュー方式で、雄ですか、雌ですかと聞いて

きますので、そこで雄ですとか入力して、それ

を飛ばしてもらうと、クラウドの中に保存する

ようになります。

市町は、クラウドから打ち出した段階で、自

動で県への報告様式になるということで、市町

で新たに捕獲の事務作業を行うことが減ると考

えております。

一方、右側に書いておりますが、クラウド上

に保存されたデータを活用して、捕獲情報のマ

ップ化を図ります。

2枚目をご覧ください。
「市町が戦略的に3対策を実施できるシステ

ムの構築」と書いております。捕獲情報をマッ

プ化、可視化することによって、効果的なわな

の設置や防護柵の設置の指導に活用できる、市

町、捕獲者の負担も軽減できるシステムでござ

います。

ここの絵のところにイノシシの移動傾向とい

うところがございますが、これは「×」の色が

濃いほど最近捕獲されたということがわかるよ

うにできないかと考えております。移動傾向が

これでわかるということで、そちらのほうにわ

なを移動させる。そして、また防護柵を設置す

ると。Ｂ集落のほうには捕獲隊がおりませんの

で、そこには至急捕獲隊を、今年すぐにでもつ

くりましょうかということで、免許の所持者に

話をいたしまして、地元の方と一緒になって捕

獲隊をつくってもらう。イノシシの今後の出没

状況等を踏まえながら、移動傾向を踏まえなが

ら、効果的な、戦術的な捕獲を体系的に行うと

いうことを考えております。

このマップ化をすることによりまして、また、

私たちの近くにイノシシが来ているということ

がわかりますので、集落の危機感の醸成や防護

柵を張らないといかんということもできますの

で、将来的には、2年後に向けてこのシステム
を、スマートフォンで撮影とかを実際行いまし

て、結果については、もうできていますので、

この秋、猟期を迎えますので、今後、この実証

試験を本県でしてくれということをお願いして
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いますので、本県で実証試験をして、より使い

やすいシステムにしていきたいと考えておりま

す。

以上でございます。資料の提出が悪くて、大

変申しわけでございませんでした。

【山田(博)委員】 川口室長、委員長のお許しを
いただいて、よかったじゃないですか。一遍に

説明できたわけだから。委員長に感謝せんとい

かんですよ。

それで、川口室長、今回、スマートフォンの

アプリを使うということで、実証試験をすると

いうことですけど、これはどこの会社と長崎県

がいろいろやっているのか。じゃ、どこを想定

されてやられているのか、事業費は幾らを考え

られているのか、関係する市町とかとどのよう

な協議をして、今進めようとしているのか、そ

こを説明いただけますか。

【川口農山村対策室長】この全体のコンソーシ

アム事業自体は、約1億円の予算をとっており
ます。金額については、また調べてご報告させ

てください。

【大場委員長】整理してご報告をお願いします。

【川口農山村対策室長】金額については、確認

をさせていただきたいと思います。

それと、メーカーにつきましては、昨年度か

らこれは動いておりますので、今、そのメーカ

ーさんと一緒になって、どういった場所ででき

るかということも含めて、検討しているところ

でございます。

昨年度、動作確認を行った地域につきまして

は、長崎市と諫早市で動作確認の実証を行った

ところでございます。

今後、どこの場所で行うかについては、メー

カー等とも打ち合わせしながらやっていきたい

と考えております。

【山田(博)委員】 もう一度お尋ねしますけど、

メーカーはどこのメーカーで、いつごろからや

ろうとしているのか、県当局として大体予算は、

これに幾ら支援を考えているのか、全体的な総

事業費は幾らかかるかというのを説明していた

だきたい。

現在、長崎市と諫早市をやられているという

ことでありますけれども、長崎県は離島・半島

なんですね。だから、県央ばかりしたらいいと

いうわけじゃないんですよ。県北もせんといか

ん。県北だったら、佐世保市をするのか、半島

だったら、委員長の地元の島原でするとか、そ

ういった戦略をやっているのか。離島だったら

どこをするかというのはわかるでしょう。順番

を間違えたらいけませんよ。よく考えてからせ

んといかんのですよ。

そういうことで、農山村対策室長、そういっ

たところをきちんと説明していただけませんか。

【川口農山村対策室長】手元に資料がございま

せんので、ちょっと時間をいただきまして、報

告させていただきたいと思います。

【大場委員長】 ほかの質問をどうぞ。

【山田(博)委員】 委員長が、時間をとって用意
してくださいと言っていますので、後でまた、

お許しをいただいて説明いただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。

続きまして、陳情番号42番、これは長崎県森
林組合連合会の会長の八江利春さんから陳情が

きているわけでございますが、この中に、森林

管理サポートセンター（仮称）の設置というこ

とでありますけれども、具体的に、これはどの

ように県当局は要望を受けて捉えて、取り組も

うとされているのか、そこをお答えいただけま

すか。

【内田林政課長】実際、この要望をいただいた
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のが9月でございまして、まだ県としては、全
く検討している状況ではございません。

要望の趣旨といたしましては、新たな森林管

理システムというものが、市町の職員が担って

いくということですので、技術職員がいない市

町をサポートする窓口みたいなものを県でつく

ってくれというような要望でございますので、

今後、検討してまいりたいと思っております。

【山田(博)委員】 これは、県の林政課に置いて
そういったことをやっていくということで、構

想としては、今から、内部の作業もありますけ

ど、そういうことで理解していいんですかね。

【内田林政課長】林政課に窓口を置くというこ

とにとどまらず、あるいは外郭団体の中に専門

的なサポートの人材を置いて、全市町のサポー

トをしていくということでもできますし、それ

から、各市町で協議会みたいなものをつくって、

そこに県の支援と市町の予算を使ってという方

法もありますので、いろんな方法を考えて、本

当に設置が必要かどうかというのも含めて、よ

く市町の意見を聞いて進めていきたいと思いま

すので、ご理解をお願いしたいと思います。

【山田(博)委員】 これはなかなかいいアイデア
じゃないかと思うんです、これからですね。ぜ

ひ、しっかりと取り組んでいただきたいと思っ

ております。

続きまして、シカ、タイワンリスや病害虫な

どの被害対策の推進とありますけど、実際、被

害というのがどれぐらい出ているかというのを

把握されておりますか。被害状況の金額なり対

策はどのような取組をされているのか、それを

含めてお答えいただけますか。

【永田森林整備室長】シカの被害でございます

が、被害額というのは出ておりません。

現在、対策としましては、対馬において捕獲

対策を中心にやっておりまして、平成30年度で
は、対馬市において6,388頭のシカを捕獲してい
るという状況でございます。

そのほかに、森林を守るために、苗木を食べ

ますので、そういうことがないように、防護ネ

ットの設置等を行っているという状況でござい

ます。

【川口農山村対策室長】シカの被害額と捕獲頭

数について、ご説明をさせていただきたいと思

います。

シカの農林業にかかわる被害といたしまして

は、783万7,000円と出ております。シカの捕獲
頭数につきましては、県下全体で1万1,155頭の
捕獲がなされております。

また、一方、クリハラリスの捕獲につきまし

ては、五島市で886頭、壱岐市で1万6,313頭の
捕獲がなされているところでございます。平成

30年の実績でございます。
【山田(博)委員】 農山村対策室長、ここに書い
てあるのは、シカやタイワンリスと、今、別の

リスを言わなかったですか。（「同じです」と

呼ぶ者あり）一緒なの、一緒なんだ。

そうしたら、先ほど頭数は言ったけど、タイ

ワンリスの被害総額は言わなかったよ。ないん

ですか。捕まえたということは、やっぱり被害

が出るから捕まえるんでしょう。それとか、あ

と、病害虫などの被害もどれだけ出ているかと

いうのを、林業に対する被害総額というのは、

全体的に林業はどれぐらい出ているのかという

のを教えてもらいたいわけです、まずは。

【川口農山村対策室長】クリハラリスとタイワ

ンリスは同じ動物でございます。

もう一点、クリハラリスの農作物の被害につ

いは、市町のほうから、今のところ報告が上が

っておりませんので、県としては、農作物に関
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する被害額としては把握をしておりません。

【永田森林整備室長】タイワンリス（クリハラ

リス）の林業への被害でございますけれども、

いわゆるスギ、ヒノキの樹皮の剥皮とかでござ

いまして、被害額というものについては、今の

ところ上がってきてない状況でございます。

【山田(博)委員】 ということは、シカとかタイ
ワンリスなどの被害対策とありますけれども、

金額は上がってないということですね。

ということは、長崎県森林組合長の代表理事

の八江会長が要望を上げているのは、シカ、タ

イワンリスや病害虫の被害対策の推進とありま

すけれど、森林に関する具体的な被害というの

は、県当局は把握してないわけですね。県当局

が把握してないというのは、向こうも把握して

ないんでしょうかね。把握してないことを上げ

たということですね。これは、今度、八江会長

に会ってから聞かないといかんね。あなた方は

把握してないということですね。

これは、じゃ、要望を上げた時に、具体的に

話とかは聞いてなかったということですね。出

して、はい、わかりましたとしていたというこ

とですね。この要望内容は、具体的にどういっ

たことですかとか聞いてないということで理解

していいんですね。聞いてないのか、向こうが

言わなかったのか、お互いに遠慮していたのか、

いずれかですね。それか、全くお互いにわかっ

てないのか。ただ単に書いただけなのか、そう

いうことですかね。

【永田森林整備室長】打ち合わせはやっており

ますが、具体的に、先ほど言いましたとおり、

スギ、ヒノキの樹皮の剥皮等ございますが、被

害額等についての具体的な話は行っていません

し、対策についても、現在捕獲をしている状況

ですので、林業的なことでというお話は、具体

的には聞いてない状況でございます。

【山田(博)委員】 私ばかり陳情の質問はできま
せんので、一旦終わりたいと思います。

【大場委員長】 ほかに質問はありませんか。

【徳永委員】 島原市の要望の202ページですね。
水無川上流部のダムの治山対策ということなん

ですけれども、この前、担当課のほうに聞きま

したら、一応本年度で計画の治山ダムは完成と

聞いておりますけれども、私の地元ですが、ま

だまだ水無川等を見た時に、災害等が特に最近

非常に多いということで、そういう意味でも、

極楽谷・炭酸水谷の要望というのは以前からも

ずっとあっておりましたので、当然島原市、私

たちもここは今後とも要望していきたいと。

そういう中で、「雲仙地区治山対策検討委員

会の提言に基づき」とありますので、今どうい

う状況なのか、まずお聞きをしたいと思います。

【永田森林整備室長】 平成25年度に現在の7号
までの3基のダムを全体として建設するという
ことで、委員おっしゃられましたとおり、一旦

工事を今年度までにしております。

ただ、その当時、平成25年度の時に、3基設
置した状態でどうなっているか、しっかり検証

しましょうと、効果がしっかり上がっているの

か上がってないのか、追加が要るのかどうかと

いうのを検証しましょうということでございま

したので、平成30年3月から4回にわたって有識
者等による雲仙地区治山対策検討委員会を開催

しまして、その中で、今後の水無川の極楽谷・

炭酸水谷の治山をどうしていけばいいのかとい

うご提言をいただいております。

そのご提言の中では、治山ダムについては、

平成13年度までに設置された4基の治山ダムに、
新たに3基の治山ダムが加わり、浸食を抑制し、
土砂や水の流れを整える機能は一段と向上した
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と考えられることから、今後は、浸食による地

形変化や土砂の流出状況等について、観測及び

調査を実施し、その結果を見極め、必要に応じ

て追加対策を検討するということのご提言をい

ただいております。

これを受けまして、県といたしましては、ま

ずは、観測調査をしっかりとやっていきたいと

思っています。具体的には、現地が警戒区域内

でございますので、ドローンを活用した渓流の

浸食、土砂の移動状況等を定期的に観測するこ

ととしており、また、その中でも、今回のよう

な台風とか豪雨とか起こった時には、異常が発

生したと見られる時には、現地まで赴いて調査

をしていきたいと考えております。

【徳永委員】 ここは、私が聞くところでは、当

初から、極楽谷はずっと要望があっていたとい

うようなことを聞くんですけれども、その辺は

どうだったんですか。

【永田森林整備室長】水無川の治山対策につき

ましては、平成17年度末までに赤松谷のほうに
14基の治山ダムを設置しております。平成17年
までに完成した後に、極楽谷・炭酸水谷のほう

からの土石の乱入が起こっているというご要望

を受けまして、先ほど言いました平成25年度に
検討委員会を立ち上げて、3基の治山ダムの設
置というご提言をいただいております。

その後、3基の治山ダムが完成間近になりま
したので、先ほど言いましたとおり、検討委員

会を立ち上げてやっていると。その間にも、地

元のほうからも、その上流にまだ必要ではない

かというご要望は受けておりますが、先ほどの

提言については、地元のほうにも令和元年8月7
日に、安中地区町内会連絡協議会、33の町内会
長の集まりで、しっかりと現状と今後の対策、

今後、観測調査を継続しながら、必要に応じて

対策を打っていくということをご説明している

状況でございます。

【徳永委員】極楽谷のほうからのそういった崩

落石の対策は、当然、その下のダムでやってい

たという理解でいいわけですね。

しかしながら、地元とすれば、住民たちは、

まだそれではやはり不安だということでしょう

から、今後もしっかり自治会、そしてまた、検

討委員会でいろいろと地元の意見をお聞きして

いただいて、ここの対策をとっていただきたい。

というのも、今、国の管理ですけれども、こ

れが国から県のほうに移行するということも聞

いておりますし、これが国から県に移行になれ

ば、今、国のいろんな支援がありますけれども、

今後の不安もあると思いますので、そういうと

ころはしっかりと検討していただきたいと思っ

ております。

それともう一つは、次の203ページのほ場整
備事業の安定的な予算の確保並びに支援につい

てですけれども、②のほ場整備事業の新規地区

推進のための支援です。

今、基盤整備事業が、農林部長をはじめ皆様

方のご努力によって、それとまた、島原半島は

特に農業のやる気がどんどん出ておりますので、

そういう中で基盤整備の促進というのは、我々

も大変喜ばしいものでありますけれども、ただ、

聞くところによれば、県のほうも新規の基盤整

備を推進はしていますけれども、その中でなか

なかまとまらないという話の中に、いわゆる地

主さんと借り手側との問題があるんだと。地主

さんにすれば、後継者もいない、そこまで基盤

整備はやらなくてもいいだろうと、自分とすれ

ば後継者がいないということで、参加を見送る

ということが言われております。そういうのが

ネックになっているというところもお聞きをし
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ていますけれども、これは島原のほうで聞いた

んですけれども、その辺、課長どうなんですか。

【土井農村整備課長】委員ご指摘のとおり、や

っぱり地主さんと耕作者の関係でまとまらない

部分もあります。

ただ、私どもは推進に入る時は、地域がどう

なっていくのか、地域として基盤整備をしたほ

うがいいのか悪いのか、そういう全体的なとこ

ろも含めて話し合いをすることと、あと、地主

さんが負担ができないということであれば、耕

作者のほうで負担をしていくとか、そういうこ

とを皆さんで話し合いをしながら合意形成を進

めているところでございます。

【徳永委員】 確かに、私の雲仙市でも、今、基

盤整備をされているところは、そういう話を聞

いております。いわゆる地主さんと借り手側と

いうか、要するに、借り手側が負担をしている

と。そこもいろいろと苦労しながら、最終的に

はまとまったと、そういう経緯は聞いておりま

す。

ただ、それがすべてそうであればいいんです

けれども、お聞きしたいのは、やはり経費的な

問題です。今、さらに基盤整備の補助率も上が

っていますし、市の負担も上げているというこ

とで、大きな自己負担というのはあまりないと

いうふうに聞いておるんですが、何がやっぱり、

先ほど言う、後継者がいないということでの問

題なのか、そういう理由というのはほかにも何

かあるんですか。

【土井農村整備課長】まず、農地の地主さんが

高齢化で後継者がいないというのも一つの要因

でありますし、そこの農地を誰がつくってくれ

るのか、耕作者がいるのかいないのか、そうい

うところも含めて不安を持たれておられる方も

いらっしゃいます。

委員ご指摘のとおり、今、基盤整備の農家負

担のほうは、担い手へ農地の集積に応じて促進

費というのが出て、事業に対する個人負担は減

っておりますが、土地改良区を起こすと経常賦

課金という、管理費がかかります。そういう部

分をどちらが払っていくのか、そういう部分も

あって、全体的にいろんな不安がありますので、

そういう課題を一つひとつ解消しながら説得を

してまいりたいと考えております。

【徳永委員】 この中に、今、推進中の松崎地区

ですよね、ここは、ちょっとそういう話も聞い

ておりますので、そうであれば、そこの解消を、

改良区の皆さんだけではなく、県もそこには入

っていただいて、そうやってまとまった事例も

ありますので。

もう一つは、私の地元でも、これも一般質問

をしたいなと思う中の一つは、今、次男・三男

さんが農家の担い手になっているということで、

ただ、やはり農家というのは、本家の土地とい

うのはそんなに大きくはありませんから、そこ

は次男・三男さんに分け与えるというのはなか

なか難しい、これはそうなんですね。私ももと

もと実家は農家でしたので、その辺はわかって

おります。

そういう中で、農地を借りたいという次男・

三男さんがおりますので、そういうところも、

特に有明、国見、この辺はしっかりとした生産

者がいますので。今、借りている人はいいんで

しょうけれども、そういうところがない場合に

は、耕作放棄地だけではなく、そういったとこ

ろもしっかりと連携をとって共有をしていただ

きたいと思いますけれども、その辺はどうなん

ですか。

【土井農村整備課長】農地を基盤整備する時は、

しっかり担い手を決めながら基盤整備をしてい
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きます。

そういう中で、島原半島は担い手が多くて、

なかなか土地が余ってこないんですが、高齢化

してやめていかれる農家がいらっしゃれば、そ

ういう次男・三男の担い手の方をしっかり位置

づけをして、情報提供しながら進めてまいりた

いと思っています。

【徳永委員】多分、ここらあたりはしっかりと

できると思いますけれども、ただ、要望が島原

市から上がっておりますし、また、その関係者

からも私はお聞きをしましたので、ここで質問

させていただいたんですけれども、そこは心配

なくやっていただけると思いますので、どうぞ

よろしくお願いしたいと思います。

【大場委員長】 ほか質問はありませんか。

【川口農山村対策室長】 山田(博)委員のほうか
らご質問いただきました件について、ご回答さ

せていただいてよろしいでしょうか。

このコンソーシアム事業の全体の予算額でご

ざいますが、9,844万9,000円となっております。
このうち、このシステムの予算といたしまして、

2,400万円が含まれます。
本県は、場所の提供になりますので、予算は

ゼロになります。この部分についてはゼロ予算

となっております。

試験の実証場所につきましては、このコンソ

ーシアムの試験につきましては、中央農業研究

センターがやっておりますが、そこと検討して

おりまして、離島を含めて、今検討中という回

答でした。

会社として、このシステムの開発の主体とし

ては、東京にございます、ＲＦＪ株式会社とい

うところが所管しているというふうに、中央農

業研究センターのほうからはお話があっており

ます。

【山田(博)委員】 スマートフォンアプリを使っ
て、県内で場所を提供しながらやっていくとい

うことでありますけれども、今現在は長崎市と

諫早市でやっているということでありますけれ

ども、実際、これを登録した数は幾らで、例え

ば最終的に、今、登録しているんでしょう。（「今

からです」と呼ぶ者あり）秋からね。そうした

ら、これは目標は、大体どういうふうに考えて

いるのか、それを説明いただけますか。さっき

のメーカーさんと協議しながらやられているん

でしょう。

【川口農山村対策室長】将来的には、捕獲され

る方にスマートフォンを活用していただくと。

ただ、スマートフォンをお持ちでない方もいら

っしゃいますので、その方についてどうするか

についても、中央農業研究センターと打ち合わ

せしながら進めてまいりたいと思っています。

いずれにいたしましても、捕獲者の負担の軽

減にはつながると思っていますので、広く県内

全体で進めていきたいと思っています。県内全

市町でこのシステムは稼働させていきたいと考

えております。

【山田(博)委員】 だから、県内の全市町で使う
としたら、これだけ捕獲者がいらっしゃるでし

ょう。それを何年には何％にしてやっていくと

か、そういった目標を立てずに、あなたたちは

やるだけやろうとしているわけですか。あなた

方はある程度目標を持ってやると。あなたたち

は、きたから、はいどうぞと、場所を提供して

いるだけですよとか、だって、農山村対策室長

も忙しいでしょう。そういった議論をしながら

やっているというのはわかるけど、場所を提供

したから、あとは会社がやるんですよじゃない

でしょう。

【川口農山村対策室長】そのあたりも含めまし
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て、全国どこでも試験地には選ばれるわけなん

ですけれども、ぜひうちの県でやってください

ということで働きかけて、うちの県でまず実証

をやっていただいて、うちの県に使えるような

システムをつくりたいと考えております。

先ほど委員もおっしゃいましたように、21市
町漏れなく参加して、活用できるようなシステ

ムにしていきたいと考えております。

【山田(博)委員】 だから、21市町で使うと、漏
れなくと言うけれども、さっきおっしゃったで

しょう、スマートフォンを持ってない人もいる

んですと言ったでしょう。そうすると、持って

ない人をどうするのかというのはあるけれども、

それ以外で、じゃ、全体で、今この狩猟をやっ

ている方がいらっしゃるでしょう。例えば、全

体の50％をこのシステムでやろうとしている
とか、それを何年までにするとかという目標を

立ててやっているでしょうと言っているんです

よ。まさか、それもせずに、今やっているんで

すよと、やみくもにやっているというわけじゃ

ないでしょう。

【川口農山村対策室長】大変申しわけありませ

ん。システムがどのようなものかというのが、

まだ十分把握できておりませんので、それを踏

まえて広く使えるシステムにしていきたいと考

えております。

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５０分 休憩 ―

― 午前１１時５０分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開します。

【川口農山村対策室長】 失礼いたしました。

捕獲隊が16市町で稼働しております。275の
捕獲隊がございますので、まず、この捕獲隊に

使っていただきまして、その使用状況を踏まえ

て、広く活用を働きかけてまいりたいと考えま

す。

【山田(博)委員】 そういうふうな戦略・戦術が
あるということをちゃんと言わないと、やって

いるだけで、やります、やりますと言ったって、

わからないじゃないですか。

それをまず使って、県内で利用できるように

やっていくということですね。令和3年以降に
は21市町で使えるようにして、もちろん捕獲隊
がありますから、そこで使いやすい方法をやっ

ているということで理解していいですね。

これを聞いて、これは大変すばらしい取組で

すから、これに関しての農林部長の見解を聞い

て、この質問を終わりたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。

【中村農林部長】やはり捕獲も鳥獣対策として

は非常に重要な対策だと思っております。猟友

会の皆さん、地域の皆さん、市町の皆さんも、

事務的な対応ということで、大変ご苦労されて

おりますので、このシステムを入れることで、

事務的な負担軽減にも、当然つながりますし、

まずは、捕獲の効果も上がっていくものという

ふうに思っておりますので、これについては、

県としてしっかりと対応してまいりたいと考え

ております。しっかりと頑張ってまいりたいと

思います。

【大場委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。

午前中の審査はこれにてとどめ、しばらく休

憩いたします。

午後は、1時30分より再開いたします。
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― 午前１１時５３分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【大場委員長】 それでは、午前中に引き続き、

会議を再開いたします。

次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。

【堀江委員】提出資料の補助金内示一覧表につ

いて質問いたします。

1ページのナンバー8、長崎県多面的機能支払
交付金から、2ページの、番号で言いますと20
番まで、同じ多面的機能支払交付金なんですけ

れども、これは当初予算の横長資料の25ページ
になりますが、多面的機能支払事業費、地域ぐ

るみで取り組む農地や農業用水路等の保全のた

めの共同活動に対する助成に要する経費、これ

と同じですか。

【川口農山村対策室長】 同じでございます。

【堀江委員】そうしますと、今回一覧表で出さ

れた、私が言いましたナンバー8番から20番の
トータルが、累計2億7,772万3,000円というふ
うに理解をしています。当初予算のこの額が、

8億1,314万9,000円なんですけど、この差とい
うのは、これまで補助金として出されていたの

か、今後出るのか、この仕組みを教えてくださ

い。

【川口農山村対策室長】 これにつきましては、

集落の計画に基づいて予算を執行してまいりま

すので、数回に分けて予算を市町に補助金とし

て渡しておりますので、何回かに分けて、これ

で2回目になります。1回目は、もう既に支出を
しております。

【堀江委員】 そうしますと、今回、報告という

形では2億7,000万円ですけれども、1回目の報
告というか、補助金内示で出された額というの

は、およそどれぐらいですか。およそでいいの

で。

【川口農山村対策室長】手元に数字がございま

せんので、確認してお答えさせてください。

【堀江委員】 わかりました。要は、当初予算の

時には8億円ぽんと予算と計上されていて、何
も明細がないんですよ。だから、私としては、

当初予算のこの8億円の中身が何かというのは
すごく注目していたものですから、実際に、1
回目の報告の時は、私はあまり見つけきれずに、

今回の内示一覧の中に出てきたものだから、そ

うすると、今回2億円だから、これまでどうだ
ったのかという素朴な疑問を持ったものなので、

質問したところなんです。

いいです。今でなくていいので、後日でいい

ので、要するに、大方8億円の流れとして、今
回2億7,000万円ですけれど、1回目がこれぐら
いで、予想としてはこういうふうになりますみ

たいなところがあれば、後日でいいので、教え

ていただければと思います。

もう一つ、同じく補助金内示一覧表の3ペー
ジになります。ナンバー26です。長崎県養豚価
格安定対策費補助金、それから、同じく30番の
一般社団法人日本養鶏協会に出す分ですが、こ

れは補助金名と補助対象を別々に言いましたけ

ど、要は、このナンバー26、ナンバー30という
のは、東京在住のいわゆる機構であるとか協会

に、これはこのまま読むと、長崎県が直接の補

助をするということに読み取れるんですけど、

この仕組みを教えてください。

【山形畜産課長】 この26番、30番は、いずれ
も生産者が価格安定対策の事業で、生産者の積
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立金というのがございます。そのうちの一部を

県が負担をしておりまして、例えば26番の養豚
価格安定対策費補助金については、生産者が1
頭当たり400円の積み立て、そのうち県が64円
を積み立てしておりまして、それにかかる分を

この農畜産業振興機構のほうに積み立てをする

と。ですから、生産者と国と県とが積み立てを

するんですけれども、それぞれに予算の管理を

しているという形になります。

【堀江委員】そうしますと、生産者の経営の安

定のために、2つの事業で、生産農家に、いわ
ば生産者積立金の一部を長崎県として直接補助

するんですよね。そういう場合、これは、例え

ば26番でありますと機構で、30番であると協会
に渡すんですか。それとも、そうではなくて、

長崎県の該当する生産者に渡すというふうにな

るんですか。そこが、ちょっとわからないんで

すけど。

【山形畜産課長】説明が足りなくて申しわけあ

りません。

基金を積んで、価格が下がった時に、その基

金から補塡をするという制度になっておりまし

て、例えば、3年間400円をずっと積み立ててい
くんですけれども、それを生産者の積み立て分、

県が支援する分については県の分ということで、

農畜産業振興機構のほうで分けて管理をしてい

まして、もし交付があった時には、積み立ての

割合に応じてそこから支出がされて、結果的に、

例えば3年間の期間が終わった後に基金に余り
があったということになると、その分がまた、

県は県の分が返ってくる、生産者については生

産者の分がまた無事戻しという形で返ってくる

という形になります。

【堀江委員】 つまり、直接補助金でしょう。ど

こに長崎県が補助名に基づいてお金を出すかと

いうと、この2つとも、いわば全国組織じゃな
いですか。そこに長崎県分として積立金の中に

入れるということで、結果として、それは、今

課長が言われたように、プラス・マイナス、余

れば戻ってくるしというふうな形で、ある意味

決算報告みたいなものもあるという理解でいい

ですか。要するに、全国組織に長崎県がお金を

出すのであれば、きちんと決算的なものも返っ

てこないと、長崎県から補助金を出しているに

もかかわらず、それがどうなったか、後はわか

らないということでは困ると思うので、そこが

きちんとできているのかなということが、ちょ

っと疑問で、今の質問をしているんですけど、

積立金ということに長崎県分として出すので、

結果としては、それがどうだったかということ

も、きちんと返ってくる仕組みになっていると

いうことなんですね。そこを教えてください。

【山形畜産課長】堀江委員がおっしゃるとおり、

きちんと管理されていまして、その報告も、事

業対象年間といいますか、例えば3年間が終わ
った段階で、実際に積み立てた額、交付額、差

額をきっちりと計算をして、機構のほうから、

長崎県の返還分がこれだけになりますというこ

とで、期間が終わった後に確定の報告があって、

それを精査して無事戻しを受けるという形にな

っております。

【堀江委員】 了解しました。

【山田(博)委員】 それでは、「政策等決定過程
の透明性等の確保に関する資料」に基づいて、

お尋ねしたいと思います。

資料の14ページを見ていただけますでしょ
うか。

補助金内示一覧表、番号が82番です。産地パ
ワーアップ事業補助金ということで、これは東

彼杵農業再生協議会、東彼杵茶機械リース事業
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組合に茶の省力化機械のリース導入に要する経

費ということでつけているわけですが、これに

関連しましてお尋ねしたいと思うんですが、私

が関係者からお聞きしましたら、令和元年7月
18日に、長崎県茶業協会の定期総会があってい
ます。この定期総会におきまして、令和2年3月
31日をもって茶業協会を解散するということ
になっておりますが、これは、一部のマスコミ

には出ておりますけど、まず、これが間違いが

ないかどうか、それをお尋ねしたいと思います。

【渋谷農産園芸課長】委員ご指摘のとおり、今

年7月に開催されました長崎県茶業協会の総会
におきまして、解散及び解散時期が議決をされ

まして、令和元年度、来年の3月末をもって解
散するということが決定しております。

【山田(博)委員】 今回、こういった産地パワー
アップ事業助成金をする傍ら、こういった協会

が解散するということはゆゆしき事態と。そう

いった中で、今度、県当局としてはどんな取組

をしていくかというのが問題なんです。

というのも、皆さんもご存じのとおり、「第

71回全国お茶まつり」が、平成29年11月に開催
されているんですよ。私も、この冊子を見て、

改めて長崎県の茶業に関して一生懸命取り組ん

でいるという姿勢がひしひしと伝わってくるわ

けでございまして、県当局として、この茶業協

会がどういった役割をしていたかというのをご

紹介させていただきますと、県のお茶の品評会、

または共進会、大会、ＰＲイベントを行ってお

りますけれど、こういったイベントなり、茶業

協会が担ったことを今後どういった形でやって

いくのか。

私は、まず、この経過というか、なぜこうい

うふうに解散になったのかということを、ぜひ

説明をいただきながら、経過を説明していただ

きながら、今後、県当局としてどのように取り

組んでいく姿勢があるかというのを説明してい

ただきたいと思います。

【渋谷農産園芸課長】長崎県茶業協会につきま

しては、昭和38年に発足しておりまして、会長
は東彼杵町長、事務局を東彼杵町役場が担って

きておりました。その中で、委員がお話をされ

ましたように、ＰＲ活動、あるいは茶の品評会

等で生産者の技術を向上するという活動を行っ

てきました。

組織については、県内の10の市町、ＪＡ部会
等10の生産組織で構成されている組織となっ
ております。その組織が、運営をする中で、東

彼杵町への事務の負担が大きくなってきたとい

うことから、平成26年から、事務局の専任化を
目指しましてあり方の検討をやってきたんです

が、例えば経費の負担とか、そういうものが折

り合いがつかずに、解散をすべきという意見で、

今回、7月の総会で解散が決まったということ
になっております。

ただ、県といたしましても、やはり今まで3
年連続で全国茶品評会で、長崎玉緑茶が大臣賞

をとっております。こんなものをどうＰＲして

いくのか、あるいは共進会、お茶の品評会がな

くなることで、生産者の技術の平準化を保って

いくという部分で非常に危惧がありますので、

県としましても、これから生産者の代表、ある

いは市町の皆様と後継組織のあり方について検

討していきたいと考えております。

【山田(博)委員】 これは、私が思うには、長崎
県の玉緑茶、日本一ですね。これだけ生産者が

一生懸命やっている中で、どうしても事務局を

東彼杵町が専任化ができずに解散になったとい

うことでありましたら、これは県当局がしっか

りと支えていかないといけない。中村部長をは
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じめ農産園芸課長、私はそう思うわけでござい

ます。町がどうしてもできないと、そうであれ

ば、長崎県がしっかりと支えていく。これは、

今、農業の産出額も1,600億円を超え、全国的に
も農業産出額は、伸び率が全国でも注目を浴び

ているわけでございまして、その中で、農業者、

また茶業農家の方々の生産意欲をそぎ落とすよ

うなことがあったらいけないわけですから、ぜ

ひ、そこは県当局が事務局をして、また新しい

組織を立ち上げるべきだと私は思うわけでござ

いますが、いかがですか。

今回、こういった補助金を出すに当たっては、

それぐらいをやっていかないと意味がないわけ

ですよ。もっと前向きな見解を聞かせていただ

きたいと思います。

【渋谷農産園芸課長】今後の後継組織等につき

ましては、先ほどお話をしましたように、生産

者の代表、市町、あるいはＪＡ等と協議をして

まいります。その中で、県が事務局を持つこと

も含めまして、前向きに検討してまいりたいと

考えております。

【山田(博)委員】 事務局をするというのであれ
ば、ある程度の協会の名称も、多少なり考えて

やっていかないと、もうあした、あさっては解

散してどうなるか、私のところにもお茶の関係

の方々が、「どうなっているんですか、不安の

日々を過ごしている」と、連絡とか相談がくる

んです。「山田さん、大丈夫ですか。長崎県の

茶業協会は解散、解散といって新聞やテレビで

報道されているけど、自分たちは、この茶業を

これからも一生懸命やっていいんだろうか」と、

不安の声が届いているわけですね。

そこを、今回、長崎県がしっかりと責任を持

って、新たな組織を立ち上げて、また、仮称で

も、どういった協会名をつくって、どういうふ

うにやっていくとか、もっと具体的なスケジュ

ール感を持って説明していただかないと、実際、

長崎県でもこれだけの補助金を出しているわけ

ですからね。片方は、一生懸命やりなさいと言

って、片方では、もうこんな解散するからする

なとか、つまり、アクセルを踏んで、片方では

ブレーキを踏んでいるようなものですよ。これ

じゃあ、生産者もとまどうのは当たり前ですよ。

そういったことで、農産園芸課長、もうちょ

っと前向きな答弁をいただきたいと思っており

ます。

【渋谷農産園芸課長】スケジュールでございま

すけれども、一応来月末、10月末に関係者での
協議を今計画しているところであります。

それで、茶業協会が今年度末で解散をすると

いうことでございますので、年度内に何とか新

組織の設立まで持っていけないかということで、

今後、協議のスピードを上げていきたいと考え

ております。

また、名称なんですけれども、ほかの団体等

で、やはり前向きにということがありますので、

例えば長崎県茶業振興協議会とか、お茶を振興

していくような組織にしたいという名称をつけ

ながら、検討していきたいと考えております。

【山田(博)委員】 私は6月の委員会で、こうい
った解散をするという話を聞いていたわけです。

何とか新しい後継をしっかりやっていかないと

いけないということで、今回、委員会でそうい

ったのを確認しようと思ったんです。今回、そ

ういった話が出たので了としたいと思っている

んです。

そこで、農林部長、もうここに至っては、農

林部長が先頭を切ってやってもらわないと困り

ますよ。中村部長、ぜひ大手を振って、もう心

配ご無用、茶業農家の方は心配ご無用、私に任



令和元年９月定例会農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２６日）

- 142 -

せてくださいということをここでしっかりと言

っていただかないと、五島に帰っても、東彼杵

に行っても、「どうなってるんですか」、「ど

うなってるんですか」と言われるんですよ。

だから、ここは農林部長、心配ご無用という

こと、思い切ったしっかりとした見解を聞かせ

ていただいて、一旦この質問は終わりたいと思

うんですが、どうですか。

【中村農林部長】ご指摘のとおり、長崎県の茶

業振興をしっかり支えてきていただいたという

ところで、茶業協会の役割は大きかったものと

思っております。

そういった中で、非常に残念なんですけれど

も、解散というお話になって、それも長崎玉緑

茶が3年連続大臣賞をとっているというところ
で、私たちとしても、県を挙げて長崎玉緑茶の

認知度向上なり、茶業農家の経営向上に取り組

みたいという矢先のことでございましたので、

この後継組織のことについても、これは委員か

らもご指摘があったとおり、県が旗を振らんば

いかんさということで、その事務局については、

今日は、「しますから」という発言は、まだ合

意形成ができておりませんからできませんけれ

ども、やっぱり県が積極的に旗を振って、関係

の皆様を束ねるような組織をつくってまいりた

いというふうに思っておりますので、そこは玉

緑茶の認知度向上なり、技術の向上なり、こう

いった役割がしっかり果たせるような組織づく

りにしっかりと取り組んでまいりたいと考えて

おります。

【山田(博)委員】 私は、今回、産地パワーアッ
プ事業で助成金が出ておりますけれども、先ほ

ど言ったように、こういった事業費を支出して、

要するに頑張りなさいと。これまで言うと、ア

クセルをぶんぶん踏んで、片方では茶業協会は

解散ですよと、これは生産者がとまどいますよ。

さすが、農業立県を目指す長崎県として、こ

ういったことがあっても、長崎県も大変厳しい

財政状況の中でも、この茶業協会の後継を、県

が事務局として引き継いでやっていくというこ

とを明確にいただいたと、私は思っているわけ

でございます。

中村部長、農産園芸課長はやりますと言った

けど、部長はちょっと、うーんと、部長どっち

なんですか。課長はアクセルを踏んで、部長は

ブレーキを踏むと、私も困るから、どっちが部

長かわからなかったから、普通は逆ですよ。も

う一度、部長の前向きな見解を聞かせていただ

きたいと思います。

【中村農林部長】 気持ちは同じでございます。

ただ、まだ後継組織を、今検討している最中で

ございまして、やはりいろんな関係者の皆様、

団体の皆様がおられますので、そこに対してし

っかり働きかけはしてまいりますけれども、ま

だこの段階で、やりますといったところまでは

申し上げるわけにはいかないと思いますが、し

っかりと取り組んでいくということは、お約束

させていただきたいと思います。

【山田(博)委員】 ということは、茶業協会の後
継の事務局は長崎県が責任を持ってやっていく

ということで理解していいということでいいん

ですね。そうせんと、ここはおさまらんよ。私

は、はっきり言いますと、6月の委員会で、こ
の茶業協会が解散というのを知っていたんだ。

にもかかわらず、県当局は、一生懸命今後の対

応はしますと言うから、私はずっとこらえてい

たんだ。

ところが、今日の長崎新聞とか、昨日の一部

の報道では、解散と出て、そうしたらもう、五

島の人から電話はかかってくるわ、東彼杵から
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電話はかかってくるわ、「どうなっているんで

すか」と言われたんですよ。

今日は、いつもの農林部長らしくないですよ。

ここはもうちょっとしっかりやっていただかな

いと、ここに至っては、先ほど言ったでしょう。

玉緑茶日本一、3年連続ですよ。その茶業協会
が解散と言ったら、日本全国のお茶の農家の

方々にどうやって言えるんですか。そこは、東

彼杵町はできないから、長崎県は責任を持って

やりますと言うぐらいの意気込みがなかったら、

生産者はついてきませんよ、農業団体もついて

きませんよ。

部長、いつものあなたらしくない。どうした

んですか、歯切れが悪い。もうちょっと頑張っ

ていただかないと、おさまるにおさまりません

よ。私はそれだけの思いがあって、今日の委員

会に臨んだんですよ。そういったことでしっか

りやっていただきたいと思います。

【中村農林部長】先ほど来申し上げましたのは、

やっぱり実際の事務局とかというのは、新しい

組織ができて、総会なりで決定してから報告さ

せていただくものと思っております。

そういった点ではっきり申し上げることはで

きませんでしたけれども、私どもとしては、や

っぱりそういう旗振りをしている以上、私たち

が事務局をやるつもりで後継組織の検討を進め

させていただくつもりでございますので、その

点はお約束をさせていただきたいと思います。

【山田(博)委員】 大体これは重要な案件だから、
本来であれば、大場委員長なりに、この経過と

いうのは報告せんといかんぐらいの大きな問題

なんですよ。私は、大場委員長の人間性がすば

らしいから、普通だったら、これは大問題です

よ。委員会にきちんとした報告書を上げて、委

員の審議をするぐらいの大きな問題なんですよ。

なぜならば、さっき言ったじゃないですか、

3年連続日本一よ。静岡を超えて日本一ですよ。
その茶業農家の方が、この7月に解散するとい
うことになっていて、今何カ月たっていますか、

2カ月たっているんですよ。これを当委員会に、
少なくとも委員長に報告して、この審議をせん

といかんような大きな問題だったんですよ。

ところが、審議もせずに、一部の報道で、県

当局の姿勢が問われるんですよ。実際、私も問

われているんですから、「山田さん、あなたは

何しよったんだ。知っていたのか」と、それぐ

らい厳しい問題なんですよ。だから、真剣に取

り組んでいただきたいと思っております。

何度も言いますけど、3年連続日本一ですよ。
静岡県を抑えてですからね。その県の茶業協会

が、7月になってそういった決議をして、来年
の3月で解散と。そうしたら、日本全国の茶業
農家にどういうふうに話ができますか。

だから、そういった重要な問題だという意識

を持った上で取り組んでいただかないといけな

いと。確かに、総会を開くとか何かとあります

けれども、そんなことを言っている場合じゃあ

りませんよ、はっきり申し上げまして。それだ

けの大きな問題なんです。だから、私はあえて

農林部長に、大変申しわけございませんけれど、

久しぶりに厳しく言わせていただいているわけ

でございます。

それで、もう一つ言わせていただきますと、

こういった報告は、きちんと委員会に資料を提

出していただいて、委員の皆さん方にしっかり

と協議してもらうような段取りをしないといけ

ないということをあえて言わせていただいてお

きます。こういったことが、この農林部であっ

てはいけませんから、今後は注意をしていただ

きたいと思うんですが、それについて見解だけ
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聞かせていただいて、この質問に関しては、一

旦終わりたいと思います。

【中村農林部長】委員ご指摘のとおり、私も先

ほど申し上げたとおり、茶業協会が果たしてき

た役割は大きいということから、こういうふう

な経過に至ったところを委員会にご報告してい

なかったことについては、大変申しわけなかっ

たと思っております。

今後、前倒しで前向きに後継組織のあり方に

ついて検討してまいりますが、その経過につい

ては、委員会でご報告させていただきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

【山田(博)委員】 そういうことで、ぜひ、新た
な後継組織をつくっていただきたい。県が事務

局を持ってこの対応を、日本の茶業農家の方々

に胸を張っていけるような、新たな立派な組織

をつくっていただきたいと思っております。こ

れは解散じゃなくて、発展的な解散ということ

でぜひやっていただきたいと思うんですよ。い

いですか、これは縮小的な解散ではなくて、発

展的な解散ということで、日本全国でアピール

できるような新たな茶業の振興の組織をつくっ

ていただきたいということを申し上げて、要望

にかえさせていただいて、一旦終わりたいと思

います。

【大場委員長】 ほか質問はありませんか。

ほかに質問がないようですので、次に、議案

外の所管事務一般について、ご質問はありませ

んか。

【麻生委員】 議案外ということで、今、豚コレ

ラの状況が、県としても対応されたということ

でありますけれども、今、中国ではアフリカ豚

コレラが、朝鮮までといいますか韓国まで入っ

てきていますので、今、長崎もクルーズ船がた

くさん来ていますし、ある意味では、いつ何ど

き入ってきてもおかしくないような状況になっ

てきているんですけれども、県の対応を、今、

畜産課を中心にいろいろされていると聞いてい

るんですけれども、現状としての畜産課の対応、

農林部の対応を教えてもらえませんでしょうか。

【山形畜産課長】 ただいま2つの病気、豚コレ
ラとアフリカ豚コレラの病気が、麻生委員から

ありました。

豚コレラにつきましては、ご承知のとおり、

昨年の9月、国内では26年ぶりの発生というこ
とで、今、東海地方、それから関東のほうまで

広がって45例目までいっているということで
す。

これについては、国のほうが方針を今見直し

て、予防的ワクチンの接種についても検討をし

ているということで、今後、家畜衛生部会の牛

豚等疾病小委員会において、この家畜伝染病防

疫の指針では、現在、予防的ワクチンができな

いということになっておりますので、これを改

定するというところで、今、議論を進めている

というふうに聞いております。

今、国のほうからは、明日にもこの改定案を

作成すると聞いておりまして、その後すぐに県

の担当者を呼んだ会議も開催されるということ

ですので、課からも担当者を派遣しまして情報

収集、それから、この説明会を受けて、今後、

予防的ワクチンの対応についても現場の生産者

の皆さんの意見とかを聞いていきながら、本県

の対応を協議してまいりたいと考えております。

それから、アフリカ豚コレラにつきましては、

昨年8月に中国のほうで入りまして、その後、
アジアに急速に広がって、先ほどありましたと

おり、9月に入りまして、今度は韓国のほうで
発生して、昨日現在で5例に広がっていると、
ちょうど北朝鮮の境目ぐらいですけれども。
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そういうことで、県としては、豚コレラ、ア

フリカ豚コレラ、いずれの病気についても養豚

農家をしっかり守っていく必要があるというこ

とで、その防疫対策を強化しているところでご

ざいます。

具体的には、情報提供ということで、各地、

各県、国、発生している状況等をその都度、そ

の都度、農家のほうに情報提供しておりますし、

それから、各地域ごとに対策会議等も開いてお

ります。

それから、飼養衛生管理基準といいまして、

農家そのものがその病気を入れさせないための

対策をしっかりしていただくというのが非常に

大事ですので、そこを農家だけに任せるのでは

なくて、県の職員も実際に現場に一緒に入って、

漏れがないか、例えばここに隙間があいている

と、ここはこういうふうに改善したほうがいい

よと、いろんなパンフレットとか事例集なども

つくって農家にきちっと指導をして、まずはし

っかり基準を守って、病気を農場内に入れさせ

ないというところをしっかり取り組んでいきた

いと思っています。

それから、水際対策については、国の動物検

疫所という組織がございます。そちらの方で、

先ほどのクルーズ船のところでの水際対策等、

それから空港でも取り組んでおります。この国

のほうともしっかりと連携をしながら、本県へ

の侵入がないように努めてまいりたいと考えて

おります。

【麻生委員】 長崎県の豚の生産額は110億円ぐ
らいで、高い収益性も上げているわけですね。

今、基幹産業になっているわけですので、これ

が九州一円、今は入っていませんからいいんで

しょうけれども、中部から関東地域に入ってき

たという状況でありますけれども、この前、一

部話を聞くと、防護柵も全部支給されてやって

いるとか、イノシシが入らないような対策をと

られていると聞いたんですけれども、その点に

ついての状況を教えてもらえますか。

【山形畜産課長】国のほうにおきまして、先ほ

ど言った飼養衛生管理基準を、今後イノシシが

入らないような防護柵をしっかり設置するとい

うのを今後義務づけていくという方向性を出し

ております。それに向けて国においてアフリカ

豚コレラ侵入防止緊急支援事業というのを立ち

上げまして、各養豚場でイノシシが入らないよ

うな柵を整備するということで、本県について

も、今この取組を進めております。

本県に92の農場がございますけれども、その
うち県の施設、農業高校等が5施設ありますの
で、それを除いた87の農家に対してこの事業の
取組を進めておりまして、この事業で設置する

農家が65戸、それから、もう既に自分で設置を
している農家が12戸、自己資金で設置を予定さ
れている農家が7戸、それから、年度内に廃業
するので、もう柵の整備はしませんという農家

が3戸あります。
そういうことで、対象農家87戸のうち、その
事業で取り組む65戸については、今、事業の申
請をしておりますので、その事業の交付の通知

がきたら速やかに入札等を支援しまして、年度

内に柵が完了するように、現場段階での支援を

していきたいと考えております。

【麻生委員】わかりました。具体的にやってい

ただいている、大変感謝しているんですけれど

も、今回、片方ではＴＰＰだとかＥＰＡの状況

があって、養豚農家を取り巻く環境は大変厳し

い状況かと思っているんです。

その中でも頑張っていただいて、今は87軒の
農家がしっかり頑張ってやっているということ
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でありますけれども、養豚の餌はまだまだトウ

モロコシ由来でしょうけれども、結構高止まり

していますので、この前からエコフィードの話

をさせていただきましたけれども、やっぱり両

面から支えていってあげることが大事かなと思

っているんですよ。一旦これが、九州内では今

はないと言っていても、長崎では外国人観光客

が多く寄せていますし、ぜひ、防疫体制の検疫

の状況もしっかり連携をとっていただいて、そ

して細かな指導をお願いしたいと思っているん

です。

飼料メーカーは車で運んでくるわけですけれ

ども、こういう人たちを含めた体制で連絡協議

会とか、そういったものについての対策はちゃ

んととられているんでしょうか。

【山形畜産課長】 去る9月20日ですけれども、
県の防疫対策会議を開催しまして、このときに

も、飼料の運搬車が当然農家を回っていきます

ので、そこでのきちんとした消毒のやり方とか、

それから、当然運転手さんの消毒の仕方とか、

そういったところについても徹底するよう会議

の中でもお願いをしたところでございます。

【麻生委員】ぜひ、絶対に出さないという強い

決意で臨んでいただきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

一方、高病原性鳥インフルエンザの関係です

けれども、私も前から言っておりますように、

長崎はカステラ文化といいますか、カステラ用

生産農家が多いわけですけれども、一旦養鶏業

にインフルエンザが発生しますと、殺処分しな

くちゃいけません。そうなると、養鶏だけじゃ

なくて、カステラ業界が全部大きなダメージを

受けるわけですね。これについても対策はとら

れていると思いますけれども、養鶏農家を含め

て連絡協議会だとか、そういう徹底はされてら

っしゃるんでしょうか。その点をお尋ねしたい

と思います。

【山形畜産課長】高病原性鳥インフルエンザに

ついては、ちょうど今からが渡り鳥のシーズン

になって、それがウイルスを運んでくるという

可能性が非常に高まるという時期になります。

これにつきましても、各養鶏農家に、今の状

況で発生がもしあった時には、その情報を的確

に伝えるということと、それから、先ほどあっ

た飼養衛生管理基準ということで、農家で野鳥

が入らないような指導を、今ずっと強化してお

り、鳥インフルエンザの発生する時期の前に、

全部終わってしまうということで、今、農家の

巡回指導を実施しているところでございます。

それから、10月15日に、万が一本県に鳥イン
フルエンザが発生した時には、初動が一番大切

で、その農家でいかに食い止めるかというのが

大事ですので、それについて、関係の団体とか、

業界にも一緒に入っていただいて演習をしよう

ということで、これも毎年やっておりますけれ

ども、今年についても演習をして、その対策を

しっかり準備をしていきたいと思っております。

【麻生委員】ぜひ畜産関係で養豚とか、養鶏を

含めた鶏卵の業界は、長崎県の主幹産業になり

ますので、大変だと思いますけれども、絶対に

こういう病気を出さないという強い決意で、連

絡協議会とか、細かなフォローアップをお願い

したいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

【大場委員長】 ほかありませんか。

【堀江委員】本日提出をされました「諫早湾干

拓事業の開門問題等について」、質問したいと

思います。

この資料の3ページです。ここに請求異議訴
訟の結果は、「開門を認めない」との判決には
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何ら影響しないと、これはどなたの判断ですか。

【藤田諫早湾干拓課長】この判断につきまして

は、訴訟の関係で弁護士のほうに確認をいたし

まして、今回の請求異議訴訟の結果については、

6月26日に確定した「開門を認めない」とする
最高裁決定の判決には何ら影響はないというこ

とでご回答いただいております。

【堀江委員】 それは、農林部の追加2の議案説
明資料の中の上から6行目、開門差止弁護団に
おいては、「開門を認めない」とした判決には

何ら影響を及ぼすものではないという旨のコメ

ントをされたと、このことを指しているんです

よね。

【藤田諫早湾干拓課長】そういうことでござい

ます。

【堀江委員】 そこで、司法の場で、今、2つの
弁護団があるんですけど、もう一つは、9月13
日に出された判断によって、よみがえれ！有明

訴訟原告団という弁護団がありますが、ここに

は、「開門を命じた開門確定判決そのものを否

定し去ることはできない」というふうな見解が

示されているんですが、これは認識をされてい

ますか。

【藤田諫早湾干拓課長】そういったご主張をな

さっているということは、承知しております。

【堀江委員】そうしますと、佐賀新聞が今年の

9月13日に「開門審理差し戻し」という号外を
出しまして、「一連の訴訟で開門命令と開門禁

止の相反する司法判断が並立するねじれ状態が

継続することになった」というふうに号外の中

で書かれています。

同じように、これは、今回出された資料の農

林部追加2の2ページ、諫早湾干拓事業の開門問
題等についてということで、下から6行目から、
この判決を受けてということで、大臣が記者会

見において、「相反する司法判断が引き続き存

在する状況を重く受け止め」というふうに見解

を示していますが、長崎県としても、今現在、

「開門する」、そして「開門しない」という2
つの判決が並立してあるという認識については、

これはお持ちということでいいんですか。

【藤田諫早湾干拓課長】判決としては両方ある

というふうに認識しております。

【堀江委員】そこで、福岡県、長崎県、熊本県、

佐賀県の漁業者で構成します有明海漁民・市民

ネットワークという、いわば漁業者の皆さんの

団体があります。その中で、「9.13最高裁判決
を受けての有明海漁業者の訴え」という声明を

発表いたしました。

この中で、「ここで強調しておきたいことは、

農業者も、また行政によって争いに巻き込まれ

た被害者であり、私たち漁業者は、そもそも農

業者と争うつもりはないということである。行

政がこれまでの反省に立ち、真摯な話し合いが

実現すれば、農業者の理解を得て、開門を行う

ことは十分可能である」という見解を示してい

ます。

私は、これまでも本会議、農水経済委員会に

今年所属をいたしましたが、5月の時点でも、
営農者も漁業者も長崎県民だから、長崎県がど

ちらか一方の立場ではなくて、農業、漁業共存

の地域再生への方向で努力をすべきではないか

ということを言ってきましたけれども、現在、

長崎県はどちらか一方の立場に立っていますが、

司法が2つの判断があるということは、もちろ
ん共通認識としてあるんですけど、国の国営諫

早湾干拓事業でありますけれども、行政の一つ

である長崎県としても、一方、どちらかの立場

に立つというのはいかがなものかという見解も

私は持つんですが、その点については、いかに
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見解がありますか。

【藤田諫早湾干拓課長】本県の考えといたしま

しては、環境アセスの結果を見ましても、開門

すれば、地元に影響、被害が及ぶ一方、開門し

たとしても、潮流、水質等への影響はほぼ諫早

湾内にとどまりまして、有明海全体の環境改善

につながらないと、そういう具体的な効果は期

待できないということが明らかになっていると

いうことでございまして、平成22年の福岡高裁
の開門を命じた確定判決以降の司法判断におい

ては、すべて開門を認めないという判断が示さ

れていると。今回、6月26日の最高裁決定にお
きましても、開門を認めない方向の判決が2本
確定したということでございます。

県といたしましては、開門により地元の方々

に被害が及ぶことが決してあってはならないと

いうことで考えておりまして、引き続き適切に

対処してまいりたいと考えているところでござ

います。

【堀江委員】 私は、現在4期目ですけれども、
最初からこの諫干の問題につきましては、営農

者も漁業者も一緒でしょうという話をしてまい

りました。少なくとも漁業者は、干拓地で営農

が始まる以前から、干拓事業による漁業被害を

訴え続けてきたということを忘れてはいけない

と思うんですけれども、そういう点では、どち

らか一方の立場に立つ、長崎県が開門しないと

いう立場に固守するということではなくて、私

は、開門をするという方向の、そういうさまざ

まな意見があって、今回だって差し戻しになっ

ているわけですから、そういう意味では、もう

少し固守して一方の立場に立つということはい

かがなものかと思いますが、改めて見解を求め

ます。

【藤田諫早湾干拓課長】農業者の方も、漁業者

の方にも、諫干に対するそれぞれの評価、思い

というものは異なるお考えがあるということは

十分認識をしているところでございまして、そ

うした中で、県内の漁業者の方々にも、この一

連の漁業不振の原因が諫早湾干拓事業にあるん

ではないかというお考えの方々、あるいは、そ

うではないんだという多くの漁業者の方々がい

らっしゃるわけでございまして、私どもはそう

した地元の声を大切にしながら、これからの方

向性を見定めていく必要があるというふうに考

えているところでございます。

【堀江委員】さまざまなご意見がある、そうで

す。さまざまなご意見がある中で、開門してほ

しいというそういう声をいただいて、私がここ

にいるんですが、開門したら農業ができなくな

るというのはごまかしだというのは、これは裁

判の中でも指摘がされている内容です。干拓農

地は内部堤防で囲まれているので海水は入らな

いし、堤防の内側に張りめぐらされた排水路な

どで、塩分が農地まで達することはないと。農

業用水も本明川から取水して導入する方法であ

りますとか、諫早中央浄化センターの処理水を

使うなど、農業用水の確保は可能ということで、

防災についても、高潮が予想される時には排水

門を閉じ、大雨が予想される時には調整池の水

位を下げてから排水門を閉じればいいので、心

配する必要はないということも、これはまた裁

判の中で言われた内容でありますので、私はぜ

ひ、行政として、営農者も漁業者も長崎県民な

ので、長崎県がどちらか一方の立場に立つこと

なく、農業、漁業共存の地域再生の方向に努力

されることを求めたいと思います。

そこで、もう一つ、諫早湾干拓営農地の入植

者が国や長崎県を提訴したという問題が報じら

れておりますけれども、最初提訴した方の、も
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ちろん係争中というのはあるんですが、今回、

24日の時点で提訴されておりますけれども、こ
うした状況についてどのような見解をお持ちか

というのを述べることができれば、見解を示し

てください。

【藤田諫早湾干拓課長】今、委員からお話があ

りました内容については、私どもも今週の25日
の新聞等で承知しているところでございます。

現在のところ、まだ訴状が届いておりません

ので、具体的な中身というものは承知しており

ませんので、報道の範囲内でしか承知してない

ということでございますので、現時点において

コメントは差し控えさせていただきたいと思い

ます。

【堀江委員】係争中、提訴をしたという報道だ

から、そのことについては、直接内容を見てい

ないのでコメントできないというのは、それな

りの答弁だと思いますけれども、農水経済委員

会の中で、農業がすばらしくできるということ

をうたい文句に始めたでしょう。けれども、開

門を求めてどうこうではなく、そういうことで

はなくて、もうあそこの農地は欠陥なんだとい

うふうな立場で撤退をしたという方の見解が示

されたことについては、長崎県が進めてきた事

業じゃないですか。何ら見解はないんですか。

手元に何も届いていないから、コメントできな

いという状況ですか。皆さんが売りにしていた

諫干の営農地でしょう。参事監、ないんですか。

【山根農林部参事監】諫早湾干拓事業で造成さ

れました農地につきましては、1区画当たり6ヘ
クタールという大規模でありますし、また平坦

であるということで、大変効率的な圃場という

ことには間違いありませんし、あと、調整池を

農業用水として確保し、灌漑が実施できるとい

うことでございますので、そういったハードの

面からも、優良農地ということに対しては間違

いがないというふうなことで考えております。

【堀江委員】優良農地で間違いないと思ってい

た長崎県の諫早湾干拓営農地に、実はもう欠陥

農地だから撤退しますと、そういうことをきち

んと公的に、報道の範囲ということを言えば、

実際言っている撤退した方たちがいるじゃない

ですか。そこについてはもう少し、手元に内容

が届いてないからコメントできないということ

ではなくて、これだけ多大な税金を使って進め

てきたわけですから、何らかのコメントはすべ

きですよ。しかも、農水経済委員会でしょう。

次長、どうですか。

【岡本農林部次長】今、堀江委員が言われた発

言については、既に裁判になっている件につい

ての争論点になっておりますので、それについ

てのコメントは避けたいと思います。

県としましては、広大な農地ができて、それ

に合わせて営農指導もしっかりやってきており

ます。そういう中で、今既に争われている2人
の方についても非常に残念に思っていますし、

もし今回の訴えが事実であって、そういう訴状

が届くのであれば、県としては非常に残念だと

思っております。

【堀江委員】 いずれにしても、この問題は、係

争中ということなので言えないという部分はあ

るとしても、今回の、後からというか、24日の
時点で会見を行った部分につきましては、手元

に届いてないからコメントができないというこ

とでもありましたので、次の農水経済委員会の

中ででも、県の対応なり状況について、私は逐

次報告していただきたいというふうに思ってお

ります。

終わります。

【大場委員長】 ほかありませんか。
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【山田(朋)委員】 農福連携について伺いたいと
思います。

県内の農福連携の状況について、取組状況に

ついて、まず伺いたいと思います。

【宮本農業経営課長】農福連携でございますけ

れども、農福連携の取組は、障害者の就労や生

きがいの場の創出ということですとか、農業の

就業人口が減る中で多様な担い手という中で、

働き手の確保にもつながるものとして認識して

おります。

こうした中で、本県での農福連携の取組でご

ざいますけれども、実は、農林部と福祉部門と

連携しながら、事業所に対してアンケートをと

るなどして農福連携の状況を調べたりしており

ます。

その中で、農福連携に関心のある事業所につ

いては、昨年来、振興局ごとに設けております

雇用労力の協議会の中で、具体的に試行的な取

組を始めているところでございます。

若干紹介させていただきますと、障害のある

方でも作業ができるようなものとして、例えば

みかんのマルチ張りですとか、ブロッコリーの

箱詰め、こういったものもありますし、また、

一つは花の片づけといったものがあります。こ

ちらにつきましては、例えば花の農家、実際に

試行的に取組をした中では、作業体験会をまず、

作業所の指導者の方に、どういう作業があるの

かというのを実際に見ていただきました。その

中で、例えば花の片づけとかは、これなら障害

のある方もできる、雰囲気もなかなかいいし、

という話もありましたし、福祉施設の方からも、

地域のために役に立つんだ、そういう話もあり

ました。

こういった中で、それじゃ、マッチング会ま

でしてみようかという話もありまして、実際、

事業所の中には、花の片づけの体験会を設けた

上で、試行的に障害のある方に農家のほうに行

っていただいて、請負で作業をするということ

も始めているということでございます。

それと、また、農福連携につきましては、国

のほうでも、今年度に入りまして、全国的に力

を入れているということもありまして、本県に

おきましても、今月10月7日に、県の関係部局
と事業者の関係団体、それから、県の振興局の

労力協議会などがメンバーとなりまして、第1
回農福連携推進会議を開催することとしており

ます。こういった中で、具体的な今後の県での

対応についても、しっかり検討していきたいと

考えております。

【山田(朋)委員】 10月7日に県の関係部局、福
祉保健部障害福祉課と農業経営課と各振興局と

か、施設関係者、就労施設の関係者での第1回
の推進会議を持つということでしょうか。

最初の答弁でありました、雇用労力の協議会、

よくわからなかったので、もう一度教えてもら

えますか。

【宮本農業経営課長】ご案内のとおり、本県の

農業につきましては、規模拡大ですとかいろい

ろする中で、いろんな働き手にお手伝いいただ

く場面が多くなると思います。例えば外国人の

労働力もそうですし、地域内の労力を使う、こ

ういったものもある中で、多様な労力の一つと

して、障害のある方も、その方たちができるよ

うな作業に協力いただくことで、障害者の方も

そういった作業で生産に貢献できるといったメ

リットもありますので、そういった意味でも非

常に重要な取組だと考えております。（「雇用

労力の協議会って、よくわからなかったので」

と呼ぶ者あり）

雇用労力協議会は、その取組の中で、振興局
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単位ごとに、今申し上げたような雇用をどうい

うふうに、地域内の農業者の方々に対して提供

していくかということで、例えば外国人もあり

ますし、地域の労働力もありますし、その中の

一つとして、障害のある方の労働力もうまく活

用しながらということも含めて対応していくも

のでございます。

雇用労力協議会につきましては、地域のＪＡ

ですとか、市町ですとか、それから振興局はも

ちろん、必要に応じて障害のある方の事業所に

も話を伺ったりすることによって、いろんな方

の意見を聞きながら、協議会の推進をしている

ところでございます。

【山田(朋)委員】 各振興局ごとに雇用労力協議
会というのがあって、そのメンバーは、県の振

興局とＪＡ、市町の方、必要によっては、施設

の方にも入っていただいてお話を聞いたりして

いるという取組、これはどれくらい前からして

いるのか。

農福連携と言われて、今まで取り組んできた

のが何年ぐらいなのか、そのあたりも教えてく

ださい。

【宮本農業経営課長】事業として始めたのは平

成24年度からになります。
すみません。ちょっと確認をさせていただけ

ますでしょうか。

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時２９分 休憩 ―

― 午後 ２時２９分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開します。

【山田(朋)委員】 農福連携に取り組んでいる事
業者数とかを把握しているか、平均工賃とか、

そのあたりのことも伺いたいと思います。

【宮本農業経営課長】農福連携に取り組んでい

る事業所というのは、現在把握しておりません。

また、工賃につきましても、例えば先ほど申し

上げました花の取組では、1日当たり3,000円と
いうことで対応しておりますけれども、農福連

携での平均というのは持ち合わせておりません。

【山田(朋)委員】 事前に申し上げていたと思い
ます。私がお教えしたいと思います。

農福連携に取り組んでいる施設、平成28年2
月の調査ですけれども、全192施設中、取り組
んでいるのが67、取り組んでいないのが72、検
討中が11、未回答が43です。
これは、所管というのも、農業経営課と障害

福祉課とまたがっているから、どこにウエート

がどうなのか、きちんとこういうことを、事業

者数とかも把握をしてなくてどうやって農福連

携が進められるのかなと私は思います。

平均工賃も、平成27年が1万5,255円、平成28
年が1万5,919円、平成29年が1万6,389円です。
現状をわからなくして農福連携はできないと思

いますけど、見解と、今の連携ですよね。庁内

でどういうふうなすみ分けをしてこれに取り組

んでいるのか、そのあたりを教えてください。

【宮本農業経営課長】恐縮でございます。委員

がおっしゃった数字なんですが、私も担当部署

からもらっているんですが、こちらは、実は農

福連携の場合ですと、私が申し上げたように、

障害のある方が、例えば農家のところに行って

お手伝いすると、農業者と障害者が連携しなが

らのことを私は申し上げたんですけど、今委員

がおっしゃったのは、（「就農ということにな

りますね」と呼ぶ者あり）はい、そうなので、

ちょっとそこと違うのかなということでお答え

しませんでした。申しわけありません。

【大場委員長】 見解を。

【宮本農業経営課長】農福連携につきましては、
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先ほど申し上げましたように、県のほうでも第

1回の推進検討会を始めるということ。それか
ら、先ほど申し上げましたけれども、国のほう

でも本年度から力を入れて、農福連携というの

は、障害者にとっても、農家にとってもウィン・

ウィンになるような取組だということで、今ま

で以上に力を入れていくんだというような話も

ありますので、こういう形を受けて、推進検討

会でも具体的に議論をしていきたいですし、例

えば先進事例、本県よりも進んでいるところも

ありますので、こういうところの調査も行いな

がら、本県でも活用できるような取組がどうい

うのがあるのか、そういうことも含めてしっか

りと検討を進めていきたいと思っております。

【山田(朋)委員】 私が申し上げたのが就農の状
況だったので、申しわけなかったんですけれど

も、農福連携をしている施設とかというのも把

握はしていないのか。何軒かはやっているんで

すよね。ただ、その把握の仕方、取組なんです

けれど、さっきの花の片づけの話とか、どうい

うきっかけでかかわって、どの程度かかわって

いるのか、障害福祉課とどういうすみ分けで、

どういったことを連携しているのか、そのあた

りも教えていただければと思います。

【宮本農業経営課長】例えば、どういうふうに

かかわり合っているのかということは、まだ、

取組が平成24年からということで、試行錯誤的
なところが、実は正直ありまして、ケース・バ

イ・ケースのところもございます。

現状で、今一番多いのは、先ほど申し上げた

ような、農業からのアプローチとしては、どう

いう障害のある方が、どういう作業であればお

手伝いができるのか、こういうことをしっかり

つかんで、それを、また障害のある方の事業所

側に、これならどうですかということのマッチ

ングをうまくしていく、これが一番大事なんじ

ゃないかというふうに思っています。

そういったことが、先ほどの県北の事例では、

少し進んできたかなということなので、こうい

うことをほかの地域ももっと広げていくという

ことが大事になるのではないかと思っておりま

す。

【山田(朋)委員】私としては、「農福連携」は、
この近年、言葉が出たと思いますけれど、長崎

県は、先んじて、平成24年から取り組んできて
いるということであれば、担当課として、農福

連携の事業者数ぐらいは把握しておいてもらわ

ないといけないと思います。

それで、今、マッチングの話をされていまし

たが、平成30年度の農福連携における就農促進
プロジェクト、厚生労働省の事業の分で、都道

府県別の取組状況があります。長崎県は、5つ
の項目のうち4つクリアをしています。この5つ
ともクリアしているのは、京都府と岡山県と愛

媛県で、この4つというのも、九州では長崎県
が一番進んでいる取組として評価をしたいと思

っておりますが、先ほど課長は、マッチングが

重要であると言われていたけれども、これの農

業生産者と障害者就労施設による施設外就労と

のマッチング支援、要は、花の片づけとかは施

設外就労になると思うんですけれども、マッチ

ング支援は、まだ長崎県はやっていないことに

なっているんですけれど、既に取り組んでいて、

どこが窓口でやっているのか、そういうふうな

体制を教えていただけますか。これでは丸にな

っていなかったので。

【宮本農業経営課長】 マッチングについては、

昨年度、まさに労力支援協議会が窓口となって

試行的に始めているということですので、まだ

そういう窓口は、今申し上げたとおりで、取組
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は試行的だということで、まだ委員がお持ちの

資料には入る段階ではなかったということかと

思います。

【山田(朋)委員】 わかりました。試行的に取り
組んでいただいているようでありますが、ぜひ

それをしっかりと窓口とかをどこと決めて、農

協なら農協とか、振興局とか、いろいろきちん

と、とにかく進めていただきたいと思います。

この効果なんですけれども、農福連携をする

ことによって精神面の体調がよくなった、あと、

体の調子もよくなったという数字も出ています。

しっかりとお願いをしたいと思っております。

既に長崎県では、都道府県がやるべき5つの
項目のうちの4つをやっていただいております。
それで、今、農福連携で一番必要とされている

のが、農業技術指導57.2％、販路確保の支援と
いうのもあります。当然やっていただいている

と思いますけれども、この2つが、私も販路拡
大のことでよくご相談を受けます。

そこで、私から提案なんですけれども、農福

連携のマークというのが、ＪＡＳマークがつく

っているのがあります。「ノウフク」と、ただ

片仮名で書いているだけのもの。でも、他の県

では、宮城県は既に取り組んでいますし、岩手

県は数日前に公募が終わっているんですが、公

募をして、そういったマークをつくっているよ

うであります。

私は、一般の生産者と農福連携で障害者の施

設でつくったものと一緒に産直とかで売ってい

る時に、もしその農福のシールがあれば、消費

者の方にも目について買っていただければ、工

賃アップにつながるので、私はこういったマー

クというのもぜひ検討いただきたいなと思いま

すが、ご見解を求めたいと思います。

【宮本農業経営課長】委員からお話のありまし

た農福のマークでございますけれども、今、少

しお話がありましたとおり、今年の3月29日に、
国のほうが新しいＪＡＳ規格として、「ノウフ

ク」のＪＡＳを制定したところでございます。

今、そちらについても、各省取組を始めている

ところですので、国のマークの活動状況なども

見ながら、県でどういうことができるのか、し

っかり検討していきたいと思います。

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時３８分 休憩 ―

― 午後 ２時４９分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

ほかありませんか。

【久保田委員】イノシシの件についてお尋ねを

したいんですけれども、私の地元の方の声が一

番多いのは、イノシシに関する要望というか、

質問が多いんですが、県のほうでもイノシシの

対策については、いろんな対策をされているの

は、私もよくわかっております。

しかしながら、幾ら対策を打っても完璧とは

いかないものであります。というのも、イノシ

シという動物の行動というのを人間が制限する

ことはできないわけでありますので、完璧には

いかないというふうに思っております。

そこで質問をいたしますが、目の前にイノシ

シがあらわれた時の対応です。結構、私の地元

では、イノシシが目の前に来たり、庭先まで来

たりする時があるんですが、目の前にイノシシ

があらわれた時というのはどういうふうな対応

をしたほうがいいのか、教えてください。

【川口農山村対策室長】イノシシと突然出会っ

た時のご対応についてのご質問でございます。

県では、ホームページで対応のマニュアル等

を示しておりまして、その内容に沿ってお答え
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をさせていただきます。

まず、ばったり出会った時はということで、

まず、あせらず落ち着いて行動するということ

が非常に大事でございまして、相手が非常に興

奮する、人間が思った以上に相手は興奮いたし

ますので、落ち着いて、まず、遠くで見かけた

場合には、静かに立ち去るということが基本で

ございます。そして、突然出会った場合、もし

くはイノシシが威嚇している、イノシシは興奮

した場合、歯をカチカチと鳴らしますので、そ

ういった場合は、イノシシの様子を見ながら、

視線をそらさずにゆっくり後退するということ

が安全を確保する上で非常に大事でございます。

【久保田委員】そうしたら、静かにしておくと

いうことで、逆にこっちのほうがイノシシを攻

撃するということはしないほうがいいというこ

とですね。例えば、そこに石が落ちてあって、

石を投げつけるとか、そういうことは絶対して

はいけないということですね。

それと、これは自分も経験があるんですけれ

ども、車で夜間走っている時に、道路にイノシ

シが突然いる時があるんですが、そういう場合

というのはどうすればいいでしょうか。

【川口農山村対策室長】これもマニュアルのほ

うに記載しております。車に乗っている場合は、

クラクションを鳴らして車内から静かに見守る

ということで、発進させるとぶつかってきたり

するそうですので、クラクションを鳴らして相

手の様子を見るというのが基本でございます。

【久保田委員】クラクションを鳴らすのは威嚇

にはならないんでしょうか。

【川口農山村対策室長】いろんな状況を判断し

た中で、そのままの状態でずっとにらめっこす

るというのも一つの、静かに待てればそれが一

番でございますが、どうしても急がれる場合と

かありますので、その場合は、やはりクラクシ

ョンを鳴らして、相手に人間がいるということ

を想定させるということは非常に大事と聞いて

おります。

【久保田委員】そうしたら、最後の質問ですけ

れども、実際にイノシシにかまれたとか、ある

いは車にぶつかってきたと、そういった事例は

ありますか。

【川口農山村対策室長】 これは、平成28年度
以降、毎月市町から報告をいただくようになっ

ております。

平成30年度につきましては、長崎市から2件、
平戸市から1件ございます。長崎市の2件につき
ましては、バイクの走行中にイノシシと衝突さ

れて転倒打撲というふうに伺っております。平

戸市の場合は、犬の散歩中にイノシシに襲われ

たということで、イノシシに殺傷ということで、

足の部分を牙で切られたと、そして、転倒時に

打撲を負われたと、以上3件が、平成30年度に
は県のほうには報告がなされております。

【久保田委員】わかりました。ありがとうござ

います。

これからも、やっぱりそういった付近に住ま

れている方の安全・安心というのを守っていた

だくよう、そういった安全面の指導というのを

力を入れてやっていただければと思います。頑

張ってください。どうもありがとうございます。

【大場委員長】 ほかありませんか。

【溝口委員】株式会社エヌの活動状況について

お尋ねをするんですけれども、先ほどの報告の

中で、綾香次長がベトナム国に行ったというこ

とでございますけれども、その成果と、また、

問題点を指摘された部分があったら、報告をお

願いしたいと思います。

【綾香農林部次長】先ほど、農業経営課長から



令和元年９月定例会農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２６日）

- 155 -

補足説明がございましたけれども、8月23日に
ベトナム国の方に出張してまいりました。

その出向いた背景ですけれども、長崎県にお

いては、農業分野の特定技能の外国人材の確保

相手国として、従来、ベトナム国からを中心に

迎え入れようということで準備を進めて、エヌ

も設立をして準備をしておったところですけれ

ども、なかなか国同士の合意に時間がかかった

ということ、それと、カンボジア等では、もう

送り出し国としての準備が進んでいるんですけ

れども、ベトナム国がまだまだ進んでいないと

いうことで、日本政府もずっと働きかけはして

いただいていたんですけれども、長崎県は特に

困るということで、県としても動くべきではな

いかということで、私が代表で行かせていただ

きました。

ベトナム国の労働省のフオン副局長という責

任ある方にご対応いただきまして、長崎県が、

今、農業者の労働力不足で困っている現状、そ

して、一刻も早くベトナム国から特定技能の外

国人材、働き手を派遣していただきたいという

切なる願いをしっかりと伝えたつもりでござい

ます。

ただ、ベトナム国の労働局副局長は、今、急

いでいるところだということで、もうちょっと

待ってくれというお話で当初言っておられたん

ですけれども、長崎県も待てないということで、

じゃあ、いつまで待てばいいんですかというこ

とを訴えましたところ、10月末にはベトナム国
内の送り出しのルールの手続を、準備を整える

と、それ以降であれば、すなわち11月以降であ
れば、長崎県がベトナム国の外国人材と接触し

て、採用・面接とかの手続に入って構わないと

いうところを明かしていただきました。

それを受けまして、長崎県の農林部のほうと

交渉をずっと進めておりましたベトナム国立農

業大学、そちらのほうと11月にしっかり面接が
できるように双方で、日本側我々とベトナム国

立農業大学側で11月に面接ができるように、今
から準備に入りましょうというところもしっか

り押さえて帰ってきたところでございます。

ただ、今後、まだ残された課題としては、賃

金の国内の格差とか、いろいろございますけれ

ども、長崎県の暮らしやすさとか、県もかかわ

った安心できる受け入れ体制があるというとこ

ろを、強みもしっかり伝えながら、ベトナム国

からの外国人材の確保にしっかり努めてまいり

たいと思います。

ベトナム国立農業大学そのものが、ベトナム

国の指定を受ける送り出し機関になると、なり

たいと、なる手続を進めるということも先方の

代表の方も明確に述べていただきましたので、

ある程度、一定の成果があった出張ではなかっ

たかというふうに思っております。

【溝口委員】 ありがとうございました。

このエヌをつくった時には、設立した時には、

すぐに特定技能者が来るのではないかと、そう

いう期待を持っていたんですけれども、なかな

か進まなかったのは、やはり国と国の問題があ

ったのかなという気がするんですけれども、そ

れに先駆けて、綾香次長が県から派遣されてす

ぐに交渉に行ったということは大変評価に値す

るのではないかと、このように思っております。

しかしながら、当初の400名ですかね、需要
者があるのに、なかなかそれが満たされないと

いうことになれば、大変問題が残ってくるので

はないかと思いますので、もう11月から早速話
し合いができていけば、進めていただきたいと

思っております。

ただ、それも賃金とか手数料費用とかの問題
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があるんですけれども、このことについては、

もう県の方では検討して終わっているんですか。

【宮本農業経営課長】外国人材を特定技能で受

け入れる際の処遇でございますが、一つは、今

考えているのは、エヌとそれぞれの派遣先のほ

うで幾らにするかというのを検討している状況

ではありますけれども、既にご案内のとおり、

外国人を受け入れる場合には、労働基準法とか

派遣事業法の適用を受けますので、外国人材に

対しては最低賃金以上の処遇をする必要が必ず

あります。長崎県の場合でも790円にもうなっ
ておりますので、それ以上を確実に払った上で、

あとはエヌの手数料とか社会保険料、そういっ

た必要経費の分を少し載せた上でやるという形

で検討を進めているところでございます。

【溝口委員】それでは、最低賃金をベースにし

た形で、月に大体幾らぐらいになるというのは

計算ができているんですか。

【宮本農業経営課長】エヌと派遣事業者、派遣

先の間では協議を進めているというふうには聞

いておりますけれども、最終的にどういった形

になるかというところまでは、まだ県の方では

伺っていない状況でございます。

【溝口委員】 わかりました。

11月から受け入れるということになると、こ
ちらも10月までの間にはそういうものを、しっ
かりしたものをお示しして来ていただくという

ことになるんだろうと思うんですけれども、そ

の辺についてはしっかりとした形で、県の方も

エヌの方々ばかりに任せるのではなく、やはり

県としての考え方も持って、エヌとの交渉もし

ていただきたいと、このように思っております。

それから、長崎県農業分野外国人受入推進協

議会というのを9月末に設置するということで
ございますけれども、もう9月末になってきて

いるんですけれども、いつごろになるのか、お

尋ねしたいと思います。

【宮本農業経営課長】 9月30日、月曜日に設置
するということにしております。

【溝口委員】国とか県とか、いろいろな人たち

が入ってということになったんですけど、大体、

入るメンバーというのはもう決まっているんで

すか。

【宮本農業経営課長】県の担当部局である農業

経営課のほか、一つは出入国管理庁の福岡入管、

長崎労働局、それからＪＡ中央会、こういった

メンバーが入ることになるほか、オブザーバー

としても関係機関にお声がけをしようというふ

うに思っております。

【溝口委員】 9月30日に設立ということになれ
ば、もう協議会の会長とか、本当はメンバーも

発表するのは、今日は難しいんですか。30日で、
大体もうわかっているのなら、もしよかったら

県議会に知らせていただければと思うんですけ

れども、いかがでしょうか。

【宮本農業経営課長】ご用意して、後ほどご案

内したいと思います。

【溝口委員】 それと、受入市町連絡協議会、こ

れは県下7ブロックで行うということですけど、
そのことについては、もう大体決めているんで

すか。振興局ごとになるんですか。島原には一

つはつくるということですけれども。

【宮本農業経営課長】委員お話のとおり、各振

興局単位ごとにつくることにしております。

まず、今回の受け入れは島原地域が最初にな

りますので、島原でまず最初につくって、そこ

をテストケースにして、どういった運営の仕方

をしていくのかといったことも含めて検討した

上で、順次、各地域に入れる段階で設立してい

きたいと考えております。
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【溝口委員】これも、市町はどこの市町につく

るのか、県北ではどこにつくるのかというのが

わかっていると思うんですけれども、その辺に

ついて明確に教えていただければと思います。

【宮本農業経営課長】県北につきましては、今、

具体的な派遣の時期とかをまだ調整中の段階で

ございますので、協議会の設立をいつとか、顔

ぶれをどうするとかいう議論までは、残念なが

ら至っていない状況でございます。

【溝口委員】 7ブロックということで、今、県
北のことだけを答えていただいたんですけれど

も、今のところ、島原の地域だけが先行して行

って、ほかのところはまだ全然決めてないとい

うことで理解していいわけですか。

【宮本農業経営課長】島原につきましては、既

に準備会合などもしておりまして、県の振興局、

ＪＡ、それから地元3市がメンバーとなり、ま
た、オブザーバーとしまして地元の警察署など

も入る形になる予定としております。

ほかの地域も、基本的にはこういった形にな

るかと思っておりますけれども、実際に動かし

ながら、ほかにもっと入った方がいい方々、そ

ういったことも見た上で、最終的には固めてい

きたいと思っております。

【溝口委員】そこら辺は、そういう時期がきた

時にそれぞれつくっていくということで理解し

ておきますけれども、ただ、今のところ、エヌ

で扱うのがベトナムとカンボジアということに

なっているんですけれども、ほかの国との交渉

はないわけですか。

【宮本農業経営課長】今、外国との受け入れに

ついての協議を行っているのは、ベトナム国と

カンボジア国の2国になっております。
【大場委員長】今後、それ以外の国との余地は

ありませんかということです。

【宮本農業経営課長】 まず、その2カ国にしっ
かりと力を入れたいと思っておりますけれども、

ほかの国を妨げるものではないので、ほかの国

も、例えば、今後の協議とか受け入れの状況も

見ながらですね。

今回の特定技能外国人については、全部で9
か国、2国間取り決めを結ぶことにしておりま
すので、ほかのそういった国々も、締結の状況

などを見ながら対応していきたいと考えており

ます。

【溝口委員】 せっかくだから、9か国というの
は言葉に出して、2か国しか出ていないんです
けれども、その9か国は、どことどことをしよ
うとしているのか、お尋ねしたいと思います。

【宮本農業経営課長】順番に申し上げます。ベ

トナム、カンボジア、中国、ミャンマー、モン

ゴル、インドネシア、ネパール、それから、あ

と2つありますので、確認してご連絡したいと
思います。手元に資料がございません。

【溝口委員】わかりました。大体アジア関係の

ところだけを一応ターゲットにして、特定技能

者を募るということになってくるわけですか。

わかりました。

ただ、このエヌが本当に活動していくのが、

今年中にきれいになっていくのかなと思ってい

ましたけど、なかなかできていかないので、そ

の辺については、県の方として、県庁全体の問

題として取り扱っていただいて、早く機能して

いくように、努力をしていただきたいと思って

おります。よろしくお願いいたします。

【宮本農業経営課長】先ほど、私のほうからお

伝えをしっかりできませんでした、長崎県農業

分野外国人受入推進協議会でございますけれど

も、メンバーについて改めて丁寧に申し上げた

いと思います。
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法務省の福岡出入国管理局、それから厚生労

働省の長崎労働局、すみません、私一つ漏らし

ておりました、農林水産省の九州農政局の長崎

県拠点、こちらが入るという形になります。大

変失礼いたしました。

【大場委員長】後で資料で、ペーパーでもらえ

ますか。（「もう一つ、よろしいでしょうか」

と呼ぶ者あり）

【宮本農業経営課長】 9か国でございますけれ
ども、先ほど私が申し上げなかったのはタイと

フィリピンでございます。合わせて9か国とな
ります。大変失礼いたしました。

【大場委員長】先ほどの人員等々、資料で提出

をお願いいたします。

【山田(博)委員】 それでは、事前通告の質問を
含めて、幾つかお尋ねしたいと思います。

農林部におきましては、ご存じのとおり、Ｔ

ＰＰ11と日ＥＵ・日ＥＰＡ、日米貿易協定が結
ばれたわけでございます。

報道によりますと、トランプ大統領が、日本

が約72億ドル、つまり7,760億円相当のアメリ
カ農産物について関税を撤廃ないし削減という

ことで、これは相当のアメリカの農家や畜産業

にとって利益をもたらすということをトランプ

大統領が言われているわけでございます。

そうしますと、アメリカのほうは、こういっ

た莫大な利益を大統領自らおっしゃっているわ

けでございますが、今後、県当局がこういった

状況を踏まえて、国に対してどういうふうに要

望して、また、長崎県としてどのように取り組

んでいこうとされているのか、これは、日米貿

易協定というのは、昨日や今日、始まった話で

はなくて、このＴＰＰ11も、日ＥＵ・日ＥＰＡ
とか含めて、ずっと貿易協定が結ばれている中

で、県当局、国当局の今後の取組なり考えを聞

かせていただきたいと思うわけでございます。

といいますのも、農林水産省が、今回のこう

いった協定を結ぶことによって、真の国際的な

環境に入ったということで、農林水産省も、実

際、強い農林水産業、または農山漁村をつくる

ために、農林水産業の生産基盤を強化するとい

うことをうたっているわけでございまして、そ

ういった状況の中で、先ほどの質問の県当局の

見解を聞かせていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。

【吉田農政課長】日米貿易協定につきましては、

本日未明に最終合意に至ったということで、詳

細な内容は、まだ我々といたしても把握できて

おりませんが、本日、農林水産大臣の談話が公

表されておりまして、農林水産品にかかる日本

側の関税については、ＴＰＰの範囲内におさめ

ることができたというふうな談話が載っており

ました。

6月に、我々といたしましても政府施策要望
を行いまして、ＴＰＰ11でありますとか、ＥＵ
とのＥＰＡ交渉、こういったものを含めて、新

たに米国も含めてＲＣＥＰ（アールセップ）と

か、他国との貿易交渉を行う際には、きちんと

国民へ十分な情報公開、それから丁寧な説明を

してもらいたいというふうな要望もさせていた

だいております。

それに加えまして、今後、貿易協定をする際

は、過去のＴＰＰ11でありますとか、そういっ
たものの範囲内に収めてもらいたいということ

もご要望させていただいて、そこについては、

一定、談話だけ見ますと、守られたのかなとい

うふうに思っておりますが、今回の合意に至る

までの経過というのは、我々としても十分な開

示、説明という分についてはどうだったのかと

いうふうに思うところもございます。
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ただ、談話の中におきまして、大臣といたし

ましても、「農林水産省として農林漁業者をは

じめとする国民の皆様の懸念と不安を払拭する

ために、合意内容について説明を尽くしてまい

ります」とありますので、県といたしましては、

今回の合意の詳細な確認とともに、国からどう

いった説明をなされるのかということも踏まえ

て、必要な対策を講じる必要があるというふう

に思っています。

いずれにしましても、ＴＰＰ11をはじめとし
て、委員おっしゃったとおり、国際的な輸入農

産品との競合という中で厳しい状況になるとい

うふうに思っております。

これまで農林水産省といたしましても、ＴＰ

Ｐ関連施策に基づいて、例えば産地パワーアッ

プ事業でありますとか、畜産クラスター事業で

体力強化を図っていくということを前提として、

いろんな協定を結んできたというふうに考えて

おりますので、そういった事業を積極的に活用

して、本県の生産者の皆さんが意欲を持って、

引き続き持続的に経営を続けていけるように、

県としては、国の責任において対策をやっても

らいたいということで、引き続き要望をしてい

きたいと考えております。

【山田(博)委員】 ということは、今回のこうい
った日米貿易協定を結んだことによって、この

合意内容をきちんと説明してもらいたいのが一

つと、あと、その対策によっては、国の責任を

持ってしっかりやっていただきたいということ

がありますね。

その一方で、じゃ、それはわかりましたと。

長崎県独自としては、こういった状況を踏まえ

て、独自の政策というか、国の予算も必要な予

算を確保しないといけないわけですが、県当局

としては、具体的にある程度の政策ですね、例

えば、今、予算のお話があったように、産地パ

ワーアップとか、畜産クラスター事業と、そう

いった予算確保をさらに国に対して強く要望し

ていくということで理解していいんですかね。

【吉田農政課長】生産者の皆様からご要望もい

ただいておりますので、そこはしっかり要望し

て、予算を確保していきたいと思っております。

【山田(博)委員】 今回、農業、漁業もだんだん
国際的になっていくという中で、特に農業は、

アメリカのこういった貿易協定で厳しい状況に

なっていくわけですね。

そこで、この質問に関して、農林部長から県

としての、国に対してしっかり要望していかな

いといかんとありますけれども、県の農業政策

を、農林部として引っ張っていく部長としての

見解を聞かせていただいて、この質問は終わり

たいと思いますが、よろしくお願いします。

【中村農林部長】農林部全体といいますか、県

の考え方としては、先ほど農政課長が述べたと

おりでございます。

ただ、ＴＰＰ11も日ＥＵ・ＥＰＡももう始ま
っております。発効されて、実際に運用されて

いるところでございまして、ただ、その影響が

どのようになっているのかというのがなかなか

分析されてないのが現状でございまして、やは

りそういった新たな貿易交渉が実際に始まって

いく中で、今後の影響はどうあるのか、しっか

り国において検証していただいて、十分な対策

を求めていくというのが大事じゃないかなと思

っております。

現在は、産地パワーアップであるとか、畜産

クラスターということで、国内農業の体質強化

といったことで対応いただいておりますけれど

も、それをまずは、県はしっかりと予算を確保

していくといった取組だと思いますけど、新た
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な影響等がわかってきたら、それにしっかり、

即座に対応していただく。我が県は中山間地が

多うございますので、県の実情に応じた対策が

十分とられるかどうか、不足する場合において

は、しっかりと国に対して、その事業化につい

て要請をさせていただきたいと思っております。

【山田(博)委員】 今回の日米貿易協定を踏まえ
て、さらに、県内農業者の方から不安の声が私

にもたくさん届いているわけですので、農林部

長がおっしゃったような決意を持って、しっか

り国に働きかけ、また、県の農業政策にしっか

りと取り組んでいただきたいと要望にかえて、

この質問は一旦終わりたいと思います。

続きまして、千綿女子高等学園の跡地活用に

ついて、長崎県立農業大学校附属の千綿女子高

等学園の跡地というのは、今、鳥取県の養豚会

社のほうに事業の活用ということで仮決定され

ておりますね。今、地元説明会というふうな形

をされておりますが、見込みはどうなっている

か、お答えいただけますか。

【宮本農業経営課長】委員からお話のありまし

た千綿女子高等学園の跡地につきましては、3
月に選定委員会の答申を受けまして、公募に応

じた、今お話のありました、他県の大規模養豚

事業者を候補として検討してまいったところで

ございます。

検討会の際の取りまとめの附帯条件として、

地域住民への説明を十分に行うことというもの

がありましたことを受けて、県では、8月7日に
地元の2地区で説明会を行いましたが、発言さ
れた地元住民からは反対意見が多く出されたと

いうことでございます。

こうした状況を受けて、実は9月18日に東彼
杵町長が来庁されて、同社の農場を千綿跡地に

受け入れるのは困難で、選定は見送るようにと

いうお話がありました。あわせて、町として新

たな跡地の活用について検討したいという申し

出があったということでございます。

それを踏まえて、今、県としての対応を検討

したいと考えているところでございます。

【山田(博)委員】 ということは、今年の3月に
鳥取県の養豚会社のほうに貸し付けをしようと

いうふうに仮決定したんだけれども、地元から

合意を得られなかったということで、それを、

今度は東彼杵町で活用していきたいという話が

あったということでありますね。

農業経営課長、この案件というのはどれだけ

の案件かというのはご存じですよね。この案件

というのは、どれだけ重要かわかりますよね。

ところがどっこい、今、大場委員長にも報告が

ない、もちろん私たち平の委員にもない、これ

はどういったことかというのを、農業経営課長、

あなたは国から来た割には、丁寧な説明がない。

先ほど委員の皆さんから質問する時も、きちん

と事前に相談せんといかんですよ。そういった

やり方が果たしてどうかと、真剣にもうちょっ

と丁寧にやっていただけませんか。あなたらし

くないですよ。最初あなたは懇切丁寧だったけ

ど、最近どうしたんですか、体調でも悪いんで

すか、気分でも悪いんですか。どうしたんです

か、足が遠のいているんですか、あなたらしく

ないですよ。最初、あなたか来た時は懇切丁寧

で、あら、さすがだなと思っていったんだけれ

ど、最近は、もう農林水産省に帰るつもりじゃ

ないんですか。そういった気持ちじゃいけませ

んよ。ここは長崎県の農林部だよ。もうちょっ

としっかりやってもらわないと、そのためにあ

なたは来ているんだよ。中村農林部長を支える

ために。もうちょっとしっかりやっていただか

ないと。反省の弁も込めて、こういった重要な
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ことをなぜ報告しないんだ。私はそれを言って

いるんだよ。

一生懸命頑張っている、わかるんです。しか

し、こういったことになっているんですよと、

まず、大場委員長に報告して、委員の皆さん方

に諮るというんだったらわかるんです。あなた

は鳥の卵みたいにずっと抱えていて、よくなる

と思っているんですか。あなたのそういったや

り方はいかんよ。反省の弁を込めて、お答えい

ただけますか。

【宮本農業経営課長】千綿の対応につきまして

は、先日、大場委員長にはご説明を差し上げて、

副委員長には資料をお届けいたしているところ

でございます。

【大場委員長】先日、現状としてご報告をいた

だきました。

ただ、内容が内容なことと、あと、庁内での

対応等も含めて、さらなる検討が必要というこ

とでしたので、一応私のほうでとどめ置くとい

うことでの判断をさせていただきましたので、

大変申しわけありませんが、ご了承をお願いし

たいと思います。

【山田(博)委員】 農業経営課長、そういうこと
を早く言わないからだめなんだよ。だから、こ

の委員会がこうなるんだ。わかった。言ってく

れれば、私も質問しなかったんだよ。貴重な時

間なんだよ、この質問時間というのは。

私は、大場委員長にきちんと説明してもらっ

ていたのなら、よかったんだよ。それは、大変

失礼いたしました。

続きまして、いろんなことから、今、国内で

種子法の廃止に関して大変危惧をされていると

いうことで、種子法の廃止に対して、各都道府

県の取組として、種子法に準ずるような条例を

つくっているところがあるわけでございますが、

今回、今日の朝日新聞に、10月1日に長崎歴史
文化博物館で、「『種子法廃止』で揺らぐ食の

安全～私たちのタネの、近くて深い学習会～」

ということで催されるということでありますけ

れども、この学習会が催されるというのは、担

当課としてご存じでしたか。

【渋谷農産園芸課長】本日の朝日新聞のほうに、

そういう学習会があるということが記載されて

いることは、知っております。

【山田(博)委員】 実は、こういった学習会を大
変大きくやることは、いろんな意味で意義があ

ると思うんですが、それで、生産者の方から心

配の声があるんです、「大丈夫ですか、長崎県

は」と。こういった大臣経験者が来て、種子法

を通していろんな勉強をされるということはい

いことなんだけれども、長崎県の種子の確保と

かは大丈夫ですかという声が出ているんです。

そこで、農産園芸課長、長崎県は大丈夫です

と、心配ご無用というきちんとしたメッセージ

をどんどん発信していかないと、いつまでたっ

ても長崎県の農業というのが、大丈夫ですか、

大丈夫ですか、と心配の声があるわけですよ。

そこは、農産園芸課長、しっかりとした見解を

聞かせていただきたいと思っております。

【渋谷農産園芸課長】主要農作物種子法の廃止

を受けまして、長崎県では、主要農作物種子の

安定供給に支障を来すことがないような体制を

維持するために、ＪＡ中央会、それから全農、

関係ＪＡ、それから米麦改良協会等と協議の上

に、昨年度、長崎県主要農作物種子制度基本要

綱及び運用を制定いたしまして、種子体制をこ

のまま継続するということにしております。

ただ、いろんな農家の方に伝わるように、今

後とも、例えば振興局の講習会、そういうとこ

ろでもこういう体制をつくって、長崎県として
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はしっかり種子の供給体制を維持していくとい

うことをＰＲしていきたいと考えております。

【山田(博)委員】 じゃ、ＰＲと言っていました
けれど、農産園芸課長、今、長崎県のテレビが

あるじやないですか、Ｎなびとかね。出演して、

そういうのをやってくれないですか。

いいですか、片方は農林水産大臣が来て、大

丈夫ですかと心配して、それは農林水産大臣も

された方ですから、大変見識があって立派な方

で、言われるから、大変心配の声はあるわけで

すよ、大丈夫でしょうか、大丈夫でしょうかと

ね。と言うのは、ごもっともですよ。そんな心

配するのは当たり前ですよ。だから、そこはそ

ういったことがないということをしっかりと長

崎県として、こういった要綱をつくってやって

いますということを農産園芸課長、農産園芸課

長がだめだったら部長、あなたが出演して、大

丈夫ですと、テレビコマーシャルなり新聞広告

なりして、それぐらいやってもらわないといか

んということ、そこまできているということを

私は言いたいわけです。

部長が答弁したいみたいですから、どうぞ。

【中村農林部長】 この種子法の件については、

これまでも委員会、一般質問においても答弁さ

せていただいておりますけれども、県の考え方

としては、農家の皆様に、安全・安心で安定的

に低価格で供給することは大変重要な県の役割

だというふうに考えております。

ですので、条例化のご提案もございますけれ

ども、私どもはしっかりと種子の供給について

は、県が責任を持ってやっていくんだという考

え方のもとに、これはＪＡグループとか、市町

の皆さんとか、逆に言いましたら、ＪＡグルー

プを通じて農家の皆さんに周知を図っていただ

くというのが一番いいことだと思って、そうい

うふうにＪＡグループとも連携してやってきて

おります。

ただ、それでそういうご不安の声があるとす

れば、また再度、振興局なり市町なり、特にＪ

Ａグループの皆さんと一緒に周知を図っていっ

て、絶対大丈夫だといったことをしっかりと皆

様にご理解をいただくように、努めてまいりた

いと思っております。

【山田(博)委員】 ぜひ取り組んでいただきたい
と思っております。

それと、これは、先般、農産加工流通課に資

料をつくっていただきまして、これは卸売市場

の検査についていただきました。これは昭和46
年に制定された卸売市場法に基づいて検査して

いるんですね。

この資料に基づくと、長崎県の農林部の農産

加工流通課というのは、県内の卸売市場の検査

対象事業者は11事業者で、年間3事業者程度の
検査をやっているということでありますけれど

も、これは3年から4年かけてやっているという
ことで、これはいつからやっているんですか、

教えていただけますか。

【長門農産加工流通課長】検査につきましては、

委員ご指摘のとおり、毎年、対象11事業者につ
いて3～4年かけてやってきておるところでご
ざいます。

これがいつから始まったかというのは確認が

できませんで、すぐ確認してからご連絡したい

と思います。

【山田(博)委員】 時間がきましたので、一旦終
わりたいと思います。

【大場委員長】 ほかに質問はありませんか。

【赤木委員】 6月の委員会質疑の中でもお尋ね
したんですけれども、木質バイオマスについて

です。6月の答弁では、まずは固定買取制度の
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ご説明がありまして、木材、資材が実際供給で

きるかが課題であるものの、十分収益性は確保

できると認識しているという答弁をいただきま

した。

一方、産業労働部のほうに聞いてみますと、

長崎県内においては、ちょっと厳しいんじゃな

いかというご意見もいただきました。私は、ど

っちが正しいのかというのを聞きたいと思いま

して、農林部として、今どういうふうな見解を

持たれているのか、お伺いしたいと思います。

【内田林政課長】 私、6月の委員会でそのよう
に、確かに答弁をいたしました。

平成30年度の林業白書に記載がございまし
て、平成30年9月末現在、2,000キロワット以上
は施設が40カ所稼働しております。それから、
出力2,000キロ未満が24カ所、既に全国的に稼
働しているという状況があります。さらに、51
カ所が新設の認可を受けておりまして、全国的

には、もうＦＩＴ価格で稼働しているという現

状を踏まえて、私は申し上げたところでござい

ます。

2,000キロワット以上というのが、バイオマス
の集材距離が大体50キロ圏内を想定しており
ます。2,000キロワット未満は、大体20キロか
ら30キロ圏内を想定していまして、それをコン
パス上で長崎県に置き換えた時に、どうしても

離島・半島が多いものですから、半分近くが海

になってしまうということで、どうしても集材

距離が長くなってきます。もう少し小規模分散

型、2,000キロワットよりも小さいもの、あるい
はＦＩＴ価格40円よりももっと高く買取価格
を設定してくれといった要望もしたことがござ

いますが、現時点で、まだ具体的な計画がござ

いませんので、その時点で対応していきたいと

思っております。

【赤木委員】 具体的に、今、県内で検討されて

いるところはあるというふうに聞いているんで

すが、そこは把握はされているんですか。

【内田林政課長】県内で幾つか各地に事業者と

ともに検討している事例はございます。そこで

我々がどういった供給体制で木材を供給してい

くかというところも議論していますが、まだ具

体的な実現には至っていないという状況でござ

います。

【赤木委員】 11月にこの委員会でも視察を予
定していますので、今抱えている県の課題とか、

そういったものを私もしっかりと勉強させてい

ただいて、今度の視察に生かしたいなと思って

いますので、また引き続き、いろいろお伺いで

きればと思っております。

もう一個ご質問したいんですが、私の知り合

いの焼肉屋のオーナーさんから切実なご意見を、

長崎牛の使用に関して承りました。それは有名

な焼肉店でありますけれども、長崎牛の持って

いるポテンシャルに関して疑う余地は全くない

んですが、佐賀牛を使っているというお話でし

た。なぜかといいますと、ながさき牛は使いに

くい、長崎和牛は使いにくい。宣伝が全然でき

てないからというようなお話でした。ぜひとも

もっともっとプロモーションといいますか、そ

ういったもので「長崎和牛」、「ながさき牛」、

これも違いがあるんですけれども、そういった

ものをもっともっと押し出してほしい。佐賀に

負けないようなプロモーションをしてほしいと

いうご意見をいただいているんですが、今、長

崎県として、もっとながさき牛、長崎和牛を押

し出すようなことを何か考えていらっしゃるの

か、お伺いしたいと思います。

【長門農産加工流通課長】長崎和牛のＰＲにつ

きましては、農業団体、例えば農業協同組合と
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か、全農長崎県本部、それとか生産者、ＪＡ肉

用牛部会の生産者、あとは、系統外の生産者の

方々も一緒になって、屠畜施設とかも含めた形

で長崎和牛銘柄推進協議会というのをつくって

おります。

この銘柄協議会を通じて、長崎和牛のＰＲ、

販路拡大、ブランド化、こういったものの県内

外のＰＲ活動を行っているところでございます。

【赤木委員】もちろん県としては、長崎和牛を

もっと使ってくださいと、いろんな方にＰＲす

る立場だと思うんですけれども、その協議会の

中で検討して、実際はそれがうまくいってない

というのが現状だと思っているんです。

例えば佐賀の場合ですと、佐賀牛と佐賀産和

牛と明確に分かれているんですね。それは等級

によって分かれているんですけれども、長崎和

牛の場合は、全体で「長崎和牛」で、等級の4、
5が「ながさき牛」という区切りがあるんです
けど、それは佐賀と違うんですけれども、それ

も長崎和牛が使いにくい理由だというふうにお

っしゃっていたんですが、そこに関しての認識

というか、戦略的にそういうふうにされている

のかどうかというのをお伺いしたいです。

【長門農産加工流通課長】委員ご指摘の長崎和

牛につきましては、長崎育ちの肥育を目的とし

た和牛については全て長崎和牛ということで、

その和牛を長崎和牛としてＰＲをしているとこ

ろでございます。

その中で、例えば長崎和牛の指定店というこ

とで、県内外の指定店を登録させていただきま

して、その中でしっかり販売もさせていただい

て、協議会の中でも、例えば長崎和牛の消費が

下がる時期には、指定店と協力してキャンペー

ンを打つなどしてＰＲを進めているところでご

ざいます。

【中村農林部長】私のほうで少し補足をさせて

いただきます。

長崎県は「長崎和牛」でございます。実際、

長崎和牛として取り扱っているのは8,000頭ぐ
らいでございます。要は、長崎和牛の定義は、

今、課長が申し上げたとおり、長崎育ちであれ

ば結構ですと。過去、平仮名で「ながさき牛」

というのがございまして、そのときには4等級、
5等級ということでブランド化を狙ったんです
けれども、どうしてもそうなりますと、もとも

との飼養頭数が少ない上に、絞ってしまうとロ

ットが確保できないということがありまして、

8,000頭でも、佐賀牛に相当負けております。で
すので、何とか要件をできるだけ緩めて、長崎

和牛としてロットを増やそうという戦略で今き

ているところであります。

ただ、その8,000頭というのでも、はっきり申
し上げて、全然足らない。全共で全国一をとっ

て知名度は上がって、欲しいというお話があっ

ても、8,000頭レベルでは、なかなかご要望に沿
えないという状況でございます。

ですので、今、肥育の飼養頭数も増やそうと

いうこと、それから、先ほど生産者も入った推

進協議会ということですので、参加していただ

ける生産者をもっともっと増やそうと、目標は

1万頭でございます。それでもまだ足らないと
いうことはあるかと思いますけれども、まずは、

「長崎和牛」という銘柄で取扱量を十分確保し

た上で、皆様のご要望に応じてしっかり出せる

ようにしていく。ロットが集まってくれば、今

度は、皆様から負担金をとっておりますので、

ＰＲ費もしっかり確保できるようになってくる。

おっしゃられるとおり、県内でＰＲするのか、

県外で、長崎和牛は中京・関西圏が中心なんで

すけど、そちらで売るのか、はたまた、関東商
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圏で売ったほうがいいのか、そこら辺もＰＲの

優先順位をどこに置くかといったことも、いろ

いろと試行錯誤しているところもございまして、

まずは地元で口コミで広げていくというのも非

常に重要だと思っているんですけれども、やは

り高く売れるところにＰＲをするとか、これも

関係団体とか生産者の皆さんと、ただ、おっし

ゃるとおり、長崎和牛の指定店もございますけ

れども、エンドユーザーの方々からもいろいろ

とご意見をいただきながら、しっかりと長崎和

牛の販売方法について検討してまいりたいと思

います。

【赤木委員】現状は、とてもよくわかりました。

私としては、やっぱり長崎で長崎和牛はもっ

ともっと食べていただきたいなと、いろんな方

に知っていただいて食べていただきたいという

思いは、本当に強く思っております。

これは、今後検討していくことだと思います

が、もう検討されていると思いますが、プロモ

ーションをいかにしていただくかということに

は、しっかりと取り組んでいただきたいと思っ

ておりますし、それこそ、その焼肉店のオーナ

ーさんがおっしゃるには、どうぞ使ってくださ

いというふうに担当の方が持ってこられたとい

うんですけど、お客さんに見せるような資料が

デザインされてないと。その資料自体も使いに

くいというようなお話でしたので、そこはいろ

んなデザイナーとプロモーションを一括した戦

略というものを考えていただいて取り組んでい

ただきたいと思っておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。

【徳永委員】今の赤木委員の関連なんですけれ

ども、部長のほうから8,000頭ということで、そ
ういう問題があったわけですね。やはり佐賀牛

に比べれば少ないと。

その原因ですよね。生産者が少ないのか、小

規模生産農家なのか、あと、私が聞くのには、

子牛が、今非常に需要が多いという中で、かな

り高いですよね。そういう中で、結構県外、そ

ういったブランド牛のところの子牛が出ている

ということも聞いておりますけれども、どうい

ったことが大きな要因なのか、教えていただけ

ませんか。

【山形畜産課長】県内の肥育の状況、特に和牛

の肥育の状況ですけれども、平成26年の時が約
2万6,000頭おりました。現在、平成30年で2万
3,000頭ということで、減っております。
その大きな理由は、ちょうどこの時期に子牛

が急に高くなって、それを仕入れるために、ど

うしても資金が要りますので、その部分で、出

荷した頭数よりも導入する頭数のほうが少なく

て徐々に減ってきている。特に、200頭以下の
中小規模の農家でその傾向が非常に強いという

のを分析しております。

そういうことで、平成28年以降、素牛を導入
する時の利子補給、近代化資金という資金を使

っていただいて、さらにそれを上回る場合には、

市中の農協あたりからお金を借りたりするわけ

ですけれども、その部分に対する利子補給を今

やっているところでございます。

それから、また、こういう厳しい中でも増頭

を頑張ろうという農家には、1頭当たり5万円と
いうのを、今年の予算でいくと600頭分の予算
を用意して、その増頭に向けて取り組む方につ

いては、そういう支援も今やっているところで

ございます。

【徳永委員】やっぱりそういったこと、子牛の

そういう問題ですよね。

そういう中で、私の関係者からも聞くのは、

肥育のほうが、繁殖も自分のところでやりたい
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ということを言われるんですけれども、これが

なかなか、県にしても、実際、種牛の管理とい

うのが、過去にもいろんな、精子の管理が問題

だったということもあったものだから、そうい

う問題で、なかなかそういうことができないと

ありましたけれども、しかし、今後は、生産者

とそこは協議をしながら、和牛を増やしたいと

言いつつ、その一番もとになる子牛が高い、そ

してまた、入らないとなれば、これはやはりさ

っき部長がおっしゃったように、せっかく共進

会で総理大臣賞をとったのに、頭数のパイがな

いということでこういう問題が起きているとい

うことになれば、そういったところも県として

対応しなければならないと思うんですけれども、

そのことについてはどうなんですか。

【山形畜産課長】おっしゃるとおり、子牛を市

場から買ってくると高い、繁殖農家からすれば、

手塩に育てた子牛を1円でも高く売りたいとい
う気持ちがあると思います。

特に、全国的に子牛が高くなった要因として

は、繁殖農家がどんどん全国的に減ってきて、

子牛が全国的に足らないということで、市場に

肥育農家が殺到して、少ない子牛をみんなで競

い合うものですから、どうしても高くなってい

るというところ。

一方で、枝肉価格がそれに応じて高ければ、

肥育農家も一定の所得があるわけですけれども、

昨年ぐらいまではまだ、枝肉の相場も高くあり

ましたけれども、今年に入ると、若干下げの状

況もきておりますので、今後、需要と供給のバ

ランスとか、特に和牛ですと、どうしても高級

部位ということで、あまり高過ぎると、今度売

れ行きも悪くなるということで、難しい面があ

ります。

そういうところで、農家の経営を安定させて

いくには、一つに、肥育農家の中で子牛生産部

門を担って、自分のところに取り入れてやる、

経営内の一貫生産というのを進めていこうとい

うことで県も取り組んでおりまして、例えば肥

育農家が新しく繁殖をスタートする時に、通常

の繁殖農家が導入する時の、例えば、1頭当た
り10万円の導入事業というのがありますけれ
ども、一貫生産に取り組む場合は、それを1頭
12万円まで引き上げるとか、それから、施設が
必要になりますので、その施設の整備であると

か、それから、あと技術が、どうしても肥育の

技術と繁殖の技術は違いますから、技術支援を

あわせて行っていくということで、経営内の一

貫生産というのも、今後進めていく必要がある

というふうに考えております。

【徳永委員】 長崎県の農業生産額は8年連続、
これは、一番大きいのは和牛ですからね。これ

が一番大きな生産額でありますから、そういう

面では、今後とも、そういった要因であれば、

いろんな問題点をクリアしていけば、さらに生

産額も増えますし、そしてまた、和牛というの

は、今一番、世界でも有名な、海外の方からも

非常に人気の和牛でありますから、そういうも

のでお願いしたいと思うのと、ただ、さっき課

長がおっしゃるように、本当に生産者にとって

は、子牛が、たしか10年ぐらい前は1頭30万円
～35万円、それぐらいだったのが、今はたしか
80万円～100万円という時代で、ただし、じゃ、
その分枝肉が上がればいいんですけれども、枝

肉はあまり上がらないということで、そこの差

が、利益が非常に縮まっているということであ

りますので、やはり厳しいところはありますか

ら、どうかその辺はまた、生産者といろいろ協

議の場を持っていただいて、我々が聞いてどう

というよりも、やはり県のほうが生産者としっ
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かりいろんな話をしながら、そういった問題点

を提起されれば、提起されなくても、こちらか

らそういう問題を、逆に提起していただいて、

今後の対策をしていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

【中村農林部長】ご指摘ありがとうございます。

今、課長からもありましたとおり、肥育経営

をどうしていくかという抜本的な対策を求めら

れているというふうに思います。やっぱり経営

を支えるための融資制度の充実等に取り組んで

まいっておりますけれども、さらに、経営内の

一貫生産という話がありましたが、さらに、肥

育農家が繁殖牛を買って、繁殖農家に預託をす

るとか、それとか、ＪＡの出資法人に預託をし

て、子牛を安く供給するとか、そういった新し

いシステムもあろうかと思いますので、地域の

中でどうしていくかとか、それから、肥育の面

でも、肥育期間を短縮するとかということで、

できるだけコストを縮減して経営をよくすると

か、こういったさまざまな面を十分組み合わせ

て、それをＪＡグループとか、生産者の皆さん

と、「肉用牛大学」という形でやっております

けれども、そういったところをしっかりと皆さ

んで考えたり、工夫したりしながら取り組んで

まいって、肥育、繁殖、いいバランスで、全体

が所得向上するように、しっかりと取り組んで

まいりたいと思います。

【大場委員長】 ほかありませんか。

【山田(博)委員】 これは要望しておきたいんで
すが、農産加工流通課のほうは卸売市場法に基

づいてやっていただいているわけですが、実は、

先日の委員会で、水産部におきまして、まこと

にこれは残念なことなんですが、卸売市場法に

基づいて県内の魚市の検査をやってなかったと。

昭和46年から始まった法律に基づいてやって

なかったと。同じ屋根の中の農林部はしたんだ

けど、隣はしてなかったと。これはびっくり仰

天と、目からウロコだということだったわけで

す。

そこで、農産加工流通課におかれましては、

やり方をぜひ水産部に教えていただけないかと。

これは水産県長崎において、恥ずかしい限りで

すよ。水産部長が水産庁から来ているわけです

が、法律をつくっている水産庁から来ている水

産部長がわからなかったと。これは何をやって

いたのかということを言いたいわけでございま

すが、そこを私もぐっとこらえてきたわけでご

ざいまして、大変申しわけございませんけれど

も、農産加工流通課の今までの手腕と、また歴

史でしっかりとご指導、ご支援をいただきたい

と。大変申しわけございませんけれども、私が

言うのも何だけれども、お願いしたいと、これ

は要望しておきたい。

続きまして、農産加工流通課に見解なり、ご

存じだと思うんですけれど、部長もご存じだと

思うんですけれども、反社会的勢力の方が長崎

市内の飲食店に、密漁して魚を納めていたとい

う事件があったんです。これは、参事監はご存

じですね。

実は、ここをいろいろ勉強させていただいた

ら、普通、こういった反社会的勢力の方々とい

ろいろあった場合は、建設業は大変厳しいんで

す。また、長崎県の暴対法というか、暴力団排

除条例等におきましても大変厳しい。つまり、

利用しない、使わない、簡単に言いますと、そ

ういったことなんです。

それで、飲食店の営業許可というのは、食品

衛生法という法律がありまして、この法律の中

には、反社会的勢力とかかわりがあった場合に

は、許可条件の欠格事由には入ってなかったん
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です。

そこで、水産部におきましては、水産部は関

係ありませんじゃないんだよと。これは、例え

ば農業者、漁業者が飲食店に納められた時に、

反社会的勢力の方が来られて、「おれが納めて

いるんだから、おまえは納めるな」と、こうな

ったら、安全・安心して農業や漁業を営むこと

ができないと、こんなことがあっていいのかと。

法律の改正を国に働きかけたらどうかと言った

ら、一言で言うと、私が理解している範囲では、

法律が、それは厚生労働省だから、厚生労働省

も厚生労働省なんだよ。あくまで食品衛生法は

食中毒対策だから、そんなことは関係ありませ

んということを堂々と言っておったわけね。こ

れは、県民生活部で確認したら、そういったコ

メントが文書できているんです。

それで、農産加工流通課としては、これをど

う思うか。それを、見解を聞かせていただきた

い。水産部は、簡単に言うと、それは所管が違

うんだと言いますけど、所管が違うと言ったっ

て、水産部だって、農林水産省だけじゃいけない

んですよ。ほかの省庁にも要望に行くんだけれど

も、厚生労働省にはどうも行きたくないみたいな

んだ。それで、農産加工流通課長としては、私は、

本来であれば、水産部がしなかったら農林部が、

ぜひ国に対して要望せんといかんのじゃないかと。

私が国会議員になったら、こんなことはすぐやり

たいんだよ。県議会議員だけど、時期を見て農林

水産省に、直にお願いに行こうかと思っているん

だよ。

県当局として、農業者の農産物の流通加工を預

かる農産加工流通課としての見解を聞かせていた

だきたいと思います。

【長門農産加工流通課長】農産物の流通につきま

しては、まず、反社会的勢力に対する排除という

話の中で、委員もご指摘があったかと思うんです

けれども、市場に関して、資料を確認します。

【大場委員長】 休憩いたします。

― 午後 ３時５５分 休憩 ―

― 午後 ３時５５分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

しばらく休憩いたします。

午後4時10分に再開いたします。

― 午後 ３時５５分 休憩 ―

― 午後 ４時１０分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

【長門農産加工流通課長】 先ほどの山田(博)委
員のご質問に対してお答えしたいと思います。

農林部のほうで所管しております卸売市場に

つきましては、委員ご存じのとおり、暴力団の

排除条例に基づきまして、そういう暴力団に対

して利することないよう努めなければならない

という通知文を出させていただいたところでご

ざいます。

我々農林部が所管します、例えば「長崎和牛

指定店」とか、「ながさき地産地消こだわりの

店」とか、そういった部分につきましても、現

在のところは、暴力団に対しての排除という規

定がございませんので、例えばそういった部分

を長崎県警に問い合わせることができるといっ

たことの誓約書を出していただくというふうな

ことで、農林部が所管する部分については、そ

ういったことが検討できるかと考えているとこ

ろですけれども、食品衛生法につきましては、

やはり営業許可については厚生労働省のほうで

所管されているということで、そこについては、

厚生労働省のほうでしっかり判断していただき

たいと考えているところでございます。
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【山田(博)委員】 判断していただきたいという
ことは、「長崎県の魚愛用店」というところは、

反社会的勢力との欠格要件というのは設けてな

かったわけだよ。私が指摘して、今から設けま

すとなったわけね。私からすると、実は、長崎

魚市場におきましても、反社会的勢力の条項と

いうのは、私が委員会で指摘して、それでなっ

たんだよ。

つまり、何が言いたいかというと、水産部は

遅れているんだ。水産部は遅れている、はっき

り申し上げて。市場の卸売市場法があって、昭

和46年は、私はまだ1歳だよ。あなたは何歳で
すかと言いたかったぐらいだよ。長年水産行政

に携わっている水産部がわからなかったという

んだから。私は、時間があったらもっと言いた

かったんだよ。

もう一度お尋ねしますけど、食品衛生法の関

係で、長崎和牛店だって、今からやるというこ

とで、それはぜひやっていただきたいわけです。

しかし、肝心要な食品の営業許可を持っている

食品衛生法に基づいて、そこが、肝心要がそう

いったことになってなかったとなった場合、長

崎県の農産加工流通課としては、そういった飲

食店とおつき合いする上で、そういったのをし

っかりやってもらわないといかんというふうな

見解はあるかないかというのを、じゃ、お尋ね

したいと思います。

【長門農産加工流通課長】反社会的勢力に対し

て利益供給に関しての話については、やはり県

としても避けていかなければならないと考えて

いますが、そこは、できればしっかり対応して

いきたいと思っています。

【山田(博)委員】 農産加工流通課の課長が今言
ったのは、ごもっともなんだよ。本当なんだよ。

しかし、片方の水産部は、腰が引けているんだ。

だから、農林部長、はっきり申し上げて、市

場に関するかかわり方、行政のかかわり方とし

ても、そういった点では、農林部のほうはぴし

ゃっとしていますよ。例えば農業団体にしたっ

て、検査をやっているんじゃないですか、団体

検査室でもってぴしゃっと。水産部はないんだ

よ。私は独立してやりなさいと言っているんだ

よ。水産部は漁政課の中に入っているんだよ。

しかし、補助金とか何かすると、漁政課に、片

方は補助金がある、片方は監査と、なかなかう

まくいかんだろうと。やっとそれをきちんと、

補助金というのはほかの課に移してやってきた

んですよ。私としては、やっぱりきちんと団体

検査というのは、農林部みたいに設けてやるべ

きだと主張しているんだけれども、大分水産部

には言ったわけです。

それで、いずれにしても、長崎和牛の指定店

と反社会的勢力に対して、また、食品衛生法も

絡んできますから、農林部としては、水産部よ

りも二百歩も三百歩も先にしっかりやっていた

だきたいと思うんですよ。

私は、これから地域を回る時に、長崎県の農

林部というのは、はっきり言って、そういった

点に関しては二百歩も三百歩も先に動いている

ということをしっかりと農家の方々、県民の皆

さん方にＰＲしていきたい。もちろん私も国政

に当たっては、現職の国会議員の先生方にも頑

張っていただきたいと思うんですよ、この食品

衛生法に関してはね。部長も、そういった点で

頑張っていただきたいと思うんですが、この食

品衛生法に関する見解を農林部長から聞いて、

この質問を終わって、次に、農山村対策室長の、

さっきの久保田委員とのやりとりを精査させて

いただきたいと思うんですよ。いいですか、待

っておいてくださいね。
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【中村農林部長】委員ご指摘のところについ

ては、私も十分理解してないところもございま

して、先ほど長崎和牛の指定店も、地産地消こ

だわりの店についても、そういった暴対の対応

ができてなかったというのを十分理解してなか

ったものですから、その点では、十分ではなか

ったというふうに認識しておりまして、それに

ついては即座に対応してまいりたいと考えてお

ります。

それから、食品衛生法につきましては、先ほ

ど農産加工流通課長から答弁があったとおりで

ございますけれども、私としても、例えば農林

水産省の中にも食料産業局がございますので、

そこあたりともお話をさせていただいて、何ら

かができないかといった点でお話をさせていた

だきたいと思います。

【山田(博)委員】 私は、農林部長の今の答弁と
いうか、見解はごもっともだと思うよ。それが

本当の長崎県の行政のあり方、農林部を引っ張

っていく部長の姿勢ですよ。それは立派ですよ。

それが本当なんです。

片や、水産部はそうじゃなかったから、私は

憤慨しているんだよ。これは地域の漁村、漁業

者を守る水産行政のトップがそういった姿勢を

持っていかないといけない。しかし、農林行政

におきましては、農林部長がそういった見解を

持っているのは大変心強い、頑張っていただき

たいと思っております。

続きまして、また農産加工流通課長、諫早農

業高校と大手製パン会社の商品開発というのに

今取り組んでいただいておりますね。以前、国

境のしまの海陽高校と大手製パン会社の商品開

発で大変ご尽力をいただいておりますけれども、

これは、引き続きしっかりやっていただきたい。

何かお聞きしますと、今はまだまだ報告する

段階にないということでありますので、次の委

員会に報告できることがありましたら、ぜひお

願いしたいと思っております。

大体終わったんですね。ということで、農山

村対策室長、先ほど久保田委員とやりとりして

いましたけれども、そういったマニュアルがホ

ームページにあるんだったら、そういった立派

なマニュアルがあるんだったら、私たちに見せ

ていただけませんか。久保田委員には丁寧に教

えていたけど、あなたはしょっちゅう私のとこ

ろに来るけど、そんなことを教えてくれたこと

はありましたか。なかったでしょう。そうった

大変すばらしいマニュアルを持っているんだっ

たら、ぜひ私たちにも見せていただきたいと思

っておりますので、よろしくお願いします。

先ほどのマニュアルというのを、私も拝見さ

せていただいて、次の委員会で検証させていた

だきたいと思っています。それが間違いないか

どうか、久保田委員はマニュアルを、ああ、そ

うですかと聞いていたけど、そこで終わっちゃ

いけないわけですよね。そういったことで、し

っかりとやっていただきたいと思っております。

私はいろいろ質問させていただいたわけでご

ざいますが、今回のいろんな指摘事項がありま

したけれども、先ほど外国人の受け入れ問題が

ありましたけれども、進む、進むと言ったけど、

一向に進まないと。宮本課長、頑張ってくださ

い。期待しているんですよ。

私の質問は終わりました。今日はどうもあり

がとうございました。

一旦終わります。

【長門農産加工流通課長】 先ほど山田(博)委員
から、市場の検査はいつから始まったのかとい

うご質問があったと思います。調べたところ、

昭和49年から検査は実施しているということ
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でございます。

【麻生委員】 1点お尋ねしたいんですけれども、
9月から農協改革で中央会がなくなって、一般
社団法人を含めて展開するということで、農協

改革があるんですね。これは国が進めている話

だから、農協自体の問題だという話じゃなくて、

これによって県内の農家の人たちの状況はどう

なのかと。

実は、以前、山中会長と話した時、長崎もニ

ンジンの出荷状況で、四十何億円かけてやった

んですよと。しかし、それは稼働率が少ない状

況の中でもやらなければいかんやったと、そう

いうリスクを見ながら機械化をやらないと、な

かなか生産性も上がらないし、状況として出荷

が間に合わないと、そういうリスクを抱えなが

ら農協としてもやっているんですよという話を

伺ったという話があるんですよ。

今回、農産園芸課長を含めてびわの話をさせ

てもらいました。それもやっぱり1億円ぐらい
かけてやらないといかんということになると、

農協の状況も見ながら、農協も生産者あってな

んですね。自分たちの販売流通を持たないわけ

ですよね。生産はできるけれど、そういったも

のをやろうとしてもなかなかできない。そうい

う中で、お互いが協力し合いながらやらなくち

ゃいけないという中で、国全体としては、農協

の見直し、コストダウン、そういったことをや

っているんですけど、長崎の中で、今後この農

協改革がどのように影響があるのか、どう判断

されているのか、それをお尋ねしたいと思いま

す。

【村岡団体検査指導室長】農協改革に関するご

質問ですけれども、政府は、今年の5月末まで
を農協改革集中推進期間として位置づけており

まして、全国的にもＪＡグループが自己改革を

進めてきているところでございます。

その中で、今月6日に農林水産省が公表した
自己改革の評価におきましては、農業所得に向

けた動きが随所に出てきており、集中期間の農

協改革は進展したと高い評価をしているところ

でございます。

また、本県におきましても、各農協の集中推

進期間と重なる平成28年度から平成30年度ま
での3カ年にわたる中期計画を策定し、それぞ
れの地域特性に応じた農業所得の増大に資する

事業の推進に取り組んでおります。

具体的には、生産主体の予約率を向上させて

発注ロットを拡大して、入札を導入するなどの

価格の低廉化など、また、販売では、近隣市場

への出荷の見直しなど、流通コストを削減する

など所得向上に向けた取組が進められていると

ころでございます。

農協改革の中では、総合事業の見直し、ある

いは准組合員制度の利用規制といった議論が今

後懸念されますが、農協における金融店舗、購

買店舗をはじめ、そういった事業所は地域社会

の役割として大変重要なものだと位置づけてお

りますので、今後も、県としてはこれらの総合

事業、准組合員制度の堅持を政府に強く要望し

てまいりたいと考えております。

【岡本農林部次長】 メインは、金融・共済の部

門を中金等に吸い上げて、農協はそれから手を

引くということなんですけれども、本県の7農
協は、共済・金融部門も継続してやって、総合

農協として維持するということで取り組んでお

ります。

さらに、農業者の所得を向上させるために販

売部門の原価を下げたり、今言われた購買部門

の強化を図っていっておりますので、今の農協

の方針を続けていけば、農業者への影響はあま



令和元年９月定例会農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（９月２６日）

- 172 -

りないということで考えております。

【麻生委員】農協改革は上から言われておりま

すので、これはやらなくちゃいけないと。

ただ、現場で2つあるんですね。今、農協が
進めています直売所があるでしょう。あれは、

要するに補助金もなしでやっているんですよ。

片一方では、青果市場を中心としている卸業の

皆さんたちは、そこと競合するわけですね。片

一方は補助金とか、長崎市もそうですけれども、

いろいろ出していると。しかし、民間業者は頑

張っているということで、矛盾も一部あって、

現場に入ると、大分言われるんですけれども、

ただ、今テーマで話したのは農協改革ですから、

農協改革の中で言っているのは、県内でやって

いていいのは、島原雲仙農協とか、一部みかん

を持っているところのながさき西海農協とか、

そういう特定の状況だろうと。長崎は市内もも

う決まりましたから、長崎西彼農協に合併され

ましたけれども、半分以上は金融でもっていた

ところですね。

そういう状況で、長崎の県内でも、優良な農

協団体とそういうところとは違うでしょうと。

もともと長崎西彼農協の一番のメインは、ＳＥ

Ｗさんの豚の飼育がメインになっていますけれ

ども、そういったいろんな形がある中で、農協

中央会がいろいろやっていただいた政策だとか、

さっきも申し上げましたように、リスクを負い

ながら、長崎で必要なものを投資してもらって

いると。しかし、それはなかなか回収できない

と。それをどこから持ってくるかということは、

全体のマネジメントの中でやってらっしゃった

んだろうと思うことがあったんですよ。

ですので、今回のこの改革によって、要は、

農協の組合員といいますか、農家の人たちがコ

ストは落として利益を上げてもらいたいという

のがあるんですけれども、やっぱり零細は販売

ルートを持たない人たちが多いわけですから、

そこでしっかりとカバーしていただいてやれる

ような、もちろん、さっきびわの話はしました

けれども、まさにそういった問題がいっぱい目

の前にありますから、しっかり連携していただ

きながら、行政として国の改革の中に、私たち

零細農家が取り残されないような、そういう取

組をぜひやっていただきたいと思います。

畜産農家もＴＰＰの関係がありますので、ク

ラスター事業でしっかりと連携しながら、対策

がとれるような、先ほどセンター長に紹介して

おきましたけれども、エコフィードといって、

コストを下げるような、全体の循環型社会の中

でやれるようなこともお願いしたいと思います

し、農協も農協でしっかりと地域を支えてもら

っていますので、一緒になって行政の皆さんと

連携してやっていただきたいということを要望

しておきたいと思いますので、お願いしたいと

思います。

【大場委員長】 ほかありませんか。

【徳永委員】 幾つか質問したいと思います。

まず、耕作放棄地の現状です。今、どれだけ

の耕作放棄地、そして、前より増えているのか

どうなのか、そういった状況も教えていただけ

ませんか。

【村里農地利活用推進室長】委員のご質問の耕

作放棄地の現状と増えているかどうかという状

況でございますけれども、まず、毎年農業委員

会、市町のほうで荒廃農地調査というのを実施

しておりまして、それの動きを見ますと、直近

の平成30年の荒廃農地は、県下で1万8,000ヘク
タール程度ございます。

県内の状況で言いますと、振興局単位で申し

ますと、県央地区がその半分を占めておりまし
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て、あと、五島が22％、県北が13％というよう
な状況でございます。

傾向につきましては、平成29年からの動きで
ございますと、約250ヘクタール程度の荒廃農
地の減少という状況になっております。

【徳永委員】 平成29年度から平成30年度はマ
イナス250ヘクタールということですね。
最初この調査をした時と現在はどうなんです

か。

【村里農地利活用推進室長】今、手元にあるデ

ータとしましては、平成26年のデータと平成30
年を比べますと、平成26年が約1万7,400ヘクタ
ールということで、約700ヘクタール強増えて
いる状況でございます。

【徳永委員】 一番古いデータでいけば平成26
年だということで、そうですね。1万7,400ヘク
タール、約700ヘクタール増えていると。去年
よりは250ヘクタール減ったということですけ
れども、これはいろいろと農業委員会、そして

また、管理機構が一緒になってやっていますけ

れども、なかなか減らないという原因、要因は

何なんですか。

【村里農地利活用推進室長】荒廃農地の中にも

再生可能な荒廃農地、Ａ分類と一般的に言われ

る部分と、再生利用は難しいという判断をされ

ているＢ分類がございます。

Ａ分類につきましては、県、市町一緒になっ

て解消の取組をしていただくように、事業等も

含めながらやって、一定の、年間約500ヘクタ
ール程度の解消実績がございますが、ただ、ど

うしても同程度の新たな耕作放棄地の発生とい

うものも一方でございまして、なかなか全体と

して減少していかないということがございます。

それと、もう一点、Ｂ分類のほうにつきまし

ても、もう農地としての利用は難しいという判

断を農業委員会がしておりますので、これにつ

きましては、非農地化ということで、非農地通

知の処理をしながら、随時山林としての管理な

りというほうに移行するような取組も一方では

しているところでございます。

なぜ発生するのかという部分でございますけ

れども、どうしても条件の悪い山間で、日照条

件が悪かったり、耕作条件が悪いところに、生

産者の高齢化等もありまして、耕作放棄地がど

うしても増えている状況でございます。

【徳永委員】 Ａ・Ｂ分類ということで、Ｂのほ

うは、借り手側には、これはもう不適当なとこ

ろだと。これも含めたところが、今の面積なん

ですね。

ということは、どっちかといえば、今おっし

ゃられたように、Ｂのほうは、耕作放棄地とい

う縛りから外していこうとしている。それはそ

うでしょうね。そういう中で、Ａ分類も、しか

し増えているということですよね。

先ほども、私は要望の中での話をしましたけ

れども、特に私たち島原半島のほうでは、そう

いった農地を借りたいという人が多いんですけ

れども、ここがミスマッチというか、なかなか

これが、貸し手側と借り手側というのがうまく

いかないということのジレンマですよね。

これが、とにかくどうにかならないのかと思

うんですけれども、原因の一つは、今言われた

ように、耕作放棄地ということですから、耕作

放棄地の中でもあまり条件がよくないところが

多いということでしょうけれども、ただ、この

Ａ分類の中で、これをそのまま放置をしておっ

ても、ますますこれは環境にも悪いし、そして

また、維持保全にも非常に大きな問題がありま

すけれども、この辺は県としてどう考えていく

のか、その辺をお聞きしたいと思います。
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【村里農地利活用推進室長】再生可能な荒廃農

地につきましては、基本的には、耕作条件が悪

いということでの荒廃化ですので、耕作条件を

改善、狭地直しでありますとか、耕作道をつく

るとか、そういった耕作条件を改善するような

簡易な基盤整備の推進でありますとか、あと、

一定面積がまとまれば、農村整備のほうの事業

で、機構関連の農家負担のない整備事業であり

ますとか、まとまったところでは、そういった

基盤整備の推進につなげるように、地元の推進

を図っているところでございます。

【徳永委員】それは県のほうが小規模なところ

の基盤整備というものも、今、国のそういった

事業も取り入れてやっているということで、私

も地元を見ております。それはいいことだなと、

特に棚田、中山間地域では、そのままにしてお

けば、もっともっと増えていきます。それはそ

れで、私も評価しますけれども、片や優良な耕

作放棄地といいますか、この農地が、また残っ

てしまうという問題ですね。所有者が貸すのに

抵抗があると、借り手側にすれば十分魅力のあ

る土地なんだけれども、なかなか貸し手側が貸

してくれないと、こういった土地というのはど

れぐらいあるんですか。わかっているところ、

大体のところでいいんですけれども。何％ぐら

いか。

【村里農地利活用推進室長】地主さんの意向で

なかなか貸借が進まないという面積は、県のほ

うでは押さえておりません。

【徳永委員】それは、あるのはあるわけですね。

これは、一度、大体どれだけあるのか、もし調

べることができれば、していただきたいと思い

ます。

先ほど私が話をしましたように、特に私の地

元の話をしますけれども、次男・三男が一生懸

命土地を探しているという方が多いものですか

ら、こういう方も、土地というのはどこでもい

いわけじゃないんですね。やっぱり自分の働く

環境の近くにあったほうがいいし、そしてまた、

土の性質、自分の作物は何をするかと、いろん

なこういうものがありますので、こういったと

ころも農業委員会、中間管理機構とも、それと、

いつも私が室長に申し上げたように、やはり自

治体もしっかりここは、そういった窓口をもっ

ともっと広げて強化をしていただいてやってい

ただきたい。人口減少で、雲仙市なんか特に、

農業地区が非常に貢献といいますか、後継者が

育つことによって子どもが増えている、学校も

児童が増えていますから、ここでしっかり対応

しなければ、せっかくやろうと思っていても、

そこに土地がない。じゃ、もうこれで農業から

離れて違うほうにいこう。最悪、またどこかに

地元を離れて行ったとなれば、大きな損失にな

りますので、そういったところも、多分、室長、

そしてまた、部長もそういう話は聞いておると

思いますので、ここをしっかり調査をし、そし

てまた、今後どういう対策がとれるか、ここは

早めにやっていただきたい。

現に、平成26年から5年間でこれだけ増えて
いるという事実がありますから、そういうとこ

ろも、またお願いしたいと思います。

それを部長、どう思われますか。

【中村農林部長】委員からこれまでも基盤整備

の効果といいますか、条件を整備することで地

域が活性化するといった事例がある一方で、今

ご指摘があったように、耕作放棄地が増加して

いるという状況にございまして、特に地域性が

大きいところもございます。貸したくないとい

う地主のご意向も、やっぱりこれは地域性が結

構強くございます。
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そういった意味で、自治体が関与していった

面で、やはり私は、振興局なり、市町なり、農

協なりが地域の実情をよく知っておりますので、

地図を見ながら、どの地域が荒れているか、地

図の中で見ながら、ここら辺はまとめられない

かなとか、そういったものをまず、関係機関で

かたった上で、地元に対して、ここらあたりに

狭地直しをしたらどうだろうかとか、基盤整備

をしたらどうだろうかと、そういったことを提

案していくのが大事なんじゃないかなと思って

おります。

さらに、地域に担い手を残していく上では、

水田の基盤整備のし直しとか、排水対策をしっ

かりやって、その地域でもうかるようなものを

入れていくとか、こういったものについても、

今モデル地区を設置してやっていこうとしてお

りますので、やっぱりそういった関係機関で、

その地域、地域に働きかけていく、せっかくの

いい事例も島原半島でできておりますし、そう

いった事例もしっかりと周知徹底を図りながら、

皆さんに提案をしていって、借りたい人たちに

はいい農地を借りられるようにしたいし、地域

全体としてもうかるような対策をとってまいり

たいと思います。

【徳永委員】 もう一点、そういう中で、これも

室長にはお話ししたことですけれども、施設園

芸も、例えば私の地元はいちごです。いちごは

100億円を超えまして、そのうちの70％が島原
雲仙農協、そのうちの半分が国見町なんです。

国見町が全体の3分の1を生産しております。こ
こがどうしても、センサスでも出ていますけれ

ども、農業の廃業をされる方がおられます。

ここで施設園芸、ハウスをそのまま引き受け

たいという生産者、これは規模拡大ですよね、

おられるんですよ。ただ、これが、やはり3年

～5年とたってしまえば、このハウスが老朽化
して、また手を加えなければならない。コスト

がかかるということです。

例えばやめられる方というのは、先ほど部長

がおっしゃられたように、ＪＡとかは大体わか

ってくるわけですね。ここは後継者がいないか

ら、恐らくやめられるだろうと。そうであれば、

そういう時点でキャッチすれば、それを生産者、

要するに希望者にも伝えていくというようなこ

とを、やはり私はするべきだと。地主さんにと

っても、当然、その施設がそのままあって残っ

ているのは、これも問題なんですよね、老朽化

すれば、また大変になるもんですから、そうい

ったところはどう考えているのか、お伺いいた

します。

【渋谷農産園芸課長】確かに、高齢化に伴って

施設をやめられる方もおられます。

長崎県では、各産地ごとに産地計画というも

のをつくっておりまして、それとあわせまして

受入団体等登録制度というものがあります。そ

の中で、人を受け入れる場合に、遊休ハウスで

あるとか、その情報を載せることができますの

で、ぜひそういうものに、遊休ハウスについて

も、ＪＡ等と話をしながら載せていって、それ

で施設を流動化するとか、そういう方法もとっ

ていきたいと考えております。

【徳永委員】県はそういうお考えを持ってやら

れています。しかし、地元の生産者にすれば、

なかなかこれがそうはいってないというのが現

実なんですね。

だから、そこはもう、現実的にそうでありま

すから、やっぱり早くそういった事例をつくる

ことをしなければ、今日、センター所長が来ら

れていますけれども、品種もいろいろ、今「恋

みのり」ですね。生産性が上がるものをやって
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も、結局、規模拡大でハウスの改修がなかなか

できないというのは、やはり高齢の生産者にす

れば、もうこれ以上、自分たちは規模拡大は、

そして所得はもういいんだと。今の品種でいい

んだというようなことになって、当然、それを

やめてしまうと。そういうことが、結局県とす

れば、所得向上でやっているけれども、こうい

うミスマッチもあるわけなんですよね。

だから、そういう方がやめられるんですから、

そうであれば、そこにすぐ、今度はそういった

品種に対応をするハウスをつくっていかなけれ

ばならないと。そして、そのハウスを利用して、

少ないコストでもできると、ここにメリットが

ありますから。ただ、早くこの事例をつくって

いただきたいんですけれど、そういう事例はあ

るんですか。

【渋谷農産園芸課長】県内で言いますと、例え

ば県央地区でキュウリをやめられるハウスを使

いたいと、そういうのもあって、それを長くも

つように改造して使うとか、そういう事例もあ

りますので、そんなものも紹介しながら、県下

に波及させていきたいと思っています。

【徳永委員】では、ぜひそういう事例をまた紹

介しながら、結びつけていただきたいと思って

います。

最後ですけれど、もう一つ、新規就農の事業

は国が一生懸命やられていますけれども、いわ

ゆる新規就農の現状、どれぐらい新規就農され

ていて、今どれぐらいの方がおられるのか、こ

の数字がわかれば、教えていただけませんか。

【宮本農業経営課長】 平成30年度でございま
すけれども、まず、新規の自営就農者が232人、
雇用就農が301人となっておりまして、合わせ
て533人が新規就農しているという状況でござ
います。

【徳永委員】比較がちょっと難しいんですけれ

ども、この事業が始まったのはいつだったんで

すかね。まあ、いいです。

533人、定着率ですよね。新規就農されて定
着率、何年以上が定着率かあれなんですけれど

も、そういったデータはありますか。

【宮本農業経営課長】 新規就農者については、

フォローアップもしている中で定着率も見てい

るんですけれども、過去5年まで見て、大体99％
が定着されているという状況でございます。

【徳永委員】 5年間、99％ですか。えっ、そう
ですか。部長、そうなんですか。

私は、新規就農、例えば何年かは支援金なん

かもらってやりますよね。しかし、その後は、

言っちゃ何ですけれども、月15万円ですか、そ
ういったのをいただいて、あとやめてしまうと

いうような、私はそういうことも聞いたような、

その数字も見たような感じなんですけれども、

99％はないんじゃないですか。
【宮本農業経営課長】新規自営就農者について

は、就農後も含めて、振興局の担当の普及員も

ついてフォローアップをしておりますので、5
年後までフォローアップしながら見ております

けれども、その中で調査した範囲では99％とい
うふうに把握しております。

【徳永委員】 わかりました。ただ、もう一回調

べてください。

最後です。そういう中で、新規就農の親元就

農、ここを私は新規就農として、ここが一番の

質問なんです。ここをもっと新規就農と同等以

上の事業支援をしていただきたいと思うんです

けれども、ここの考えはどうなんですか。

【宮本農業経営課長】委員ご指摘のとおり、親

元就農、それから、さっきお話がありました次

男・三男の方に帰ってもらうような、こういっ
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た後継者対策は非常に重要だと思っております。

地域にとどめるという意味では、私も担当して、

いろんな地元でやりとりしていく中で非常に実

感しているのは、早い段階から農業につきたい

という気持ちを持っていただくことが大事だと

思っています。

現在、例えば中学校の段階から、例えば農業

高校が中学生と一緒に、一日農業体験をしてみ

たりとか、あるいは農業高校でも、農大に行っ

てみると、あるいは実際の就農の体験をしてみ

る、こういうことで、地域にとどめて農業をや

っていこうという気持ちを持っていただくよう

なこと、そういったことから、まずはスタート

していかないとというふうに思っております。

【徳永委員】 違う、そうじゃないんですよ。も

ういるのよ、親元就農で農業をやりたいと。さ

っきの次男・三男も一緒ですけれども、跡取り

がね。しかし、これが新規就農の支援事業に入

らないんですよ、当てはまらないと。新規就農、

それは全く農業を知らない方がやるのも大事で

すよ。ところが、一番定着率が高くて、初期投

資もしない。当然、跡取りというのは、今ある

やつを持っていく。

しかし、その中で品目を変えて、さらにパワ

ーアップ、規模拡大をやろうとしているご子息

さんがおるわけですよ。これに対して、やはり

私は新規就農と同じ、それ以上の支援をするこ

とが、さっき言った定着率が99％と言ったのは、
多分私の考え方と違うんですよ。定着率も、こ

っちの親元就農、そこの息子さんたちのほうが

はるかに定着するわけなんですけれども、その

ことについて、私は質問しているんです。

最後に、時間がないから、部長、答弁をお願

いします。

【中村農林部長】もともと農家の後継者という

ことになれば、生産基盤ももともとありますの

で、まずは農業後継者、親元就農といった方々

にしっかり残っていただくというのが一番、私

たちも担い手育成としては効果的だと思ってお

ります。

ご指摘の支援対策についても、親元就農であ

っても、例えば過去、給付金という形が、年間

150万円という形で支援制度があって、私たち
も親元就農であっても、例えば新たに規模拡大

するとか、そういう方々については、例えばリ

スクを抱えるということから、そういう給付金

の対象にならないかといったことは、私たちも

そうだと思っておりまして、6月に行いました
政府施策要望においても、そのことはしっかり

と要望させていただいておりますし、予算自体

も足らないような状況もございましたので、予

算の確保と、こういった制度の充実について要

望してきたところでございます。

【大場委員長】 ほか質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ほかに質問がないようですので、

農林部関係の審査結果について整理したいと思

います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時５１分 休憩 ―

― 午後 ４時５１分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、農林部関係の審査を終了

いたします。

引き続き、分科会長報告及び委員長報告の取

りまとめなどの委員間討議を行います。

理事者退室のため、しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時５２分 休憩 ―
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― 午後 ４時５３分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

今定例会で審査いたしました内容について、

10月2日の予算決算委員会における農水経済分
科会長報告及び10月4日の本会議における農水
経済委員長報告の内容について協議を行います。

それでは、審査の方法についてお諮りいたし

ます。

協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うことといたしたいと思いますが、

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。

― 午後 ４時５４分 休憩 ―

― 午後 ４時５６分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

農水経済分科会長報告及び農水経済委員長報

告については、協議会における委員の皆様のご

意見を踏まえ、報告させていただきます。

次に、予算決算委員会農水経済分科会の決算

審査の日程については、お手元に配付しており

ます「日程案」のとおりでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ご異議がないようですので、そ

のように決定させていただきます。

次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時５７分 休憩 ―

― 午後 ４時５７分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】それでは、正副委員長にご一任

願いたいと存じます。

これをもちまして、農水経済委員会及び予算

決算委員会農水経済分科会を閉会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ４時５８分 閉会 ―
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